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議 事 日 程（第１号） 平成２４年３月７日（水） 午前１０時 開会 

                                開議 

 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

日程第 ２ 会期の決定 

日程第 ３ 諸般の報告 

日程第 ４ 議案第 １号 平成２３年度大津町一般会計補正予算（第４号）について 

日程第 ５ 議案第 ２号 平成２３年度大津町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）

について 

日程第 ６ 議案第 ３号 平成２３年度大津町外四ケ市町村共有財産管理処分事務受託

特別会計補正予算（第２号）について 

日程第 ７ 議案第 ４号 平成２３年度大津町公共下水道特別会計補正予算（第４号）

について 

日程第 ８ 議案第 ５号 平成２３年度大津町介護保険特別会計補正予算（第４号）に

ついて 

日程第 ９ 議案第 ６号 平成２３年度大津町農業集落排水特別会計補正予算（第４号）

について 

日程第１０ 議案第 ７号 平成２３年度大津町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２

号）について 

日程第１１ 議案第 ８号 大津まちづくり交流センター条例の制定について 

日程第１２ 議案第 ９号 大津町歴史文化伝承館条例の制定について 

日程第１３ 議案第１０号 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るた

めの関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整

理に関する条例の制定について 

日程第１４ 議案第１１号 大津町税条例の一部を改正する条例について 

日程第１５ 議案第１２号 大津町公民館条例の一部を改正する条例について 

日程第１６ 議案第１３号 大津町スポーツ振興審議会条例の一部を改正する条例につい

て 

日程第１７ 議案第１４号 特別職の職員等で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する

条例の一部を改正する条例について 

日程第１８ 議案第１５号 大津町介護保険条例の一部を改正する条例について 

日程第１９ 議案第１６号 大津町都市公園条例の一部を改正する条例について 

日程第２０ 議案第１７号 大津町電源立地地域対策交付金事業基金条例を廃止する条例

について 

日程第２１ 議案第１８号 大津町生活管理指導短期宿泊手数料徴収条例を廃止する条例
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について 

日程第２２ 議案第１９号 大津町生活管理指導員派遣手数料徴収条例を廃止する条例に

ついて 

日程第２３ 議案第２０号 大津町中央公衆便所条例を廃止する条例について 

日程第２４ 議案第２１号 菊池広域連合の処理する事務及び規約の一部変更について 

日程第２５ 議案第２２号 町道の路線廃止について 

日程第２６ 議案第２３号 町道の路線廃止について 

日程第２７ 議案第２４号 町道の路線廃止について 

日程第２８ 議案第２５号 町道の路線認定について 

日程第２９ 議案第２６号 町道の路線認定について 

日程第３０ 議案第２７号 町道の路線認定について 

日程第３１ 議案第２８号 町道の路線認定について 

日程第３２ 議案第２９号 町道の路線認定について 

日程第３３ 議案第３０号 平成２４年度大津町一般会計予算について 

日程第３４ 議案第３１号 平成２４年度大津町国民健康保険特別会計予算について 

日程第３５ 議案第３２号 平成２４年度大津町外四ケ市町村共有財産管理処分事務受託

特別会計予算について 

日程第３６ 議案第３３号 平成２４年度大津町公共下水道特別会計予算について 

日程第３７ 議案第３４号 平成２４年度大津町介護保険特別会計予算について 

日程第３８ 議案第３５号 平成２４年度大津町農業集落排水特別会計予算について 

日程第３９ 議案第３６号 平成２４年度大津町後期高齢者医療特別会計予算について 

日程第４０ 議案第３７号 平成２４年度大津町工業用水道事業会計予算について 

日程第４１ 認定第 １号 平成２３年度矢護川地区簡易水道組合会計歳入歳出決算の認

定について 

          一括上程、提案理由の説明 

 

               午前９時５８分 開会 

開議 

○議 長（大田黒英生君） おはようございます。ただいまから、平成２４年第１回大津町議会定例会

を開会いたします。 

 開会に先立ちまして、去る２月２２日熊本市で開催された熊本県町村議会議長会定期総会において、

全国町村議会、議長会及び熊本県町村議会議長会より自治功労者として宇野光君、松永幸久君、永

田和彦君に対し、ただいまから表彰の伝達を行います。 

 ３名の方は演壇の前にお進みいただきたいと思います。 

 はじめに、全国町村議長会の表彰を行います。 
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 表彰状、熊本県大津町、宇野光殿。あなたは町村議会議員として多年にわたり地域の振興・発展

に寄与されたその功績は誠に顕著であります。よってここにこれを表彰します。平成２４年２月９日、

全国町村議会議長会会長高橋正、代読。おめでとうございます。 

（拍手） 

 表彰状、熊本県大津町、松永幸久殿。同文です。おめでとうございます。 

（拍手） 

 表彰状、熊本県大津町、永田和彦殿。同文です。おめでとうございます。 

 続きまして、熊本県町村議会議長会の表彰を行います。 

 宇野光殿。表彰状、菊池郡大津町議会議員、宇野光殿。貴殿は大変地方自治の振興に貢献され

たその功績は顕著であります。よってここにこれを表彰いたします。平成２４年２月２２日、熊本県

町村議会議長会会長藤井公明、代読です。おめでとうございます。 

（拍手） 

 表彰状、菊池郡大津町議会議員、松永幸久殿、同文です。おめでとうございます。 

（拍手） 

 表彰状、菊池郡大津町議会議員、永田和彦殿、同文です。おめでとうございます。 

（拍手） 

○議 長（大田黒英生君） 引き続き会議を開きます。 

 日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は、会議規則第１２０条の規定によっ

て、石原大成君、手嶋靖君を指名します。 

 

     日程第２ 会期の決定 

 

○議 長（大田黒英生君） 日程第２ 会期の決定の件を議題とします。 

 まず、議会運営委員長の報告を求めます。議会運営委員長松永幸久君。 

○議会運営委員長（松永幸久君） おはようございます。ただいまから、議会運営委員会における審議

の経過と結果についてご報告いたします。 

 当委員会は、３月１日の午前１０時から委員会Ａ室において議会運営委員全員出席の下、また大田

黒議長に出席を願い、平成２４年第１回大津町定例議会について審議をいたしました。 

 まず、町長提出議案について執行部から説明があり、内容等について協議をいたしました。請願・

陳情は、提出はありませんでした。また、議事日程、会期日程、その他議会運営全般について協議を

いたしました。なお、町長提出議案について、議案第１号から議案第７号までの７議案については、

先に議決すべき案件でありますので、９日の本会議において質疑討論のあと、表決することに決しま

した。一般質問については、本日の町長の施政方針を聞いた後、９日の午後５時までの提出といたし

ました。したがって、１２日の午前９時から議会運営委員会を開催し、一般質問の順番等を決するこ

とになりました。会期日程については、議席に配付のとおり本日から３月２２日までの１６日間に決
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しました。 

 以上、大田黒議長に答申をいたしました。 

 これで議会運営員会委員長報告を終わります。議員各位のご協力、よろしくお願いいたします。 

○議 長（大田黒英生君） お諮りします。本定例会の会期は、ただいまの答申並びに議席に配付しま

した会期日程案のとおり、本日から３月２２日までの１６日間にしたいと思います。ご異議ありませ

んか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（大田黒英生君） 異議なしと認めます。したがって、会期は本日から３月２２日までの１６

日間に決定しました。 

 

     日程第３ 諸般の報告 

 

○議 長（大田黒英生君） 日程第３ 諸般の報告をします。 

 本日の議事日程並びに報告内容については、議席に配付のとおりです。 

 

     日程第４ 議案第１号から日程第４１ 認定第１号まで一括上程 

提案理由の説明 

 

○議 長（大田黒英生君） 日程第４、議案第１号 平成２３年度大津町一般会計補正予算（第４号）

ついてから日程第４１、認定第１号 平成２３年度矢護川地区簡易水道組合会計歳入歳出決算の認定

について、までの３８件を一括として議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） 皆さん、おはようございます。 

 今回の定例会に提出しております議案の説明に先立ちまして、町政の基本施政について所信の一端

を申し述べさせていただきたいと思います。 

 私は、議会をはじめ町民の皆さん方のご支援によりまして、平成１６年から町政を担当させていた

だき、本年が２期目の最終年度になります。 

 町長として２期７年間を振り返ってみますと、就任以来「町民主体のまちづくり」の理念のもと、

平成１８年は、町の１０年間の基本方針であります「振興総合計画」を策定させていただき「みんな

でつくろう元気 大津 人と自然にやさしい 心かよいあう まち」の実現に向けて、まちづくりを

推進してきたところです。 

 平成１９年からは、「まちづくり交付金事業」に取り組ませていただき、肥後大津駅周辺の開発や道

路網の整備を行い、生活基盤の整備や町民の生活の質の向上のための施策を行ってまいりました。 

 肥後大津駅南口に、観光や情報発信の拠点として「ビジターセンター」を整備し、九州新幹線との

連結や阿蘇観光ルートの入口としての肥後大津駅の機能強化ができたものと考えております。 
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 また、地域における子育て支援や町民の健康推進の拠点として「子育て・健診センター」を整備し

たところであり、その隣接地には「大津中央公園」を整備し、町民の憩の場や健康づくりのための拠

点として活用してまいりたいと考えております。 

 教育につきましては、大津中学校の隣接地に「教育支援センター」を設置し、不登校児に対する相

談やいじめ問題など、児童生徒や先生たちの各種の悩みに対応しながら、安心して子どもたちが学校

で勉強できるよう、体制を整えたところです。 

 肥後銀行跡地には、「地域包括支援センター」及び「障がい者支援センター」を開所したところであ

り、相談員によるケアなど高齢者の健康維持改善や障がい者の自立支援のための福祉の充実を図って

いるところです。 

 旧国道５７号線沿いには、歴史文化の香るまちづくりを目指し、宿場町大津をイメージした「まち

づくり交流センター」と「歴史文化伝承館」を整備したところであり、町民の交流とともに、町の歴

史文化を掘り起こし、町の観光振興につなげていければと考えています。 

 一方、道路網の整備につきましては、「本田技研３２５号線」や「西鶴中井迫線」の全線開通、また、

生活関連道路の整備により通勤車両の渋滞緩和や町民の生活道路として道路網の整備ができたものと

思っております。 

 平成２０年には、議会のご理解により「まちづくり基本条例」を制定させていただいたところであ

り、町民、議会、行政の役割を明確にし、自立したまちづくりの確立のために、皆さんとともに誠心

誠意頑張っているところでございます。 

 町の人口は、昨年８月に３万２千人を突破し、先日、熊本県から発表されました人口増加率では県

内トップになり、元気な町として発展を続けております。このような「元気な大津町」の町政運営に

携わらせていただいていることは、大きな喜びであり、町民の皆さんに感謝を申し上げます。これか

らは、まちづくり交流センターをはじめとする町の施設を有効に活用しながら、人が集い、交流が生

まれ、人と人とが地域の中でつながり、お互いが助け合うことができる「地域の絆」を大切にするま

ちづくりを進めてまいりたいと考えています。 

 昨年３月１１日に発生しました東日本大震災から約１年が経ちます。大津波により、死者、行方不

明者が約２万人という未曾有の大災害となりました。犠牲者となられた方々に深く哀悼の意を表しま

す。また、東京電力福島原発事故により、未だ故郷に帰れず、不自由な生活を余儀なくされておられ

る多くの方々にお見舞い申し上げますとともに、一日も早い復旧、復興を強く願うものであります。 

 町といたしましても、議会のご理解により、被災地に対し義援金を送らせていただきました。また、

多くの町民の方から毛布をはじめ、多くの支援物資を提供いただき感謝申し上げます。 

 今回の大地震を契機に、人と人とのつながり、支えあい、「絆」の大切さに改めて気づかされました。

また、原発だけに依存するのではなく、再生可能エネルギーについても考えなければならない課題で

あると認識しているところです。 

 経済状況につきましては、個人消費の落ち込みや、厳しい雇用情勢など、まだまだ景気回復感がな

く、不透明な状況が続いております。 
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 また、先のマスコミ報道で、皆さんご承知のとおり、本田技研熊本製作所が小型二輪製造を海外へ

移管し、中大型二輪製造に特化し、正社員を４００名配置替えするというニュースが報道されました。 

一方では、二輪車の開発機能を本田技研熊本製作所に移し、技術者を数百人規模に増やすと報道さ

れているところでもあります。 

 大津町におきましては、企業の業績により町の財政状況が大きく影響される財政構造でもあり、一

刻も早い景気の回復を願っているところです。 

 先般の記者会見におきまして、蒲島熊本県知事が、肥後大津駅を阿蘇くまもと空港の玄関口として

位置づけるとの発言をされました。町としましても、非常に喜ばしいことであり、この機会を捉え、

県内外から多くの人を大津町に呼び込むためのまちづくりが重要になってくるものと考えています。 

 また、熊本県が実証運行しております空港と駅を結ぶ空港ライナーも、平成２４年度におきまして

も継続される見通しであり、町としてもしっかりと支援を行ってまいります。大津町が単なる通過点

ではなく、交通の重要拠点として、大津町に滞在していただき、交流が生まれ、経済効果を生むため

に、町の更なるＰＲに努めてまいります。 

 今後の大津町の将来ビジョンを見据え、長期的財政計画の中で事業の優先順位をつけながら、新し

い時代に向けたまちづくりのために、皆さん方とともに全力で創り上げてまいります。 

 それでは、本年度の各分野における施策方針について「大津町振興総合計画」の５つの施策の大綱

に沿ってご説明を申し上げます。 

 第１は「地域社会とともに進める安心と安らぎのまちづくり ～福祉・保健・医療の充実～」につ

いてでございますが、地域づくりにおいては、地域の資源を最大限に活かして、地域のことは地域で

考え、行動し、行政とともに一体となった協働の取り組みが大切であると考えております。 

 地域福祉の増進につきましても、だれもが安心安全に健康で充実した暮らしができるよう、集落単

位で交流活動などの実践活動を行ってきたところですが、平成２４年度からは、活動の輪をさらに広

げて校区単位として、護川小校区をモデル地区として地域福祉の推進を図ってまいります。 

 また、地震などの災害時に高齢者、障がい者等の要援護者を支援するため、福祉施設の福祉避難所

としての活用や、福祉施設利用者の地域での受け入れ等の必要性を考え、地域と福祉施設の連携・協

力体制を整えていきたいと考えております。 

 高齢者の自立した生活の援助や社会的孤立感の解消、心身機能の維持向上を図るため、社会福祉協

議会や地域と連携をし、事業の推進を行ってまいります。更に、「地域包括支援センター」に認知症相

談員を新たに配置し、相談窓口の充実とともに、介護予防及び普及啓発事業を計画的に実施し、高齢

者の健康維持改善を図ってまいります。 

 障がい者につきましては、「障がい者相談支援センター」を拠点として、障がい者が住み慣れた地域

で、安心して自立した生活ができるよう福祉サービスの更なる支援をしてまいります。 

 一方、近年の大津町の急激な人口の増加とともに、保育所の待機児童も増加しております。そこで、

保育園の増築や入所定員の増により対応してきたところですが、それでも予想を上回る待機児童に対

応するため、新たに民間保育園の新設をお願いしたところです。また、新規事業として、家庭的保育
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事業（保育ママ）に取り組むこととしており、待機児童の軽減に努めてまいります。引き続き、子育

ての不安や負担の解消及び要保護児童対策を推進してまいります。 

 平成２４年度から「子育て・健診センター」内に、役場健康福祉課健康推進係の職員を配置するこ

ととしております。「子育て・健診センター」を子育て支援事業と健康づくりの拠点施設として位置づ

け、子育て支援事業における育児相談や心理相談の支援体制の強化を図るとともに、食と運動を連動

した健康増進事業を展開し、町民自らが自分の健康を守っていける健康づくりを推進してまいります。 

 第２は「力強く自立した農工商併進のまちづくり～産業の振興～」についてでございますが、農業

につきましては、農業従事者の高齢化、後継者不足による農家戸数の減少や耕作放棄地の増大など農

業を取り巻く状況は、年々厳しい状況になっております。 

 今後、農業の安定的な経営のために、農業基盤の整備を進めているところでありまして、迫井手地

区圃場整備につきましては、面整備は終了し、平成２５年度の事業完了へ向けて幹線道路及び用排水

路の整備を行うこととしております。 

 また、矢護川地区圃場整備事業につきましても、事業の推進に向けて、地元及び関係受益農家の方々

と協議を重ねているところでございます。 

 農業用排水路の整備につきましては、平成１９年度から「農地・水・環境保全向上対策事業」に取

り組んできたところですが、平成２４年度からは、地域で取り組まれる水路や農道の補修等に対しま

しても支援することとし、農業用施設の長寿命化を図ることとしております。 

 集落営農組織の育成につきましては、現在、法人化へ向けた取り組みを行っているところであり、

認定農業者の育成とともに支援をしてまいります。 

 また、地産地消についても、からいもや地下水涵養を活かした米や野菜などの農畜産物について、

地元企業や町内消費者と連携した取り組みを行うとともに、都市圏等へのＰＲなどを関係団体と一体

となって推進をしてまいります。 

 一方、国はＴＰＰ交渉参加へ向けた関係国との協議を行っているところですが、その結果によって

は、町民の生活や産業振興などあらゆる分野に影響を及ぼすことが懸念されます。国政の動向をしっ

かりと注視してまいりたいと考えております。 

 林業につきましては、森林の適正な管理を行い、森林の水源涵養機能や防災機能の維持保全に努め

てまいります。また、作業道の整備を進めることにより、森林施業の集約化を図り、効率的かつ安定

的な林業経営の基盤づくりを推進してまいります。更に、間伐材入りコピー用紙「木になる紙」を役

場内において購入し使用しておりまして、林業の振興に努めているところです。町内の企業などへも

「木になる紙」のＰＲを推進してまいりたいと考えています。 

 工業につきましては、本田技研熊本製作所が、今後２、３年かけて小型二輪を海外工場へ移管させ、

中大型二輪の製造に特化することが発表されたところであり、町内の自動車関連をはじめとする企業

への影響など、大変危惧されるところでございまして、今後も企業の情報収集に努めるとともに、一

刻も早い経済状況の好転を強く望んでいるところです。 

 企業誘致については、雇用の場の確保はもとより、町の経済的効果の観点からも町の発展のために
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は欠かせないものであり、今後も引き続き積極的に企業誘致を進めてまいります。 

 商業及び観光につきましては、現在、大津中央バス停横に町民や各種団体の活動を支援し、交流を

促進し、地域の活性化を図るため「まちづくり交流センター」を今年４月にオープンすることとして

います。この施設を町民交流の拠点として、各種団体と連携しながら、大津特産品の開発研究やＰＲ

などの情報発信を行ってまいります。 

 第３は、「未来を拓くふるさとづくり～教育・文化の振興～」についてでございます。 

 教育についてですが、大津町教育基本構想に基づき「夢を持ち、夢を育み、夢を叶える」教育実践

のもと、「生きる力を身につけ、よき社会の形成者として未来を拓く子どもの育成」を目指した教育を

推進しているところです。 

 このような方針のもと、新聞を生かした教材として活用することにより、言語能力を高め、学力向

上を図るとともに社会に関心を持った幅広い人材育成を目指しているところです。 

 また、園児、児童、生徒の健全育成のために、幼保小中連携推進協議会を設置したところであり、

お互いにそれぞれの機関の連携を深めるとともに、大津町青少年健全育成町民会議を活用し、学校と

家庭並びに地域が一体となって連携活動を行えるよう推進する特別部会を設置し、地域ぐるみで子ど

もを育てる体制を整えるよう努めてまいります。 

 美咲野小学校の建設につきましては、校舎及び体育館はほぼ建築が終了し、平成２４年度はプール、

運動場、外構などの整備をすることとしており、平成２５年４月開校へ向け、現在順調に進捗してい

るところです。他の学校につきましては、現在、改修整備計画を策定中でございまして、財政計画と

の整合性を図りながら、整備を推進してまいりたいと考えております。 

 生涯学習につきましては、町民一人ひとりが生涯学習を行うことは、知識や技術を習得するのみな

らず、生きがいや心の潤いをもたらします。子どもから高齢者までそれぞれのライフステージに応じ

た事業の推進をしてまいります。 

 また、法務局の大津出張所跡地に町民の文化活動と交流及び歴史文化伝承の推進を図るため「歴史

文化伝承館」を今年４月にオープンすることとしております。この施設を町の歴史と文化を次世代に

継承していくための活動拠点としていきたいと考えております。 

 スポーツについては、体力・健康づくりへの関心の高まりなどから、誰もがいつでもどこでも気軽

に参加できる環境づくりとともに、充実した総合運動公園を活用し、関係機関・団体と連携し、スポー

ツコンベンションの推進に努めてまいります。 

 人権啓発につきましては、昨年「大津町男女共同参画都市宣言」を行ったところであり、引き続き

お互いを認め合い、支えあって、心ゆたかで、活気にあふれ、夢が叶うまち、を目指して男女共同参

画推進を図ってまいります。また、同和問題をはじめ、ＤＶ、虐待など、様々な人権問題の解消を図

るよう、人権啓発福祉センターを拠点として関係部局との連携を取りながら進めてまいります。 

 第４は、「魅力的で快適な生活環境づくり～生活環境基盤の整備～」についてでございますが、昨年、

「大津町ビジターセンター」を整備し、肥後大津駅が南北に連結することができたことにより、ビジ

ネス客、通勤、通学などのＪＲ利用者や町民にとって、非常に利便性が増したものと思っております。 
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 また、熊本県が昨年実証実験として熊本空港と肥後大津駅を結ぶ空港ライナーを運行しております

が、平成２４年度も継続して行うこととなっております。肥後大津駅が、阿蘇くまもと空港の玄関口

として、阿蘇観光ルートや九州新幹線との結節点として大いにその果たす役割は大きいものと考えて

います。肥後大津駅を「町の玄関口」、「町の顔」として人を呼び込み、滞在してもらい、交流し、情

報を発信していくことが、これからますます重要になってまいります。現在、観光協会設立に向けて

の準備を関係機関、団体と連携しながら進めているところであり、「大津町ビジターセンター」を活用

し、情報発信を行い、町のＰＲに努めてまいりたいと考えています。 

 道路につきましては、「駅前楽善線」は、平成２６年度完了を目指し、事業の推進を行っているとこ

ろであり、肥後大津駅への北部方面からのアクセス道路として、利便性が高まるものと期待しており

ます。また、「本田技研３２５号線」につきましては、４車線化が完了し、通勤車両の渋滞緩和が図ら

れるものと思っております。さらに、「西鶴中井迫線」につきましては、国道５７号線への接続が完了

し、通勤車両の利便性の向上とともに住民の生活道路として、また大津町を南北に縦貫する道路とし

て、交通網の改善に寄与するものと考えております。 

 下水道の整備につきましては、矢護川、錦野、杉水の３地区はすでに農業集落排水事業の供用開始

を行っており、現在、平川地区の整備を実施しています。平成２４年９月頃には完成する予定であり、

全ての農業集落排水事業が完成することになります。また、公共下水道事業につきましては、平成 

２２年度から進めております浄化センターの機器設備の更新が平成２４年度完了する予定であり、そ

の後、長寿命化の事業を計画しております。管渠の整備につきましては、未整備地区において地元の

方々と協議を行いながら、下水道事業の推進をしてまいります。 

 地下水につきましては、県や熊本市などが中心となり広域による行政、事業所等の関係機関が一体

となって熊本地域の地下水保全対策に取り組む「公益財団法人くまもと地下水財団」が平成２４年４

月に設立されることになり、町も同財団に参加し、地下水保全対策を推進することとしております。 

 一方、「大津中央公園」には、親子のふれあいのスペースと遊具を備えた「ちびっこ広場」とふれあ

い広場やウォーキングコースを持つ公園を現在、整備中であり、多くの人たちが立ち寄り、人と人と

のふれあいと安らぎの場や健康づくりの場所となるものと期待しております。 

 また、大津中央公園敷地内には、太陽光発電のＰＲと公園敷地内の街灯の電力として太陽光パネル

の設置を行うこととしており、「子育て・健診センター」における災害時などの非常時の電源も兼ねる

こととしております。更に、大規模災害時の避難所として、防災倉庫を整備することにしており、今

後、整備計画に基づき整備してまいります。 

 現在、経済産業省資源エネルギー庁に派遣しております職員が、４月には帰庁し、新たに別の職員

を経済産業省に派遣することとしております。 

 新エネルギーの振興として、国や関係機関などからの情報収集・情報交換を行いながらバイオマス

や小水力発電など新エネルギーについての事業推進の検討を行うこととしています。また、熊本県が

誘致を計画しています大規模太陽光発電所（メガソーラー）の候補地として、大津町から３箇所を選

定しているところであります。今後も、クリーンエネルギー利用を積極的に支援するため、引き続き、
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住宅用太陽光発電システム設置に対する補助にも取り組むこととしております。 

 第５は、「改革と分権の時代の新たな行財政運営～行財政運営～」についてでございますが、地方分

権一括法が制定され、地域主権の時代の流れで、今までのように国が定めた一律の政令に縛られるこ

となく、地域のことは地域で決める、いわゆる義務付け・枠付けの見直しや地方自治体への権限委譲

が行われます。まさしくこれからは自治体間の競争です。地域のことは地域で考え、行動する、その

ような時代がきております。 

 「大津町まちづくり基本条例」の理念に基づき、それぞれが、それぞれの役割を認識し、協働でま

ちづくりに携わっていくこと、まさに、住民自治、団体自治の役割をしっかりと明確にすることが大

切であると考えています。 

 現在、各行政区において、役場職員を地区担当職員として、それぞれ配置しております。引き続き、

このシステムをさらに活用し、地域の実態や要望をしっかりと把握し、また町の情報を地域へ伝え、

情報を共有するとともに協働でまちづくりを推進してまいりたいと考えています。 

 町の行財政運営につきましても、厳しい状況が依然として続いておりますが、行財政改革大綱に基

づき、振興総合計画に沿ってまちづくりを進めてまいります。 

 振興総合計画後期基本計画は、行政と町民との共通のまちづくりの目標である成果指標を設定した

ところであり、その検証をしっかりと行い、「大津町に住んでよかった」、「これからも大津町にずっと

住み続けたい」と思えるまちづくりの施策を展開してまいります。 

 以上、町政全般の運営に関する基本的な考え方についての、今後のまちづくりにおける私の考えの

一端を申し上げましたが、「地域主権改革」の大きな時代の流れの中で、地域の特性を活かしたまちづ

くりを町民の皆さんとともに、お互いに知恵を出し、汗をかきながら、創意、工夫を重ね、全力で各

種施策の推進に取り組んでまいります。 

 町議会をはじめ、町民の皆さんのご理解とご協力をよろしくお願いいたします。 

 続きまして、現在の国の財政及び大津町の財政状況につきまして述べさせていただきます。 

 これまでのわが国の経済は、東日本大震災や円高、デフレの影響を受け、深刻な財政状況に陥り、

また一方では、小子化・高齢化が進む中、社会保障制度の整備の遅れ、雇用情勢の悪化など、将来の

不安が残されている状況にありました。平成２４年度も依然として本格的な景気改革への軌道に乗ら

ず、慢性的なデフレが続き、失業率も引き続き高水準で推移すると見込まれています。こうした情勢

に対し国は元気な日本を復活させるために、東日本大震災からの復興、日本再生重点化措置などの５

つの重点分野を中心に日本再生に全力で取り組み、経済成長、財政健全化、社会保障と税の一体改革

の実現を目指すとしています。 

 このような中、平成２４年度の地方財政は社会保障費の自然増により依然として大幅な財源不足が

見込まれるとしていますが、地方に対しては、財政運営戦略に基づき、財源確保を含め、地方交付税

においても平成２３年度の水準を下回らないように確保することを基本としています。しかし、一方

では個人住民税にかかる財源の一部地方負担や国庫補助金の一部財源化、一般財源化など今後の地方

財政の影響が危惧されています。 
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 大津町の財政状況でございますが、地方公共団体の財政健全化に関する指標につきましては、現状

は健全な数値にあるというものの、依然として景気は足踏み状態であり、法人町民税においても急激

な伸びが見込めない状況であります。また、普通交付税につきましても地方財政対策により総額で昨

年並みの額を見込んでいるところでございますが、国の地方交付税の配分方法が財源調整機能を強化

する観点から、財政力に応じた臨時財政対策債の配分方法への段階的に移行されることから、それに

伴い、今後、起債残高と公債費におきましてある程度の上昇が予想されますが、財政運営に影響がな

いように計画的な起債の発行に努めたいと考えております。 

 このような厳しい財政状況を踏まえ、平成２４年度の予算編成に起きましては、事業の見直しと集

中型を基本方針としております。予算編成にあたっては、新規事業の抑制、社会資本整備、総合交付

金事業と学校建設事業を除く投資的事業の先送り、事業規模の縮小などを積極的に行ったほか、枠配

分方式により経営経費にも切り込み、当初の予算要求額の大幅な圧縮を行った結果、前年度を大きく

下回る予算規模となっております。 

 しかしながら、子育て関連経費や障がい者福祉サービス費などの扶助費は年々増加しており、厳し

い財政状況となっています。 

 財政調整基金につきましては、可能な限り積立を行うことを基本として、平成２２年度末残高は、

１２億２千万円でありましたが、平成２３年度末では１８億３千万円の残高となる見込みであります。

今後も将来にわたり健全財政が維持できるよう顕示できるよう、より一層の経費削減を行うとともに、

引き続き経営の視点にたって効率的な財政運営をしていかなければならないと考えております。 

 続きまして、予算関係の提案理由の説明を申し上げます。 

 議案第１号、平成２３年度大津町一般会計補正予算（第４号）についてから、議案第７号 平成２

３年度大津町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）についてまでの７議案の各会計の補正予算

につきましては、提案の理由の説明を申し上げます。 

 主なものとしましては、美咲野小学校整備事業に関わるものでございまして、その他歳入では、事

業費の執行残等による財源の組み替えを行い、歳出では各事業の確定に伴う補正でございます。 

 平成２３年度の一般会計補正予算及び特別会計補正予算合わせまして、補正予算案として歳入歳出

予算総額に１億７千２１万２千円を増額補正するものであり、地方自治法第２１８条第１項の規定に

より議会の議決を求めるものです。 

 次に、議案第３０号、平成２４年度大津町一般会計予算についてから議案第３７号 平成２４年度

大津町工業用水道事業会計予算についてまでの、８議案の平成２４年度各会計予算につきましては、

提案理由の説明を申し上げます。 

 今回、提案しております予算の総額は１７１億５５０万９千円で、前年度比６.１％の減となってお

ります。そのうち一般会計は、１０２億６千３２４万円で、平成２３年度予算に対し８.１％の減となっ

ております。一般会計の主な財源は町税が４３億１千１７６万７千円、構成比といたしまして４２％、

地方交付税が１２億９千万円、構成比１２.６％、国・県支出金が１９億９千９３万３千円、構成比１

９.４％、町債１３億７７０万２千円、構成比１２.７％などです。 
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 このほか、お手元に一般会計予算の概要を配付いたしておりますので、ご覧いただきたいと思いま

す。 

 平成２４年度の一般会計の予算案１０２億６千３２４万円、各特別会計予算案及び事業会計予算案

６８億４千２２６万９千円を地方自治法第９６条第１項、第２項の規定により議会の議決を求めるも

のです。 

 次に、認定第１号、平成２３年度矢護川地区簡易水道組合会計歳入歳出決算の認定についてでござ

いますが、平成２３年１１月３０日をもって事業廃止されたことにより、地方自治法第２３３条及び

第２９２条及び同法施行令第５条の規定により、議会の認定を求めるものでございます。なお、監査

委員の監査意見書を配付しておりますので、よろしくお願い申し上げます。 

 続きまして、そのほかの案件につきまして提案理由の説明を申し上げます。 

 議案第８号、大津町まちづくり交流センターの条例の制定についてでございますが、町民及び各種

団体の活動を支援し交流を促進することにより、町民の生活向上及び地域の活性化を図るため、地方

自治法第２４４条の２第１項の規定に基づき、大津町まちづくり交流センターを設置することにとも

ない、条例を制定しようとするものです。 

 次に、議案第９号、大津町歴史文化伝承館条例の制定についてでございますが、町民の文化活動と

交流及び地域の歴史に根ざした貴重な文化遺産を伝承する団体等の活動基点整備を図るため、地方自

治法第２４４条第２項第１項の規定に基づき、大津町歴史文化伝承館を設置することに伴い条例を制

定しようとするものです。 

 議案第１０号、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に

関する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定についてでございますが、地域の自主性

及び自立性を高めるための改革の推進を図るため、関係法律の整備に関する法律の施行に伴い、関係

条例を整理するために条例を制定するものです。 

 議案第１１号、大津町税条例の一部を改正する条例についてですが、地方税法等の一部を改正する

法律等が交付されたことに伴い、条例の一部を改正しようとするものです。 

 議案第１２号、大津町公民館条例の一部を改正する条例についてですが、杉水地区公民分館の維持

管理委譲に伴い、条例の一部を改正しようとするものです。 

 議案第１３号、大津町スポーツ振興審議会条例の一部を改正する条例についてですが、スポーツ基

本法の制定に伴い、条例の一部を改正しようとするものです。 

 議案第１４号、特別職の職員等で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する

条例についてですが、スポーツ基本法の制定及び大津町若草児童学園民間委譲先選定委員会の設置に

伴い、条例の一部を改正しようとするものです。 

 議案第１５号、大津町介護保険条例の一部を改正する条例についてですが、第５期大津町介護保険

事業計画を策定するにあたり、介護保険料額を第４期の額から変更することに伴い、条例の一部を改

正しようとするものです。 

 議案第１６号、大津町都市公園条例の一部を改正する条例についてですが、大津中央公園の設置に
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伴い、条例の一部を改正しようとするものです。 

 議案第１７号、大津町電源立地地域対策交付金事業基金条例を廃止する条例についてですが、電源

立地地域対策交付金事業に伴う岩戸渓谷周辺整備事業が完了するため、地方自治法第２４１条第８項

の規定に基づき、条例を廃止するものです。 

 次に、議案第１８号、大津町生活管理者管理指導短期宿泊手数料徴収条例を廃止する条例について

ですが、大津町養護老人ホームの民間委譲により条例を廃止するものです。 

 議案第１９号、大津町生活管理指導員派遣手数料徴収条例を廃止する条例についてですが、介護保

険地域支援事業として実施している大津町生活管理指導員派遣事業の手数料を利用料に変更し、業務

等の効率を図るため、条例を廃止するものです。 

 議案第２０号、大津町中央公衆便所条例を廃止する条例についてですが、大津町中央公衆便所の近

接に大津町まちづくり交流センター野外トイレが設置されることに伴い、条例を廃止すものです。 

 議案第２１号、菊池広域連合の処理する事務及び規約の一部変更事務についてですが、無縁仏、納

骨堂の設置、消防費に係る経費支弁方法の変更並びに介護保険及び障がい者自立支援費に関わる経費

支弁の方法の削除による規約の変更であり、地方自治法第２９１条１１の規定により議会の議決を求

めるものであります。 

 次に、議案第２２号から議案第２８号までは町道の路線廃止と認定についてですが、第２２号は廃

止、第２５号は認定ですが、これは県道西鶴中井迫線の整備に伴い、また、議案第２３号は廃止し、

議案第２６号及び２８号は認定ですが、大津駅前広場の整備に伴うものです。議案第２４号は廃止し、

第２７号の認定は大津町美咲野地区内の道路網の整備に伴い、次に議案第２９号は町道の路線認定に

ついての岩坂地区内の地域道路事情の情勢に対応するため、道路を整備するものです。町道の廃止に

ついては、道路法第１０条第３項の規定により、町道の認定については道路法第８条第２項の規定に

より議会の議決を求めるものです。 

 議案第８号から議案第２５号までは、条例の一部改正及び廃止ですので地方自治法第９６条第１項

第１号の規定により議会に議決を求めるものです。 

 以上、提案理由の説明を申し上げましたが、ご認定を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

 なお、所管部長を指定、それぞれの詳細説明を申し上げますので、よろしくお願いします。 

 これで、施策方針及び提案理由の説明を終わります。 

 ありがとうございました。 

○議 長（大田黒英生君） 町長の説明が終わりました。 

 しばらく休憩いたします。 

 １１時より再開いたします。 

午前１０時４８分 休憩 

                    △ 

午前１０時５９分 再開 

○議 長（大田黒英生君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 
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 この際、念のため申し上げますが、各部長の説明は議案第１号から議案第７号まで、議案第８号か

ら議案第２９号まで、議案第３０号から認定第１号までに分けて説明を求めます。 

 企画部長木村 誠君。 

○企画部長（木村 誠君） おはようございます。 

 議案第１号、平成２３年度大津町一般会計補正予算（第４号）について補正予算書によりご説明申

し上げます。あわせて別冊の補正予算の概要をご参照ください。 

 今回の補正に主なものは、国の補正予算による美咲野小学校建設事業と土地改良事業関連です。そ

の他は各種事業の確定見込みにともなう不要額の減額等です。 

 主なものについて、ご説明させていただきます。１ページをお願いいたします。第１条で規定の歳

入歳出予算の総額からそれぞれ３億１千８８２万３千円を増額し、予算の総額を１２１億２千４６７

万９千円とするものです。第２条繰越明許費の補正及び第３条地方債の補正は記載のとおりといたし

ております。 

 ８ページをお願いいたします。第２表繰越明許費補正の追加です。款３民生費は保育所の建設にか

かわる保育所緊急整備事業補助金を翌年度へ繰り越しするものです。 

 款６農林水産業費の新農業水利システム保全対策事業補助金から県営事業負担金まで、いずれも国

の補正予算に伴うものです。 

 款８項２の下町門出線歩道整備事業は用地の交渉に相当な時間を要したことによるものです。 

 款８項４の町営住宅整備事業と、款１０項２の大津小学校分離校建設事業は国の平成２３年度予算

を受けて、事業を前倒しするものです。繰越額は記載のとおりといたしております。 

 ９ページをお願いいたします。第３表地方債補正の追加です。１１．公共事業等債の都市再生整備

計画事業は、まちづくり交付金事業に係る当初の一般補助施設整備等事業債からの変更が認められた

ことによるものです。元利償還額の４０％は交付税処置されることとなっております。１２．公共事

業等債の一般公共事業は県営迫井手地区圃場整備事業負担金に係るものです。 

 １３．補正予算債の補正予算債の一般公共事業は県営迫井手地区圃場整備事業負担金などの国の補

正予算による前倒し事業によるものです。１４．補正予算債、学校教育施設等整備事業は美咲野小学

校建設に係るもので、国の補正予算によるものです。番号１３、１４、いずれの補正予算債も地方債

の元利償還に係る費用は、交付税の基準財政事業額に１００％歳入されることとなっております。 

 １０ページをお願いいたします。（２）変更分です。各事業の確定に伴う額の変更及び地方債の種類

の変更に伴うものです。各事業の起債の方法、利率、償還の方法については補正前と同様になります。 

 １．の臨時財政対策債は２億８５８万１千円の増額となっております。これにより普通交付税と合

わせたいわゆる交付税総額は、約２２億円となりました。 

 ４．の町営住宅整備事業は、国の補助金を受けて行う事業の前倒しです。この、まちづくり交付金

事業の一般補助施設整備等事業債は先に追加でご説明いたしました、１１の公共事業等債に変更した

ものです。 

 ７の一般公共事業債も同様に１２の公共事業等債に変更したものであります。 



 25

 ８の学校教育施設等整備事業債は国の補助を受けて行う事業の前倒しによるものです。 

 そのほかにつきましては、事業の確定見込みによるものです。 

 先に歳出からご説明させていただきます。３５ページをお願いいたします。 

 款２項１目１一般管理費です。３６ページの節３職員手当等の退職手当が退職予定者が増えたこと

により増額となっております。節９の特別旅費は経済産業省派遣職員の帰任及び赴任に伴う旅費及び

移転料等であります。４４ページをお願いいたします。目１１地域づくり推進費は、地域づくり推進

事業の確定見込みに伴う減額です。１９の行政機関の申請があっております。 

 ４５ページをお願いいたします。目１２諸費、生活路線維持費補助金は地方バスの運行の利用者の

減等に伴う運行経費補助金の増額であります。 

 目１３財政調整等基金費は、財政調整基金に２億２千２３万円を積み立てるものです。これにより

まして平成２３年度末の同基金残高は１８億３千万円になる見込みであります。 

 ５３ページをお願いいたします。款３項１目１社会福祉総務費です。節２８国民健康保険特別会計

繰出金と介護保険特別会計繰出金は、いずれも給付費等の実績見込みによる増減であります。 

 ５４ページをお願いいたします。目２障害者福祉費です。節２０の扶助費は実績見込みにともなう

ものです。目４老人福祉費の節１３老人保護措置委託も養護老人ホーム等の入所者の実績に伴う減額

です。 

 ５９ページをお願いいたします。項２目１児童福祉総務費です。６０ページの節１９で保育所緊急

整備事業補助金が補助申請額の確定による減額であります。目２児童措置費、節２０の扶助費、子ど

も手当は制度の変更とそれぞれの対象児童の実績見込みによる増減です。 

 ６２ページをお願いいたします。目５保育所運営費は私立保育所の児童数の実績見込みによる増額

であります。 

 ７０ページをお願いいたします。款６項１目６農地費です。節１５の農業用施設改修工事は国の補

正予算により上井手の水路などを改修するものです。節１９の１．上井手・下井手地区県営かんがい

排水事業負担金と７１ページの３．新農業水利システム保全対策事業補助金と、目７圃場整備費の７

２ページ節１９負担金１．の迫井手の県営事業負担金のいずれも国の補正予算により事業を前倒しす

るものであります。目９．農業集落排水特別会計繰出金は事業の確定見込みによる減額であります。 

 ７６ページをお願いいたします。款７項１目３観光費です。節１９、２．明日の観光大津を創る会

補助金の減額は東日本大震災に伴い、つつじ祭りを規模縮小したものによるものであります。 

 ７８ページをお願いします。目５まちづくり交付金事業はそれぞれ入札残による減額です。 

 ８０ページをお願いいたします。款８項２目３道路新設改良費は事業確定に伴う減額が主なもので

すが、節１５町道杉水水迫線ほかの事業費の確定による減額です。節１９、１．県道負担金の増額は

瀬田熊本線ほかの事業費の変更です。 

 ８２ページをお願いいたします。項３目２街路樹事業費の県道負担金は西鶴中井迫線の事業費の確

定によるものです。目４公共下水道特別会計繰出金は、事業と借入利子の確定に伴う減額です。目６

まちづくり交付金事業費は事業確定見込みに伴う減額です。節１５は本田技研３２５号線ほかの工事
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に係るものであります。 

 ８５ページをお願いいたします。項４目２住宅維持費は国の補助を受けて行う立石団地改修事業の

前倒しであります。 

 ８７ページをお願いいたします。款９項１目３消防施設費は国の補正予算により節１８で発電機や 

投光器等購入するものであります。 

 ９３ページをお願いいたします。款１０項２目３学校建設費です。国の補正予算等によりまして、

美咲野小学校のプールの建設及び二次造成工事などを前倒しするものであります。 

 １０５ページをお願いいたします。款１２項１目２です。借入利子の確定及び一時借入の不要によ

る減額であります。 

 款１３予備費で財源調整をさせていただいております。 

 続きまして、歳入をご説明いたします。１４、１５ページをお願いいたします。款１、町税です。

それぞれ実績見込みにより増税をいたしております。 

 １６ページをお願いいたします。款９地方特例交付金、款１０地方交付税はいずれも額の確定です。

款１２分担金及び負担金はいずれも事業の確定見込み、あるいは対象者数の確定による増減でありま

す。 

 １７ページから１９ページの款１３使用料及び手数料もそれぞれ実績に伴うものであります。款１

４項１目１民生費国庫負担金の節１の私立保育所負担金は入所児童数の増に伴う補正であります。節

２の児童措置費負担金は制度の改正に伴うものです。節４障害者福祉費負担金は利用の増です。 

 ２０ページをお願いいたします。項２目３土木費国庫補助金、節２都市計画費補助金の地域住宅計

画は町営住宅改修に対する国の補助金の追加に伴うものです。まちづくり交付金は事業の確定に伴う

ものです。 

 ２１ページをお願いいたします。目４教育費国庫補助金、節１小学校補助金はいずれも国の補正予

算などに伴うものです。目５総務費国庫補助金も国の補正予算で発電機などの購入補助であります。

目８農林水産業費国庫補助金も国の補正予算で農業用施設の改修補助であります。 

 ２２ページ、２３ページをお願いいたします。款１５項１の県負担金から項２県補助金は実績に伴

うものです。 

 ２５ページをお願いいたします。目４農林水産業費県補助金の節３農地費補助金は水路改修等の補

助です。 

 ２６ページをお願いいたします。項３目１総務費委託金の節１の県民税徴収委託金は納税義務者の

増によるものです。 

 ２７ページ、２８ページはそれぞれ実績であります。 

 款１７項１目１一般寄附金はふるさと寄附金です。 

 ２９ページをお願いいたします。款１８項２目２大津町公共施設整備基金繰入金は、まちづくり交

付金事業の実績及び美咲野小学校建設に係る一般財源分です。目３学校教育施設整備基金繰入金は、

国の補正予算に伴う学校建設の前倒しによる繰り入れです。目５財政調整基金繰入基金は当初の繰り
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入れを減額させていただいております。 

 ３０ページをお願いいたします。款２０項４目２雑入で上から２行目の熊本県市町村振興協会交付

金は、サマージャンボ宝くじの収益金の分配です。３２ページの土地改良区負担金は水路等の農業用

施設の改修に伴うものです。款２１町債につきましては、先ほど地方債補正のところでご説明差し上

げたところであります。 

 １０６ページをお願いいたします。給与費明細書です。特別職、一般職のいずれも実績見込みによ

るものです。 

 １０７ページの退職手当は退職予定者の増に伴う特別負担金です。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

○議 長（大田黒英生君） 福祉部長岩尾昭徳君。 

○福祉部長（岩尾昭徳君） おはようございます。 

 議案第２号、平成２３年度大津町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）についてご説明申し上

げます。今回の補正の主なものは平成２３年度の国、県等の交付金額等の額の確定及び高額医療共同

事業拠出金及び保険財政安定化事業拠出金の確定等に伴うものでございます。 

 予算書の１ページをお願いいたします。第１条で既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ

４千２４８万９千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２９億６千３６０万１千円と

するものです。 

 歳入からご説明いたします。説明書の９ページから１０ページをお開きください。あわせて補正予

算の概要は３５ページから３７ページをご参照願います。款１項１目１一般被保険者国民健康保険税

及び目２退職被保険者等国民健康保険税は収納見込みによる８７０万円の増額補正です。 

１１ページをお願いいたします。款３項１目１療養給付費等負担金及び目２共同事業負担金はいずれ

も額の確定により補正額を計上しています。 

 款４項１県負担金の目１共同事業負担金は額の確定により補正額を計上しています。 

 １２ページをお願いします。款７項１目１共同事業交付金は高額医療費、療養費、共同事業拠出金

の交付金でレセプト１件あたり８０万円を超える医療費に対して、交付率により交付されるもので、

額の確定に伴う補正を計上しております。目２保険財政共同安定化事業交付金はレセプト１件あたり

３０万円から８０万円までの高額な医療費に係る交付金で額の確定に伴う補正を計上しております。 

 款９項１目１一般会計繰入金の節１保険基盤安定繰入金は額の確定に伴い２３６万３千円を計上し

ております。 

 １３ページをお願いします。節２職員給与費等繰入金は歳出見込みによる補正を計上しております。

節３助産費等繰入金は出産件数の増加に伴う補正です。節４財政安定化支援事業繰入金は低所得世帯、

病床数、高齢者割合により算定された財政安定化支援事業費の確定による増額補正です。 

 次に歳出について、ご説明いたします。１４ページをお願いいたします。 

 款１項１目１一般管理費は歳出見込みによる補正を計上しております。目２は連合会負担金は国保

総合システムの稼動時期が延伸したことによる発生費用の負担金ですが、国が特別調整交付金の交付
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対象とする予定です。 

 款２項１目１一般被保険者療養給付費及び目２退職被保険者等療養給付費は、国、県の補助金並び

に繰入金等の額の確定による財源組み替えです。 

 １５ページをお願いいたします。目３一般被保険者療養費から目５の審査支払手数料までは、歳出

見込みによる増額補正です。款２項１目１一般被保険者高額療養費から１６ページの目４退職被保険

者高額介護合算療養費までは歳出見込みと財源の調整により補正を計上しております。 

款２項４目１出産育児一時金は国庫補助金等に伴う財源の組み替えです 

 １７ページをお願いいたします。款３項１目１後期高齢者支援金から１８ページの款６項１目１介

護納付金までは、国、県の補助金等に伴う財源の組み替えです。 

 款７項１目１高額医療費共同事業費医療費拠出金及び１９ページの目３保険財政共同安定化事業拠

出金は歳入で説明しましたように、高額な医療費に対応する県単位の拠出金で額の確定に伴う補正を

計上しております。 

 款８項１目１特定健康診査等事業費は歳出見込みにより減額補正を計上しております。 

 款８項２目１保健衛生普及費は、主なもので２０ページの節１３委託料の減額は国保連合会へ委託

しています保険事業の電算処理委託料で歳出見込みによる補正です。 

 ２１ページをお願いいたします。款１２予備費で予算の調整を行っております。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

 次に議案第５号、平成２３年度大津町介護保険特別会計補正予算（第４号）について、ご説明申し

上げます。 

 今回の補正は、平成２３年度の介護給付費等の実績及び執行見込みに伴うものが主なものです。 

 予算書の１ページをお願いいたします。第１条で規定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ

５千１６５万６千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２０億１千８９７万６千円と

するものです。 

 歳入からご説明いたします。予算に関する説明書の８ページをお開きください。あわせて別冊補正

予算の概要は３９ページから４２ページをご参照お願いします。 

 款１項１目１の第１号被保険者の保険料は、それぞれ収納見込みによる増額補正で、普通徴収者の

増加によるものです。 

 款３項１目１介護給付費負担金は、補助金内示に伴う国の負担金を増額補正するものです。 

 ９ページをお願いいたします。款３項２目１調整交付金は介護給付費歳出見込み額の７.５％相当が

交付されますが、交付決定に基づき減額補正をしております。目３介護保険事業費補助金は、介護保

険システム改修費に係る県からの交付通知額に基づき計上しております。 

 款４項１目１介護給付費交付金は、１２月分から１１月分で算定されますが、社会保険診療報酬謝

礼金からの介護給付費に対する交付金で、介護給付費の歳出減に伴い、内示額により補正を計上して

おります。目２地域支援事業支援交付金は、地域支援事業に対する社会保険診療報酬支払基金からの

介護予防事業の交付金で内示額に伴う減額補正です。 
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 １０ページをお願いいたします。款５項１目１介護給付費負担金は介護給付費の歳出減に伴う県の

負担金を減額補正しております。 

 款６項１目１介護給付費繰入金は、介護給付費に対する町の負担分で介護給付費の歳出減に伴う減

額補正です。 

 １１ページをお願いいたします。款６項２目２介護従事者処遇改善臨時特例基金は、基金取り崩し

に伴う利子を繰り入れます。この介護従事者処遇改善臨時特例基金は、国が介護従事者の処遇改善を

図るための介護報酬の改定に伴い、介護保険料の急激な上昇を抑制するために、平成２１年３月に介

護従事者処遇改善臨時特例基金条例が制定されたものでありますが、平成２３年度までの３年間の特

例措置のため、附則で平成２４年３月３１日で失効することになります。今後は制度改正に伴い、介

護報酬に加算されることにより介護従事者の処遇改善として実施されることになります。 

 １２ページをお願いいたします。項３目１介護予防サービス計画費収入は、要支援認定者の増加に

伴う年間見込み計画費の増額補正です。 

 次に、歳出について説明いたします。１３ページをお願いいたします。款１項１目１一般管理費で

すが、主なものは、節１３委託料は、介護保険制度改正によりシステム改修を行う必要があるため、

増額補正を行うもので、国が２分の１を補助いたします。 

 １４ページをお願いいたします。款１項４目１計画策定等委員会費の節１３委託料は、第５期介護

保険事業計画策定業務委託費の入札残による減額補正です。 

 款２項１目１介護サービス等諸費は、当初見込みに対し、居宅サービス、地域密着型サービスをサー

ビス計画給付費それぞれ増額し、施設サービス給付費を減額いたしております。居宅サービス給付費

及び施設サービス給付費の増減額の主な理由は、介護老人福祉施設や老人保健施設の利用が増加し、

介護療養型医療施設の利用の減少が主な理由となっております。 

 １７ページをお願いいたします。款６項１目１予備費で予算の調整を行っております。 

 よろしくお願いいたします。 

 次に議案第７号、平成２３年度大津町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）について、ご説

明申し上げます。 

 今回の補正は平成２３年度の保険料収納見込み、広域連合受託事業収入の額の確定及び歳出の見込

み等に伴うものが主なものでございます。予算書の１ページをお願いいたします。第１条で規定の歳

入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ９４４万５千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出そ

れぞれ２億４千３１５万１千円とするものです。 

 歳入からご説明いたします。歳入について説明書の７ページをお開きください。あわせて別冊補正

予算の概要は４３ページから４４ページをご参照願います。 

 款１項１目１後期高齢者医療保険料の各節の補正につきましては、それぞれの収納見込み額に伴い

計上しております。 

 款４項１目１事務費繰入金及び目２保険基盤安定繰入金は見込み額並びに額の確定による減額補正

です。 
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 ８ページをお願いいたします。款６項４目１後期高齢者医療広域連合受託事業収入は、後期高齢者

の健康診査の受託に伴うもので、健康受診者の実績による減額補正です。 

 次に歳出について、ご説明いたします。９ページをお願いいたします。 

 款１項１目１一般管理費及び項２目１徴収費につきましては、執行見込みによる補正を計上いたし

ております。 

 款２項１目１後期高齢者医療広域連合納付金の１．被保険者保険料負担金は町が徴収いたしました

保険料を広域連合に納めるもので、広域連合において付加され算出された額の確定通知に基づく減額

補正です。 

 １０ページをお願いいたします。款３項１目１健康診査費はそれぞれ歳出見込みによる減額補正で

すが、主なものは、節１３委託料で健診受診者の減に伴うものでものであります。 

 款５項１予備費で予算の調整を行っております。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

○議 長（大田黒英生君） 経済部長西本昇二君。 

○経済部長（西本昇二君） おはようございます。議案第３号の平成２３年度大津町外四ケ市町村共有

財産管理処分事務受託特別会計補正予算（第２号）についてご説明を申し上げます。議案集３ページ

をお願いします。補正予算の概要は３８ページになります。 

 予算書の１ページをお願いいたします。第１条で歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ、３千円

を減額し、歳入歳出予算の総額を３７２万７千円とするものです。 

 説明書の７ページをお願いいたします。歳入からご説明申し上げます。 

 款１項１目１の財産収入でございますが、菊池森林組合配当金及び立木売払金収入の座取り分で 

２千円の減としております。 

 款３項１目１の諸収入でございますが、水源林整備事業関係の収入の座取り分で１千円の減として

おります。 

 次に、８ページをお願いします。歳出でございます。款１項１目１一般管理費で節１３の委託料と

して間伐管理委託の１千円の減としております。 

 款２項１目１の予備費で２千円の減額で財源調整としております。 

 以上、よろしくお願いします。 

○議 長（大田黒英生君） 土木部長併任工業用水道課長中山誠也君。 

○土木部長併任工業用水道課長（中山誠也君） 議案第４号、平成２３年度大津町公共下水道特別会計

補正予算（第４号）についてご説明申し上げます。別冊の補正予算書をお願いいたします。補正予算

の概要につきましては、３８、３９ページになります。あわせてご覧ください。今回の補正は負担金

及び使用料の増額、事業費等の確定見込みに伴う減額が主なものです。 

 予算書の１ページをお願いいたします。第１条で既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ、

３千１２０万７千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ記載のとおり１２億６千１７

０万５千円とするものです。 
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 第２条繰越明許費の追加は第２表で、第３条地方債の変更は第３表で説明いたします。 

 ４ページをお願いいたします。第２表繰越明許費補正は浄化センター等改築工事業務委託につきま

しては、国交省との一括設計協議に不足の日数を要し、更に低入札により価格調査、施設の運転停止

時期の再検討の結果、出来高達成が困難になるため繰り越しするものです。また、岩坂・中島汚水枝

線菅渠築造工事につきましては、阿原目地区内での工事場所に上水道の本管が埋設してあり、その移

設に１カ月程度期間を要することにより年度内の完成が見込めないため繰り越しするものです。 

 ５ページをお願いいたします。第３表地方債の補正につきましては、公共事業債は事業費の確定に

伴い減額するものです。なお、起債の方法、利率償還の方法は補正前と同じです。補正予算に関する

説明書により詳細を説明いたします。 

 最初に１１ページの歳出から説明いたします。目１総務管理費につきましては、人件費及び消費税

還付金の額の確定による減額が主なものです。目２事業費につきましては、工事費及び事務費等の額

の確定見込みにより減額するものです。 

 １２ページをお願いいたします。この中で、節１３委託料は国の補助金が削減されたため、調査予

定箇所を次年度に先送りし、また、節２２補償、補填及び賠償金については、管路工事に伴う水道管

の移設などの費用が少なくて済んだため減額するものです。目３維持管理費につきましては、入札に

より契約額の確定に伴い減額するものです。目４下水道事業基金費は、預金の利率が下がったことに

より積立金を減額するものです。 

 １３ページをお願いいたします。目１元金につきましては財源の組み替えです。目２利子につきま

しては、長期債利子の確定により減額するものです。 

 次に、歳入につい説明いたします。９ページをお願いいたします。目１負担金の増額は美咲野団地

住宅建設などの負担金納付が増加したことによるものです。目１使用料の増額は、美咲野団地住宅建

設費などの企業団徴収分が増加したことと、中核工業団地の使用料の増によるものです。 

 次に、目１一般会計繰入金は負担金及び使用料が増額したことと、事業費の確定により繰入金を減

額するものです。 

１０ページをお願いいたします。目１公共下水道事業債の減額は、先ほど地方債の補正で説明したと

おり事業費の確定見込みに伴うものです。目１利子及び配当金の減額は基金利子の確定によるもので

す。 

 続きまして、議案第６号、平成２３年度大津町農業集落排水特別会計補正予算（第４号）について

説明いたします。別冊の補正予算書をお願いいたします。補正予算の概要については、４２、４３ペー

ジになります。今回の補正は事業の確定見込みに伴う補正になります。 

 予算書の１ページをお願いいたします。第１条で既定の歳入歳出の予算の総額から歳入歳出それぞ

れ１千３８１万１千円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ記載のとおり４億５千６６５万９千

円とするものです。 

 第２条繰越明許費の追加は第２表で、第３条町債の変更は第３表で説明いたします。 

 ４ページをお願いいたします。第２表、繰越明許費補正は、杉水地区農業集落排水事業について、
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平川多々良地区内の２路線工事において、同時施工では迂回路の確保ができないため、１路線ずつの

工事となり年度内の完成が見込めないため繰り越すものです。 

 ５ページをお願いいたします。第３表地方債の補正は、農業集落排水事業債について事業費の確定

見込みに伴い減額するものです。なお、起債の方法、利率償還の方法は補正前と同じです。補正予算

に関する説明書により詳細を説明いたします。 

 最初に、１１ページの歳出から説明いたします。目１総務管理費は人件費の確定見込みによる減額

と、節１９負担金、補助金及び交付金は水洗化の接続見込みにより減額するものです。目２農業集落

排水事業費は、事業費の額の確定見込みにより減額するものです。 

 １２ページをお願いします。この中で節２２は、管路工事に伴う水道管の移設などの費用が少なく

て済んだことによる減額です。目３維持管理費は額の確定見込みにより減額するものです。このうち

節１１のうちの光熱水費は電気代が当初見込みより少なかったことによる減額です。 

 １３ページをお願いします。節１２のうちの手数料は引抜料が少なかったことによるものです。目

４農業集落排水事業基金費は消費税還付金及び基金利子の確定による減額です。目２利子は長期債利

子の確定により減額するものです。 

 次に、歳入について説明いたします。９ページをお願いいたします。目１農業集落排水事業費分担

金は受益者分担金の見込みによる増額です。目１使用料は錦野及び杉水浄化センターへの接続が増加

したことによる増額です。 

 次に、一般会計繰入金は分担金及び使用料の増額、事業費、維持管理費などの確定見込みに伴う繰

入金を減額するものです 

 １０ページをお願いいたします。目１雑入は消費税還付額の確定による減額です。 

 次に、農業集落排水事業債の減額は、先ほど地方債の補正で説明したとおり、事業費の確定見込み

に伴うものです。 

 続きまして、利子及び配当金は、農業集落排水事業基金費の増額によるものです。 

 次に、お手元に専決処分の報告についての文書を配付しております。ご覧いただきたいと思います。

町道本田技研３２５号線交差点改良工事（３工区）請負変更契約になります。別紙の変更理由書で説

明しておりますように、工事を進めていく上で各項目に変更が生じておりますので、地方自治法第１

８０条第１項の規定により専決処分を行ったものです。 

 変更理由書に基づき概略を説明いたします。舗装工に関しては当初設計では国道３２５号を先に施

工し、その後、新設道路との取り付けを行い開放する予定でしたが、交差点部に３月に信号機が設置

された関係で、工事期間中においても新設道路を暫定的に開放するように県警より指示されましたの

で、舗装を暫定的に仕上げる必要が生じたため、舗装面積が大幅に増加したことです。 

 次に、法面工・路肩工に関しては、道路管理者である県から将来的に管理していく上で、工種の変

更の要望がだされたため増額になるものです。 

 次に、道路土工に関しては、県の指示により改良する植樹帯及び中央分離帯部分には植栽を実施し

ないようになったことにより減額になるものです。 
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 以下、県や県警の指示によるものや現場状況により通常に上限が生じておりますので、実績に応じ

て変更したものです。 

 以上よろしくお願いいたします。 

○議 長（大田黒英生君） 次に、議案第８号から議案第２９号までの説明を求めます。 

 経済部長西本昇二君。 

○経済部長（西本昇二君） 議案第８号、大津町まちづくり交流センター条例の制定についてご説明申

し上げます。 

 議案集の８ページ、あわせて説明資料集の１ページをお願いします。今回の条例制定には、町長が

提案理由で申し上げましたとおり、町民及び各種団体等の活動を支援し、交流を促進することにより、

町民の生活の向上及び地域の活性化を図るため、地方自治法の規定に基づき大津町まちづくり交流セ

ンター条例を定めようとするもので、条例の制定については地方自治法の規定により議会の議決を求

めるものであります。 

 説明資料集の１ページをお願いします。まず、第１条で町が交流センターを設置する目的を、第２

条で位置を定めています。第３条はセンターの業務を第１号の町民の交流及び活動の支援並びに健康

の増進に関することのほか、第５号まで定めています。 

 ２ページをお願いします。第４条の第１項でセンターの開館時間を午前９時から午後８時までと、

第２項で休館日を月曜及び年末年始と定めていますが、第３項で、祭事による開館時間の延長や緊急

時の修繕等による休館などを想定し、規定を設けています。第５条は、センターを使用するものは、

あらかじめ町長に申請し、許可を受けなければならないことを規定しています。 

 第６条で町長が使用許可をしないことができる事項を、第１号で公の秩序を乱し、又は善良な風俗

を害するおそれがあると認められるときと定めるほか、第８号まで８項目の規定をしています。なお、

但し書において第７号の行為が、交流センターの設置目的に沿う場合は使用の許可ができるとしてい

ます。第３号の宗教的活動ですが、宗教の教義を広めたり、儀式行事を行ったり、また、信者の勧誘

等を想定しています。 

 ４ページをお願いします。第７条で、使用者が第１号から第４号のいずれかに該当した場合には、

町長は使用者に対し、使用の変更、停止、許可の取消しをすることができることを定めています。 

 ５ページをお願いします。第８条で使用者はセンター使用料を前納しなければならないことを定め

ています。第２項では、町長が特別の理由があると認めた場合に限り、納付済みの使用料を還付でき

ることを定めています。町長が特別の理由があると認めた場合とは、規則で使用者の責によらない理

由によりセンターの使用をすることができなくなった場合と定めており、天災、施設等の不調によっ

てセンターが使用できなくなった場合等が該当します。 

 第９条では、町長が特別の理由があると認めた場合は、使用料を減免できることを定めています。

町長が特別の理由があると認めた場合とは、規則で５項目を定めています。 

 ６ページをお願いします。第１０条では、使用者は使用終了どき、又は使用の停止を命じられたと

きは、施設等を使用前の状態に戻さなければならないことを定めています。第２項では、施設等の損
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傷又は滅失による損害又は故意、過失を問わず、原因者が損害賠償責任を負うことを定めています。

なお、但し書において、町長が特別の理由があると認めた場合は、損害賠償の全部又は一部を免除で

きるとしています。 

 第１１条では、センターにおいて発生した事故その他の損害について、町長がその責を負わない理

由を３項目定めています。 

 第１２条から第１５条までは、センターを指定管理者に行わせるため読み替え規定、指定管理者の

業務、現状回復義務等の規定を定めています。 

 ８ページをお願いします。第１６条で規則への委任規定を設けています。附則でこの条例は平成２

４年４月１日から施行するとしています。 

 ９ページをお願いします。次に、別表第１でありますが、ここで各設備の使用料を定めています。

使用料を定めるにあたりましては、第１条の目的のため、多くの町民・団体に利用していただくため、

使用料が安価な老人福祉センターの使用料を参考にさせていただきました。更に、販売等で使用した

場合は、通常の使用料が安価であるため、使用料を５倍にするとしています。 

 以上、よろしくお願いします。 

 次に、議案第１７号です。大津町電源立地地域対策交付金事業基金条例を廃止する条例の制定につ

いて、ご説明申し上げます。 

 議案集の３７ページをお願いします。今回の条例の廃止は岩戸渓谷周辺整備事業のため平成２１年

に基金条例を設けまして、平成２１、２２年度分の交付金を積み立て平成２３年度に基金を全額取り

崩し、岩戸渓谷の入口に駐車場とトイレの整備を進めて参りましたが、その事業が本年度末に完了す

るため、基金条例を廃止しようとするものであります。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

○議 長（大田黒英生君） 教育部長松永髙春君。 

○教育部長（松永髙春君） 議案第９号大津町歴史文化伝承館条例の制定についてご説明申し上げます。 

 議案集の１４ページをお願いします。町民の文化活動と交流及び地域の歴史に根ざした貴重な文化

遺産を伝承する団体等の活動拠点整備を図るため、大津町歴史文化伝承館の設置に関し条例を定めよ

うとするものです。 

 説明資料の１０ページをお願いします。第１条で大津町歴史文化伝承館を設置する目的を、第２条

で伝承館の名称と位置を規定しています。第３条については第１号から第７号まで伝承館が行う事業

を規定しています。 

 １１ページをお願いします。第４条第１項で伝承館の開館時間及び休館日を規定し、第２項で教育

委員会が必要と認めたときは開館時間及び休館日を変更することができる旨を規定しています。 

 第５条は使用団体等の登録について規定しています。 

 第６条で伝承館を使用しようとするものは、あらかじめ教育委員会に申請し許可を受けなければな

らないことを規定しています。 

 第７条は、伝承館の使用の許可をしない行為等について１２ページの第１号から第８号まで規定し
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ています。なお、但し書において第７号の行為が伝承館の設置目的に沿う場合は、使用の許可ができ

るとしています。 

 第８条で、使用者が第１号から１３ページの第４号のいずれかに該当した場合に、使用許可の取消

し等を行うことができる旨を規定しています。 

 第９条は使用料及び使用料の還付について規定しています。第１項で使用料の前納を規定し、第２

項但し書で特別な理由があると認めたときは還付することができるとしています。 

 第１０条では、使用料の減免について規定しています。 

 １４ページをお願いします。第１１条で施設等の原状回復等、第１２条で免責事由、第１３条で使

用者の負担についてそれぞれ規定しています。第１４条で、規則への委任規定を定めています。 

 １５ページをお願いします。別表第１ですが、各区分ごとの記載のとおり使用料を定めています。 

 戻りまして、議案集の１８ページをお願いします。附則で、この条例は平成２４年４月１日から施

行するとしております。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

 続きまして、議案第１２号、大津町公民館条例の一部を改正する条例について説明いたします。 

 議案集の２７ページをお願いいたします。今回の改正は杉水地区公民館分館の維持管理委譲に伴い、

条例の一部を改正するものです。説明資料の２６と２７ページをお願いします。 

 大津町には旧村単位で公民館分館が設置され現在に至っております。大津分館につきましては老朽

化のため、まちづくり交付金事業において平成２１年度に移転新築しております。その他の分館につ

いては、大津・陣内分館を除き、地区公民館の利用形態となっています。このような状況を受けて、

平成１３年１１月に大津町公民館分館のあり方について、社会教育委員会に諮問し協議検討を重ねて

きました。その結果、「平成２０年１２月に公民館分館は旧村ごとに一箇所の位置づけをしているが、

分館の役割よりも地区公民館として利用されている分館があるので、払い下げ等を含めた検討をする

こと」との報告書が教育委員会に提出されております。以上を受けて、これまで地元行政区との協議

を進めてきておるところでございます。今回、建設年度が一番古い杉水公民館について、地元杉上区

と協議を行い、平成２３年度の屋根改修等の改修整備することで合意しましたので、地元管理へ委譲

することで条例の改正を行うものでございます。 

 戻りまして、議案集の２８ページをお願いします。附則で、この条例は平成２４年４月１日から施

行するとしております。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

 続きまして、議案第１３号、大津町スポーツ振興審議会条例の一部を改正する条例について説明い

たします。議案集の２９ページをお願いします。 

 今回の改正は、スポーツ基本法の制定に伴い、条例の一部を改正するものです。説明資料の２８ペー

ジをお願いします。題名を大津町スポーツ推進審議会条例に改めるものです。第１条を、スポーツ基

本法（平成２３年法律第７８号）第３１条の規定に基づき、大津町スポーツ推進審議会（以下「審議

会」という。）を置くとしています。 



 36

 次に、第６条を第７条とし、第５条の次に報酬及び費用弁償。第６条、委員の報酬及び費用弁償は

条例の定めるところによるとしております。 

 戻りまして、議案集の３０ページをお願いします。附則で、この条例は平成２４年４月１日から施

行するとしています。 

 続きまして、関連で議案第１４号、特別職の職員等で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例

の一部を改正する条例について説明いたします。 

 議案集の３１ページをお願いいたします。今回の改正は議案第１３号で説明しました大津町スポー

ツ振興審議会条例の一部を改正する条例の制定に伴い、条例の一部を改正するものです。 

 説明資料の２９ページをお願いします。新旧対照表の改正前の体育指導委員、大津町スポーツ振興

審議会を、改正後の下線に記載のとおりとするものです。 

 戻りまして、議案集の３２ページをお願いします。附則で、この条例は平成２４年４月１日から施

行するとしております。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

○議 長（大田黒英生君） しばらく休憩いたします。 

午後は１時より再開いたします。 

午前１１時５５分 休憩 

                    △ 

午後 ０時５８分 再開 

○議 長（大田黒英生君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。総務部長德永保則君。 

○総務部長（德永保則君） 議案第１０号、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図る

ための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について、ご説

明申し上げます。 

 議案集は２０ページから２３ページ、説明資料は１６ページから２０ページになります。 

 説明資料について説明させていただきますので、ご用意をお願いいたしたいと思います。国の地方

分権一括法が制定されまして、地域主権の流れの中で、今まで政令に委任されていました事項が、地

域のことは地域で決める、いわゆる義務づけ、枠付けの見直しや、地方自治体へ権限委譲が行われま

して、町の各条例で規定する必要が出てきております。今回は平成２４年度から関係するものの一部

改正になります。 

 説明資料の１６ページをお願いいたしたいと思います。第１条大津町図書館条例の一部改正でござ

います。これにつきましては、この法律の公布に伴いまして図書館法の一部改正がなされまして、地

方公共団体は、その設置する図書館に置かれる図書館協議会の委員の任命の基準について文部科学省

例で定める基準を参酌して条例で定めるものとすると規定されました。委員の任命基準の規定が策定

されましたので、町条例を一部改正したものでございます。第２条大津町営住宅条例の一部改正は同

様にこの法律の公布によりまして、公営住宅法の一部改正が行われましたので、町条例の関連規定を

一部改正、整理させていただいたものでございます。今回の法の改正に伴いまして、第５条の入居者
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資格の同居親族要件について、「現に同居し、又は同居しようとする親族があること」が同居親族要件

としてありましたけども、施行日によって廃止をされております。そこで、引き続き単身入居者 

について一定の制限を必要とする場合は、法律の施行日までに条例において措置することが必要にな

ります。また、この要件の廃止に伴いまして公営住宅は全ての単身者に入居資格を認めることになり

ますので、世帯向けの間取りであります本町の町営住宅を有効活用するためには、同居親族要件につ

いても現行どおり、「現に同居し、又は同居しようとする親族があること」を規定させていただいてお

ります。なお、この要件につきましては近隣市町においても同様の規定になっております。１７、１

８ページをお開き願いたいと思います。また、更に、公営住宅法の施行令第６条第２項の規定に引用

しておりました６０歳以上の者、障害の程度が一定の程度の障害者、戦傷病者で障害の程度が定める

程度の者、原子爆弾被爆者で認定を受けている者、生活保護法による被保護者、または中国残留邦人

など海外からの引揚者、ハンセン病療養所入所者など、ＤＶ被害者のうち一定の要件を満たすものな

どの入居資格の諸要件を第５条第２項第１号から第８号のイまで新たに規定させていただきました。

今までは公営住宅法に規定されておりました。１９ページをお願いいたします。第３項におきまして

は第２項の但し書の規定で入居するものの心身の状況、介護の状況等の該当者の判断について、事業

主体であります町に調査の権限を与えるとともに、入居申込者に対しては調査されることにつきまし

て、受任義務を課すものでございます。第６条及び次のページ第２８条につきましては、法の改正に

伴いまして規定中の条項等の整理をいたしております。附則で、この条例は平成２４年４月１日から

施行するといたしております。 

 続きまして、議案第１１号、大津町税条例の一部を改正する条例について説明いたします。議案集

は２４ページから２６ページ、説明資料は２１ページから２５ページになります。説明資料において

改正の概要について説明をさせていただきますので２１ページをお開き願いたいと思います。今回の

条例の一部改正につきましては、現価の経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るため、ま

た東日本大震災の被災者等の負担の軽減及び復興に向けた取り組みの推進を図るため地方税法等の一

部を改正する法律などが施行されたことによりますものでございます。 

 第９５条、たばこ税の税率の改正につきましては、税率の改正になります。税率１千本につき４千

６１８円を５千２６２円、６４４円の増額をするものでございます。なお、この改正につきましては、

法人税率の引き下げと法人事業税、県税の課税ベース拡大に伴います法人町民税及び法人県民税の影

響を調整するものとして行うもので、増額が県たばこ税より減額されることになっております。 

 附則第９条、町民税の分離課税に係る所得割の額の特例等についてでございます。退職者等に係り

ます個人町民税の１０％税額控除を廃止するものであります。 

 附則第１６条の２、たばこ税の税率の特例の改正につきましては、旧３級品の税率を１千本につき

２千１９０円を３０５円増額し、２千４９５円にするものでございます。なお、この改正につきまし

ても、先ほど申し上げました第９５条の改正とおり、県たばこ税より減額されることになっておりま

す。 

 附則第２２条の改正でございます。東日本大震災に係ります雑損控除額等の特例でございます。こ
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れにつきましては、住宅家財等や事業用資産に損失が生じた場合におきます雑損控除及び雑損失、ま

たは被災事業用資産の損失控除となる災害関連支出について、やむを得ない事情により災害がやんだ

費から１年超３年以内に支出されるものを追加する地方税法施行令が施行されましたことに伴いまし

て、町条例を改正するものでございます。 

 附則第２５条、個人の町民税の税率の特例等の改正につきましては、先の大震災の復興を図る目的

として制定されました東日本大震災復興基金基本法第２条に定める基本理念に基づき実施する施策の

うち、全国的に且つ緊急に地方公共団が実施する防災のための施策に要する費用の財源を確保するた

め、平成２６年度から平成３５年度までの間、臨時の措置として個人町民税の均等割の額３千円を３

千５００円に改正するものでございます。 

 附則第１条で、この条例は交付の日から施行する。但し、次の各号に規定する当該各号に定める日

から施行するといたしております。第１号で退職所得課税の改正規定については平成２５年１月１日

から施行するとしまして、２２ページ、第２号で、たばこ税の税率の改正規定については平成２５年

４月１日から施行すると規定いたしております。 

 また、附則第２条及び第３条で、施行日以前の経過措置を規定させていただいております。なお、

説明資料の２３ページから２５ページに新旧対照表をつけておりますけども、条項ごとの説明は省略

させていただきたいと存じます。 

 よろしくお願いいたします。 

 続きまして、４２ページ、議案第２１号関連でございます。議案第２１号菊池広域連合の処理する

事務及び規約の一部変更についてご説明いたします。議案集は４５、４６ページ、説明資料は４２、

４３ページになります。説明資料において説明をさせていただきます。 

 まず、概略でございますけども、規約の一部変更については第４条広域連合の処理する事務、第１

項第１０号及び第５条広域連合の作成する広域計画の項目、第１項第１０号に墓地埋葬等に関する法

律に基づく無縁仏納骨堂の設置、管理、及び運営に関することの規定を加えるものでございます。本

件の趣旨といたしましては、市町内において、要するに菊池郡と大津、菊陽、合志、菊池市でござい

ます、において死亡しました親族等の身寄りがないか、もしくは身寄りがあっても死亡届、火葬許可

申請、火葬を行うものがいない、孤独死等の遺体の保管、火葬遺骨の保存については自治体の業務と

なっております。孤独死等の遺体の取り扱いについては、親族を調査する期間、遺体を安置保冷し火

葬後に引き取り手のない遺骨を納骨するための、遺体安置所・納骨堂建設の必要性が高まってきてお

ります。また、都市化の進展や単身居住者の高齢化によりまして、無縁仏及び身元不明者の遺体引き

取り事案等の増加が懸念されております。そこで今回、構成市町の同一の課題解決の一貫といたしま

して、火葬場を経営しております広域連合で無縁仏納骨堂及び遺体安置所を建設するものでございま

す。 

 次の４３ページをお願いいたします。別表中、無縁仏納骨堂建設に係ります各市、町の負担割合に

ついては均等割１００％でするものでございます。総額として建設費用６８０万円のうち、町負担、

均等割という形で１７０万円今回予算に計上させていただいております。次に別表、備考第４項但し
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書の規定を削らせていただきます。同表備考第５項但し書中、「見直すこと」を「協議」に改め、同表

備考第６項但し書を削ります。第４項及び第６項の但し書を削るものにつきましては、平成１３年度、

平成１８年度、平成１９年度に限定されました経費の支弁方法の経過措置でありまして、現在は不要

のため削除するものでございます。また、第５項の「見直すこと」等を「協議」に協議に改めますの

は、消防費の負担割合について負担金の趣旨からしまして毎年度見直すことは不適当であるため、毎

年度協議することに改めるものでございます。なお、消防費の負担金の割合等については従来どおり

の割合率になるというかたちでございます。なお、この案件につきましては、構成市町の同物議件案

件になります。附則でこの規約については、平成２４年４月１日から施行するといたしております。 

 以上よろしくお願いいたします。 

○議 長（大田黒英生君） 福祉部長岩尾昭徳君。 

○福祉部長（岩尾昭徳君） 議案第１４号、特別職の職員等で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関す

る条例の一部を改正する条例についてご説明いたします。 

 議案集の３１ページをお願いいたします。今回の条例改正は、新たに大津町若草児童学園民間委譲

先選定委員会の設置により条例の一部を改正するものです。大津町若草児童学園は、平成２０年４月

１日から平成２５年３月３１日まで、指定管理制度導入により現在運営が行われております。この経

過につきましては平成１７年度に策定しました、平成１７年度から平成２６年度までの経過期間とな

る第３次大津町行財政改革大綱と大津町集中改革プランに基づき、その改革項目の中の民間委託の推

進で、大津町若草児童学園は公の施設の民間による管理運営が可能な施設として位置づけられ、民営

化や指定管理制度の導入を含めた民間委託の検討が開始されてきたところであります。この行財政大

綱と集中改革プランは、大津町財政改革懇談会で検討されてきております。この計画期間中の後期改

革プランとして継続し、検討する施設として位置づけられているもので、平成２４年度に指定管理期

間が終了いたしますので、その検討と民間委譲先選定委員会設置に伴い条例の一部を改正するもので

す。説明資料の２９ページをお願いいたします。新旧対照表の大津町発熱外来診療看護士の下に、今

回の大津町若児童学園民間委譲先選定委員会委員長と、委員の報酬及び費用弁償を記載のとおりとす

るものです。もどりまして、議案集の３２ページをお願いいたします。附則で、この条例は平成２４

年４月１日から施行するとしております。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

 続きまして、議案第１５号、大津町介護保険条例の一部を改正する条例にについてご説明いたしま

す。議案集は３３ページ、それと説明資料は３０ページになります。今回の条例改正は、第５期大津

町介護保険事業計画を策定するにあたり、介護保険料額を第４期の額から変更することに伴い、条例

の一部を改正するものです。条例の改正の内容については説明資料集でご説明いたします。 

 ３０ページをお願いいたします。最初に、介護保険料についてですが、介護保険法の規定に基づい

て保険料の基準額は事業運営期間ごとに算定しています。 

 次に、法第１２９条の３ですが、保険料率は、市町村介護保険事業計画に定める介護給付と対象サー

ビスの見込み料等に基づいて算定した保険給付に要する費用の予想額等に照らし、概ね３年を通じ財
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政の均衡を保つことができるものでなければならないと規定されております。 

 次の、事業運営期間ですが、今回、第５期平成２４年度から平成２６年度ということで、以前に配

付しております介護保険事業計画案を策定しております。資料集の３６ページをお願いいたします。

介護保険事業計画書の中で、平成２４年度から平成２６年度第５期の介護保険料額に関することにつ

いて、要約しましたので資料で説明いたします。最初に平成２１年度から平成２３年度第４期の動向

ですが、これ以前の給付費の伸びは８％から９％と大きなものでしたが、この３年間では、給付額の

伸びは比較的落ち着いた状況です。平成２１年度の給付実績額は約１７億３千９００万円で、平成２

２年度は約１７億６千８００万円で、約１.６％の伸びでした。平成２３年度の給付費総見込額は１８

億３千２００万円で、前年度と比較して約３.６％の伸びとなる見込みです。その要因いたしましては、

（１）認定者数の増加により在宅サービスについては訪問介護・訪問看護・短期入所の利用が増加し

ていること、（２）施設サービスは微増、（３）地域密着型サービスについては、認知症通所介護の利

用が増加していること等です。次に、平成２４年度から平成２６年度第５期の給付額見込みと介護保

険料ですが、今後も給付額の伸びが見込まれます。このことは介護保険料の額の上昇につながります。

給付費総額をもとに、国の算定式に従い介護保険料額が算定されますが、第５期の月額基準額は５千

１００円と算定され、第４期の基準額４千８００円と比較して３００円高い額となります。 

 介護保険料額の上昇の要因と影響額につきまして下の表で整理しております。最初に、①でサービ

ス利用量の増加分２３０円は、認知症グループホームの整備、認定者数の増加による在宅サービス利

用増等の給付増です。②で介護報酬の引き上げ１２６円は、第４期に引き続き、介護報酬のアップに

よる保険料額の上昇です。③で、第１号被保険者負担率の上昇２５２円は、第４期の負担は給付費の

２０％だったのが、第５期では１％負担が増えます。④で所得段階の負担割合の弾力化２４円は、第

３段階の特例の採用により、第３段階該当者のうち本人の所得が低い場合の負担軽減を図るためです。

ちなみに、第４段階の弾力化は第４期から行っております。⑤で準備基金取り崩しによるマイナス１

４０円は町の準備基金を３千万円取り崩して保険料負担の軽減を図ります。⑥で県の財政安定化基金

交付金によるマイナス６７円は、熊本県の財政安定化基金が取り崩されて交付されますので、保険料

負担の軽減を図ります。それでは、資料の３０ページに戻っていただきまして、下の欄の第２条の保

険料率の改正につきまして次の３１ページでご説明いたします。第２条保険料率の解説ですが、第５

期事業運営期間の保険料基準額を年間６万１千２００円とし、所得段階第１段階を３万６００円、第

２段階を同額の３万６００円、第３段階を４万５千９００円、第４段階を６万１千２００円、第５段

階を７万６千５００円、第６段階を９万１千８００円、第７段階を１０万７千１００円としました。

第４期で、第７段階を導入したことにより、介護保険法施行令第３９条の特別の基準による保険料率

の算定に基づく第２項の合計所得金額を介護サービスの基盤強化のための介護保険法の一部を改正す

る法律の施行に伴う厚生労働省の整備等に関する省令の公布等についての基準所得金額の設定により

第５段階１９０万円と設定いたしました。 

 ３３ページをお願いします。附則の施行期日で、この条例は平成２４年４月１日から施行するとし

ております。第２条で平成２４年度から平成２６年度までにおける保険料率の特例については、これ



 41

までの介護保険料は市町村民税世帯非課税者について、第２段階、第３段階の２つと、本人が市町村

民税非課税で同一世帯に市町村民税課税者がいる場合、前年の公的年金等の収入金額及び合計所得金

額の合計額が８０万円以下の特例と、それ以上の第４段階でした。第４期では第４段階に特例を設定

したのですが、今回、国は本人が低所得の場合に保険料の負担増を緩和するため、更に、第３段階に

ついても収入基準に従って２つに分ける特例を設定いたしました。具体的には、第３段階は年額４万

５千９００円ですが、前年の公的年金等の収入金額及び合計所得金額の合算額が１２０万円以下の場

合は特例として年額４万２千８４０円となります。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

 続きまして、議案第１８号、大津町生活管理指導短期宿泊手数料徴収条例を廃止する条例について

ご説明いたします。議案集の３９ページをお願いいたします。今回の条例廃止は、大津町養護老人ホー

ムの民間委譲により条例の廃止をしようとするものです。この事業は在宅生活や社会的な基本的生活

習慣などに支障があったり、社会適応等が困難な高齢者に対し、養護老人ホームでの集団生活等に心

配される６５歳以上のひとり暮らし高齢者等が施設入所等を前提として、１週間程度の体験、入所生

活を支援するための事業として実施してまいりましたが、今回の大津町生活管理指導短期宿泊手数料

徴収条例を廃止する条例につきましては、平成２３年４月１日から大津町立養護老人ホームを民間委

譲したことにより、手数料徴収条例に基づき短期宿泊利用に伴い手数料として徴収していたものを廃

止し、利用料として事業受託される養護老人ホーム光進園が直接収納することができるようにするも

のです。なお、条例廃止後も大津町生活管理指導短期宿泊事業実施要綱に基づき本事業を継続いたし

ますので、受託される光進園と大津町が委託契約により本事業を継続して実施します。利用料金及び

利用料金の減免については、要綱改正により定めることといたします。４０ページをお願いいたしま

す。附則で、この条例は平成２４年４月１日から施行するとしております。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

 続きまして、議案第１９号大津町生活管理指導員派遣手数料徴収条例を廃止する条例についてご説

明いたします。議案集の４１ページをお願いいたします。今回の条例廃止は、介護保険の地域支援事

業として実施している大津町生活管理指導員派遣事業の手数料を利用料に変更し、業務等の効率化を

図るため、条例の廃止をしようとするものです。生活管理指導員派遣事業は介護認定を受けておられ

ない日常生活を営むに支障があるもの、またはひとり暮らしの高齢者等のいる家庭に対し、生活管理

指導員としてのヘルパーを派遣することによって、高齢者の自立した生活の援助、社会的孤立感の解

消、心身機能の維持向上を図る事業として、現在、社会福祉協議会へ委託しております。今回、条例

の廃止をご提案しておりますが、現在、生活管理指導員派遣手数料として１時間２２０円、３０分を

超過するごとに８０円の手数料を利用者から徴収しております。今後、その利用料を事業受託者であ

る社会福祉協議会の収入とすることで高齢者ニーズに対応した支援を図ります。本来なら介護報酬単

価と比較し、委託料を増額すべきところですが、現在の委託料を据え置いて利用者負担を軽減すると

ともに、更なるサービスの維持向上及び業務等の効率化を図るものです。議案集の４２ページをお願

いいたします。附則で、この条例平成２４年４月１日から施行するとしております。 
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 以上、よろしくお願いいたします。 

○議 長（大田黒英生君） 土木部長併任工業用水道課長中山誠也君。 

○土木部長併任工業用水道課長（中山誠也君） 議案第１６号大津町都市公園条例の一部を改正する条

例についてご説明申し上げます。議案集の３５、３６ページをお願いいたします。アルコール工場跡

地に大津中央公園が設置されることに伴い、条例の一部を改正しようとするものです。説明資料集の

３９ページをお願いいたします。新旧対照表に記載しておりますように第２条の第１０号の次に第１

１号としまして大津中央公園、大津町大字大津１１５６番地３を加えるものです。４０ページに公園

施設の配置平面図を、次の４１ページに各施設の内訳を添付しておりますので、ご覧いただきたいと

思います。なお、附則として、この条例は平成２４年４月１日から施行するとしております。 

 次に議案第２０号、大津町中央公衆便所条例を廃止する条例について説明をいたします。議案集の

４３、４４ページをお願いいたします。現在ある公衆便所の近接地に、大津町まちづくり交流センター

が建設され、その中に屋外トイレが併設されることに伴い、現施設が役割りを終えるため条例を廃止

しようとするものです。 

 なお、附則として、この条例は平成２４年４月１日から施行するとしています。 

 続きまして、町道の廃止及び認定の８議案について順をおって説明をいたします。議案集は４７ペー

ジからになります。説明資料集は４４ページから４８ページになりますので、あわせてご覧いただき

たいと思います。 

 まず、議案第２２号、町道の路線廃止について説明します。都市計画道路西鶴中井迫線が１２月に

開通しましたが、道路完成に伴い関連する周辺道路の路線が変更されておりますので、４８ページの

町道路線廃止調書に記載しておりますように、引水村西線から森上鶴線までの４路線の廃止をお願い

するものです。路線番号、路線名、起点及び終点は調書に記載のとおりです。 

 なお、各路線の場所は資料集の４４、４５ページに記載しておりますが、それぞれの路線の延長は

引水村西線が１３９.２メートル、引水前田線は８２１.８メートル、西鶴前田線は３７８.９メートル、

森上鶴線は２千２７.６メートルで合計延長は３千３６８メートルになります。ほかの廃止路線も同じ

ですが、新たな町道の路線認定につきましては、あとの別議案で説明いたします。 

次に議案集の４９ページ、５０ページについて説明いたします。議案第２３号につきましては、大津

区画９号の廃止になります。大津駅南口の開設によるビジターセンター及び駅前広場の整備に伴い、

道路の通行区分に変更がありましたので既存の路線を廃止するものです。路線番号２７８で路線名は

大津区画９号線になります。起点及び終点は廃止調書に記載のとおりです。なお、路線の場所は資料

集の４６ページのとおりで、延長は２１８.３メートルになります。 

 次に、議案集の５１から５２ページをお願いいたします。議案第２４号につきましては、美咲野中

央線の廃止になります。この町道の認定は平成２１年３月議会において開発行為の完了の検査が終了

している部分までを議決していただいておりました。その後、東側部分も開発が進んできて全線完了

しておりますので、この道路の全体を１つの路線として改めて町道に認定するために、今回、廃止を

お願いするものです。路線番号、路線名、起点及び終点は廃止調書に記載のとおりです。なお、この
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路線の場所は、資料集の４７ページに記載のとおりで、延長は５６８.７メートルになります。 

 以上、３議案につきましては町道の路線廃止についての議案ですので、道路法第１０条第３項の規

定により議会の議決を認めるものです。 

 次に、５３ページから５４ページをお願いいたします。議案第２５号は町道の路線認定についてで

すが、議案第２２号に関連するもので、先に廃止をお願いした路線の区域を一部変更して改めて認定

しようとするものです。町道路線認定調書に記載しておりますように路線番号８９の引水村西線、路

線番号１０６－１の引水前田線、路線番号２２４の西鶴前田線、路線番号２８４の森中鶴線までの４

路線を改めて認定をお願いするものです。また、起点及び終点は記載のとおりです。なお、この路線

の場所、延長につきましては資料集の４４、４５ページ記載のとおりです。 

 次に、５５ページ、５６ページお願いいたします。議案第２６号は町道の路線の認定になります。

議案第２３号で説明しましたように、大津駅南口の開設によるビジターセンター及び駅前広場の整備

に伴い道路の通行区分に変更がありましたので、改めて町道に認定しようとするものです。 

 路線番号２７８で路線名は大津区画９号線、起点及び終点は認定調書に記載のとおりです。なお、

場所及び路線については資料集の４６ページのとおりです。 

 次に５７、５８ページをお願いいたします。議案第２７号は町道の路線認定になります。議案第 

２４号で説明しましたように、平成２１年３月議会において開発行為の完了検査が終了している部分

までを議決していただいておりましたが、その後一部分を除き東側部分の開発行為が完了しましたの

で、認定調書に記載しているように路線番号の３３１－１路線名美咲野中央線から路線番号３３１－

５３路線名美咲野５２号線までの１９路線を一括して町道に認定しようとするもので、起点及び終点

はいずれも記載のとおりです。なお、それぞれの路線の場所及び延長は資料集の４７ページのとおり

です。１９路線の合計は４千８４０メートルになります。 

 次に、５９ページから６０ページをお願いいたします。議案第２８号町道の路線認定についてにな

ります。大津駅南地区の１５ヘクタールの区画整理事業で整備を行ってきましたが、事業が長期間に

及んだため他の地域と比べて年数がかかり、進捗が遅れた関係で町道に認定されていない路線があり

ましたので、誠に申し訳ありませんが、今回、認定調書に記載の２路線を町道に認定をお願いするも

のです。路線番号３３６路線名大津区画１１号線、起点及び終点は大字室字門出です。また路線番号

３３７、路線名大津区画１２号線、起点及び終点は大字大津字門出です。なお、路線の場所及び全長

は資料集の４６ページになります。 

 次に、６１、６２ページをお願いいたします。議案第２９号、町道の路線認定について説明いたし

ます。本路線は岩坂南の町道整備事業として整備を計画しておりますので、新たに町道に認定しよう

とするものです。路線番号３３８路線名岩坂南２号線、起点は大字岩坂字切畑山、終点は大字岩坂字

西鶴です。なお、路線の場所、および延長は資料集の４８ページのとおりです。議案第２５号から議

案第２９号の５議案につきましては、町道の路線認定についての議案ですので、道路法８条第２項の

規定により議会の議決を求めるものです。 

 以上、よろしくお願いいたします。 



 44

○議 長（大田黒英生君） 次に、議案第３０号から認定第１号までの説明を求めます。 

 企画部長木村 誠君。 

○企画部長（木村 誠君） 議案第３０号、平成２４年度大津町一般会計予算についてご説明いたしま

す。予算書とあわせまして、別冊の当初予算の概要をご参照ください。それでは、予算書の１ページ

をお開き願います。第１条で歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ１０２億６千３２４万円と定

めています。第２条の債務負担行為の取り扱いから、第５条の歳出予算案の流用まで記載のとおりと

定めております。 

 ８ページをお願いいたします。第２表、債務負担行為です。電気自動車借上料及び電動バイク借上

料は熊本県が進めています電気自動車やプラグインハイブリッド車の利用促進を確認したまちづくり

に呼応するものです。固定資産課税土地評価業務委託は固定資産税の評価替に伴うものです。住民基

本台帳ネットワーク機器借上料は、機器の更新に伴うものです。ネットワーク中継機器借上料は通信

機器の障害によりネットワーク全体が停止しないよう電算室にあるサーバーと職員のパソコン等をつ

なぐ中継機器を二重化するものです。飼料・燃油価格高騰緊急対策資金利子補給及び家畜飼料特別支

援資金利子補給は期間の延長に伴うものです。公共土木積算システム借上料は更新に伴うものです。

９ページをお願いいたします。 

 第３表、地方債です。１.臨時財政対策債は交付税の財源不足を補填するもので、国の地方財政計画

に基づいています。２.町道整備事業町道牧線ほかの町道整備に伴うものです。３.農道整備事業は中

部農免農道の整備に伴うものです。４.県道負担金は県道瀬田熊本線ほかの県道改良などに伴うもので

あります。 

 債務負担行為につきましては、平成２４年度につきましては当初予算の中で計上させておりますの

で、平成２５年度からの債務負担行為になります。 

 続けさせていただきます。５.町営住宅整備事業は曙団地駐車場整備や立石団地改修に伴うものです。

６.都市再生整備計画事業は社会資本整備事業に係るものです。７.一般公共事業は県営かんがい排水

事業負担金などに係るものです。８.自然災害防止事業は県営防止事業の負担金です。９.消防施設整

備事業は防火水槽２基ほかの整備です。１０.学校教育施設等整備事業債は美咲野小学校建設に伴うも

のです。 

 それでは、歳出からご説明いたします。４７ページをお願いいたします。款１項１目１の議会費の

減額分は共済組合負担金の減額です。 

 ５４ぺージをお願いいたします。目５財産管理費は庁舎の維持管理費や町所有の建物災害共済金な

どですが、５７ページの節１４使用料及び賃借料で電気自動車２台分の借上料を、節１５工事請負費

で、電気自動車の重点施設設置工事をそれぞれ予定いたしております。 

 ５９ページをお願いいたします。目７電子計算費は、電子計算機器専用線使用料、同補修委託シス

テムサポート修正委託等の委託料。電子計算費の機器借上料などが主でありますが、今年度は購入後

７年を経過しました職員の業務用パソコン３６台の更新と庁舎内ネットワーク回線の中継機器システ

ムの整備を予定いたしております。 
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 ６６ページをお願いいたします。目１２諸費負担金で、空港ライナー負担金を計上いたしておりま

す。補助金の生活路線維持費補助金は、乗合バスの運行経費です。利用者減少などに伴いまして増額

といたしております。乗合タクシー運行費補助金は便数の増により増額であります。 

 ６８ページをお願いいたします。目１５社会資本整備総合交付金事業は、美咲野小学校への通学路

の防犯灯設置工事です。 

 ７５ページをお願いいたします。項４目３町長選挙費は、平成２４年１２月２５日の任期満了に伴

う選挙の執行経費を計上いたしております。 

 ７６ページをお願いいたします。目４町議会議員一般選挙費は、平成２５年２月２８日の任期満了

に伴う選挙の執行費を計上いたしております。 

 ８３ページをお願いいたします。款３項１目１社会福祉総務費の節２８の国民健康保険特別会計繰

越金は、前年度と比較いたしまして、約５千５００万円の減額です。これは、国民健康保険特別会計

の法定外の繰り入れを、２３年度の１億１千万円から５千万円に減額したことによるものです。介護

保険特別会計繰出金は前年度とほぼ同額であります。 

 ８５ページをお願いいたします。目２障害者福祉費の節２０扶助費は、障害福祉事業サービス事業

の利用者増や障害児支援事業の県からの委譲などに伴って増額となっております。 

 ８６ページをお願いいたします。目３後期高齢者医療費は、広域連合負担金及び後期高齢者医療特

別会計への繰出金を計上いたしております。 

 目４老人福祉費は８７ページの節１９負担金、補助金及び交付金でグループホーム整備のための介

護基盤緊急整備特別対策補助金とねんりんピック補助金分が減額となっております。 

 ９５ページの項２目１児童福祉総務費をお願いいたします。 

 ９７ページの節１５工事請負費及び節１８の備品購入費は、美咲野小学校に学童保育施設を整備す

るものであります。 

 ９８ページをお願いいたします。目２児童措置費は子ども手当に係る経費ですが、制度の改正に伴

い減額となっております。 

 １０１ページをお願いいたします。目４若草学園福祉施設費ですが、平成２３年度はスプリンクラー

を設置していましたので、その分が減額となっております。 

 目５保育所運営費は、私立保育園の運営費です。入所児童数の増により増額となっております。 

 １０５ページをお願いいたします。款４項１目２予防費です。１０６ページの節１３の予防接種委

託は、平成２３年度に引き続き子宮頸がん予防ワクチン、ヒブワクチン、小児用肺炎球菌ワクチンの

接種に対して助成をいたしております。 

 １０８ページをお願いいたします。目３環境衛生費の節１９で、負担金の２.大津菊陽水道企業団負

担金は、矢護川地区の施設改良工事に伴う負担金であります。補助金の１.住宅用太陽光発電システム

設置補助金は、４０件分を計上いたしております。 

 １１１ページをお願いいたします。目７子ども医療費は平成２３年度の医療費の実績見込みに基づ

いて増額で計上いたしております。 
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 １１３ページをお願いいたします。項２目１清掃総務費の節１９で、負担金の１.菊池環境保全組合

負担金は公債費の減少により減額となっています。 

 １１８ページをお願いします。款６項１目３農業振興費は、節１９の補助金で８の家畜飼料特別支

援資金利子補給事業と、１０の飼料・燃油価格高騰緊急対策資金利子補給は利子補給の期間を延長い

たしております。 

 １２０ページをお願いいたします。目５農業構造改善事業費の節１５工事請負費は総合交流ターミ

ナルの老朽箇所を年次計画で整備するものであります。 

 目６農地費です。１２１ページの節１９負担金の１.上井手・下井手地区県営かんがい排水事業負担

金が平成２３年度への前倒しのため減額となっております。 

 目７圃場整備費は減額となっております。 

 １２２ページの節15の県営事業付帯設備工事の減と節１９で迫井手地区圃場整備事業の旧工事金が

なくなったことによるものであります。 

 １２４ページをお願いいたします。目９農業集落排水特別会計繰出金を計上いたしております。工

事の終了により減額となっております。 

 目１０農道管理費の節１５の工事請負費は中部農免農道の改良工事であります。 

 １２７ページをお願いいたします。項２目１林業総務費の節２８大津町外四ケ町村共有財産処分事

務受託特別会計繰出金は、同特別会計の財源不足を補うためのものであります。 

 目２林業振興費です。１２８ページの節１９緑の産業再生プロジェクト促進事業補助金は、高性能

林業農業機械等の購入補助であります。 

 １３０ページをお願いいたします。目３観光費では、弥護山自然公園などの施設管理関係を新しい

目の観光施設費にまとめたことにより減額となっています。節１３で、観光協会の設立準備の業務委

託を計上いたしております。１３３ページをお願いいたします。目５観光施設費です。ビジターセン

ターやまちづくり交流センター、弥護山自然公園等の施設管理の費用をまとめております。 

 １３９ページをお願いいたします。目２道路維持費です。節１５の工事請負費は、町道下町門出線

ほかの補修工事です。１４０ページの目３道路新設改良費は、町道八迫線ほかの改良工事や県道改良

工事費の負担金などを計上いたしております。 

 １４１ページをお願いいたします。目４社会資本整備総合交付金事業費は、美咲野小学校の通学路

の整備であります。 

 １４３ページをお願いいたします。項３目２公園緑地費は町立公園等の管理費です。新たに、大津

中央公園の管理が増えております。 

 １４４ページをお願いします。目３公共下水道費は公共下水道特別会計繰出金です。減額となって

おります。 

 目５社会資本整備総合交付事業費は駅前楽善線ほかの工事費、用地費等になります。 

 １４６ページをお願いいたします。項４目１住宅総務費です。節１２役務費、節１３委託料で明渡

訴訟関係の予算を新たに計上いたしております。 
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 １４８ページ、目２住宅維持費です。節１５の工事請負費は曙団地の駐車場整備や立石団地の改修

などを計上しております。 

 １４９ページをお願いいたします。款９項１目１常備消防費は菊池広域連合消防本部負担金です。

西消防署改築工事のため増額となっております。 

 １５１ページ、目３消防施設費は防火水槽ほかの整備を行います。 

 １５３ページをお願いいたします。災害対策費は節１１需用費、消耗品費です。災害、備蓄用食品

の購入を予定いたしております。 

 １５５ページをお願いいたします。款１０項１目２事務局費です。節１報酬で特別支援指導員が対

象児童の増加により増員となっております。 

 １５９ページをお願いいたします。外国人講師招致事業費は幼稚園、小学校、中学校のそれぞれの

管理費へ予算の組替えにより廃目といたしております。 

 項２目１小学校管理費です。１６１ページをお願いいたします。節１５工事請負費で大津東小学校

改修工事ほかを計上いたしております。 

 １６３ページをお願いいたします。目３学校建設費です。国の補助金の関係で平成２３年度前倒し

となりましたので、平成２４年度は渡り廊下等の附帯設備工事と備品購入費が主であります。 

 １６５ページをお願いいたします。項３目１中学校の管理費は、１６７ページの節１３委託料で英

語指導派遣委託費が増額となっております。 

 １６９ページをお願いいたします。目２教育振興費です。節１１需用費の消耗品費は教科書改訂に

伴う指導用教材の購入費となっております。項４目１幼稚園費です。１７１ページの節１５で陣内幼

稚園の改修工事を計上いたしております。 

 １７３ページをお願いいたします。項５目１社会教育総務費です。１７５ページの節１９の補助金

で３.地域生涯学習施設等改修補助金から５.地域学習施設等用地購入補助金は下猿渡区公民館の改修

などでの補助金であります。 

 目２公民館費です。１７７ページをお願いいたします。節１５で、中央公民館の空調改修工事ほか

を計上いたしております。 

 １７９ページをお願いいたします。目４文化振興費の減額は迫井手地区の圃場整備に伴う埋蔵文化

財の発掘調査費の作業員賃金と調査委託費の減額が主であります。 

 １８１ページをお願いいたします。目５文化施設運営費です。平成２３年度で整備をしています歴

史文化伝承館と文化財学習センターの維持管理に係る経費であります。 

 １８２ページをお願いいたします。目６生涯学習施設運営費です。平成２４年度から町民交流施設

矢護川コミュニティセンター及び野外活動等研修センターの維持管理に係る経費を１つにまとめて計

上いたしております。 

 １８７ページをお願いいたします。項６目１保健体育総務費です。平成２３年度までで大津町体育

施設等管理公社が解散することに伴い、体育施設等の適切な維持管理を行うために職員を２名増とい

たしております。 
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 １８９ページをお願いいたします。節１９で平成２４年９月開催予定の熊本県民体育祭菊池大会実

行委員会負担金を計上いたしております。 

 １９０ページをお願いいたします。目２体育施設費は、体育施設等業務委託費がなくなりましたの

で減額となっております。 

 １９２ページの節１５運動公園井戸水量水器取付工事は、地下水保全のためのものであります。 

 １９４ページをお願いいたします。目３学校給食費です。節１１需用費の消耗品費は、給食用食器

の買い替えであります。 

 １９５ページ、節１８備品購入費は、美咲野小学校用のコンテナ等の購入であります。 

 １９９ページをお願いいたします。款１２公債費です。元金、利子ともに増額となっております。 

 款１３予備費におきまして、６千４２６万７千円を計上いたしております。 

 次に、歳入をご説明いたします。１３ページをお開き願います。款１項１町民税、目１個人町民税

は年少扶養控除の廃止などに伴い増額で計上いたしております。 

 目２の法人町民税ですが、企業を取りまく状況等を勘案し、前年度より１億３千万円の減額で計上

いたしております。 

 項２目１固定資産税につきましては、評価替等によりまして減額で計上いたしております。 

 １４ページ、１５ページをお願いいたします。項３軽自動車税、項４町たばこ税、項６入湯税は実

績を参考に増額で計上いたしております。 

 款２項１目１地方揮発油譲与税から１８ページの款８自動車取得税交付金までは、いずれも国の地

方財政計画に基づく増減率から推計いたしまして計上しております。 

 款９地方特例交付金は、住宅取得控除に伴う町民税の減少補填分のみの交付を予定いたしておりま

す。 

 款１０地方交付税は、国の地方財政計画などから普通交付税１２億円を見込んでおります。特別交

付税は東日本大震災等の影響を考慮いたしまして減額で計上いたしております。 

 １９ページをお願いいたします。款１２分担金及び負担金、目１総務費負担金は、２名分でありま

す。 

 目２民生費負担金、節１児童福祉費負担金は、保育所の児童数の増加により増額となっております。 

 ２１ページをお願いいたします。款１３項１目３商工使用料は、ビジターセンターとまちづくり交

流センターの使用料などが増額となっております。 

 ２５ページをお願いいたします。款１４項１目１民生費国庫負担金の節１児童福祉負担金は、保育

所の児童数の増により増額で計上いたしております。 

 節２児童措置費負担金は、子ども手当の負担金ですが、制度の改正により約１億２千万円減額で計

上いたしております。 

 節４障害者福祉負担金の障害者自立支援給付費等負担金は利用者の増により２千２００万円の増額

です。障害児支援給付費等負担金は県からの委譲によるものであります。 

 ２７ページをお願いいたします。項２目３土木費国庫補助金です。社会資本整備総合交付金は都市
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計画道路駅前楽善線道路改良工事などの交付金であります。 

 ２９ページをお願いいたします。款１５項１目２民生費県負担金の節４障害者福祉費負担金の障害

児支援給付費等負担金は、国庫負担金でご説明申し上げましたが、県からの委譲によるものでありま

す。 

 ３０ページをお願いいたします。項２目２民生費県補助金の節３児童福祉費補助金は、一番下の児

童厚生施設整備補助金が増額です。これは、美咲野小学校内に整備予定の学童保育施設に対する補助

であります。 

 ３２ページをお願いいたします。節５林業費補助金で緑の産業再生プロジェクト促進事業補助金は、

林業用機械購入の１０割補助であります。 

 ３５ページをお願いいたします。項３目６教育費委託金、節２埋蔵文化財調査費委託金は、迫井手

地区の埋蔵文化財の調査分で１千４００万円の減額となっております。 

 ３６ページをお願いいたします。款１６項１目２利子及び配当金の減は、主に預金利子の減による

ものであります。 

 ３７ページをお願いいたします。項２目２資本金精算金は、大津町体育施設等管理公社の解散に伴

う資本金の精算であります。 

 ３８ページをお願いします。款１８項２基金繰入金です。目１減債基金繰入金は財源対策債償還分

であります。目２大津町公共施設整備基金繰入金は、社会資本整備事業と美咲野小学校の建設に充当

するものであります。目４児童生徒訪問支援事業基金繰入金は、ひきこもりの児童生徒の訪問支援事

業に活用させていただきます。財政調整基金繰入金については、今年度は繰り入れをいたしておりま

せん。 

 款１９繰越金は、前年度と同額の１億円を計上させていただいております。 

 ４１ページをお願いいたします。雑入です。旅券申請用収入印紙や証紙の売払い代等が増額となっ

ております。 

 ４５ページをお願いいたします。款２１町債につきましては、先の９ページの第３表地方債の表で

ご説明したところでありますので、省略いたします。 

 次に、給与費明細についてご説明いたします。２００ページをお願いいたします。 

 １、特別職であります議員さんの共済費が負担率の変更により減額となっております。その他の特

別職の人数の減は選挙関係での立会人等の人数の減であります。また、報酬の増額は、国際交流委員

の新たな雇用などに伴うものであります。 

 ２０１ページをお願いいたします。２、一般職は常勤と非常勤に分けて計上いたしております。職

員数は、常勤、非常勤それぞれ３人の増となっております。常勤の２人につきましては体育施設等の

適正な管理をするための増であります。非常勤は、保育園における障害児保育や家庭的保育事業の非

常勤職員や小学校の特別支援学級関係が増えております。給料、職員手当等は減額です。職員手当の

内訳につきましては下段の表のとおりでございます。 

 以上、よろしくお願いいたします。 
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○議 長（大田黒英生君） しばらく休憩いたします。 

 ２時２０分より開会いたします。 

午後２時０７分 休憩 

                    △ 

午後２時１９分 再開 

○議 長（大田黒英生君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 福祉部長岩尾昭徳君。 

○福祉部長（岩尾昭徳君） 議案第３１号、平成２４年度大津町国民健康保険特別会計予算についてご

説明いたします。予算書の中ほど、初めの１枚目のピンクの表紙になります。予算書の１ページをお

願いいたします。 

 第１条で歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２９億１千４５１万７千円と定めています。前

年度と比較しますと、４千１９９万９千円の増、１.４％でございます。第２条で一時借入金の最高額

は１億円としております。 

 歳入からご説明いたします。９ページをお開きください。予算の概要は４３ページから４７ページ

をご参照願います。款１項１目１一般被保険者国民健康保険税５億５千４５３万円。 

 目２退職被保険者等国民健康保険税を５千５１４万円として税収の総額を６億９６７万円、前年比

０.６％の増で計上しております。 

 １０ページをお願いいたします。目２退職被保険者等国民健康保険税につきましては、６５歳未満

の公的年金受給者及びその被扶養者で国保一般被保険者への移行により３９３世帯を見込んでおりま

す。なお、退職者医療制度については平成２６年度末で終了し、平成２７年度以降は新規の退職被保

険者が該当者はなくなります。 

 １１ページをお願いいたします。款３項１目１療養給付費等負担金は一般被保険者療養の給付等の

費用、一般被保険者に係る前期高齢者交付金、老人保健医療費拠出金、後期高齢者支援金及び介護納

付金に要する費用をもとに算出されるもので、国はこれまで３４％を国の定率負担として交付してお

りましたが、平成２４年度から３２％にし、２％減らす一方、２％分を県の調整交付金を増やすこと

にしておりまして、５億２千６２３万７千円を計上しております。 

 目２の共同事業負担金は、月８０万円以上の高額医療費共同事業に対しての国の負担金で、拠出金

の４分の１が負担されます。 

 目３特定健康診査等負担金は、４０歳から７４歳までの被保険者に対する特定健康診査及び特定保

健指導に係る国の負担金の３分の１で、特定健康診査２千４５１人、積極的支援４０人、動議づけ支

援１１０人を見込んでおります。 

 １２ページをお願いいたします。款３項２目１財政調整交付金で、節１普通調整交付金は、国庫負

担金と同様に算出されるもので、一般被保険者の医療費や所得による市町村間の財政力の不均衡を調

整するために、国から療養の給付等の費用の約９％が交付されます。 

 節２特別調整交付金は、結核制止に係る医療費等が総医療費の１５％を超えた場合、医療費的成果
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事業及び保健事業を実施した場合に、その一部が交付されるものです。 

 款４項１目１共同事業負担金は、高額医療費共同事業に対しての県負担金で、国と同様に拠出金の

４分の１を計上しております。 

 目２特定健康診査等負担金は、特定健康診査及び特定保健指導に係る県負担分で、国と同様に健診

費用の３分の１を計上しております。 

 １３ページをお願いいたします。款４項２目１財政調整交付金で、節１普通調整交付金は、国の療

養給付費負担金が２％減少した分を、県の財政調整交付金に上乗せしますので、療養の給付等の費用 

の約８％が交付されます。 

 款５項１目１療養給付費等交付金は退職被保険者の療養給付費等の費用になっているため、社会保

険診療報酬支払金から交付されるものです。 

 款６項１目１前期高齢者交付金については、前期高齢者の療養の給付費等に対し移行されるもので

す。全保険者の前期高齢者加入率より高い場合は交付金となり、低い場合は納付金となるものです。

大津町の場合は加入率が約２７.８％と全国保険者の加入率１２％より高く交付されるものです。 

 １４ページをお願いいたします。款７項１目１共同事業交付金は、高額共同事業として医療費がレ

セプト１件につき１カ月分が８０万円を超えた分に対して交付算定基準に基づき、国保連合会から交

付されるものです。 

 目２保険財政共同安定化事業交付金は、保険財政共同化事業として、医療費がレセプト１件につき

３０万円を超え８０万円までの分に対して交付算定基準に基づき算定され、国保連合会から交付され

るものです。この事業は国保連合会を実施主体として県下全市町村が拠出金を納め、高額医療に対し

て交付され保険運営の安定を図るものです。 

 １５ページをお願いいたします。款９項１目１一般会計繰入金について、国民健康保険制度の安定

化を図るためのものであり、節１の保険基盤安定繰入金は国保税の軽減分に充てるための繰入金です。 

 節３助産費等繰入金は、出産育児一時金支給額の３分の２、節４の財政安定化支援事業繰入金は、

基準財政需要額により算定されるものです。 

 節５のその他繰入金は、国民健康保険特別会計予算編成で、歳入不足が見込まれるため、一般会計

の繰り入れをお願いしております。国民健康保険特別会計の運営のために平成２２年度に県から広域

化と支援基金を初めて借り入れを行い、平成２３年度予算では、５年ぶりとなる国民健康保険税の税

率アップを行い、さらに一般会計から法定外繰入を１億１千万円お願いし、国民健康保険特別会計の

運営を行ってきたところであります。本来、国民健康保険特別会計運営に必要な税収相当の税率によ

り収入を確保すべきでありますが、２年続けての税率改正を行うことは昨今の経済情勢下では、大変

厳しい状況であります。平成２４年度におきましても赤字補填及び被保険者の税負担の緩和の意味を

持った一般会計からの法定外繰入により国民健康保険特別会計の運営を確保し、町民の医療ニーズに

対応してまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

 １６ページをお願いいたします。款１０項１繰越金は前年度からの繰越見込額を計上しております。 

 次に歳出についてご説明いたします。１９ページをお願いいたします。款１項１目１一般管理費は
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国民健康保険事業運営のための事務費等でレセプト点検員の報酬、国保連合会に支払い共同電算委託

料及びその需用費等を計上しております。 

 ２０ページをお願いいたします。目２連合会負担金は平等割被保険者数割等で計算定されます国保

連合会の負担金です。項２目１運営協議会については国民健康保険運営協議会に要する費用を計上し

ております。 

 ２１ページをお願いいたします。款２項１目１一般被保険者療養給付費、目２退職被保険者等療養

給付費は各保険者が負担する医療費の７割相当額をそれぞれ計上しております。予算比較で一般被保

険者の給付費は、平成２１年度が平成２０年度比１１０％、平成２２年度が平成２１年度比で１０６％

のペースで増加しておりますが、平成２３年度は平成２２年度並みで推移しており、平成２４年度か

らの国の診療報酬薬価改定が０.００４％増とすることが示されおり、あわせて給付費見込額を計上し

ております。退職被保険者の療養給付費について平成２２年度は平成２１年度比１４８％で増加しま

したが、平成２３年度はほぼ前年並みで推移しております。 

 目３一般被保険者療養費、２２ページの目４退職被保険者等療養費は、各被保険者の治療用装具等

に伴う費用を計上しております。 

 目５、審査支払手数料は、県国保連合会でのレセプト審査支払いに要する経費及び電算処理手数料

を計上しております。 

 款２項２高額療養費は、同一被保険者が同一月内に同一医療機関等に支払った医療費の一部負担金

が、住民非課税世帯の場合は３万５千４００円、一般世帯の場合は８万１００円を超えた分を給付す

るものです。 

 ２４ページをお願いいたします。款２項４目１出産育児一時金は、一件４２万円で４５件を見込ん

で予算計上しております。項５目１葬祭給付費は、１件２万円の４０件分を予算計上しております。 

 ２５ページをお願いいたします。款３項１目１後期高齢者支援金については、後期高齢者の医療に

要する費用を支援するもので、国が示した国保被保険者１人当たりの額で算定されるものです。 

 ２６ページをお願いいたします。款５項１老人保健拠出金は、老人保険医療に要する費用を、各健

康保険が負担するもので、過年度精算分としまして平成２４年３月診療分以前の老人医療費の生産に

伴う拠出金を計上いたしております。 

 ２７ページをお願いいたします。款６項１目１介護納付金は、介護保険に要する費用について保険

者が納付金として負担するもので、介護保険２号被保険者の人数等をもとに算定されるものです。 

 款７項１目１高額医療共同事業医療費拠出金は、１件８０万円を超える高額の医療費の発生に伴う

保険者の財政運用を緩和するための事業で、各市町村が国保連合会に拠出するものです。 

 ２８ページをお願いいたします。目３保険財政共同安定化事業拠出金は、１件３０万円を超え８０

万円までの高額な医療費の発生に伴う保険者の財政運営を緩和するための事業で、各市町村が国保連

合会に拠出するものです。款８項１目１特定健康診査等事業費については、４０歳から７４歳までの

国保被保険者に対する特定健診、特定保健指導、及び人間ドック等の事業に要する費用を計上してお

ります。平成２４年度見込みとして特定健康診査１千７５１人、積極支援４０人、動議付支援１１０
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人、人間ドック７００人です。 

 ２９ページをお願いいたします。款８項２目１保健衛生普及費は、ジェネリック差額通知及び医療

費通知や共同電算委託料等の費用を計上しております。 

 目２鍼灸施術費は、３０ページで鍼灸を受けられる方への鍼灸施術補助金を計上しております。 

 ３１ページをお願いいたします。款１０項１公債費は平成２２年度末で、熊本県広域化と支援基金

より借り入れた分の返済を行うもので、１年据え置きの無利子で、平成２４年度から５年間で返済す

るものです。 

 ３２ページをお願いいたします。款１２予備費については予測のできない緊急な経費に対応するた

めのものです。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

 つづきまして、議案第３４号、平成２４年度大津町介護保険特別会計予算につきましてご説明申し

上げます。予算書のピンクの表紙の後ろから４枚目をお願いいたします。予算書の１ページをお願い

いたします。第１条で歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２０億２千１２万４千円と定めてい

ます。前年度当初予算と比較しますと、２千６１２万４千円、約１.３％増となっています。増加の主

な要因は、認定者数の増加による給付費や、包括支援センターで行う介護予防のための事業等の増加

によるものであります。第２条で一時借入金の限度額を１億円としております。 

 歳入からご説明いたします。予算に関する説明書の８ページをお願いいたします。予算の概要は５

０ページから５２ページをご参照願います。 

 款１項１目第１号被保険者保険料は、６５歳以上の被保険者に係る保険料の収入額として、介護給

付費と歳出見込額から国、県、町負担金調整交付金及び支払基金交付金を差し引いた額を計上してお

ります。第４期から第５期介護保険事業計画で基準保険料は４千８００円から５千１００円にアップ

したことと、被保険者数の増加により前年比２千７５８万円増加しております。 

 款２項１目１手数料は、介護保険料の督促手数料です。減額の理由は、生活管理指導員派遣手数料

徴収条例の廃止等に基づくことによりましてご説明しましたように、社協に委託している生活管理指

導員派遣事業の手数料を利用料として社協の収入に変更しようとするものです。 

 ９ページをお願いいたします。款３項１目１介護給付費負担金は介護給付費の施設サービス等につ

いては１５％、それ以外の介護サービス等につきましては国負担分の２０％を計上しております。 

 款３項２目１調整交付金は、介護給付費歳出見込額の７.５％、目２地域支援事業交付金は歳出で介

護予防事業の２５％、包括的支援事業及び任意事業の４０％の所定の負担率を計上しております。 

 １０ページをお願いいたします。款４項１目１介護給付費交付金は、４０歳から６４歳の２号被保

険者の介護納付金に係る交付金で、社会保険診療報酬支払基金から介護給付費の２９％の交付率で市

町村に交付されるものです。第５期計画では、制度改正により１号被保険者の負担率が２０％から２

１％へ、２号被保険者が３０％から２９％へと変更になっております。 

 目２地域支援事業支援交付金については、介護予防事業ついて同様に２９％の割合で交付されるも

のです。 
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 款５項１目１介護給付費負担金は介護給付費歳出見込総額の県負担分１２.５％を計上しております。

ただし、施設給付費等に係る分は１７.５％を計上しております。 

 １１ページをお願いいたします。款５項２目１地域支援事業交付金は、地域支援事業に対する県の

交付金で交付割合が、介護予防事業が１２.５％、包括的支援事業及び任意事業２０％を計上しており

ます。 

 目２介護保険財政安定化基金交付金は、第５期計画では、国は県の介護保険財政安定化基金から各

市町村拠出金を取り崩して保険料抑制に充てるようにしたことによるものです。 

 款６項１目１介護給付費繰入金は、町が介護保険給付費歳出見込額の１２.５％を計上しております。 

 目２地域支援事業支援交付金は、地域支援事業に対する町の繰入金で、交付割合は介護予防事業１

２.５％、包括的支援事業、任意事業２０％を計上しております。 

 目３その他一般会計繰入金の節１職員給与費等繰入金は、包括支援センターの職員給与費等の繰り

入れが主なものです。 

 節２の事務費繰入金は、一般管理事務費、付加徴収費、介護認定審査会費、認定調査費等のほか、

包括支援センターが行う介護予防事業費や任意事業として実施する事業分を繰り入れるものです。 

 １３ページをお願いいたします。款８項１目１繰越金は、前年度繰越見込額を計上しております。 

 １４ページをお願いいたします。款９項３目１介護予防サービス計画費収入は地域包括センターで

行う要支援認定１、２に対するケアプラン作成収入です。地域包括センターのケアマネージャーが要

介護状態に進行することがないように、ケアプランの作成を行う費用です。 

 次に、歳出についてご説明いたします。１５ページをお願いいたします。款１項１目１一般管理に

つきましては介護保険事業運営のための一般的な事務経費を計上しております。委託では新たに介護

保険適正化委託として介護事業所が作成したケアプランを抽出し、それに基づいて行われる介護サー

ビスが適正かどうかをチェックし、給付の適正化を図るものです。 

 １６ページから１７ページをお願いいたします。款１項２目１賦課徴収費につきましては、第１号

被保険者の保険料の賦課徴収に要する経費で、主に納付書の印刷、郵送料です。款１項３目１介護認

定審査会費につきましては、要介護、要支援認定の審査判定業務を菊池広域連合で行い、それに伴う

負担金、通信運搬費等を計上しております。 

 目２認定調査費等につきましては、介護認定申請後の介護認定調査における主治医の意見書料、方

針手続き及び結果通知書等の通信運搬費、認定調査員報酬等を計上しております。 

 １８ページをお願いいたします。款２項１目１介護サービス等諸費につきましては、介護保険サー

ビスの費用から、利用者の自己負担１割部分を除いた９割分を保険者負担分給付費として計上してお

ります。増額につきましては、主に居宅サービス給付費及び地域密着型サービス給付費の増加による

ものです。 

 １９ページをお願いいたします。款２項３目１高額介護サービス等費につきましては、介護サービ

ス利用者が支払った１割の自己負担額が一般世帯の場合、合計でひと月３万７千２００円を超えた場

合に、高額介護サービスとしてその超えた部分を給付するものであります。なお、利用者の負担軽減
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を図るために、所得額に応じて限度額が定められております。 

 ２０ページをお願いいたします。款３項１目１介護予防事業費につきましては、高齢者が要介護状

態とならないように介護予防事業を行うものであります。二次予防事業対象施策として、二次予防事

業対象者把握事業、生活管理指導員派遣事業、通所型介護予防事業、及び訪問型介護予防事業を実施

いたしまして、一般高齢者施策として介護予防普及啓発事業、地域介護予防活動支援事業等の奉仕謝

礼、授与費等を計上しております。 

 ２１ページから２３ページをお願いいたします。目２包括的支援事業費につきましては、高齢者の

健康の維持、保健、福祉、医療の向上と増進のために、必要な援助支援を包括支援センターに担う地

域の中核機関としての地域包括支援センター係る費用を計上しております。増額の主なものは、非常

勤職員の認知症相談員の配置や、要支援者数の増加に対応するための臨時職員等賃金によるものです。 

 ２３ページから２４ページをお願いいたします。目３任意事業費につきましては、介護にあたって

いる家庭の経済的負担を軽減する家族介護用品支給事業、ひとり暮らしの高齢者等に給食サービスを

行う食の自立支援事業、２４時間医療支援独居高齢者を見守るホットライン体制整備事業、成年後見

制度の申し立てに係る手数料、介護給付費等適正化事業の奉仕謝礼、委託料等を計上しております。 

 ２６ページをお願いいたします。款７項１目１で予備費については、介護給付費等の緊急な経費に

対応するものです。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

 続きまして、議案第３６号平成２４年度大津町後期高齢者医療特別会計予算についてご説明申し上

げます。予算書のピンクの表紙の後ろから２枚目をお願いいたします。予算書の１ページをお願いい

たします。 

 第１条で歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２億５千４８３万１千円と定めています。前年

度と比較しますと２９０万８千円の増となっております。 

 熊本県の後期高齢者の保険料は、制度施行後４年を経過しますが、２年ごとに保険料は改定されま

す。平成２２年度、平成２３年度は均等割額が４万７千円、所得割率が９.０３％でありました。平成

２４年度は保険料改定の年度で、２月の後期高齢者医療広域連合議会で均等割額が４万７千９００円、

所得割率が９.２６％と議会で承認されましたが、ご提案しております保険料は予算編成スケジュール

上、改定前の保険料でありますので、改定後の保険料は補正予算で対応することになりますので、よ

ろしくお願い申し上げます。なお、課税限度額は５０万円から５５万円に国の施行令により限度額が

引き上げられます。被保険者は３千４９２人を見込んでおります。 

 歳入からご説明いたします。歳入について、予算に関する説明書の７ページをお願いいたします。

予算の概要は５３ページから５４ページになります。款１項１目１特別徴収保険料、目２普通徴収保

険料は、後期高齢者医療広域連合において算定されました大津町の後期高齢者医療保険者の保険料の

特別徴収対象者を平成２３年度の実績から全体の５７.６％、また、目に普通徴収保険料を全体の４２.

４％と見込んで大津町における後期高齢者の保険料を１億７千８９３万２千円計上しております。 

 ８ページをお願いいたします。款４項１目１事務費繰入金は、後期高齢者医療保険者の事務を行う
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ために、一般管理費及び普通徴収事務等に係る分を一般会計から繰り入れるものです。 

 目２保険基盤安定繰入金は、保険料の軽減措置に対して一般会計より県負担分４分の３、町負担分

４分の１を繰り入れるものです。増加の主な理由は、被保険者の増に伴うものであります。 

 目３保険事業等繰入金は、町の単独事業で、鍼灸施術補助に対する費用を一般会計から繰り入れる

ものです。 

 節２人間ドック補助繰入金は、平成２４年度から新たな事業で、７５歳以上に対して人間ドックを

補助するために、一般会計より繰り入れるものです。 

 ９ページをお願いいたします。款５項１目１繰越金は、前年度からの繰越見込額を計上しておりま

す。 

 １０ページをお願いいたします。款６項４目１後期高齢者医療広域連合受託事業収入については、

後期高齢者の健康診査の受託に対する広域連合からの委託料で、受診見込被保険者５２５人分の健診

費用及び事務費を計上しております。 

 項５目３雑入は後期高齢者医療広域連合が実施する人間ドック費用の助成を申請するため、３０人

分を受け入れるものです。 

 次に歳出についてご説明いたします。１２ページをお願いいたします。款１項１目１一般管理費は、

共同電算回線使用料、各種通知用郵便代及び後期高齢者医療の事務を行うための予算を計上しており

ます。 

 款１項２目１徴収費は、保険料の徴収のための納付書等印刷、製本費及び被保険者保険料決定通知、

及び納付通知書の郵便代等の費用を計上しております。 

 １３ページ、１４ページをお願いいたします。款２項１目１後期高齢者医療広域連合納付金につい

ては、被保険者が納付した保険料１億７千３６５万５千円、基盤安定負担金６千６２８万９千円及び

滞納繰越分保険料を計上しております。 

 款３項１目１健康診査費は、被保険者のうち健康診査受診見込者数５２５人分の健診に係る通信運

搬費及び健診委託料等を計上しております。なお、委託料では、継続しております健診に加え、７５

歳以上の人間ドック助成を新たに開始いたします。 

 目２鍼灸施術費は１人当たり年間３０枚を限度に鍼灸券を発行し補助するもので、１千円の年間 

延べ７００券を計上しております。 

 １５ページをお願いいたします。款５項１目１予備費は、予測のできない緊急な経費に対応するも

のです。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

○議長（大田黒英生君） 経済部長西本昇二君。 

○経済部長（西本昇二君） 議案第３２号の平成２４年度大津町外四ヶ市町村共有財産管理処分事務受

託特別会計予算についてご説明申し上げます。議案集は６５ページで、予算の概要は４８ページから

になります。特別会計予算ピンク色の２枚目になります。予算書の１ページをお願いいたします。第

１条で歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ３４２万３千円と定めています。 
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 説明書の７ページをお願いいたします。歳入からご説明申し上げます。款１項１目１の負担金は本

年度から大規模林道事業賦課金を菊陽町、菊池市、合志市、南阿蘇村の関係市町村の負担案分率に応

じて負担金をいただき対応しますので、その負担金分です。 

 款２項１目１の財産収入は、分収林収益分収益ほか、それぞれの収益分の座取りをお願いしており

ます。 

 款３項１目１の一般会計繰入金でございますが、大規模林道事業賦課金の大津町負担金を一般会計

から繰り入れて対応するものです。 

 次に、８ページをお願いいたします。款４項１目１の繰越金でございますが、前年度の繰越金１８

９万６千円を計上いたしております。 

 諸収入は、水源整備事業関係が契約変更に伴い廃款といたしました。 

 次に、９ページをお願いいたします。歳出でございます。款１項１目１の一般管理費の節の賃金か

ら節１６の原材料費までそれぞれ事務関係、関係維持管理関係を計上いたしております。 

 節１９の負担金、補助金及び交付金の大規模林道事業賦課金でございますが、大規模林道菊池・人

吉線、菊池大津間に係る事業の受益者負担金でございます。 

 １０ページをお願いいたします。款２項１目１の予備費として１７４万円を計上いたしております。 

 以上、よろしくお願いします。 

○議長（大田黒英生君） 土木部長併任工業用水道課長中山誠也君。 

○土木部長併任工業用水道課長（中山誠也君） 議案第３３号、平成２４年度大津町公共下水道特別会

計予算についてご説明申し上げます。当初予算の概要は４８、４９ページになります。あわせてご覧

いただきたいと思います。予算書の１ページをお願いいたします。第１条で歳入歳出予算の総額は、

歳入歳出それぞれ１４億４千２６３万６千円と定めております。第２条の債務負担行為は、第２表債

務負担行為により、また第３条の地方債は第３表の地方債により説明いたします。第４条で一時借入

金の最高額を定めております。 

 ４ページをお願いいたします。第２表、債務負担行為として水洗化促進を図るため水洗化改造資金

の融資斡旋に関して金融機関が有した資金の損失補償をするものです。融資枠、期間、限度額は記載

のとおりです。 

 ５ページをお願いいたします。第３表、詳細として１.公共下水道事業債は本年度の管路工事や処理

場改築の事業費に対する起債になります。２の公共下水道事業債（特別措置分）は、財政処置の変更

に伴い創設された起債です。３の資本費平準化債は、先行投資に伴う債務の一部を繰り延べし、今年

度の利用者にも負担してもらうための起債になります。限度額、起債の方法、利率、償還の方法は記

載されたとおりです。 

 予算に関する説明書により説明いたします。最初に１３ページの歳出から説明いたします。款１項

１目１総務管理費につきましては、職員６名分の人件費等と節８で受益者負担金納期前払報奨金を計

上しております。 

 １４ページをお願いいたします。節１３では使用量の徴収委託をする費用、節１８では井戸水を利
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用して下水道に接続している受益者の量水器の更新費用を計上しております。節１９のうち負担金は、

水道企業団が使用料算定のために電算機を導入したことに伴う費用負担で、補助金では漁業振興のた

めの漁協への助成金や水洗化を推進するための助成金を計上しております。 

 １５ページをお願いいたします。節２７では、平成２３年度分の消費税を計上しております。目２

事業費につきましては、節１１のうち修繕料はマンホール蓋の修繕等で、節１３では管路工事実施の

ための測量設計費用及び浄化センター等を今後長期間維持管理していくための計画を立てる費用を計

上しております。また、平成２２年度から３年間で下水道事業団に委託して実施している浄化センター

の電気、機械、設備等の改築費用のうち平成２４年度分を計上しておりますが、本年度は沈砂地など

の防食工事、沈砂地の電気及び機械設備工事を行う計画です。 

 １６ページをお願いいたします。節１５阿原目などの保水環境整備工事を、節２２では工事実施に

関連して支障が出る場合に対応するための上水道管理移設費用を見込んでおります。 

 目３維持管理につきましては、１７ページをお願いいたします。節１２では建物の保険料、節１３

では、平成２３年度から新たに３年間で包括的民間委託を行っている浄化センター等施設及びマンホー

ルポンプの管理委託費用の本年度分などを計上しております。 

 目４下水道事業基金費は、基金の利子を積み立てるための積立金を計上しております。 

 １８ページをお願いいたします。款２項１目１元金と目２利子で地方債の定時元金償還金と長期債

の利子及び一時借入金に係る利子を計上しております。 

 款３項１目１で予備費を計上しております。 

 次に、歳入を説明いたします。９ページをお願いいたします。款１項１目１負担金は本年度賦課予

定の公共下水道が使用できる区域に対しての受益者負担金と、過年度に賦課されて継続して納入され

る見込みの額を計上しております。款２項１目１使用料は、一般住宅、学校、企業からの下水道使用

で、直接徴収分と企業団徴収分を計上しております。 

 １０ページをお願いいたします。款３項１目１公共下水道費国庫補助金は本年度の公共事業に対す

る補助金です。補助金の率は工事の内容により事業費の５０％と５５％になります。 

 款４項１目１一般会計繰入金は、下水道に伴う人件費、事業費、公債費償還等のために繰り入れる

ものです。 

 款５項１目１繰越金は、前年度からの繰越見込額を計上しております。 

 １１ページをお願いいたします。款６諸収入につきましては、いずれも座取りの予算になっており

ます。 

 １２ページをお願いいたします。款７項１目１公共下水道事業債及び目２資本費平準化債は、先ほ

ど第３表の地方債のところで説明したとおりです。公共下水道事業債につきましては、補助対象事業

では補助団の事業費の９０％、単独事業の場合は事業費の９５％になります。 

 款８項１目１利子及び配当金は下水道事業基金の利子を見込んでおります。 

 続きまして、議案第３５号、平成２４年度大津町農業集落排水特別会計予算について説明いたしま

す。当初予算の概要は、５２、５３ページになります。予算書の１ページをお願いいたします。第１
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条で、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ１億４千７３５万１千円と定めております。第２条

で一時借入金の最高額を定めております。予算に関する説明により詳細を説明いたします。 

 最初に１２ページの歳出から説明いたします。款１項１目１総務管理費は、職員２名分の人件費と

節１９で杉水・平川地区の水洗化助成金を計上しております。 

 １３ページをお願いいたします。目２農業集落排水事業費につきましては、管路工事を前年度に全

て発注しましたが、一部の工事が年度内に終わることができなく、繰り越しをして施工している状況

です。主なものは節１と節９の中の、費用弁償については事業推進のための委員会の費用になります。

節１４では、設計用パソコン、工事用図面のためのコピー機借上料等を計上しております。１４ペー

ジをお願いします。節１５で公共汚水枡の設置費用を計上しております。 

 目３維持管理費につきまして、主なものは、節１１の中で、光熱水費は矢護川、錦野及び杉水浄化

センター施設を運転するための電気、水道代と管路上に設置されているマンホールポンプ運転するた

めの電気料で、修繕料は矢護川浄化センターのシサ除去スクリーンを取り替える費用を計上しており

ます。節１２の中で、通信運搬費につきましては、浄化センターやマンホールポンプの運転状況を電

話回線で知らせるための費用で手数料は汚泥の引抜料になります。 

 １５ページをお願いします。節１３は各浄化センター及びマンホールポンプの維持管理費用になり

ます。 

 目４農業集落排水事業基金費は、消費税還付金や基金の利子などを基金に積み立てるものです。 

 款２項１目１元金と目２利子は、地方債の定時元利償還金と長期債及び一時借入金に係る利子を計

上しております。 

 １６ページをお願いいたします。款３項１目１で予備費を計上しております。 

 次に歳入を説明いたします。７ページをお願いします。款１項１目１農業集落排水事業費分担金は、

杉水地区、平川地区の土地及び家屋所有者等からの現年度分と過年度分の分担金の見込額を計上して

おります。 

 款２項１目１使用料は、矢護川地区、錦野地区及び杉水地区の農業集落排水施設使用料を見込んで

おります。 

 ８ページをお願いいたします。款３項１目１の農業集落排水費県補助金は施設整備推進事業補助金

として、事業に係る地方債償還に要する経費として前年度の補助対象事業費の６.５％を計上しており

ます。 

 款４項１目１一般会計繰入金は、事業に伴う人件費、事業費、維持管理費、公債費の元金及び利子

の一部に充当するため一般会計から繰り入れるものです。 

 ９ページをお願いいたします。款５項１目１繰越金は、前年度からの繰越見込額を計上しておりま

す。 

 １０ページをお願いいたします。款６項３目１雑入につきましては、事業に係る消費税還付金等を

見込んでおります。 

 款７項１目１利子及び配当金は、農業集落排水事業基金の利子を見込んでおります。 
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 次に、議案第３７号、平成２４年度大津町工業用水道事業会計予算についてご説明申し上げます。

予算書の一番最後になります。当初予算の概要は５４、５５ページになります。予算書の１ページを

お願いいたします。第２条、業務の予定量は、９事業所に対して、年間１２０万４千５００立方メー

トル、１日平均３千３００立方メートルの給水計画を立てております。 

 第３条、収益的収入及び支出の予定額は、収入額を５千８０１万８千円、支出額を４千９１４万２

千円計上いたしております。 

 第４条、資本的収入及び支出の予定額の中に、収入は計上しておりません。２ページをお願いしま

す。支出では資本的支出を１千２４万５千円計上しております。 

 第５条で、議会の議決を経なければ流用することができない経費として職員の給与費を計上してお

ります。 

 第６条で利益剰余金の処分として減債積立金を５３９万５千円積み立てるようにしております。 

 詳細の説明につきましては、予算に関する説明書の１ページをお願いいたします。 

 収益的収入及び支出のうち、収入では款１項１目１給水収益で中核工業団地企業６社分の水道料金

を計上し、項２目１受取利息及び配当金では定期預金の利子を計上しております。 

 支出では、款１項１営業費用の中で、目１原水費は電気計装設備の保守点検、修繕費、ポンプ運転

に伴う電気料金、水道企業団からの緊急用水道代等を計上し、目２配水及び給水費は、量水器メーター

購入及び取付費用を計上しております。目３総係費は職員位置の人件費や電算システムの使用料など

の費用になります。 

 ２ページをお願いいたします。減価償却費は工業用水道関連施設の固定資産等の減価償却費を計上

し、項２目１支払利息及び企業債取扱諸費は、企業債の償還に係る利息を計上しております。目２消

費税及び地方消費税は、給水使用料に係る消費税分を計上しております。項４目１で予備費を計上し

ております。 

 次に資本的収入及び支出ですが、収入は見込んでおりません。支出については、款１項１目１水道

建設改良費は、工事請負費と濁度計及び水位計の取り替え費用を委託料として作為見直し業務費用を

計上しております。項２目１企業債償還金は企業債の元利償還金を計上しております。 

 最後になります。認定第１号、平成２３年度矢護川地区簡易水道組合会計歳入歳出決算の認定につ

いてご説明申し上げます。別冊の書類があげてあると思います。ご覧いただきたいと思います。 

 昭和３２年に設立されました矢護川地区簡易水道組合につきましては、平成２３年１１月３０日を

もって解散されましたので、平成２３年４月から１１月末までの組合会計歳入歳出の決算になります。

別冊の決算書をお願いいたします。なお、資料としまして、決算事項別の内訳説明書及び決算審査の

意見書も配付しております。あわせてご覧いただきたいと思います。決算書の１ページをお願いいた

します。まず、歳入ですが、主なものは、款１項１使用料は、水道使用料で給水戸数は３６８戸にな

ります。款２項１負担金は構成市町からの職員の派遣に伴う負担金で給水人口の案分率で負担をお願

いしています。款５目１繰越金は、前年度からの繰越金になります。詳細につきましては、５、６ペー

ジに記載しております。 
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 以上によりまして収入は、収入済額１千７１４万３千７５１円となっております。なお、収入未収

額は１１月料金の未収金と１１月３０日のメーター検針時の料金で、水道企業団に全て引き継いでお

ります。 

 ２ページをお願いいたします。歳出について説明いたします。主なものは、款１項１議会費は議員

報酬及び議会開催時の費用弁償です。款２項１一般管理費は、組合事務所の運営経費になりますが、

嘱託職員の報酬、臨時職員の賃金、電算処理の委託料、職員の派遣に伴う人件費負担金、前年度の消

費税などです。款３項１水道費は水道事業運営に伴う費用になりますが、メーター検針に係る検針員

さんへの報酬費用、配水地などの電気代、漏水修繕費用、水質検査などの委託料、配水地などの滅菌

室築造工事及び滅菌器購入などになります。詳細につきましては、７から８ページに記載してありま

す。款４項１公債費は借入起債の元金と利子の償還費用になります。詳細につきましては９ページに

記載しております。 

以上によりまして歳出は、支出済額１千２２６万２千１７４円となっております。 

 １１ページをお願いいたします。実質収支に関する調書になります。歳入総額から歳出総額を差し

引きしまして４８８万１千５７７円となります。 

 次に右側の財産に関する調書ですが、１、土地につきましては平成２３年度中は増減がありません

でした。また、２、基金は決算年度末時点の現在高として記載のとおりとなっております。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議 長（大田黒英生君） これで、提案理由の説明を終わりました。 

 以上で本日の日程は全部終了しました。 

 本日はこれで散会といたします。 

午後３時０８分 散会 
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議 事 日 程（第２号） 平成２４年３月９日（金） 午前１０時 開会 

                                開議 

 

日程第１  議案質疑 

議案第 １号                  質  疑 

議案第 ２号                  質  疑 

議案第 ３号から議案第７号まで         一括質疑 

討論、表決 

議案第 ８号                  質  疑 

議案第 ９号                  質  疑 

議案第１０号                  質  疑 

議案第１１号                  質  疑 

議案第１２号                  質  疑 

議案第１３号                  質  疑 

議案第１４号                  質  疑 

議案第１５号                  質  疑 

議案第１６号                  質  疑 

議案第１７号                  質  疑 

議案第１８号及び議案第１９号          一括質疑 

議案第２０号                  質  疑 

議案第２１号                  質  疑 

議案第２２号から議案第２９号まで        一括質疑 

議案第３０号                  質  疑 

議案第３１号                  質  疑 

議案第３２号                  質  疑 

議案第３３号                  質  疑 

議案第３４号                  質  疑 

議案第３５号                  質  疑 

議案第３６号                  質  疑 

議案第３７号                  質  疑 

認定第 １ 号                  質  疑 

日程第２  委員会付託 

議案第８号から議案第３７号まで 

認定第１号 
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               午前１０時００分 開議 

 

○議 長（大田黒英生君） おはようございます。開会に先立ちまして議会運営委員長より発言の申し

出があっておりますので、この際これを許します。 

○議会運営委員長（松永幸久君） おはようございます。先日の議会運営委員会における審議の経過と

結果の報告の際に、最終日に人事案件が追加提案される報告が漏れておりましたので報告いたします。 

○議 長（大田黒英生君） これから本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は議席に配付のとおりです。 

 

日程第１ 議案質疑 

 

○議 長（大田黒英生君） 日程第１、議案質疑を行います。 

 お諮りします。議案第１号、平成２３年度大津町一般会計補正予算（第４号）についてから、議案

第７号、平成２３年度大津町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）についてまでの７件は、会

議規則第３９条第２項の規定によって委員会付託を省略し、会議で審議を行いたいと思います。ご異

議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（大田黒英生君） 異議なしと認めます。したがって、議案第１号から議案第７号までの７件

は、委員会付託を省略することに決定しました。 

 これから質疑を行います。 

 まず、第１号を議題とします。質疑はありませんか。 

 荒木俊彦君。 

○１５番（荒木俊彦君） 平成２３年の一般会計補正予算について質疑を行います。 

 ３点についてお伺いをいたします。第１点は、予算書の４４ページであります。目１１で地域づく

り推進費が計上されておりますが、その中で１９負担金補助金の中、地域づくり活動支援事業補助金

が２３８万７千円減額がなされております。当初予算は確か４００万円であったかと思いますが、そ

んなに地域づくりは大変重要な事業であるかと思いますが、なぜこれほど補助金が残されたのか、そ

の背景についてお尋ねをいたします。 

次に６５ページであります。保健衛生の予防費に係る予防接種補助金が３００万円減額、これもま

た大幅な減額です。当初予算が３２７万４千円に対して、マイナス３００万円というのは、なぜこう

いう補正になっているのかお尋ねをいたします。 

３点目が９７ページです。幼稚園費の就園補助金でありますが、殆ど私立の幼稚園に関して園児の

就園を支援するということで補助金が出されていたと思いますが、こちらもとりわけ私立の就園補助

金が３５４万６千円、大幅に残されております。その背景についてお尋ねをいたします。 

○議 長（大田黒英生君） 企画部長木村誠君。 
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○企画部長（木村 誠君） おはようございます。荒木議員のご質疑にお答えいたします。 

 地域づくり活動支援事業費が予算４００万円に対しまして、２３８万７千円の大幅減額になったの

はどうしてかというご質問でございますが、この地域づくり活動支援事業はミニ特区事業を引き継い

だ事業として平成１９年度から始まったものであります。当時は２０万円を上限に事業費の３分の２

を補助するというもので、平成２１年度の実績につきましては３２の行政区が取り組み４４０万４千

円の補助を行っております。現在の事業は平成２２年度に見直しを行いまして、上限を１５万円とし

補助率を２分の１といたしております。また町の中心部でも取り組み易いように、組単位でも申請が

できるような形といたしております。一方つつじ祭り等におけるつくり物に対しても取り組んでいた

だこうという思いから、こちらにつきましては補助率を１０分の９としたところであります。祭りの

つくり物づくりを通しまして、地域の繋がりを深めていただこうというものであります。このように、

町としてはより多くの行政区に取り組んでいただきたいという思いから、当初予算の段階では少なく

とも３０の行政区が取り組んでいただけるものと期待しておりました。しかし平成２３年度は１７団

体１９の行政区の取り組みとなり、大幅減額となったところです。このようなことから、現在地域づ

くり活動支援事業につきましてアンケートを区長さん方にお願いしているところであります。平成２

４年度におきましてはアンケート調査でいただきましたご意見を参考に、今後の方向について検討し

てまいりたいと思っております。 

以上、よろしくお願いいたします。 

○議 長（大田黒英生君） 福祉部長岩尾昭徳君。 

○福祉部長（岩尾昭徳君） おはようございます。荒木議員の歳出のほうで予防費の１９負担金補助及

び交付金で予算３２７万４千円に対しまして３００万円減額の理由についてでございますけれども、

予防接種関係では、住民の方が適切な時期に希望する場所で安心して接種を受けられますよう、住所

地以外の医療機関でも接種が可能となるように、インフルエンザ予防接種の県内の広域化が平成２３

年１０月に図られております。広域化によりまして、熊本県医師会と各市町村が契約をし、町外でも

予防接種が可能となったことにより、これまでの償還払いがなくなり個人への補助が減額したもので

す。接種者数ではただいまご説明しました理由によりまして、当初で季節性インフルエンザ接種予定

者を１千８００人と見込んでおりましたが、４２人となったものです。その中でまた定期接種では２

種混合、３種混合、日本脳炎、麻疹風疹予定、３０人を見込んでおりましたが４人となったものです。

またそれ以外では委託料等でインフルエンザ関係につきましては対応させていただいております。 

以上よろしくお願いいたします。 

○議 長（大田黒英生君） 教育部長松永髙春君。 

○教育部長（松永髙春君） 就園補助金の３５４万６千円減額の理由はというご質問だったと思います。

これにつきましては、当初予算は平成２２年度の実績により計上をいたしておりました。最終的に補

助対象人数が３５人減少したことが減額の理由でございます。 

○議 長（大田黒英生君） 荒木俊彦君。 

○１５番（荒木俊彦君） 地域づくり事業補助金が見込みより利用というか、実施された区が非常に少
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なかったということですが、早い話が使い勝手が悪いということではなかろうかと思うのですね。と

りわけ限度額が１５万円に下がったのはありますけれども、補助がその半分しか最高でも来ないとい

うことで、うちの自治会でもやはり、そういう傾向がございます。せめて３分の２くらいの補助がな

ければ、最高でも１５万円の２分の１だと７万５千円ですよね。１５万円の事業をして７万５千円と

いうことで、せっかくの予算、本来の地域づくりの目的に合致していないのが、大幅減額に繋がった

のではないかと思います。区長会あたりでアンケートを取るということですけれども、最終的にはや

はり使い勝手が、もう少し補助率を上げないと手を挙げる自治体はますます減ってくるのではなかろ

うかと思うのですけれども、そういう反応はあるのかどうかですね、もう一度お尋ねいたします。 

それから幼稚園の就園補助金ですね。補助対象世帯というか児童ですかね、減ったということです

が、ということは所得によって制限があったかと思いますけれども、幼稚園に入ろうとする家庭の所

得の低い人達がなぜ幼稚園に敬遠するというか、あるいは保育園のほうに流れたのか、そういう分析

はなされているのかお尋ねをいたします。 

○議 長（大田黒英生君） 企画部長木村 誠君。 

○企画部長（木村 誠君） 荒木議員の再度のご質問にお答えいたします。 

２分の１の補助率ということで使い勝手が悪いのではないかということでございますが、現在アン

ケートを実施いたしております。アンケートの締め切り前でありますので全体のご意見の集約はまだ

いたしておりませんけれども、現在返ってきている中では、やはりそのようなご意見もいただいてい

るところはあります。今後そのあたりのご意見を参考に十分検討させていただきたいと思っておりま

す。 

○議 長（大田黒英生君） 教育部長松永髙春君。 

○教育部長（松永髙春君） 具体的な分析は行っておりませんけれども、大津町には二つの私立の幼稚

園がございますけれども、この幼稚園に関しましては町外のほうからも結構入ってらっしゃいます。

その中で今回３５人という部分が減っておりますけれども、やはり所得が低い方につきましては保育

園のほうも申し込みをされているという部分は聞いております。ですからどうしても、所得が低いと

いうことで保育園のほうに申し込みを変えられたというケースも多々あるというふうに考えていると

ころでございます。具体的な一人一人の分析は行っておりません。 

○議 長（大田黒英生君） ほかに質疑はありませんか。 

 永田和彦君。 

○１２番（永田和彦君） 質疑いたします。 

まず最初に１４ページの町民法人税を見てみますれば１億円の減という補正案が出ております。実

際，昨今の景気の動向というのは、周知のごとく悪いのは事実でありますが、やはりということは非

常に大津町の財政に、町長も施政方針で言われましたけれども不透明感が広がってしまうということ

で、これと関連するものが１０７ページの職員手当の内訳というものがありまして、退職手当という

のが増額されております。なぜこれを結びつけるかと申しますれば、１千７８０万円の増額と申しま

すれば、これは一人多くなったのかなというふうに考えるわけでありますが、この景気の状況が悪い
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ときに補正予算で出てくるということは、定年を迎えて退職されるわけではない、これは数字かなと

いうふうに考えられます。この景気の悪いときに役場の職員を辞めて、職は非常に厳しいのですね探

すのが、そういったときに、これがもしも一人増であるということであるならば、こんな景気悪いと

きでも役場を辞めたいというふうなことは考えられるのかなと、やはりですね職員というものは町長

を守らなくてはならない、そしてこの地方自治体の体制をきちんと職員一人一人が担っていただいて、

充実した仕事をしていただかなければならないということを考えますので、法人町民税が減ったのは

これは景気の動向と理解しますが、そういった状況下の中で退職者が増えたのかなということに疑義

を思いましたので質疑いたします。 

  次に４５ページの款の２、項の１、目の１２ですね。生活路線維持費の補助金が７３１万７千円増

額されております。この補正予算の概要あたりを見てみますれば、運行実績などに伴いということで

あります。運行実績と申しますけれども、この生活路線維持費っていうものは、予測できるところか

なと思います。追加としてそれだけ需要があったのか、それとも逆にですね、そういった生活路線維

持のためのこの補助金が、例えばバス会社とかタクシー会社あたりの運賃ですね、運賃が利用が少な

かったから、それで見込みを下回ったから町が負担しなければならないというふうであるのならば、

それだけ町民の各位が税負担ということになるわけですよね。とういことは、もう大幅な見直しをか

けなければ、この税負担はすべからく広く薄くではあるかもしれませんが、だんだん今後も増える可

能性が考えられるということです。この点についても説明を願いたいと思います。 

  あと１つですけれども、８７ページの消防施設費の中の１８の備品購入の中の小型の動力ポンプと

いうのが減額されております。このポンプというものは、確か調子よく動いていたとしても定期的に

確か買い換えるものだったという説明を受けたように思っております。ですから、例えばこの小型ポ

ンプは５年なら５年。１０年なら１０年で区切って新しいものと買い換えていくのだよというもので

はなかったかなと、この減というのがちょっと不思議に思いましたので、この件についても伺いたい

と思います。 

○議 長（大田黒英生君） 総務部長德永保則君。 

○総務部長（德永保則君） まず、一番初めの人件費関係の分でございます。今、永田議員が言われま

したように、昨今の経済状況というのは非常に厳しい状況であるという形で、法人町民税の減という

のは事実であります。その中で今回退職手当に対しての件でございますけれども、新たに勧奨退職と

いう形で制度がありますけれども、６０歳定年については当初予算に計上させていただいております。

その中で、今回３名の方々が早期退職をされております。その関係で勧奨に値するものについては２

割から２０％の割合加算がありますので、それについては町の人事行政の運営等の状況を公表します

という形で毎年１２月広報には出させていただいております。その中で退職手当に係る上限の率とい

うのについても記載をさせていただいております。この３人分の勧奨による退職が増えたという形で

その分を計上させていただいているような状況でございます。一応、後進に道を譲るという形でご本

人さん達は、一応９月３０日までに勧奨の願いを出していただくという形になっております。これは

町の勧奨退職要綱に決めてありますので、その件で一応お計らいをさせていただいたという形でござ
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います。 

  それから２番目の質問で、生活路線バスの件です。永田議員、言われるように大変な負担をお願い

いたしているようなわけでございます。毎年毎年増額の傾向にあるというのが事実でございます。一

応概要を申し上げさせてもらいますと、乗合バスの路線維持については、熊本県の生活交通維持活性

化総合交付金と町の補助金で運営を行わせていただいております。現況でございますけれども、この

補助対象路線につきましては、産交バスが５路線、森・山西線、岩坂・山西、内牧環状線、菊池線、

山鹿・肥後大津駅線。それと九州産交のバス４路線、交通センターから他へ三里木大津産交営業所で

すね、吹田にありますけれども吹田団地経由、運動公園経由、それと供合線となっております。一応

全部で９路線に対する運営補助という形で、ご存じのように赤字路線という形になりますので、バス

運営会社に対して町として委託しているわけですけれども、その欠損補填金という形で行わせていた

だいております。ちなみに産交バスにつきましては、２千７３０万８千円が欠損という形になってお

ります。それと九州産交バスが８６５万２千円でございます。議員言われますように路線バスの事業

というのは全国やっているわけですけれども、苦労しているのは事実でございます。少子高齢化に伴

う社会構造の変化及び地域住民の交通手段の多様性、それから地方の人口減少による輸送人員は年々

減少傾向にあります。受託事業者、要するに産交バス、九州産交バスにおいても事業の関係での改善

策をいろいろ取り組まれておりますけれども、高騰する軽油とか老朽化する車両、車両に対しても町

の補助も必要になりますけれども、そういう形で費用がかさんで圧迫しているような現実でございま

す。しかし、公共交通機関の衰退による弊害という形で、社会的弱者それから公共交通に依存せざる

を得ない人達のための問題、それから環境問題、資源の浪費という形を取られますと、これについて

はやっていかなければならないという形で思っております。また言われるように、補助金で経営が成

り立つものであればコスト削減、サービス向上に目が向きにくくなるのではないかと思っております。

地域の住民のニーズというのを正確に反映する必要があるという形でございます。今後のことも言わ

れておりますけれども、自家用車の交通手段を持たない高齢者や学生、子ども達の移動手段の確保、

それから南口駅肥後大津駅を交通拠点としました利用性向上、それから交通体系の整備、そういう形

について見直しを図る必要があるのではないかと思っております。それからもう１つの観点から、公

共交通の空白地域を作らないこと、それから目的に応じた路線の見直し、先ほども言いました大津駅

との機能強化の件、これを現状実態を把握するためにスピード感を持ってこの問題には取り組ませて

いただきたいという形で思っております。その関係で地域公共交通会議はありますので、その辺でも

熟慮しながら、この検討については今言ったように税金の投入でございますので、年々増えるという

形でその重要性は鑑みて検討させていただきたいという形で思っております。 

  それから、小型ポンプの件でございますけれども、入札残でございます。いわゆる耐用年数との関

係はありますけれども、一応１７年を経過したものという形で地域の分団とも話し合いながら購入計

画を立てていただきたいという形で思っておりますのでよろしくお願いいたします。 

以上でございます。 

○議 長（大田黒英生君） 永田和彦君。 
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○１２番（永田和彦君） 生活路線維持費の補助金に対しましては４千万円を越えておりますので、抜

本的な改革が必要になってくるかなと、所によって菊池市だったですか１台自分のところで購入して

街中をグルグル回そうよというような、但し産交バスあたりは大津町だけではない、それから次の市

町村に行くとかいうところで繋がっている部分で致し方ない全体の中の協力ということもありますけ

れども、改革をお願いしておきたいと思います。 

  再度質疑ですが、少々嫌らしい質疑になるかもしれませんけれども、この退職手当についてであり

ます。理由はわかりました。早期退職の勧奨によります２０％増ということで、ご本人の方々は計算

をいろいろされたのだろうかと思いますが、いま国のほうでいろいろ審議されておりますのが国家公

務員の給与の改正ですね、退職金の改正あたりをいろいろ審議されておると思うのですが、町職員の

給与というものは、地方自治体の給与は独自に設定することはできるけれども、国家公務員に準じて

きたといういきさつがあります。ということで例えば国家公務員給与が下がったり、退職金が下がっ

たりしたときにはそれに準ずる傾向というのは否めない事実でありますので、例えばそういったもの

が成立したときに、区切りですよ、どこで線引きするのか。例えば３月末日で区切って４月１日以降

に成立した議案に対しては遡らないとかいうならば、例えば、退職金手当というのは町民法人税です

よね、あてられているのが、町民の方々が負担をしているということが１千７８０万８千円上がって

いると思います。ということは、退職したならば遡ることというのは非常に難しいと思いますけれど

も、その線引きというのは、その退職した事実、例えば本年度、平成２３年度末日という形で線引き

がされるのか、それとも公務員という性質上、例えば公務員はその職を退いた後でも守秘義務あたり

はずっと死ぬまでついて回るわけでございますので、そういった意味合いにおいて、そういったもの

が適用されるのかお聞きしたいと思います。 

○議 長（大田黒英生君） 総務部長德永保則君。 

○総務部長（德永保則君） 永田議員の再質疑にお答えさせていただきます。 

２、３日前の新聞だったと思います。国家公務員の給与関係は、復興震災も含んだところで人事院

関係の給与改定というのがありまして、昨年大津町職員については人事院勧告を重視しながら２.３％

の減額を行わせていただいております。あわせまして国家公務員についてはそのままになっておりま

したので、復興の意味も含めて７.８％を含んだところの削減をやるという形で、今、国会のほうで出

されているような状況でございます。言われますように町としても職員給与、国家公務員に準ずると

いう形で県の人事院委員会、それで国の人事院の勧告を無視するわけにいきませんので、その辺につ

いてはやはり皆さんからいただいた貴重な税金の確保でございますので、方向性はそういう形になる

だろうという形で思っております。言われるように民間と国家公務員の退職金比較という形で、昨日

の新聞にも国家公務員２千９５０万３千円という形で、一般企業と４０２万円ほどの差があるという

形、新聞報道になっておりますので住民の方は殆どの方が見られたということを認識しております。

その中で役場の行政という形で、ある程度の給与をもらって退職金をいただくという形でございます。

その辺については、今後もはっきりしたことを職務に反映すべきという形で考えております。 

それから該当記述でございますけれども、当該年度の３月３１日現在という形でやっております。
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それから退職金の率関係もありますけれども、さっき言いましたように基本的には５０歳以上２５年

というのが退職勧奨の値になるという形で、２５年以上という形で率が決まっていますのでそれに給

与等を掛けまして計算させていただくという形になっております。市町村総合事務組合という形の負

担金になりますのでその辺で払って市長村総合事務組合から個人への退職手当という形で給付になる

という形でございます。国家公務員、地方公務員という形ですけれども準じてやっているというのは

今までもそのとおりでございますので、今後もその方針には変わりありません。 

以上でございます。 

○議 長（大田黒英生君） ほかに質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（大田黒英生君） 質疑なしと認めます。 

 次に、議案第２号を議題とします。質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（大田黒英生君） 質疑なしと認めます。 

 次に、議案第３号から議案７号までの５件を一括して議題とします。質疑ありませんか。 

 荒木俊彦君。 

○１５番（荒木俊彦君） 平成２３年度の介護保険特別会計補正予算についてお尋ねをいたします。 

予算書の８ページになります。歳入です。介護保険料はいわゆる年金から天引きをされる特別徴収

と納付書による納付ということが普通徴収となっておるかと思いますが、この補正を見ますといわゆ

る年金天引きが９０万円のマイナス、一方、普通徴収がプラス３００万円と、この普通徴収が大幅に

増えることになりますが、単なる見込みの違いなのか、低所得者の方が増えたのかそういった背景を

お尋ねをしたいと思います。 

○議 長（大田黒英生君） 福祉部長岩尾昭徳君。 

○福祉部長（岩尾昭徳君） 荒木議員のご質疑にお答えいたします。 

 第１号被保険者保険料の分で特別徴収保険料９０万円の減額と普通徴収保険料３００万円の増額の

理由についてでございますけれども、当初予算で特別徴収対象者を人数にいたしまして５千５２１人、

普通徴収対象者を４１４人と見込んでおりましたが、平成２３年１２月現在で特別徴収対象者が５千

５４１人、普通徴収対象者が４８０人とそれぞれプラス２０人、プラス６６人となっています。特別

徴収におきましては人員が増加しておりますものの所得段階ごとの比較では、４段階特例以下の人員

がプラス２６人と増加しております。それから所得段階４以上の人員が、マイナス６人と減少したこ

とによりまして減額となっております。普通徴収におきましては、人員が増加しておりまして所得段

階ごとの比較におきましては、４段階特例以下の人員が９３名と増加しております。それから所得段

階４以上の人員が２７人減少しておりますが総額といたしましては増額をしたものです。平成２３年

４月以降におきましては６５歳になられる方が増加しておりまして、誕生日から約半年間は普通徴収

となりますので、その増加に繋がっているものと考えています。またその期間の普通徴収の該当者に

おかれましては年金収入等の状況によりまして影響しているものと考えております。 
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以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議 長（大田黒英生君） ほかに質疑ありませんか。 

永田和彦君。 

○１２番（永田和彦君） 議案第４号と６号公共下水道特別会計と農業集落排水特別会計について質疑

いたします。この４号と６号に共通する点をまず質疑いたしますが、繰越明許についてであります。

事業費あたりの繰り越しがでておりますけれども、こういった事業は無理な計画があってはならない

ということが１つ、しかし多年度にわたって計画を前倒しで立てていかないとスムーズにいかないと

いうことも考えられるのかなということで、毎年ハード事業におきましては繰り越しが多々見られま

す。しかしながらこの両下水道ですね、この会計を見ますれば実際かなりの税金がつぎ込まれて、普

通民間企業というものは売上によって全てを消化するわけでありますけれども、ただ単にこの使用料

や手数料、負担金、分担金あたりをたしまして、それが総事業費の中に何％くらいあるのかというの

を計算すれば、その事業がいかに税金が使われたかっていうのが算出できます。公共下水道あたりで

使用料や手数料というのの収入は約３割しかないのですね。７割は税金でまかなっているということ

であって、特に農業集落排水あたりはなんと４.２２％ですね、これから計算すれば。ということは、

殆ど税金でまかなわれていると、無理な事業に考えるのは私だけではないと思います。しかしながら、

やはりなんでそういったことを税金でするのかということは、ここで申すまでもありませんけれども、

私が努力していただきたいのは、こういった下水道事業を農業集落排水も含めて、まず浄水場という

ものを作って、もう十分な能力がすでに出来上がっているわけです。ということはこれをきちんと使っ

ていただいて、やはりできるだけ税負担を少なくするような努力をしなければならないと私は考える

わけです。ですから、この事業が先延ばし先延ばしになるということは、それだけ収入はいつまでも

入ってこないということになるのですね。この使用料というものを上げないと税負担はずっと生じる

わけです。これが当たり前の考え方だと私は思うのです。できるだけ独立採算に持っていくべきなの

です。今の状況では到底無理でしょうけれども、そういった努力が望まれるかなということで、この

繰り越しというものに無理が生じていないかについて質疑いたします。 

それと農業集落排水のほうで、維持管理費というものが減額されております。４８６万円の減額で

あります。これは熱光熱費が２３５万円という結構大きいのですけれども、思うところは維持管理費

というのは使用者が受益者が増えれば増えるほど逆に増えていくものではないかと、そうすればこの

維持管理費の減額というものは、進行方向に合わないよと逆方向にこれは走っているのかなというふ

うに思います。もともとこの維持管理費の積算自体が甘かったのか、それとも努力されてこれだけ維

持管理費を下げることができましたというのか、それとも燃料費あたりの価格によってこういう差額

が生じましたというのか、この点について質疑いたします。 

○議 長（大田黒英生君） 土木部長中山誠也君。 

○土木部長（中山誠也君） 永田議員の質問にお答えいたします。 

  まず、公共下水道。農集関係の繰越明許関係になります。当初計画して、浄化センター関係につき

ましては当初計画して国交省との協議関係、それから低入札による価格調査、そしてそのあたりで既
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存の浄化センターの運転関係を再検討して出来高が困難になったためということで繰り越しをお願い

しております。それから、岩坂の中島保全の環境関係につきましては、上水道関係があったものです

から、その分で水道企業団に上水道の移設関係をお願いして、その関係で若干工期が終わらないとい

うことで繰り越しをお願いしている状況でございます。農業集落排水関係につきましては、工事関係

全て発注は終わっているんですが１地区が２本道路がありまして、一応工事関係は一緒に発注したん

ですけれども迂回路関係の確保を考えると若干年内には終わらないという形になったもんですから、

工事関係の契約は１１月に発注したんですけれども、その関係で若干延びるということで繰り越しを

お願いしているような状況でございます。工事関係の発注についてはある程度計画どおりやっており

ましたけれども、諸般の事情があって繰り越しをお願いしているというのが現状でございます。 

  それから農集関係につきましての維持管理なんですけれども、維持管理費が減額されているという

ことなんですけれども、農集関係につきましては一応いま接続率関係、まあ農集関係は矢護川、錦野、

杉水関係、一応浄化センターはもう全部建設して稼動しております。その中で接続率関係がありまし

て矢護川が９１.８％、錦野が７４.４％、杉水が６３.７％、そして平川が２３.４％ということで、

まだ１００％までは大分余裕があるというか、まだ大分努力が必要な状況でございます。そういう関

係で実際１００％になって流入量が計画どおり流れてくるというわけですけれども、そこまでいって

おりませんのでその関係で機械関係に、まだ完全に動かすというか、そのあたりを若干、特に杉水の

浄化センターが大きいんですが、今現在やっておりますのが予定量があまり多くないということで、

曝気槽のブロアーの運転時間とか、マンホールの運転時間とかそのあたりを若干絞りながら間引き運

転でやっているというような関係もありまして、維持管理特に電気関係の費用が大分少なくなってい

る。１つは特に杉水についてはまだ今年は２年目なんですけれども、１年目ということで完全にまだ

どの程度の電気がかかるかというのもわからない不明な部分もあったということで若干余裕がみてあっ

たというのもあると思います。 

以上でございます。 

○議 長（大田黒英生君） 永田和彦君。 

○１２番（永田和彦君） 今、答弁をいただきまして、もう数名の方は心の中で笑っておられるのでは

ないかなと思いました。２本道路があって、２本同時に発注して迂回路がありませんでしたと。２本

とも町道でしょ、そんな計算もできないのならば笑われますよ。職員も確かに見ていますものね、こ

の議場の中。２本しか道路ないのに２本同時に１１月に発注をかけました、迂回路がありませんので

片方はできません。当たり前ですよ。これは答えになっていないでしょう。それも１１月でしょう。

これは、町長どうにかならないですか、笑われますよ、こんな答弁だったら。そんなわかったことで

す。町道だからこそ、そこに下水管を埋め込むわけでしょう。これは答弁として私も納得できないで

すけれど、そんな計算しか役場の職員はできないものですか。この点については厳しく町長のほうか

ら指示すべきではないでしょうか。いちいちそれによって、計算が間違えましたから、そんなことも

わからなかったから繰り越ししますでは理由にならないでしょう。議長これは町長に答弁をお願いし

たほうがいいかもしれないです。部長じゃ重すぎはしませんか。これは職員の体制の問題ですよ、こ
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れだけ能力が低いならば、言いづらいですけれど代わりはどれだけでも民間におりますよ。もう代わっ

ていただいたほうがいいですね、これぐらいの答弁だったならば。再度どちらが答えられるか知りま

せんが質疑いたします。 

○議 長（大田黒英生君） 町長家入 勲君。 

○町長（家入 勲君） 永田議員のおっしゃるとおりでございまして、本当に申し訳なく思っておりま

す。もちろん今後につきましては事業箇所、関連等の計画上がった中でしっかりと連携をとってやっ

てもらうと、これは常日頃から上水道関連とかいろんな形で厳しく指示はしておるわけでありますの

で、再度十分なる指導をやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

○議 長（大田黒英生君） ほかに質疑ありませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（大田黒英生君） 質疑なしと認めます。 

  これで、議案第１号から議案第７号までの議案質疑が終わりました。 

これから、議案第１号から議案第７までの７件について討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（大田黒英生君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これから、採決を行います。 

 まず、議案第１号、平成２３年度大津町一般会計補正予算（第４号）についてを採決します。この

採決は起立によって行います。議案第１号は、原案のとおり決定することに賛成の方はご起立願いま

す。 

〔起立全員〕 

○議 長（大田黒英生君） 起立全員です。したがって、議案第１号は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第２号、平成２３年度大津町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）についてを採決

します。この採決は起立によって行います。議案第２号は、原案のとおり決定することに賛成の方は

ご起立を願います。 

〔起立全員〕 

○議 長（大田黒英生君） 起立全員です。したがって、議案第２号は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第３号、平成２３年度大津町外四ヶ市町村共有財産管理処分事務受託特例会計補正予算

（第２号）について及び議案第４号、平成２３年度大津町公共下水道特別会計補正予算（第４号）に

ついての２件を採決します。この採決は簡易表決によって行います。議案第３号及び議案第４号の２

件は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（大田黒英生君） 異議なしと認めます。したがって、議案第３号及び議案第４号の２件は、

原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第５号、平成２３年度大津町介護保険特別会計補正予算（第４号）についてを採決しま

す。この採決は起立によって行います。議案第５号は、原案のとおり決定することに賛成の方はご起
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立願います。 

〔起立全員〕 

○議 長（大田黒英生君） 起立全員です。したがって、議案第５号は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第６号、平成２３年度大津町農業集落排水特別会計補正予算（第４号）について及び議

案第７号、平成２３年度大津町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）についての２件を採決し

ます。この採決は簡易表決によって行います。議案第６号及び議案第７号の２件は、原案のとおり決

定することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（大田黒英生君） 異議なしと認めます。したがって、議案第６号から議案第７号の２件は、

原案のとおり可決されました。 

 しばらく休憩いたします。午前１１時０５分から開会します。 

午前１０時５５分 休憩 

                    △ 

午前１１時０５分 再開 

○議 長（大田黒英生君） 休憩前に引き続き、議案質疑を行います。 

  議案第８号を議題とします。質疑はありませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（大田黒英生君） 質疑なしと認めます。 

  次に議案第９号を議題とします。質疑はありませんか。 

 金田俊二君。 

○１番（金田俊二君） 議案第９号について質疑いたします。 

 議案提案の中で、町民の文化活動と交流及び地域の歴史に根ざした貴重な文化遺産を伝承する団体

等の活動拠点という位置づけでございました。現状でどんな団体が活動するということを想定してい

るなど、運営のビジョン等について若干詳しくお聞きしたいなと思います。 

○議 長（大田黒英生君） 教育部長松永髙春君。 

○教育部長（松永髙春君） 金田議員の質疑にお答えいたします。 

 まず、どのような団体を想定しているのかということでございます。現在のところ文化財保護委員

会、それから社会教育委員会、それから大津町文化協会の加入団体、それから肥後大津民芸造花保存

会を想定をしております。その中でどういったことをやっていくかということなんですけれども、今

後については関係団体ともいろいろ話し合いをしながらやっていくわけでございますけれども、歴史

教室、古文書教室、梅の造花教室、これは今まで中学校とかやっておりますけれども、中学校及び一

般も含めたところで開催をしていきたいと、それから文化財保護委員会の定例会と自主研修。社会教

育委員会も同じでございます。定例会と自主研修。それから文化協会加入団体１９団体ございます。

そういった活動支援及び歴史文化関係のボランティア養成講座の事業を予定していきたいというふう

に考えます。今まで公民館講座とかやっておりましたけれども、その中でそういった歴史文化に関す
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るものにつきましては伝承館でできるものについては、こちらのほうで計画をしていきたいというこ

とで考えております。 

○議 長（大田黒英生君） 金田俊二君。 

○１番（金田俊二君） 既設の建物を利用していくという、旧法務局跡ですけれども広さにも限界があ

るだろうし、使う人の調整そういったものも非常に厳しい部分があるのではないかなと。私は梅の造

花は非常に私自身も関心ありますし、日常的にそこをできればいつも使うような、そんな状況になれ

ばいいなと思っております。ただ住民のニーズ、いろいろな文化協会、加入団体も１９あるとかそう

いうことで、それぞれが活動の拠点を持ちたいと、文化だけじゃなくて他の自主的な団体、その部分

もいま町では非常に多くなってきていると思います。今後はそういった活動の拠点あたりをなんとか

増やすという方向も重要ではないかなと思います。歴史ばっかりでこんなこと申し上げるのですけれ

ども、将来を見越せば住民の多様なニーズに答える活動拠点を作っていくということは非常に大きな

ことかと思います。これは部長に聞くよりも町長の考えをお聞きしたいなと思っております。よろし

くお願いいたします。 

○議 長（大田黒英生君） 町長家入 勲君。 

○町長（家入 勲君） 金田議員の言われるように、今後の町民一人一人そして素晴らしい歴史文化を

引き継いでいくためには、そのような仲間作りというか人材を育てていかなくてはならないというふ

うに思っております。いま教育部長が申しましたように、そういう形の中で基点づくりというかそう

いうものを発信をやるというような状況でございますので、今後の状況についてはそれぞれの文化活

動関連等の皆さんと相談しながら必要であれば、そのようなものが本当にできるような形について持っ

ていくというような状況になれば、また議会のほうとも十分相談しながら住民の皆さんの意見を反映

していければというふうに思っております。 

○議 長（大田黒英生君） ほかに質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（大田黒英生君） 質疑なしと認めます。 

 次に、議案第１０号を議題とします。質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（大田黒英生君） 質疑なしと認めます。 

 次に、議案第１１号を議題とします。質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（大田黒英生君） 質疑なしと認めます。 

 次に、議案第１２号を議題とします。質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（大田黒英生君） 質疑なしと認めます。 

 次に、議案第１３号を議題とします。質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議 長（大田黒英生君） 質疑なしと認めます。 

 次に、議案第１４号を議題とします。質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（大田黒英生君） 質疑なしと認めます。 

 次に、議案第１５号を議題とします。質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（大田黒英生君） 質疑なしと認めます。 

 次に、議案第１６号を議題とします。質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（大田黒英生君） 質疑なしと認めます。 

 次に、議案第１７号を議題とします。質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（大田黒英生君） 質疑なしと認めます。 

 次に、議案第１８号及び議案第１９号の２件を議題とします。質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（大田黒英生君） 質疑なしと認めます。 

 次に、議案第２０号を議題とします。質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（大田黒英生君） 質疑なしと認めます。 

 次に、議案第２１号を議題とします。質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（大田黒英生君） 質疑なしと認めます。 

 次に、議案第２２号から議案第２９号まで８件を一括して議題とします。質疑ありませんか。 

 永田和彦君。 

○１２番（永田和彦君） 議案第２５号について質疑をいたします。説明資料のほうを見ながら質疑を

したいと思います。４４ページでありますが、２５号を見てみますれば生涯学習センターからずっと

美咲野のほうまで道が新しく通りましたので、こういった廃止と認定作業をされるわけでありますが、

私はこの通りを通って感じますことが新しい大きい道ができたりるすと、いわゆる旧道というところ

に残地が生じてきます。例えばこの２５号の廃止と認定を見てみますけれども、２２号の廃止が引水

村西線という形で通っていたのが寸断された形で、新しく認定するところが結局そこは行けないのに

認定して、そこはいわゆる残地という形で車も人も通れないのです。ただこういった所を認定される

のは、もちろん認定として行わなければならない管理しなければならないというのはわかりますけれ

ども全然車も通らないということで、この利用法といいますか、そういったものは考えられているの

ですかね。例えば、この町道を認定するよりも、そこに何らかの公衆便所をつくるとか、公園は近く

に大きいのがありますので、そういったものに変えていかないと、この周辺というのは違法駐車とか、
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そういったものが生涯学習センターに違法駐車されたりとかいっぱいしていますよね、ということは

格好の違法駐車の場所になりはしないかなと、一部の人たちが既得権益になって車を駐車場代わりに

そこに置くとかいうのが生じはしないかなと、いうような心配はありますので、認定作業はしなけれ

ばならないと思いますけれども、そういった形に変えるとか、何らかの知恵を搾り出すべきではない

かなと、ここだけじゃないのですよね、別にほかのところも残地のようなところが生じてきますので、

この点についてですね、今はこれしかしようがないのか、今後検討していくのか、そういったところ

がいろいろ考えられているとは思いますので、この点について質疑いたします。 

○議 長（大田黒英生君） 土木部長中山誠也君。 

○土木部長（中山誠也君） 永田議員の質疑にお答えいたします。 

 質問の内容につきましては、行き止まりででている２２４の西鶴前田線の関係ですかね。個人の入

口が１カ所進入路としてあるものですから、ここについてはここから車は当然この先の基点のほうは

若干行き止まりになっておりますけれども、入口関係とか降り口関係とかあるものですから、そこに

ついては町道という形で残させていただいております。それから、県道の下部のほうで道路関係も残っ

ている分がありますので、その関係については県と協議して町のほうの利用もいろいろ相談している

部分はあります。それはこの町道ではありませんので。 

○議 長（大田黒英生君） ほか質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（大田黒英生君） 質疑なしと認めます。 

 次に、議案第３０号を議題とします。質疑ありませんか。 

  荒木俊彦君。 

○１５番（荒木俊彦君） 平成２４年度の一般会計予算について質疑を行います。 

  最初に歳入の１３ページです。町税の個人町民税が前年度比較で１億円増加を見込むということで

ありますが、増加の増の理由として、いわゆる町民に対する増税分が含まれているということで、と

りわけ年少扶養控除が廃止をされた。本来、子ども手当ての創設にあわせて年少扶養控除が廃止をさ

れたわけですが、いつの間にか子ども手当てはなくなってしまう。しかし、増税のほうだけが残って

しまうということで、町民にとっては納得できない問題ではなかろうかと思いますけれど、この増税

の内訳について、一体何世帯、対象人数、それから幾らくらいこの控除廃止によって増税を見込んで

いるのかお尋ねをいたします。 

  次に、歳出の６５ページの地域づくり推進費で大津町町おこし大学運営委員会委員報酬となってお

りますが、私も本年度町おこし大学に入学をさせていただいたわけですけど、大変町民の知恵を引き

出すあるいは、そのことによっていろんな町民の活発な活動に繋がるということで有意義な事業では

あるかと思いますが、町おこし大学についてですね予算措置は一体どうなっているのだろうかという

ことで、その内訳をお尋ねをいたします。 

  次に８３ページです。障害者福祉費で若草児童学園民間移譲先選定委員報酬ということで、要する

に若草学園を民間に売り渡してしまうという方向でありますが、行革大綱の中で若草学園が民間の移
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譲の対象にされていくのはわかっておりましたが、それを具体化するということですけれど、誰が民

間移譲を言いだしたのか、保護者がそんなことを言うはずありません、一番の当事者でありますから。

学園に入っている子ども達、非常に立場の弱い社会的弱者であります、そういう人達が頼りにしてい

る施設を民間に譲り渡すということは、行政としての正に一番大切にしなければならない福祉の充実

の責任を放棄することになるのではなかろうか。そして何よりも民間に譲り渡すということについて、

学園の保護者の方々が納得をされているのかということを確認をしたいと思います。 

  次に９１ページです。人権教育啓発費の中の報償費です。人権教育交流支援事業講師謝礼でありま

す。もともとこの事業は同和対策ということで、学校にもなかなかその地域の子ども達が経済的な関

係で行けないと、そういう状況がある中で見るに見かねて、志ある教職員の方々が正に無償で地域に

入って始まったと聞いております。それが国の法律によって認められ、謝礼という形でお金が支払わ

れるようになったということでありますが、その当時の状況が未だに残っているのかどうかというこ

とを確認しなければならないと思います。私の知っている限りでは山鹿市などでは、こういった特別

の地域でこういった特別なことをやるということは、かえって同和問題を解決を遅らせてしまう、逆

行をするということでこの事業を取りやめた自治体もたくさんあると聞いております。何故こういう

事業を続けるのか、どんな効果を期待するのか、またいつまで続けるつもりなのかお尋ねをいたした

いと思います。 

  次に９６ページです。委託料の中で家庭的保育事業が新年度から開始がなされます。国の狙いはあ

まりちょっと不純なところもございますが、私は個人的にはこうした家庭的保育事業、昔は託児所と

いう所であったかと思いますが、その分野にも公的な目が届くということであれば大いに良いことだ

と思いますが、果たして採算が取れるのかなというのがちょっとが心配です。そこで、保育士がお二

人おられて幼児を確か５人、３歳未満児を預かることができると、そういう例として開設日は１週間

に何日、あるいは時間ですね、それから果たして保育士の人件費がちゃんと確保されるのかどうか、

その委託料の内訳についてお尋ねをします。 

  最後に１５８ページです。教育総務の事務局費の中で負担金補助金の中の１５８ページ学校人権教

育研究会補助金２００万円であります。ここ数年はずっとこの２００万円という補助金が支出がなさ

れているかと思いますが、学校教育において子ども達の人権を守る、子ども達の人権を尊重するとい

うことは本来避けて通れない大事な仕事であります。ところがそういう大事なことに対して補助金と

いう形で支出がなされているわけであります。しかもこの人権教育研究会というのはあくまでも任意

の団体であります。以前聞いたときは教職員はほぼ加入しているそうでありますが、入る入らないは

本人の自由であります。研究会ですから。その任意の団体に対して毎年こういった補助金を支出する

のは本当に合理性があるのかどうかですね。そこで、教師の資質にとって欠かすことのできないこの

人権についての素養、人権教育について教職員はほかに学ぶ機会はないのかどうか、ないから補助金

をわざわざ付けているのかどうかお尋ねをするわけです。それで、補助金の使い道でありますが私の

知る限りでは、殆どこの補助金の大半は、こういう雑誌ですね、本の印刷代に消費されております。

あの本の原稿を作る人達は多分、原稿を書いたり編集したりボランティア作業になっているのではな
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かろうかと思いますけれども、その点もあわせてお伺いをいたします。 

○議 長（大田黒英生君） 総務部長德永保則君。 

○総務部長（德永保則君） 荒木議員さんの一般会計の質疑についてお答えさせていただきます。 

 まず、１３ページの個人町民税の件については、後ほど詳細について税務課長のほうから答弁させ

ますので、よろしくお願いいたしたいと思います。 

私のほうからは、人権教育関係の９１ページ報償費の関係で人権教育支援事業に関係のご質疑につ

いてお答えさせていただきます。事業の概要等については荒木議員さんご存じのとおり言われたとお

りでございます。人権教育の交流支援事業の講師謝礼という形でお支払をしておりますけれども、こ

の事業としましては人を大切にし仲間として繋がりあう力をつける、差別を見抜き乗り越える力をつ

けるための学習会を地区内はもとより分団の小中学生も参加して実施させていただいております。小

学生が毎週火曜、木曜日。中学生が毎週水曜、木曜日。高校生が毎週水曜日という形で児童館源場地

区の集会所等について行わせていただいております。尚、この事業関係につきましては各学校、護川

小、北中、大津高校、翔陽高校の先生方に指導をお願いしているような状況でございます。報償費に

つきましてはその先生方の指導に対する謝礼という形で１回につき２千２００円、大体２時間を設定

させていただいております。またこの事業に対する効果をどんなふうに期待するのかという形ですけ

れども、それといつまで続けるのかというご質問でございますけれども、依然、子ども達を取り巻く

環境は厳しい状況がまだ見受けられます。学習会においても差別やいじめに気付き、なくしていくた

めに行動する力をつける学習の場となっているような状況でございます。今後も子ども達が成長する

過程において部落差別と出合った時、差別に負けない力を付けること、また人を大切にし互いに支え

励ましあい、思いやる心を育てるために事業の存続をさせていただきたいと思っております。山鹿の

状況も言われましたけれども、現状として山鹿についても新たな事業の施策についても、今模索して

いるというような状況でございます。それから、地域の実態把握という形でございますけれども、そ

れについても今後、隣保館、要するにセンターのほうでも地域の実態を明らかにしていくという形で

調査をさせていただきたいという形で思っておりますので、よろしくお願いいたしたいと思います。 

以上です。 

○議 長（大田黒英生君） 税務課長堀川晴幸君。 

○税務部長（堀川晴幸君） 荒木議員の質疑についてお答えいたします。 

 まず、初めに個人町民税の予算額１億円の増加見込みについてご説明いたします。まず初めに平成

２４年度所得推定を平成２３年度実績のみと見込みまして、またご質疑のあった税制改正に伴う１６

歳未満の年少扶養控除廃止、及び１６歳から１９歳未満の特定扶養控除の上乗せ部分の廃止を平成２

３年度の先ほど申しました課税実績に基づいて積算しております。具体的には税制改正を適用して積

算したものと、税制改正を適用しないで積算したものの差額を見込んでいるもので、その差額は約５

千６００万円になります。そこで、予算については平成２３年度町税実績見込み１１億８千５００万

円と税制増加分を５千６００万円を足しまして１２億４千万１千円とみております。それに徴収率等

を考慮して１２億円の予算を組ませていただいております。また、ご質疑の年少扶養控除廃止に伴う
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増税等の内訳、世帯数などについては改正までは年少扶養控除等を受けることで課税されなかった人

が課税されるような場合も予想されます。そこで正確な把握はできませんが、平成２３年度の課税状

況の調査を少し説明させていただきます。大津町全体の納税義務者数１万２千５４４人のうち７千３

１２人ほどは税法上の扶養親族がないとなっており、残りの５千２００人程度が扶養親族があること

になっております。また今回、現在こども手当ての受給者数が約２千８００人と聞いておりますので、

その２千８００人から５千２００人の間の方の人数が今回税制改正による影響を受ける可能性がある

人の人数だと考えております。 

以上です。よろしくお願いします。 

○議 長（大田黒英生君） 企画部長木村 誠君。 

○企画部長（木村 誠君） 荒木議員の６５ページ、まちおこし大学学習関係についての予算措置の内

訳等についてのご質疑にお答えいたします。 

この、まちおこし大学は以前行っておりました、からいも大学を受け継いだ形で平成２０年度から

始めております。特徴といたしまして、ひとづくり学部と、まちづくり学部の２つの学部からなって

おりまして、ひとづくり学部は以前のからいも大学に近いものとして町づくり活動を行う人材育成と

して広報等で募集し１年間活動してもらうというものであります。平成２０年度は文化振興学科で活

動された方が熊本朝日放送のＣＭ大賞に応募され見事グランプリを受賞されておられます。まちづく

り学部は現に活動を行っている団体を町に登録していただき、年に数回情報交換を行いお互いの活動

に活かしていただいているものです。予算関係につきましては、ひとづくり学部にかかるものが大半

ですが、平成２１年度以降は町が計画した、ひとづくりコースについて広報等で募集してもなかなか

人が集まりませんでしたので、まちづくり学部にご参加いただいております各種団体の方々にお願い

いたしまして、年間のスケジュールを作っていただき、ひとづくり学部の運営をお願いしているとこ

ろであります。予算の内訳でございますが、主なものといたしましては報償費になります。その学部

の運営に対する謝礼といたしまして活動１回当たり５千円をお支払いたしております。講師の謝礼等

につきましては、まちおこし大学の全体的なコーディネーターをお願いしております大学の先生の謝

礼を想定いたしております。また会場代やその他の団体の運営費等につきましては、もともと活動さ

れている団体を前提といたしておりますので、予算の計上はいたしておりません。また、ひとづくり

学部の中には地域づくり学科というものがありまして、こちらにつきましては区長さんからご推薦い

ただきました方々に活動いただいております。地域の素晴らしいところを掘り起こして、地域自然マッ

プを作っていただくというところで印刷製本費を計上させていただいております。 

以上、よろしくお願いいたします。 

○議 長（大田黒英生君） 福祉部長岩尾昭徳君。 

○福祉部長（岩尾昭徳君） 予算説明書８３ページの目２生涯福祉費、１報酬の民間移譲先選定員関係

で若草学園民間移譲をなぜ誰が言いだしたのかのご質疑についてお答えいたします。 

先日の本会議でも条例の一部改正の中で経緯を少しご説明させていただきましたが、平成１７年度策

定の第３次大津町行財政改革大綱集中改革プランに基づきまして、公の施設といたしまして民間委託
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の可能な施設と位置づけられ指定管理制度の導入を含めまして、大津町行政改革懇談会で検討されて

きております。平成２４年度で、指定管理の５年間の協定期間が終了することによりまして、民間移

譲等も含めまして今後の管理運営を検討したいと考えております。このような経緯の中で、当初の指

定管理制度を導入する場合に保護者への説明を行う中で、指定管理による運営の状況を見ながら民間

移譲も検討していくことについてあわせて説明が行われております。保護者の意向といたしましては、

ご理解いただき現在に至っておりますが、指定管理後の運営状況から最近の入所者の保護者の意見と

いたしましては、現在の生活、介護等の支援状況として入所児童のことを十分考えた支援がなされて

いるとのことであり、保護者会といたしましては今後も学園の管理運営をお願いしたいとのことであ

ります。施設の運営につきましては、管理上の問題、課題等につきましては、緊急等や各種マニュア

ル等で即時対応できるようにしてあり、特に一人一人の個別支援計画マニュアルを作成し利用児童の

状態に応じた対応ができており、生活の場にふさわしい施設整備や自立する力を身に付ける場所とし

ても運営が順調に行われております。社会情勢の変化や多様化する住民ニーズに対応するとともに、

サービスの質的向上等を図ることを目的に指定管理者制度を導入しております。現在の入所児童等支

援の充実を初めといたしました多くの課題への対応を進めるにあたりまして、管理運営に関しまして

も民間の専門的技術を活用することによりまして、福祉サービスの向上と効率性の両面からの効果を

得ることが必要だと考えております。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

○議 長（大田黒英生君） 教育部長松永髙春君。 

○教育部長（松永髙春君） 荒木議員の質疑にお答えいたします。予算書の９６ページ、３、２、１児

童福祉費総務費の中の１９補助金の家庭的保育事業の３７万８千円でございますけれども。すみませ

ん。１９補助金の家庭的補助金事業でございます。１カ所保育士２人それから幼児５人の例として、

開設日と委託料の内訳をという質問だったと思います。開設日については平成２３年度に家庭的保育

改修事業２カ所行いました。そして、平成２４年の４月１日からの開所でございますけれども、日曜

日となりますのでスタートは４月２日からということになると思います。開所時間でございますけれ

ども、保育所の場合は１０時間でございますけれども８時間を予定しております。月曜から金曜の８

時間ということでございます。それから委託料でございます。保育士の有資格者で昨年県の研修を受

けましたその中から、研修を終了された保育者と補助者の２人で児童５人に対する保育を展開すると

いうことでございます。国の補助基準により予算化しておりまして、月額児童１人当たり保育者に対

してが５万２千円。補助者に対してが２万５千円を予定して計上しております。それから、委託料と

は別に連携保育所が大津保育園公立であることから、児童の健康診断それから検便等も一緒に大津保

育園で行う予定でございます。これらの経緯につきましては国補助金の連携保育所経費から当てられ

るものでございます。現時点での委託につきましては、熊本県では初めてということで調査をしてお

りますけれども各市長村格差があるようでございます。家庭的保育事業が法制化されまして３年目に

なっておりますけれども、今後十分中身も検討いたしまして前に進んでいきたい、検討しなければい

けない問題もでてくると思いますので、来期にかけてもまたいろいろ検討していきたいというふうに
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考えております。 

それから、１５８ページ１０の１の２事務局費の中の補助金でございます。学校人権教育研究会補

助金でございます。教師は人権教育についてほかに機会はないのか、それから補助金の使途ですね。

それから人権教育に本を作ることで結びついているのかというような主旨のご質問だったと思います。

教師の人権教育については県のほうでの研修もございますけれども、全ての先生が参加できるという

状況ではございません。それから補助金の使途ですけれども平成２３年度の事業の中で、現在把握し

ている状況ですが、授業研究会を４回、実践交流会を４回の講師謝金。県外研修を４回延べ１７人参

加しております。それの旅費。それから夏季休業中の課題別研修会の県内研修、これは熊本市のほう

でやっておりますけれども、これにつきましては県費職員じゃなくて町も職員あてておりますので、

町職員の分の２０人分をこの中から参加した２０人分について支払っていただいております。人権教

育主任会を７回、本を作成するための委員会を１回、述べ１４１人参加しております。２冊報告書と

いうか「解放へ向けて」、それから「かいほう」というのを作成しておりまして、今年度も昨年度に引

き続き、各学校で印刷していただいて製本のみを印刷業者に依頼するという方法にしております。ご

指摘のように毎年改善はしておりますけれども、今後も教師の負担にならないように作成方法等それ

から経費についても年々印刷代については削減をしてきているところでございます。作成方法等につ

きましても、今後工夫改善をしていきたいというふうに考えているところでございます。どのように

人権教育に結びついているのかということでございますけれども、主要な施策の成果にも記載をして

おりますけれども授業研究会を重ねてきた結果、指導方法等の工夫改善が図られてきております。学

校全体としての組織力や事業力が向上したこと、それから実践交流会や県内外の研修会に参加するこ

とによりまして、実践的指導力が高まってきたこと、そして成果物として今日も持ってきております

けれども人権教育実践誌及び人権学習指導案集としての「解放へ向けて」、それから学習後に書いた子

ども達の人権作文集としての「かいほう」が作成され子ども達の豊かな感性や実践力が表れるように

なったことなど、１年間の取り組みを振り返り、成果と課題を次年度に引き継ぐ大事な資料として現

場で活用されてきております。今度も子ども達、教師の人権感覚を高めていかなければならないと考

えておりますので、内容等工夫改善しながら継続従事して参りたいと思いますので、ご理解をいただ

きますようお願いしたいと思います。 

○議 長（大田黒英生君） 荒木俊彦君。 

○１５番（荒木俊彦君） まちおこし大学についてですけれど、１回につき５千円の予算措置というこ

とでありますが、少なくとも大学と名前がつくわけですから、本来力を入れれば入れるほどですね、

例えば講師を呼んだりとかお金も多少はかけないと、本当の大学というのにはなりにくいのではなか

ろうかと、しかも会場代は免除はどうもない、僕は免除があるのだとばっかり思っていましたけれど

町が主催する大学ですから、会場代は免除になって当然かと思いますけれども、なんで免除にならな

いのかもう一度お尋ねをいたします。 

それから、若草学園の民間移譲についてお尋ねをしますが、結局は効率性というのは人件費を安く

上げるということだと思います。マンパワーが福祉施設は殆どであります。安上がりということは、
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人件費を削るということになるかと思いますけれども、説明の中では保護者が、保護者の代表ではな

いですよ、保護者が十分納得を勝ち得ないまま民間移譲することが検討委員会で決まったから従って

くれというようなことではあってはならないと思いますけれども、この保護者の納得と合意と、これ

が前提になっているのかどうか確認をしたいと思います。 

それから、報償費ですね、人権教育支援事業の報償費でありますが、差別やいじめについて学ぶと

なっておりますが、もともとは学校に行けない、経済的に学校に行けなくて学力を補償するために当

時の先生方からやむにやまれず無償で始めたことだと思います。ところがそれがどんどん法がなくなっ

てもまだ続けられていると、今度は差別やいじめに負けないということでありますが、この問題がな

んで問題かというと特定の地域なのです。法が失効して同和対策の対象地域あるいは対象人員どの人

がどうのこうのという、こういうことは一切あってはならないですね。特定されてはならないのです

よ。これを特定地域でやっているということは、ここは同和対策の地域なのだということを宣伝して

いるようなものですよ。私、埼玉の吉川町というところでは、親御さん達がもう止めてくれと、そん

なことやっているとここが特別な地域なのだ、特別な子どもなのだと扱いを受けてしまうから止めて

くれと、当時は役場が止めるのに抵抗したそうであります。ですから、本当にこれが同和対策問題の

解決に、これが目的なのかもう一度お尋ねします。同和問題を解決するためにこの事業をやっている

のかどうか、そうじゃないということなのか、確認をしたいと思います。 

学校人権教育研究会でありますが、人権を身につけるのに大いに役立っているということでありま

すが、人権を身につけるのは教師として当然のことであります。人権感覚がないような教師では困る

わけです。ですから、任意団体の研究会ですよ。入りたくない人は本当は入らなくていいのですよ。

そこに補助金という形で人権の感覚を身に付けてもらうというのは、これはおかしいのではないです

か、合理性がないと思います。本当に人権感覚を身につけなくちゃならないということであれば、補

助金であってはならないわけでしょう。任意団体だけ任せにするわけにはいかないわけでしょ。です

から、これは人権教育を素養を身に付けるということであれば、任意団体への補助というのはもう時

代にそぐわないのではなかろうかと思いますけれど、目的と効果について、もう一度お尋ねをいたし

ます。 

○議 長（大田黒英生君） 企画部長木村 誠君。 

○企画部長（木村誠君） 荒木議員のご質疑にお答えいたします。 

まず５千円の単価非常に厳しいものがあるというようなお尋ねかと思います。各団体におかれまし

ては少ない予算の中での町づくりに対して私共も非常に感謝申し上げているところであります。５千

円がいいのか、あるいはもっと上げたほうがいいのか、どこのラインで線を引くのかという非常に私

共も判断がしにくいものがありますし、各既存の活動されている中での私共の助成でありますので、

そのあたりでも今のところ５千円でいかせていただいているというころであります。今お聞きしまし

たことにつきましては、各団体との来年度開校に向けての中で協議させていただければと思っており

ます。会場代の免除等につきましても、同様に現在各団体につきましては、活動されている団体を前

提といたしております。そういうこともありまして、各団体の活動の中ではそれぞれその団体の予算
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の中で会場費等を捻出いただいているものと理解しております。その中で私共がお願いしている地域

づくりの事業についての線引き等の難しさもありますので、現在会場代等につきましては改めて予算

化というのはいたしておりません。そのあたりにつきましても、運営委員会等もございますのでその

中で検討させていただきたいと思っております。 

以上です。 

○議 長（大田黒英生君） 福祉部長岩尾昭徳君。 

○福祉部長（岩尾昭德君） 荒木議員の再質問にお答えいたします。 

 先ほどの若草児童学園の民間移譲の関係でございますけれども、今おっしゃいますように入所児童

に対しますサービスの充実とそれから支援が大変重要になりますので、先ほど保護者会としては現在

の学園の環境をそのままお願いしたいというようなことでございますけれども、平成２４年度期間中

にやはり保護者の方への十分な説明と、またそういったことを進めながら、保護者の方に納得してい

ただいた上で進めることは必要でございますので、平成２４年度中にその辺のところは十分説明しな

がら、また検討してまいりたいと思っております。 

よろしくお願いいたします。 

○議 長（大田黒英生君） 総務部長德永保則君。 

○総務部長（德永保則君） 荒木議員の再質疑にお答えいたします。 

 端的に同和問題解決のためかという形ですけれども、大津町ではこれまで同和問題の解決を重要な

課題と位置づけまして、振興総合計画後期計画の中においても未来を開くふるさとづくりの中で、人

権を尊重する社会の実現という形で人権啓発福祉センターを地域福祉の向上や住民交流の拠点として

の役割を再認識し、全ての人の人権が尊重される町づくりへと発展させていくために事業を行ってま

いっております。今後もこの方向性に基づいて事業の推進をさせていただきたいという形で思ってお

ります。 

以上です。 

○議 長（大田黒英生君） 教育部長松永髙春君。 

○教育部長（松永髙春君） 荒木議員の再質疑にお答えいたします。 

 その前に、先ほど私勘違いしておりまして、家庭的保育事業の部分につきましては３、２、１の１

３の委託料のところの質問でございまして、私先ほど補助金の開所のところということで、両方関係

ございますのでそこを間違っていたしました。改修のほうが今年度やっておりますけれども、今年度

も一応３７万８千円を予定しております。それから委託料のほうは１千６３８万１千円ということで、

先ほど説明した１千６３８万１千円の単価が先ほど説明した内容でございます。すみませんでした。 

それから、再質問の内容でございますけれども、まず大津町学校人権教育研究会は昭和５０年に大

津町における学校人権教育の研究と推進を図ることを目的に大津町小中学校にかかわる全ての職員を

会員として発足しております。会の運営につきましては、会員から会費１千円のほか町からの運営補

助金。当初は２５０万円でしたけれども、現在は２００万円ということで行っております。そういっ

た主催事業といたしましては、先ほども説明いたしましたけれども、いろいろな研究会とか研修会と
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か実践交流会とかやっているところでございます。毎年中身については、いろいろ検討なされてきて

おりますけれども、その中で先ほどは町のほうからの成果ということで述べさせていただきましたけ

れども、会のほうからの本年度の成果もいただいておりますのでご紹介をしたいと思います。まず、

「解放へ向けて」というのを作っておりますけれども、実践集それから指導案集でございます。身近

な生活での学習課題、地域生活での学習課題、それから歴史からの学習課題など、子ども達の発達段

階に応じた実践が各学校からの代表レポートや学習指導案としても掲載されてございます。この解放

へ向けての作成手順につきましては、先ほど説明いたしましたけれども作成する段階において１年間

の部落問題学習や子ども達との関わりですね、人権教育との関わりの中で差別や偏見を許さず、生き

る力を持った子ども達を育てることになり得ているのかを検証していく、より良い実践を創造するエ

ネルギーとなっているということでございます。それから、「かいほう」につきましては各小中学校の

児童生徒が作成した人権作文の中から特に優れたものを掲載しております。子ども達に家族のことを

しっかり見つめさせたいときなど、この作文集から抽出して子ども達に紹介することがございます。

また、教師自身にとっても差別の問題と自分自身を重ねるとはどういうことなのかということについ

て、この作文集を読むことで学習することができる。要するに作文集は教師自身の人権教育の取り組

みの検証軸ということになっております。そしてこの作文集に向けた取り組みの中から北中では県人

権の作文で最優秀賞を受賞し表彰されたということでございます。 

○議 長（大田黒英生君） 荒木俊彦君。 

○１５番（荒木俊彦君） 最後にお断りしておきますが、人権教育の補助金ですね。人権を身につける

ことはもう本来欠かすことのできない教師の資質に関わる問題で、それが任意の団体に補助金という

形でずっと続けられているというのは、本当に必要であればこれは補助金というのはおかしいですよ

ね。事業でやらなければならない。そういう意味でお尋ねをしたところであります。 

  以上でございます。 

○議 長（大田黒英生君） しばらく休憩いたします。午後１時１０分から開会します。 

午後０時０５分 休憩 

                    △ 

午後１時０８分 再開 

○議 長（大田黒英生君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 ほかに質疑はありませんか。 

○議 長（大田黒英生君） 金田俊二君。 

○１番（金田俊二君） ４点ほど質問いたします。 

 １３ページ、歳入ですけれども個人町民税、固定資産税の過年度分、説明書では昨年の実績に基づ

き増額されているということですけれども、徴収関係に携わっている職員大変きつい思いで徴収をし

ていると思います。例えば、個人自宅訪問をして１千円徴収していくということも、あるいは２千円、

３千円ということもありながら、徴収していると思います。その中にあって、昨年の実績に応じて増

額をしていると。そういうことですけれども、大変な努力がその中にあるのではないかと、そういう
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ことで特別な徴収方法、そのようなものを現在やっているかとそういうことをお伺いしたいなと思う

のが１点です。 

それから、３３ページ地域教育コーディネーター育成活用事業ですけれども、これは３分の２の補

助ということでございます。地域の人材を活用していくということで北中校区に４人ということでお

伺いしておりますけれども、その事業の内容それからその事業による効果、そういったことをお伺い

したいと思います。 

５６ページ、新地方公会計整備、新業務委託、昨年は土地台帳の整備ということで説明がなされま

した。今年の内容はどんなものか。それから、これは国の通達に基づいて市町村の企業の連結決算、

そういった手法を取り入れて、ご存じのように北海道の夕張市みたいな破綻を防ぐということで、国

も通達しているということかと思います。最終的に公会計の整備をどのように考えられておられるの

か、例えば現在も貸借対照表とか公開はされていると思います。財務諸表の整備をやって公開をする

ということを今までやってきておりますけれども、その辺に対してどのような影響があるのかそのこ

とをお伺いしたいと思います。 

それから、歳出ですけれども９６ページ障害児保育事業委託。これは重度障害児、軽度障害児とい

う形で説明欄に載っていますけれども、軽度発達障害いわゆる障害手帳を持っていない子も軽度発達

障害という形で規定されていると思いますけれども、この軽度発達障害も以前は県の補助あたりあっ

たというふうに聞いていますけれども現在はないというふうに聞いています。その中で保育園の保育

士の先生方、非常に軽度発達障害の子ども達だんだん増えていくっていくような状況の中で、張り付

く保育士の先生方増やさないと対応できないと、一度預かった子ども達を怪我させてはいけないし、

というような思いで一生懸命されていると思います。この辺の制度的な補助がなくなっても大津町は

若干それを超えてやっているのではないかというふうには思いますけれども、尚一層の増えている中

での先生達の現状を勘案して制度をもっと拡充する必要があるのではないかということをお伺いした

いと思います。 

以上です。 

○議 長（大田黒英生君） 総務部長德永保則君。 

○総務部長（德永保則君） 金田議員さんのご質疑にお答えさせていただきます。 

 まず、個人町民税の関係の固定資産税の過年度分についての実績等のご質問でございます。徴収の

取り組みといたしまして、昨年の４月に熊本県と県税及び市町村税の徴収向上対策に係る職員派遣協

定を締結させていただいております。それによりまして、菊池振興局税務課職員１名の派遣を受けて

いるような状況でございます。更に、昨年の１０月菊池郡市４市町によります、滞納整理に関する技

術向上を促進し、地域内、市町間の事務処理の効率化、合理化等を図り地域内市町の市町税、国民健

康保険税の税収向上に資するため税務職員を相互に派遣するための協定を４市町で結ばせていただい

ております。そこで、まずは町県民税滞納者に対する徴収強化計画を策定し、取り組んでまいりまし

た。内容としましては共同催告を行い滞納者との接触が図れたものに対しまして、県から提案があり

ました確認文書、納付確認文と分納確認文書等でございますけれども、それを有効に活用し分納監視
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を行わせていただきました。平成２４年本年度の徴収対策につきましても継続の重要性から、町県民

税進行管理表を更に改善活用し徹底した進行管理及び催告、滞納処分等の滞納整理を実施しまして、

徴収率の向上に努めさせていただきたいと思っております。 

続きまして５６ページの新地方公会計整備支援業務委託の件でございます。議員ご存じのように、

この業務委託については、平成２２年度から３ヵ年計画で実施させていただいております。業務の内

容としまして町の財産台帳の整備及び、議員が言われました総務省通達によります特別会計や一部事

務組合を含めた連結決算の財務諸表を作成するものでありまして、町所有の土地台帳の整備で税務デー

タ７万３千ピースの既存の土地台帳、登記簿、字図等を突合しまして現在パソコンで管理するように

なっております。平成２４年度におきましても評価図面の作成、評価額の算定、公有財産管理システ

ム、データ設定業務を行うつもりでございます。将来的には未利用財産処分等に利活用できるものと

確信をいたしております。 

あと、財務諸表関係については企画部長のほうから説明をさせます。 

以上でございます。 

○議 長（大田黒英生君） 企画部長木村 誠君。 

○企画部長（木村 誠君） 金田議員のご質疑にお答えいたします。 

  現在大津町におきましては、普通会計におきまして総務省方式によりバランスシート、行政コスト

計算書を作成公表いたしております。地方会計整備の充実を図るとともに、いま現在東京都や浜松市

のほうで会計システムの公表が進んでおりますので大津町におきましても可能な限り住民の方にわか

り易い公表に努めるような努力をしてまいりたいと思っております。 

○議 長（大田黒英生君） 教育部長松永髙春君。 

○教育部長（松永髙春君） 金田議員の質疑にお答えいたします。 

  ３３ページの１５の２の７の２の社会教育費補助金の中の地域教育コーディネーター育成活用事業

の内容ということでございます。地域コーディネーター先ほど４名ということだったのですけれども、

今年度に関しましては、地域性がございますので北中が１名、護川は以前地域支援本部事業を行って

おりましたので１名、室が２名、北小が地域性がございまして３名ということで計７名で、今年度行

なわせていただくということで今予定をしているところでございます。地域コーディネーターは学校

支援ボランティアに実際に活動を行ってもらうなど、学校とボランティア、ボランティア間の連絡調

整などを行い学校支援地域本部の実質的な運営を担うもので、学校支援地域本部の中核的役割を担い

その成果を左右する重要な存在ということでございます。これに関しては、国、県のほうも力を入れ

てきているところでございます。具体的にはそれぞれの学校の状況に応じて地域ぐるみで学校の教育

活動の支援が行われることで、教員や地域の大人が子どもと向き合う時間が増えるなど、学校や地域

の教育活動の更なる充実が図られるとともに、地域住民が自らの学習成果を活かす場が広がり、地域

の教育力が向上することが期待されております。支援活動の内容はいわゆる学校管理下の活動が対象

となりますが、例えば授業の補助に入る。ドリルの採点を行うなど授業の補助や実験実習の補助等の

学習支援活動。それから部活動の指導。図書の整理や読み聞かせ、グラウンドの整備や芝生の手入れ、
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過大な樹木の整備等の環境整備、それから登下校時における子どもの安全確保、学校行事の運営支援

など、学校のニーズに応じて様々なものが考えられます。そういったものの中から学校が計画をして

コーディネーターのほうにお願いをして、コーディネーターが連絡調整をしていくということでござ

います。 

それから９６ページの３の２の１の児童福祉費の中の障害児保育事業委託の中の軽度発達障害の児

童の問題でございます。議員が心配されておりますように、全国的に特性のある子どもが増えてきて

おります。保育園、幼稚園、それから小学校に入りますと低学年、いま大津町でもかなり増えてきて

おります。現在、国、県の補助はございません。町単独事業として、医師などの診断書、各保育園か

らの状況報告書を基に実態を調査して委託をしているところでございます。当然公立の大津保育園に

も何名かいらっしゃいます。平成２４年度におきましは、事前に調査を今現在の中で私立２園７名の

予算を計上しているところでございます。実際平成２４年度年度に入りまして、そういった子どもさ

んがいらっしゃった場合は途中で補正をお願いする場合もございますので、その時はまたよろしくお

願いしたいと思っております。 

○議 長（大田黒英生君） 金田俊二君。 

○１番（金田俊二君） まず、最初の質疑で非常にいい改革がなされているのは、これは町県民税とい

うことで県の職員もおそらく兼任辞令あたりをもらって活動しているのだろうなというふうにおもい

ますけれども、改革推進派の元の三重県の北川知事この時代に同じようなことを最初に手がけた県の

振興局の税務課あたりで本当に税の本質、住民にとって、県民にとって税というのはどういうものか

ということを、県庁内の職員同士話し合って、最終的にそういったシステムを作り上げたというふう

に聞いております。改革の流れがこの熊本県にも来ているというふうに理解しているところです。更

に一層そういった県庁内の肩書きを超えたオフサイトミーティングというミーティングを通して県庁

の職員自身が変わっていくというような、そういった過程をとおしてこういったものがでてきたと、

大津町においてもそういった職員同士の話し合いで改革がなされていくと、若い層もあるいは肩書き

部長、課長級も含めてそういった改革の流れを作っていくというのは非常に重要かなと、このことを

聞いて思ったところです。 

それからもう１つ、９６ページの障害児保育事業委託については補助もなくなって、町はやってい

るということでございます。非常に喜ばしいことだと思います。私はなんで質疑をしたかというと、

実際に保育園で働く人、あるいは運営している人が金田さんこんな状況なのですということを訴えら

れたことに基づいて質疑をしております。ということは、まだまだ不十分だというような意識を持っ

ております。これに満足することなく先ほど実態調査をやるというふうに言われましたけれども、本

当に職員の皆さんがどういう形で発達障害の児童達と関わっているのかということも確かめて拡充が

必要なのだというところは拡充していただきたいと、他にも県の補助がなくなっても大津町は独自で

やっているそういったところがあります。例えば研究指定校補助金、もう補助がなくなっています。

でも、３０万円ぐらいの予算を独自で一般財源でやっているという、そういったこともありますので

要は実態を把握してそして拡充すべきところは、もっと拡充すべきではないかと思います。更に障害
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ということで言えば親の同意、そういったことも必要になるかと思います。親との接触そういったこ

とも含めて是非外に向かった行政、そういったことをやっていただきたいなということを申し上げて

質疑を終わります。 

○議 長（大田黒英生君） ほかに質疑ありませんか。 

手嶋靖君。 

○１１番（手嶋靖君） 私は１点だけお尋ね申し上げたいと思います。 

  予算書の１２８ページ、３の林道新設、林道の改良費でございますが、補助金の中に緑資源幹線林    

道菊池・人吉線、大津町の受益者の補助金がでておりますけれども、この受益者組合ですけれども、

受益者というのは何名おられるのか、それから組合の活動はどうされているのか、これは継続的にさ

れるのかその点をお伺いしたいと思います。 

○議 長（大田黒英生君） 土木部長中山誠也君。 

○土木部長（中山誠也君） 手嶋議員の質疑にお答えいたします。 

  補助金のうちの緑資源林道関係だと思います。一応、事業関係は平成１８年度に完了しておりまし

て道路の管理等については町のほうに移管されております。これに関しまして受益者負担金の償還関

係、受益者負担分の５％ということで、組合のほうに町のほうが補助をしているということで、人員

については今手元にありませんので、それは後ほどお答えしたいと思います。 

以上です。 

○議 長（大田黒英生君） 手嶋靖君。 

○１１番（手嶋靖君） この補助金というのは、次年度もやられるのですか。その時だけでしたか、

その点も確認したいと思います。 

○議 長（大田黒英生君） 土木部長中山誠也君。 

○土木部長（中山誠也君） 補助金につきましては、平成３９年度まで支払うということになっており

ます。 

○議 長（大田黒英生君） ほかにありませんか。 

  永田和彦君。 

○１２番（永田和彦君） 質疑いたします。 

８ページの債務負担行為について質疑をいたします。債務負担行為、我々も「議員必携」というも

のをもっておりまして、よくよく読んでみました。先のことであるから安易に行われがちであり、加

えて後日の紛争の種になり易いということで、明確性に欠ける。それはもう将来のことだからしょう

がないですけれども、ここに注意すべき点として何点か書いてありまして、この８ページを見たとき

に、例えば私が思いますところが、この議場を離れて説明があったあとに一昨日部長と話した経緯が

ありますけれども、１行目２行目あたりの電気自動車、電動バイクの借り上げ料あたりというのは、

債務負担行為が上げるべきなのだろうかということを聞きました。ここで問いたいのは、実際電気自

動車の借り上げや電動バイク、こういったものは日進月歩の世界、まさしくイノベーションの中で技

術進行の中で日々変わってきております。これを、今現在平成２４年度の予算をこの議会で審査する



 94

中で平成２５年度から先のことを限度額としてはだしてあります。それも、細かく１千円までだして

いるところもあると。この積算の仕方ですね、実際ハイブリッド車が走り始めて、そして電気自動車

も結構走りだしたと、しかしながら世界的な流れからすると作りが複雑すぎて値段が高くなるから、

逆に簡素化して軽くしてというような概念もでてきている。ということは非常に先が読めないと思う

のですよ。まさしくこれから先のこと、平成２４年度の予算を今からするときにですね、平成２５年

度以降の例えば電気自動車借り上げ料あたりにしましたら５年間という債務負担行為の上げ方なので

すね。果たしてこれは本当に上げるべきなのかなと、だったら我が町は本田技研工業に非常に恩恵が

ある町でありますので、ホンダあたりがやることに対して、経済の発展という形でお手伝いを何らか

はやりたいというふうに考えたときに、どういった予算の組み方をした方がいいかなと考えたときに

は、この額、自動車の借り上げ料あたりが５年間で総額として７９２万円、まあ８００万円弱ですね。

とすれば町の専決処分あたりを利用したらどうかなと。それこそ経済というものはいちいち補正予算

を組みました、予算で上げました、それからいつ執行するかまだ定かでありませんよよりも、急を要

することが私は多いと思うのですよ。ですからどちらかというならば、専決処分あたりで町長に変な

判断はされないと思いますので、ある程度この議会の委任による専決処分という手法があるのですね。

どうしても、議会を開くことができない時の町の専決処分とかありますけれども、やむを得ない場合

ですね。ではなくて、議会から委任するのですね、そういった形のほうがよっぽど経済に与える効果

というか、そのリアルタイムに反応ができやすいと思うのですよ。そういった形のほうが好ましいの

ではないかなという部分が１つと、６行目あたりに飼料の燃油価格あたりの高騰の緊急対策資金利子

補給ですね、これは今までだしたやつに対してからの利子補給かもしれませんが、高騰したときの例

えば原油価格あたりは為替もありますけれども、産油国の都合もあるでしょう。これも今年、来年、

読めないというのを債務負担行為として１年限り、平成２５年、平成２６年という形でだしてありま

す。そういったことを考えますればいかがなものかなと。将来もこれは予測できないことではないか

なと思うのですよ。それこそ債務負担行為というのは予測できないと言いつつも、例えば内容が債務

保証契約とか損失補償とか、それはもう額がはっきりしないよと、しかしながら損失あたりは補償は

でてくるよといったときに立てるものかなと、そういったことを考えますので将来がこれは読めてい

ないのではないかなと、それを安易に将来負担しますよという宣言をこの債務負担行為でなされるの

はいかがなものかと思われますので、２点ですね、積算の根拠やそういったものについてお伺いした

いと思います。 

○議 長（大田黒英生君） 企画部長木村 誠君。 

○企画部長（木村 誠君） 永田議員のご質疑にお答えいたします。 

まず最初の電気自動車、並びに電動バイク等の債務負担行為でございますけれども、当初の予算説

明でも申し上げましたが、国・県が進めておりますＥＶあるいはプラグインハイブリッド車の町づく

りのための、町もそれに加わっていくというところの取り組みであります。県におかれましては本田

技研工業様と平成２２年８月に次世代パーソナルモビリティによる実証実験の包括協定を結ばれてお

ります。その中で県ならびに本田技研工業様のほうから是非大津町でも取り扱ってくれと、参加して
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いただきたいというような申し出があり、今回債務負担行為ならびに予算を計上したものであります。

車種等につきましてすでに本田技研工業様のほうで手作りで作成中の車両があり、それらについて企

画等のご相談を受けておりますので、それに基づきました債務負担行為をさせていただいているとこ

ろであります。 

続きまして、原油高騰緊急関係とありますけれども、これにつきましてはすでに今現在予算計上い

たしまして継続中の案件でありまして、実際に利子を受けていらっしゃる方々の経済状況がまだ厳し

いというところで、そういうような状況がありまして一層の利子補償をお願いしたいというところで

今回継続という形の債務負担行為をお願いしているところであります。 

○議 長（大田黒英生君） 永田和彦君。 

○１２番（永田和彦君） 再度質疑いたします。 

電気自動車については、県も本田技研工業さんとそういった約束事を契るという、それはいいこと

ですよね。それは町も協力しなければならないと思います。しかしながら県もやっているから町も順

ずるのは気持ち的にはわかります。しかしながら県の財政と町の財政は別物でありますので、これが

どうも引っかかるのは平成２５年から平成３０年という長期に渡って５年といったらものすごく技術

革新というのは変わってしまうんですよ。今こういった形で私が質疑をしていますけれども、なんて

いう質疑やってたのって言うくらいになってしまう可能性さえあるのですね。だから先が読めないと

思うのです。不確実性があまりにも大きすぎるかなと、そしてまたわかりませんけれども、そういっ

た電気自動車のステーションを作るとか今回上げられていましたよね。こういった企画あたりが、世

界中のすべからく輸入自動車もありますので、そういったものに対応するのかなとか思ったりします。

ですから、別に協力体制をやるなというわけではないのです。ここで示したほうがいいのか、それと

もやはり変化する世の中の中で、逆にそういった自由な形で町長がそういった専決処分、議会の付託

を受けて、これは急を要したから専決処分を発動しましたというふうがいいのかなと思う部分であり

ます。それと、利子補給のことを言いましたけれども、まあ変動しますそしてもうすでに借り入れた

方に対してからはどうしても利子が重荷になってくる部分はあると思いますので、それはわからない

でもないですけれども、実際経営はどこも大変です。一次産業だけではなくて、二次産業も、三次産

業もそうでありますが、この再度質疑したいのは、この５年間というのが私はどうしても引っかかっ

てしまいます。これは５年間、例えば平成２５年から平成３０年というのは正しいものだろうかと、

総額あたりはちゃんと７９２万円ですよってだしてありますけれども、正しい債務負担行為の上げ方

かなというのはどうしても疑義が残ってしまう部分です。５年間は読めないと思います。この点につ

いて再度質疑いたしたいと思います。 

○議 長（大田黒英生君） 総務部長德永保則君。 

○総務部長（德永保則君） 永田議員の再質疑にお答えいたします。 

昨今の経済状況という形で半導体にありし、ＥＶにありし、ＰＨＶという形の状況は現状として社

会変化はすごいスピードで終わっているというのが状況です。本田技研においても今回このＥＶとい

う形で他社メーカーについてもタクシー業界等ではすでに走っているような状況でございます。国の
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ほうとしても環境対応という形でこの普及を目指すという形で、我が地元には本田技研という工場が

立地しておりますので、その関係で一応話があっているような現実でございます。それから実際的に

平成２４年、今年度からですのでリース期間は６年という形になるという形でございます。通常考え

る普通自動車、ガソリン自動車については５年が減価償却という形での運びになるだろうと思います。

その設定で一応６年という形に直接のリース会社との契約になるという形で思っていただきたいと思

います。 

それから、電動バイクについては４年という形でちょっと短いのですけれども、そういう形でのリー

ス契約という形になります。それから１つ議会による専決処分というお話があっておりますけれども、

実際直接専決処分というのは、なかなか難しいところでありますし、議会の承認を得るのが建前になっ

ております。要するに災害時の補償とか問題で町長の専決というのもありますけれども、よその市町

では２００万円以下とか、そういうときの災害補償等については町長の専決処分という形はできると

いう形の条例関係の制定もなされているような状況でございます。その件については別に勉強させて

いただきたいと思っております。リース会社の関係で一応６年という最少の規定がありましたので、

今回限度額という形で債務負担行為を上げていただいております。今言ったように、毎日毎日この業

界変わっておりますので、その辺は十分監視していきたいなという形で思っております。 

以上でございます。 

○議 長（大田黒英生君） ほかに質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（大田黒英生君） 質疑なしと認めます。 

 次に、議案第３１号を議題とします。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（大田黒英生君） 質疑なしと認めます。 

 次に、議案第３２号を議題とします。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（大田黒英生君） 質疑なしと認めます。 

 次に、議案第３３号を議題とします。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（大田黒英生君） 質疑なしと認めます。 

 次に、議案第３４号を議題とします。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（大田黒英生君） 質疑なしと認めます。 

 次に、議案第３５号を議題とします。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（大田黒英生君） 質疑なしと認めます。 

 次に、議案第３６号を議題とします。 
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 荒木俊彦君。 

○１５番（荒木俊彦君） 後期高齢者医療の特別会計についてお尋ねをいたします。 

予算書の１４ページになります。項１の健康診査費の中で１４ページの委託料、健診委託料が３７

５万９千円となっておりますが、昨年の当初予算は７６１万円でありました。つまり約半分ほどに健

診委託費が減らされております。多分健診率の目標が大幅に引き下げられたのではなかろうかと思い

ます。その内訳をお聞きしたいと思います。あわせて人間ドックの委託が新規として７５万円計上さ

れました。これは７５歳になっても他の人と同様に人間ドックを受けられているということで大変改

善されたということで歓迎をするところでありますが、この人間ドックの委託について、その内容に

ついてお尋ねをいたします。 

○議 長（大田黒英生君） 福祉部長岩尾昭徳君。 

○福祉部長（岩尾昭徳君） 荒木議員のご質疑にお答えいたします。 

 後期高齢者の医療特別会計の中で、健康保持増進事業の委託料関係でございますけれども、健診関

係につきまして熊本県後期高齢者医療広域連合が保険者で事業主体となっておりますけれども、目標

の受診率といたしまして平成２２年度、平成２３年度の保健料率の改定時の目標受診率は２０％に設

定されておりました。市町村の平成２３年度の健康診査受診率向上計画の目標受診率結果は１１.０３％

と広域連合が設定いたしました目標受診率とそれから市町村が示す目標受診率との間に大きな乖離が

あっております。その集計結果を基に目標受診率を前年度比１％以上の向上を目指して、１２％に設

定されたものです。健康審査の費用につきましては国の事業補助金と被保険者の保険料でまかなわれ

ることになります。平成２４年度、それから平成２５年度の保険料率の改訂にあたり目標受信率を過

大に設定しますことは保険料算定においても影響を与えるものであり、目標設定の変更が行われてい

ます。受診者数で申し上げますと平成２３年度が受診率２０％で１千１０３人、大津町の場合でござ

いますけれども、それから平成２４年度が受診率１２％で５２５人分の予算計上を行なっております。

この健診率につきましては、平成２２年の県平均で申しますと８.７９％となっております。次に人間

ドックの内容についてでございますが、平成２４年度から７５歳以上の被保険者の方の健康維持のた

めに後期高齢者の人間ドック受診の一部を実施する予定でございます。一人当たり２万５千円を上限

といたしまして助成するものです。３０人分を予定しております。これにつきましては国保の人間ドッ

ク助成と同様の制度となるものです。助成金につきましては１万５千円を広域連合のほうから受け入

れするようにいたしております。 

以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議 長（大田黒英生君） 荒木俊彦君。 

○１５番（荒木俊彦君） 健診率は厚生労働省が昨年まで２０％、平成２４年度に関しては更に厚労省

のほうでは目標を引き上げているはずであります。それなのに２０％は確かに達成していない。九州

の各県の中でも熊本は最低となっているわけですけれど、ただでさえ低い受診率を、目標を更に引き

下げるというのは本末転倒ではなかろうかと、何も広域連合の言うがままに目標を引き下げる必要は

ないと思いますし、目標を達成するためにどういう努力をするかが問われているのではなかろうかと
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思うわけです。それとあわせて、先進自治体では本人の自己負担分を無料にして、例えば沖縄県では

どこの病院に行っても７５歳を過ぎれば自分で病院と交渉をして、そこで健診を受けることができる。

しかも無料である。７５歳まで頑張ってこられた、ご苦労様ですどうぞ元気で長生きをしてください

という表れだと思うのですけれど、近隣・県内あたりでこの健診費用を無料にしている事例は、ある

かないか、それから目標例えば１２％だったら必ず引き下げた目標ですから突破する。そういう目標

設定で臨んでいかれるのかどうかお尋ねをいたします。 

○議 長（大田黒英生君） 福祉部長岩尾昭徳君。 

○福祉部長（岩尾昭徳君） 荒木議員の再質疑にお答えいたします。 

  設定された受診率がございますけれども、今後その辺の受診率につきましては、先ほど申し上げま

した健診費用後期高齢者医療広域連合でも保険者が事業主体ということで、補助金と保険料でまかな

えることになりますので、そういった面については今後、それから受診率面におきましてもできるだ

け大津町におきましても受診監視を進めながらやっていく必要ございますので、全体的には今後につ

きましては広域連合のほうにも、町としても要望をしていきたいと思います。それから、受診率関係

で健診関係の無料関係でやっている分につきましては、後期高齢者医療広域連合に問合せをいたしま

したが、この制度では現在実施の市町村はないとのことでございました。ただ、新聞にも掲載されて

おりましたけれども、これは後期高齢者医療ではございませんけれども、国保関係では宇土市のほう

が今回特定健診で無料化して実施をされるというようなことで、新聞掲載をされているところでござ

います。そういった面におきましてはできるだけ住民の方が健診を受けられて、早期発見早期治療と

いう形で健康で過ごしていただくような形での取り組みを全般的に進めてもらいたいというふうに思

います。 

○議 長（大田黒英生君） 荒木俊彦君。 

○１５番（荒木俊彦君） ２０％だった目標を１２％に引き下げるわけですから、それで１２％は必ず

突破できるものと期待をしておきたいと思います。それからもう１点だけ、沖縄県も市町村が独自で

健診費を無料にすることから始まって最終的に広域連合全体で全部無料になったという経過があるよ

うでございますので、是非大津町でもご努力をお願いしたいと思います。 

以上です。 

○議 長（大田黒英生君） ほかに質疑はありませんか。 

  〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（大田黒英生君） 質疑なしと認めます。 

次に、議案第３７号を議題とします。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（大田黒英生君） 質疑なしと認めます。 

次に、認定第１号を議題とします。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（大田黒英生君） 質疑なしと認めます。 
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 これで、質疑を終わります。 

  

     日程第２ 委員会付託 

 

○議 長（大田黒英生君） 日程第２ 委員会付託を行います。会議規則第３９条第１項の規定により、

議案第８号から認定第１号までをお手元に配付しました議案委員会付託表（案）のとおり所管の委

員会に付託します。 

  以上で、本日の日程は全部終了しました。 

  本日は、これで散会します。 

午後１時５８分 散会 
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一  般  質  問 

 

１２番 永 田 和 彦 君     ｐ112～ｐ123 

 

     １．指定管理者制度の問題点 

(1)指定管理者制度の目的は、公の施設に対する多様な住民ニーズに、より効果的、効

率的に対応するため、公の施設の管理に民間の能力を活用しつつ、住民サービスの

向上を図るとともに、経費の節減等を図ることである。 

だが、この目的を達成するための条例が安易な解釈により悪い方へ傾いている。

町民の利益を無視し多くの税金を使い、大赤字会社に管理委託した最悪の施設もあ

る。 

県も指定管理者選定をめぐって公平性の欠如が指摘され運用指針を見直した。町

長に改善を求める。 

      

２．現代の人権教育に求めるもの 

(1)東日本大震災被害者に対する不当な差別、いじめ、児童暴行や虐待は過去最多。自

殺者は平成１０年以降、１４年連続の３万人超え。日本は明らかに病んでいる。 

教育に助けを求めたいのだが、長年人権教育に多くの予算と時間を使った結果で

もある。全ての要因が教育にあるのではないが、主義主張や権利を無責任に使う人

は多くなり礼節も廃れた。 

時代に合った「責任、自由、権利」のバランスを人権教育に求めたい。 

 

９番 坂 本 典 光 君     ｐ123～ｐ130 

 

     １．「子育ての町」の推進 

(1)町長の施政方針の中で、引き続き、子育ての不安や負担の解消、および要保護児童

対策を推進すると述べられている。これは若い夫婦が子育てし易い町を目指すもの

である。若い人を増やし、町の人口を増加させることは、力強い大津町をつくるこ

とにつながる 

 

     ２．友好都市宣言 

(1)中国、韓国の発展は目覚ましい。これからはアジアの時代であるとしてアメリカは

アジア重視の方向を打ち出している。まずは歴史的にも地理的にも切っても切れな

い韓国の都市と友好都市になるべきだと思う。 

アジアでともに生きる人間として友好を育み、さらに考え方、行動様式、国民性



 106

の違いをはだで感じることは自分自身を客観的に見つめることにつながる。 

そこを拠点にして韓国、中国の情報を仕入れることも大事である。 

 

     ３．包括支援センターの名称について 

(1)役場の横に包括支援センターがある。なんの支援か名称からは分かりづらいとの町

民の苦情がある。名称を変えるつもりはないか。 

 

１５番 荒 木 俊 彦 君     ｐ130～ｐ141 

 

     １．子育て支援充実の町づくりは活気あるまちづくりにつながる 

(1)大津町は人口、子どもの人数が増えている。町の子育て支援が功を奏してきたと考

えられる。一方で夫婦で働き続けないと生活が大変、また女性の就労社会的活動の

ためにも保育の充実が求められている。町の子育て支援、保育体制の前進が必要で

ある。 

 

     ２．公共事業のあり方 

(1)美咲野小学校、交流センターなど公共事業が相次いでいるが、町内の技術者がどれ

ほど働いているか、実態はどうか。自営業者、職人、労働者の賃金に関心を持たな

い公共事業は、行政の責任放棄ではないか。公契約条例を真剣に勉強、検討してき

たか。 

 

     ３．自然エネルギー先進地を目指せ 

(1)自然エネルギー先進地を目指す決意をすること。町民への普及を進めるためにも、

町民・専門家を交えて条例制定を真剣に考えるべきではないか。 

 

６番 大 塚 龍一郎 君     ｐ141～ｐ146 

 

     １．大震災と教育行政 

(1)今後の被災地復興支援の計画、活動について伺いたい。 

(2)東日本大震災を学びの材料としてのテーマで取り組んでいる教育現場について伺い

たい。 

(3)中学生の修学旅行を東北被災地研修をする計画について伺いたい。 

 

     ２．相撲土俵建設 

(1)郷土力士の不知火光右衛門を誇りとして、子ども達の体力、精神力養成のためにも、
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相撲への愛着のためにも、常設の土俵は必要である。 

 

 

８番 月 尾 純一朗 君     ｐ146～ｐ155 

 

     １．新規就農総合支援事業「青年就農給付金」について 

(1)深刻な若者の就労問題。現在、定職を持たない若者のフリーターは、全国で約２０

０万人。学校を卒業しても就職も進学もしない無業者、若年失業者は約１００万人

といわれる。大津町の状況と、それに対する取り組みは。 

(2)農水省では、新たな取り組みとして、４５歳未満の独立自営就農者に対して５年間、

年間１５０万円を支給する事業を開始する。町はこの事業に手を挙げる考えがある

か。 

 

     ２．脳せき髄液減少症患者の救済について 

(1)大津町の状況は。 

(2)自分の血液を注入して髄液の漏れを防ぐ「ブラッドパッチ療法」に助成をして患者

の経済的負担を助ける考えはないか。 

(3)早期発見、早期治療のため、学校関係者や保護者を対象とした研修会等が必要であ

ると思うがそのような考えはないか。 

 

     ３．スポーツツーリズムの推進について 

(1)スポーツによる観光振興、地域活性化とその経済効果を目指した取り組みの推進の

考えはないか。 

 

２番 府 内  博 君     ｐ161～ｐ172 

 

     １．２４年度から中学校の武道必修化について 

(1)「伝統と文化を尊重」という改正教育基本法の条文を反映したものだが最も心配な

のは安全面、武道場の整備は、柔道、畳、柔道着、剣道防具、竹刀等の整備が取ら

れているのか。 

(2)指導者の養成、確保はされているのか。 

①柔道専門の教諭は限られており、いわば素人の指導者が生徒を教えるケースが予

想されるが安全か？ 

②外部からの指導者に協力を要請する考えはないか。 

③武道必修化が安全面で責任を負う現場の教諭の負担にならないような対策を考え
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ているのか。 

 

     ２．森林・林業再生プランについて 

(1)木材利用の拡大を図る為には？ 

①地域木材住宅の推進と公共建築物などへの木材利用の促進をしていく必要と考え

るが町としての考えを。 

②大津町も公共工事木材利用推進基本方針を策定すべきと思う。町としての考えを。 

③地産・地消への意識を高めていくために、地元産木材を使用した建築物に対する

助成を考えては。 

 

     ３．夏休み冬休み集中学習会計画について 

(1)町内小中学生に学習環境を提供し共に集うことで個々の学力向上を目指すことは素

晴らしい事と思います。そこで、夏休み冬休み集中学習を長期的計画を考えては。 

(2)この集中学習会を各小学校や中学校で計画するか。 

定数を拡大する計画はないか伺う。 

 

４．大津特産ブランドを国内外へ販路拡大について 

(1)ＪＡ甘藷部会と大根部会で経済連も同行し香港へ輸出拡大と新たな販路拡大に向け

た販売戦略を本格化している都市圏等へＰＲも大事だが海外への商談会も大事と思

う。そこで町の卜１ップとして、今後トップセールスで積極的に国内外へ売り込ん

でいくべきと考えるが町長の考えを。 

(2)国や県が進めている６次産業化に向けての焼酎工場の企業誘致は、本当に出来ない

のか？ 

 

７番 新 開 則 明 君     ｐ172～ｐ183 

 

     １．大津中央公園の整備を問う 

(1)防災倉庫の整備が出来ると思うが、飲料水をはじめ一般物品の種類と量はどう予測

されているのか伺う。 

(2)大災害に備え飲料水を地下タンクに大量に備蓄しておく考えはないか伺う。 

(3)この公園の雨水の最終排水路の整備はどうなっているのか伺う。 

 

     ２．農業者戸別補償制度とＴＰＰを問う 

(1)この制度の導入による当町の作付けの変化と補償の現状を問う。 

(2)ＴＰＰへの参加が懸念されているが、この制度の大幅な見直しが予測されるのでは
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ないか伺う。 

(3)農地の貸しはがし現象は起きていないか伺う。 

 

     ３．手永会所の門の保存を問う 

(1)町の貴重な遺構として手永会所の門があるが門を補修して歴史を継承すべきではな

いか伺う。 

(2)歴史文化伝承館に移築した方が良いという町民の声を聞くがどう考えられるのか伺

います。 

(3)手永会所の全景を分かりやすい図面にして学習や来町者に展示すべきではないか伺

う。 

 

４番 源 川 貞 夫 君     ｐ183～ｐ193  

     １．空港ライナーの運行２４年度も実施について 

(1)空港ライナーの実績と問題点、駐車場の件。 

(2)利用者等のアンケートの内容と要望等は？ 

(3)駅舎内に大津特産等の売店又は軽食喫茶店の設置の考えはどうか？ 

(4)町として、具体的な支援策は何か。 

 

     ２．今後のまちづくりの構想は 

(1)今までの様に人口が増加し続ける為の将来像をどう描いているか。 

(2)まちづくり推進協議会（１９年度～２３年度）が解散したが、町民と協働のまちづ

くりについて考え、提案出来る組織なり、会を作る考えは。 

 

１番 金 田 俊 二 君     ｐ193～ｐ205 

     １．まちづくり基本条例を活かしたまちづくりの推進を 

(1)まちづくり基本条例は全国で２３０を超える市町村で制定され、大津町は県内で熊

本市、合志市などとともにいち早く制定した。町長は、まちづくり基本条例を何故

必要と思ったのか。その効果をどのように期待しているのか。大津町でどのように

具現化しているのか。 

(2)まちづくり基本条例に照らして、まちづくり推進協議会やまちおこし大学の役割を

どう評価しているのか。 

 

     ２．地域福祉の推進は地域社協から 

(1)町長施政方針で「地域福祉の推進につきましては、誰もが安心安全に健康で充実し

た暮らしができるよう、集落単位で交流活動などの実践活動を行ってきたところで
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すが、平成２４年度からは、活動の輪をさらに広げて校区単位として、護川小校区

をモデル地区として地域福祉の推進を図ってまいります。」とある。 

モデル地区ということは、他地域も校区ごとに地域福祉を展開するということか。 

(2)社協の役割は、大変重要になると思うが、人員の配置やその手法をどのように考え

るのか。 

(3)介護保険は利用者が住み慣れた地域で、歩いて行ける距離でサービスを受けること

が、ひとつの目標として揚げられていた。範囲を広げることでサービスの低下は予

想されないか。 

 

１１番 手 嶋 靖  君     ｐ205～ｐ213 

     １．今後の農業政策について 

(1)環太平洋連携協定（ＴＰＰ）交渉参加に向けた「事前協議」が進むなか、農家の無

力感、経営意欲の減退が伺われる。今、国会で農政をめぐる基本方針、行動計画に

沿って必要な施策を展開することは、既にご承知のことと存じます。①震災復興②

力強い農家の実現③６次産業化④再生可能エネルギー生産⑤食の安全、消費者の信

頼確保が挙げられられている一方、ＴＰＰをはじめとした経済連携について農相は

農林水産業への影響を十分に配慮し、あくまでも情報提供と国民的議論が前提とし

た姿勢を貫くと言及されている。よって、これらの事態に即応して、本町の農業振

興施策で対処できるのか下記実態を踏えて、町長の所信を伺います。 

記 

①認定農家、育成、家族経営協定の現状と法人化の進捗について 

②就農希望者の支援はどうなっているのか 

③６次産業の取り組みと現状について 

④経営構造対策は万全か 

 

     ２．森林の機能保全管理について 

(1)森林の地球温暖化の防止並びに水源涵養機能、防災機能の維持保全に努め公的機能

を発揮していくためには、森林の適切な整備保全が不可欠と思われる。 

よって、森林管理保全上、作業道の整備、森林施業の集約化はどのように取り組

まれるのか、又、間伐材のエネルギーとしての再活用は考えられているのか、今、

緑資源幹線林道が人吉まで進められているが国道５７号を横断した、大津西原間は

未整備になっているが、どのような行程で、何時頃に施工されるのか伺います。 

 

     ３．町立大津幼稚園園児の送迎について 

(1)正門までの専用道路が設けられているが、園児の登園、下園には保護者の送迎で午
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前９時頃と午後３時頃、車両が混雑し周囲の居住者が迷惑していると苦情を聴く。

園長自ら現場整理に苦労され、いまだに解決していないとのこと。町の考えを伺い

たい。 
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議 事 日 程（第３号） 平成２４年３月１９日（月） 午前１０時 開議 

 

日程第１ 一般質問 

 

               午前１０時００分 開議 

○議 長（大田黒英生君） おはようございます。これから、本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は議席に配付のとおりです。 

 今回の一般質問者は１０名ですので、本日が１番から５番まで、２１日が６番から１０番までの順

で行います。 

 

日程第１ 一般質問 

 

○議 長（大田黒英生君） 日程第１ 一般質問を行います。 

 順番に発言を許します。 

 永田和彦君。 

○１２番（永田和彦君） 通告に従いまして一般質問を行います。今回は２点質問します。 

まず、最初に指定管理者制度の問題点として質問をしたいと思います。 

指定管理制度、これは町が行財政改革で進めていくべきものだと私も考えてはおりますが、使い方

によっては薬にもなるし、毒に、毒と言ったらちょっと言葉が悪いかもしれませんが、使い方次第で

非常にいいものになるし、また悪い制度でもあるというふうにみられると思います。指定管理者制度

の目的は非常に高くて、公の施設に対する、すなわち町民の福祉全体のもろもろの方々が、その利益

に供するということでありますが、そのいろんな施設や仕組み、そういったものを住民の多様なニー

ズにより効果的で効率的に対応するために、その管理の能力というものを民間の力をお借りして、行

政だけで考えたものではなくて、民間の活力、そういったものを考えながらよりよきものにしていく

ということであります。もちろん、その中心となるものは、もちろん経費の削減等を図る。これは大

きな目的でもあります。やはり経費と申しますれば、それは町民の税負担にかかってくるということ

です。箱物建設と申しますれば、その町税だけではなく、国税、県税、そういったものも多く使われ

ます。ですから、非常に慎重にそういった建設や住民の福祉を考えて精査して取り組まなければなら

ないと考えております。 

現在、大津町の状況を見てみますれば、いろんな形で指定管理者制度に取り組んで、それが全体の

流れとなってきているのは必然であります。しかしながら、その指定管理者の制度にもこれは完璧が

もちろん求められますが、人がすることでありますのでミスもあったりもします。しかし、未然に防

ぐことができることも多々あると思います。制度というものは、時代とともに移り変わります。そし

てまた、その時代とともに、より良きものに更新していかなければならない。そういうふうに私は考

えます。 



 113

上手な利用により行政コスト削減に大きく寄与することを私も期待することであります。しかしな

がら、この指定管理者制度というものは、県も進めておりまして、いろんなホームページあたりで県

の指定管理者制度あたりを調べてみますれば、たくさんの指定管理者施設がありまして、その制度で

運用されております。しかしながら、その使い方に不正があるのではないかという声も最近では出て

きております。最近の新聞で蒲島さんが映っておられて、「県の指定管理者制度運用指針を見直します」

ということを言われております。これは、指定管理者制度、この指定管理者を選定するときに不正が

あったのではないかというようなことで、その指定管理者に応募したいろいろな外郭団体、役員等、

選定委員、そんな方が自分の組織を選定するのに、その選定委員もその組織の人であったというよう

な形で、選ぶがわと選ばれるがわが同じ人間なんです。それでは公平性が保たれませんということで、

この制度の運用指針を見直しましょうと、きちんと公正公平にやりましょうということで、蒲島知事

が手をつけられたいうことです。 

我が町内を見てみますれば、ここで通告書の中で厳しいことを我は指摘しております。今回、大津

町におきましては、岩戸の里温泉、ここに改めて指定管理者の制度の運用をするということで、改め

て３年間の指定管理を行ったということであります。ですから、２４年度から３年間ということであ

りますが、その前の３年間をその会社に指定をしていたと、その件につきましては、厳しく私は反対

の意見を述べてきた経緯があります。実際数字あたりを見れば、本当に何だこれはというような、笑

われますよというような数字が並んできております。使い方次第なんです。実際成功例というものも

たくさん出てきております。国土交通省あたりもですね、空港の管理、そういったものを民間の運営

に任せると、滑走路やビルなどの一体経営を行って効率化を促すということで、国自体もいろんな空

港を民間委託して、何も国土交通省の職員が行って指示するのではなくて、実際そういったノウハウ

を持ったところに委託することで効率化がなされて、そしてサービスも向上するということです。 

熊本県の中でも成功例もあります。これは県立劇場というものの、これも新聞の切り抜きでありま

すが、今年の新聞ですけれども、この指定管理者制度を受けた館長がもうすぐ満期を迎える。２期６

年を振り返ってみて、県の実質負担を１億円下げることができたということであります。すなわち、

指定管理者制度が使い方が非常にいい使い方をされて、またそれに指定管理者の方が高い意識を持っ

て当たられた結果、県の負担が１億円減したということは、もちろん経費の減ですから県民負担も下

がってくるいうことであります。 

ですから、この指定管理者制度というものは、本当に使い方次第でありまして、県も運用指針を見

直したように、なにも町の施設を赤字を出してる会社に委託しないでもいいのではないかということ

が趣旨であります。これからも町はいろんな施設に対して指定管理者制度、これを利用してサービス

の向上、いろんなものに取り組んでいくと思われますので、そういったことも含めて、今後の展望、

それと指定管理者制度、今回のですね、岩戸の里温泉あたりのことに対して、運用指針というものは、

もう少し見直しが必要な時期がきてるのではないかなと思います。実際前回の定例議会ですかね、あ

げられたその指定管理者制度の内容というものに募集した業者が１社しかなかったということであり

ますので、その募集の仕方にも問題があると思いますし、その選定委員会の議論の中にもいろんな疑
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義が残るものが報告されております。そういうことで、本当に町民のためになるのかということを考

えれば、やはりより良きものにするために、その制度の詳細なるものを見直して、今後そういったこ

とが行われないように経費の節減、サービスの向上、福祉の向上、そういったものに取り組まなけれ

ばならないと考えます。この点について、町長に質問をいたします。 

○議 長（大田黒英生君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） 皆さんおはようございます。 

永田議員の指定管理者制度についてのご質問でございますけれども、大津町におきましては、指定

管理制度につきましては、１８年度より行わせていただいております。もちろん議員おっしゃるとお

りに、今言われたような住民ニーズに対しての効果的、あるいは効率的に対応するために、公の施設

の管理運営に民間の能力を活用し、住民サービスの向上と経費縮減等を図ることを目的というような

形で大津町の行財政改革について基づいて、推進をしておるところでもあります。今後についてもま

だまだやっていかなくちゃならないものが多々あると思いますので、今後についてもしっかりと民間

でできるものは民間にお願いをしていきたいというふうに考えております。 

現在のところ、大津町の高齢者生きがいセンター、これはシルバーセンターにお願いしております

し、あるいは若草児童学園と楽善ふれあいプラザについては、社会福祉法人のコスモス会にお願いを

しており、また大津町の老人福祉センターについては、社会福祉協議会にお願いし、そしてまた、大

津小学校あるいは室小学校の学童保育につきましては、特定非営利活動法人のＮＰＯ子どものサポー

トをみんなの家にお願いしております。議員が心配されております大津町総合交流ターミナル、ある

いは農畜産物の処理加工施設、あるいは大津町市民のリフレッシュ農園、そして町立のふれあい公園

というような施設が通称岩戸の里というような温泉施設関連等でございますけれども、この施設関係

等については、平成７、８年から９年にかけまして１４億円の総事業費で建設をしております。その

１４億円の中で、現在につきましては起債残高が１億３千９００万円、そして補助金残高が３億８千

万円、合わせますと返還繰上額等につきまして、５億１千９００万円近くの金が必要でございます。

そういう関係と岩戸の里温泉の管理運営のメンテナンス関係について、平成３７年度までの１５年間

では２億１千万円の経費が必要というふうに見込んでおります。現在大体毎年１千万円近くの施設管

理代を必要になっております。 

そのような状況の中で、私たちは第三セクターにお願いしながら運営をやってきておりましたけれ

ども、累積赤字が３千５００万円以上というような状況でございましたので、一応第三セクターを解

散をして、その後の指定管理制度については高森館のほうでお願いを３年間したわけでございます。

もちろん、その前に我々振興公社のときにおきましても、この５億円以上の金額等について金融機関

関連等にご相談を申し上げまして、よろしければ３億円ぐらいで買っていただけないでしょうかとい

うようなことも話をしましたけれども、３億円はとても無理ですよというような状況でもありました

し、また指定管理関係については、大津町が二輪の町というような形であれをＨＯＮＤＡ関連の企業

に指定管理に入っていただければというような形で相談をさせていただきＨＯＮＤＡのほうともご相

談を申し上げまして、ツーリングの皆さんの大津を基点として九州各県発信できるようなシステムが
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とれるというような形で大分進めましたけれども、関連会社の本社のほうから、無理だというような

お話があったんですけれども、経営内容等につきましてはしっかりとお願いをしながらやっていける

というような方向を説明をいたしまして、現地説明もさせていただきましたけれども、無理というよ

うなお話でどうしようもないというような状況でございましたので、この前の３年間につきましても

公募を図りながら阿蘇高森館のほうにお願いをしたいきさつがあります。 

そういう中で、議員が心配されておるその施設関連等につきましては、たいへん高森のほうで連結

赤字を出しておられるというような状況でございますけれども、我々のほうについての岩戸の里温泉

管理については黒字であるというふうに聞いております。しかし、今後については、新たな南阿蘇観

光というような会社をつくりながらこの３年間やっていこうというような申し込みがあっておりまし

て、その申し込みの関係等につきましては、それぞれ公募をしながら、そして選定委員会の皆さんに

審査をお願いしながら、そういう状況の中で１２月定例の中でご議決を受けたわけでございますので、

まあそういう状況の中で我々としても、今後会社のこれまでの運営をより以上にしっかりと監督、指

導をしながら、地域住民の皆さんの健康増進に役立つように頑張っていただければなというふうに思っ

ております。もちろん今まででも、それぞれのカラオケあるいは踊りなどを取り入れたり、あるいは

マッサージコーナーを設けたり、あるいは夏の花火のイベントをしていただいたりして、地域の皆さ

んに大変喜ばれておる施設であるというふうに自負をしておるところでありますし、今後についても

ますます経営努力をされながらすばらしい住民の喜ばれる施設になっていただければなというふうに

思っております。 

○議 長（大田黒英生君） 永田和彦君。 

○１２番（永田和彦君） 再度質問します。町長が町の立場を今言われたと、町としてもつくったはい

いものの起債残高がまだ残っておるということで、どうかこれを消化していかなければならない。か

といって直営にすると経費がかかりすぎるかもしれない。いろんな思いがあって現在に至ったという

ことではないかと思います。今の答弁を聞きまして、私は率直に思われる、これはこういうふうじゃ

ないかなと思うことは、例えばそういった起債残高が残っとって３億円ぐらいでどうでしょうかと、

２億円はうちが税金でまかなわなくてはならないかもしれないけれども、今後の運営、町民の福祉や

サービスを考えた場合は、やはり存続させるべきではないかなということで、銀行やいろんなそういっ

た関連の地元の関連会社にお願いしてみたりもしたということを言われましたね。しかし、そういっ

た大手のところはノー、合いませんと、それじゃあとてもだめですよということを突きつけたんです

ね。ということは、私はその指定管理制度、指定管理者を選定するときにですね、必要なものは何か

ということは、もちろん今までのその会社の実績もですけれども、指定管理者制度を利用して３年間

なら３年間そこに委託したならば、そこをよりよくやはり精査しなければならないと、その精査して

くれる会社というものは大手の会社に対してからは、スタンダード＆プアーズかムーディーズ、日本

では帝国データバンク、そういった格付け会社というものが非常に詳しく下調べをして、あなたの点

数はＡＡだよとか、Ｂだよとかいうことを付けます。ただそういったことというのは一つの信憑性に

もつながりますが、町の場合はそういったものがないんですね。ですから、私は前回この振興公社あ
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たりのことについては、資料を提出してくれと、我が議会は委員会主義ではありますが、委員会といっ

ても今は人を減らしておりますので、５人づつしかおりません。だから私はここはちょっと不安に思

うなと、赤字という話は聞いてる、その前に高森で大変な事態になっているということをかぎつけま

して、私は反対討論に前回のときは立ちました。資料提出というのが最終日に提示されました。とい

うことで、私も全部を把握することはもちろんできません。高森町議会で問題なった数字と、ここで

出てきた数字は違うんですよ。そういったことまできちんと町長は調べられたのかなと思うんですね。 

そして、会社経営なりなんなりに携わった人というものは、ある程度の貸借対照表や損益計算書を

数字的に見て、ある程度の予測を立てます。しかしながら、昨今のごまかし事件、いろんな虚偽のこ

ういった数字の提出とか、いろんなものが出て最近で大事になっているのはＡＩＪの投資顧問の問題

ですよね。ああいったものは、笑うに笑えないと、だまされました、私たちの年金がもうなくなりま

したという問題ですから、非常に大変な問題です。この指定管理者制度も下手をすれば、もうぼろぼ

ろになって使いものにならなくした挙げ句に「もうやれません」って言われるかもしれません。それ

こそ総額１４億何千万円も使って建てた施設なんですね。多くの税金が使われております。というこ

とで、この決算の資料に対しての数字的な突合は、高森町に出向いてするべきだと私は考えます。そ

して高森町が受けた報告と大津町に提出された報告というものは突合させなければならないと思いま

す。 

そしてまた、先ほどある程度の人は見てわかるでしょうということで、損益計算書あたりを比較表

あたりを見てみますればですね、高森あたりはですよ、売り上げがそれこそ大津と比較してはいけな

いかもしれませんが、６千４００万円の売り上げに対して、販売費や一般管理費の諸経費ですね、そ

れあたりが８千３６９万円というようなですね、まったく逆転してるような赤字になりますよ、それ。

６千４００万円しかないんですね、売上。それに８千３６９万円とか出してるんですよ。だれでも足

し算、引き算、これ聞いたばかりでなんやそら、となりはしないでしょうか。その中でも、高森温泉

館というものは町が委託料として修繕費も含んでるんだろうと思います、かなり高額ですから。例え

ば、毎年１千４８０万円とか６０万円と５０万円ですね、１千５００万弱ぐらいの公金を投入してお

ります。我が町の場合は、３０万円以上ですか、備品から始まって、いろんな大々的な工事というも

のは、修繕工事は町がします。しかし、そういった私が指摘したいのは、それこそ委託料を除けばで

すね、入館料や自動販売機売上、売店の手数料あたりはですね、４千９５０万円しかないんですね、

２２年度の決算は５千万円もないようなところで委託料をあてにしている。そして、その中でそういっ

た経費というものは八千何百円も使うというような、足し算、引き算ができてないんですね。これは、

高森町のことですから言えませんが、こういった経営を我が町でしたならば、厳しく糾弾されるべき

でしょうね。ですから、存続するなら存続するで、経費の割り出しをきちんとやって、この温泉セン

ターを管理するには最低でも施設やいろんな装備、そういったものはやはり幾らかかるんだというよ

うな経費の割り出しというものは、我が頼むがわ、町がわはきちんと把握しなければならないという

ことですよ。漠然としたものではだめです。そういったものが、今までの経営をやってきて、経費と

いうものはこの岩戸の里におきましては、こういった要素があって、しかも経年がありますので、毎
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年幾らの経費がかかります、これは人件費別ですよ。ですから人件費をその分もらわないと私もご飯

が食べられませんというような経費を出してきてですね、これでお願いできんかという会社が本当な

んです。足し算、引き算をできないようなところになぜ頼むとかなと、実際選定委員会のこともこの

中には最終日で出された報告の中には若干書いてありまして、基準は点数をいろいろ選定委員さんが

付けた中で、平均が６０点以上だったならばオッケーかなという、その６０点も曖昧ではありますけ

れども、６０点以下を付けた人もおられると、そしてまた、その係に私は個人的に聞きにいきました。

これは何が根拠かいって、６０点という根拠はどこにあるんだということも聞きました。５０数点し

か付けなかった選定委員さんもおられると、この人が妥当な判断だろうなと。私は、その人が「１社

しかきとらんけれども、この会社じゃだめっていうともあり得るの」ということを聞かれたそうなん

ですよ、実は。しかしながら、１社しかない、先ほど町長が答えられたように見放したと、とても町

がただでいいからもらってくれは言えない、やはり３億円、４億円ぐらいでは最低でも売りたい、売

りさばきたい。そういったものもいろいろ混ざりあって結局ここまできてしまったということです。

ですから、この経費をよく見てみればおそらく町の商工会の方々、商店の方々はおそらく憤慨される

でしょう。私もその後よくよくもらって見たときに、開いた口がふさがらなかったというのが率直な

意見であります。ですから、これからですね、もっともっとこの指定管理者制度というものは使って

いくんですよ。それこそ、民間の活力を利用してより良き自治体をつくっていかなければならないと

いうことです。 

実際、町でできないことをそういった、この役場の職員も議員もひっくるめてですよ、温泉センター

の経営に当たってくださいって言われて、はい私はできます、と言う人はおらんと思います。やっぱ

り民間の力を活用しなければならないと思います。ですから、これから先もですね、町がいろんな行

政サービス、住民のサービスを高めていくためには、そういった外部委託と申しますか、そういった

ものは利用しなければならないんです。実際ここに副町長がおられます。県から外部委託ですよ、そ

れこそ、人材の外部委託ですよ、来ていただいたんですね。そして、県のノウハウを少しでも取り入

れたいし、パイプをつなげたい。そういった目的がきちんとしてはっきりした効果が現れるならば誰

も文句は言わない。民間委託して負担が少なくなりましたよと、先ほど県立劇場だったかな、言いま

した。その指定管理をすることで、実質県の負担が１億円、県立劇場ですね、減ったよというような

ことを胸を張って写真入りで載っている事例あたりも実際あるんです。そしたら、みんな県はいい取

り組みをしているなと、県民はみんな思いますよ。しかしながら、ただで貸したところが赤字を出し

ましたとかいうんであるならばですね、それは誰も納得しないだろうということですよ。 

これは本当に議員各位も本当に賛成、反対、迷ったあげくに委員会の審議を受けられたのかなとい

うことです。ですから、町長にこの点だけをはっきり聞いておきたいんですが、高森温泉館は、６千

４００万円しかない売り上げに対して経費を８千３００万円も使っておったというこの事実をですね、

これは誰が見てわかるんですけど、私はこれを見て本当にですね、どはってんをつくというか、何や

この諸表はと思ったぐらいです。ですから、これも虚偽の報告かもしれんと思ったりします。実際、

私はもらったいろんな資料を一覧表にして見てみました。平成１８年から高森が委託して利益が平成
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１８年、１９年、２０年と８万９千円、７千円、１万円利益が出ましたと、この数字何と思います。

ふざけるなっていう数字ですよ。その後、２年間、平成２１年、２２年は大きく赤字が出て１９３万

円赤字が出ました、平成２２年は１,１８９万円でましたというふうに出してくるんですから、入館者

数とか、そういったものずっともちろん下がっておりますけれども、それに対して手を打つことがで

きない経営感覚です。ですから、いろんなものを一覧表にすると見えてきますけれども、高森町の議

会だよりとか見たものとこの報告書、だから妥当であるというものは絶対通じないと私は思うんです

よ。 

私は、町民の税金を守るためにこの質問をしたつもりでありますが、今後３年間委託をするのであ

るならば、３年後は使いものにならんような施設に絶対にすることはないと、町長は断言しなければ

ならないと思います。３年後にまたより良き指定管理者が手を挙げるような施設にもっていかんと。

頼みましたけれども、３年後はもう使いものにならんというふうになったならもう最悪ですよ。しか

し、町長も私も選挙でここに来た人間ですから、今後どうなるかはわかりません。あそこの温泉セン

ターは家入町長がつくろうぜって言ったんじゃないですよね、その前の前の町長になりますか、そう

いった形で今は負の遺産になってしまったということでありますが、今後のですね、あそこはつぶさ

ない、指定管理者制度をもっていくのであるならば、３年後もきちんとした形で存続させることが私

はできますということを約束してもらいたいんですよ。この点について再度お聞きします。 

○議 長（大田黒英生君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） 高森館のほうの運営について議員おっしゃるように赤字が出ておるのは確か

でございまして、その赤字関連等についての調査も担当職員の方にさせております。もちろん我々の

ほうでも重油の値段の関係で１千万円も２千５００万円もというような状況になっておるのは確かで

ございますし、もちろん高森館においては売店というか、そういうものがあそこでは開いてないとい

うか、宴会関連あってないというような状況でございますので、売り上げ関係等については大変入館

者を主にした、そしてまた宮崎からのお客さんを抱え込んだそんな地域であるというようなことで、

大変経営は厳しかったんじゃないかなというふうに思っております。もちろん、我々のほうも類設の

温泉センターができまして当初は利益がございまして、２、３年は大津の町のほうにも何千万か繰り

入れていただいたりしておったわけでございますけれども、このような状況で、今は１６万人を年間

入館者をかかえておるというような中で、もちろん議員さんをはじめ農業者団体の各種団体あたりの

ほうで宴会をしてもらったり、あるいは入場券を関係機関の皆さんに買っていただいたりというよう

なことをやってきたわけでございますけれども、おっしゃるようにその辺のくい違いの関係も運営委

員会のほうで確認をされておりまして、もちろんそちらの連結決算につきましては、損益計算書の中

でうちの運営委員の皆さんの選定委員さんの皆さんの税理士さんや弁護士さんおられますので、その

辺も十分精査しておられるようでございますし、その後の課題の問題でございますけれども、その辺

についても覚え書きなり何なりを大津町に迷惑をかけないというような関係の文書もいただいており

まして、今後についての新しい会社について、今後運営をまた３年間お願いするというような状況で

ございます。 
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もちろん大津岩戸温泉については、今までの努力は十分私も認めておるつもりでありますし、今後

についても経営をしっかりとやっていけるんじゃないかなと思います。 

ご心配の施設の管理運営、これは町がやらなくちゃならないというような、大変責任がございまし

て、これは町民が温泉を望んだわけで、その強い意志の中であのセンターができたわけでございます

けども、先ほど言ったような状況でございますし、もちろんメンテナンス関係についても１５年間、

平成３７年までに２億１千万円以上の修理関係の計画というか、その辺のものが出てきておりますの

で、これについてはどうしてもやっぱり大津町がその施設管理をぴしっとやっていかなくちゃならな

い。そしてまた、温泉が鉄分の多いということで、いつ何があるかわからないような状況であります

し、施設関係についても大分老朽化しておるというような状況でございますので、２億円を、それ以

上超す恐れもあるんだなというふうに思っております。 

そういう状況でございますので、施設の管理はやっぱり今やめることはできないような状況でござ

いますので、これもしっかりと住民の皆さんにご理解を得ながら温泉の経営管理はやっていかなくちゃ

ならないというふうに思っております。もちろん、先ほど申しましたように運営関係についてはちゃ

んと覚え書きを書きながらですね、指導管理をやらせていただきますけれども、内容のいろんな形に

ついては、なかなか委託料はやっておりませんもんですから、その辺のところについては、今後両方

で協議しながら住民の皆さんが活用できていかれる、そのような利便性も我々もしっかりと考えてい

きたいなというふうに思っております。だから施設管理については、町がしっかりと管理をしていか

なくちゃならないというようなことで、これが止まるというか、温泉がストップするというわけには

いかないような状況でございますので、十分その辺は住民の皆さんに説明をしながらご理解を得なが

ら、あの温泉をまだまだ守っていきたいというふうに考えております。もちろんあそこの状況につい

ては、大変運営については、口を出さないといいますけれども、やはり住民サービスの面、いろんな

面については、しっかりと我々もものを申しながらより良い温泉センターになっていくことについて

は、しっかりできる限りの支援を私たちはやっていきたいというふうに思っております。 

○議 長（大田黒英生君） 永田和彦君。 

○１２番（永田和彦君） 町長は、そういったふうにしか答えられないでしょう。議会で審議したんじゃ

ないかと言われたら、私も何も言えません。反対はしたものの賛成多数で、例えば岩戸の里のことは

賛成されたことであります。上を向いてつばを吐くようは行為になってはならないということを私は

重々承知ではありますが、今回のことについては借金をしました。親の家、土地を担保に入れますと

かいうような言葉も出てきて資本力がまったくない、覚え書きというものも嘘も書けるんですね。例

えば、ヨーロッパ諸国連合、見てみませんかギリシャ危機、あれも債務を隠していたんですね。結局

大事になって世界経済に大きな影響を与えたと、ＡＩＪの投資顧問もそうであります。結局、そういっ

たものは使い方しだい、それと我々が使うがわはだまされないようにしっかりと締めていかんといか

んということであります。実際、そういった議論をする最中でありますが、今回の議会で委員会の審

議の中で体育施設のですね、運動公園のを管理公社を直営にするということで、結局そこの職員を町

の一般職として雇い入れて、今後も管理していくと。一般職ですね、専門職ではないんです。みんな
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公務員になろうと思って、公務員のそういった予備校あたりにいってですよ、頑張って受けているの

にいきなり一般職で入れるんですよ。それこそ経費、いうならばそういった制度の使い方がわかって

ないと、私はそういったのは直営であっても、まず直営にして指定管理者制度にすればいいじゃない

ですか。そうしたらば、わざわざ職員の条例もありますよね、一般職は何名といういうような、そう

いったものにも照らし合わせんでもすむし、来期の新しく私は大津町役場に入りたいというような若

い子どもの人たちも雇い入れることもできたんです。その公社を国の制度が変わって、例えば町が直

営しなければならない、だからそこに職員をあてなければならないから、とてもですね、公務員を増

やすという行為は、それは今は考えられないんじゃないですか。 

先日、ラスパイレス指数ですか、国が１００に対して地方自治体はどれぐらいのパーセンテージの

給与が与えられているのかと、その１００は下回ったもののですね、そういった人件費というものが

一番経費は大きいんだということです。あとはそういったものはきちんと精査すればそれが土台となっ

て、それ以上の指定管理者が設けるのは経営能力です。経営能力がたけたところは、たくさんの人を

集客して、その分の利益を上げることができる。これをもった会社を選ばんといかんということです。

これに対してからは答えようがないと思いますので、今後ですね、私は虚偽の報告があった場合は、

そういったところと契約をうち切ることができるという条項もあるみたいですので、そういったとこ

ろは、今後のためにも煮詰めていただきたいと思います。まだまだ議論したいのですが、ちょっと時

間が足りませんので、２問目にいきたいと思います。 

２問目が昨今のですね、いじめとか児童虐待、こういったものが過去最多になったと中には東日本

の被災者の方々に対してですね、不当な差別の言葉をかけたりとかする人も現れてきたということで

心が痛むしだいであります。 

そして、自殺者ですね、これも平成１０年度からのそういった集計によりますれば、１４年連続の

３万人を超えたということで、本当にいったい日本はどうなってしまったんだろうという気持ちがあ

ります。そういった人そのものの人権や命、これに対しては義務教育を通じても家庭のしつけの中で

も一番大切なことではありますが、教育長の幾多となき現職の時代も、ここの演壇でも発言されたと

思います。しかしながら、それがうまく伝わっているのかなという疑義をもちます。こういった数字

を見ますとですね、いったいこの先どうなるんだろうかなと、実際これは数字で表れた部分でありま

して、いじめとか差別とかは、これ以上にある可能性があります。しかしながら、自分の人生を振り

返ってみてもですね、いいことばかりではもちろんありません。いろんな現在では差別用語とか言わ

れることをいっぱい言われたこともたくさんあったし、自分もそういったことを人に言って傷つけた

こともたくさんあったでしょう。しかしながら、そういったことを総合的に消化しながら人格という

ものは形成されていくんです。私が今回の「人権教育に求めるもの」という大見だしをつけたのは、

人権教育に対して一生懸命取り組んではおられます。かといってその成果というものはどこではかる

んだとした時に、やっぱりこういったものではかるしかないんじゃないかなと思うんですよ。新聞を

はじめとする報道等で数字を見てびっくりするような数字が出てきます。その人権教育の結果がこう

じゃないかと結びつける非常に粗っぽいです。しかしながら、数字が出てきたというものは、数字は
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虚偽の報告、先ほど言ったですけど、をしない限りごまかせないんですね。心の状態とか精神状態と

いうものは数字にはできません。ですから、こういったものを見たときに、何らかのつながりという

ものが考えられるんではないかなと、実際人権教育というのを私３人子どもがおりまして、ずっと三

太郎が受けてきたわけです。その中で、いろんなこと学んできたようで、ただうちの子は天真爛漫に

育っておりますので、ただ親が見えない所で何をしているかわかりません。それはもちろん。ただ暗

くしずんでいるようなことはあまりないと思います。ですから、ここでわが息子のことを言ったんで

はないですけれども、時代合った責任や自由や権利、これは言葉が足りませんけれども、そういった

ものはですね、うまくバラスがとれてないと偏ってしまうというのが、原因じゃないかなと思う部分

も私はあるんです。やっぱりですね、その一個人として、子どもでも一個人、一人の人間として果た

すべき責任や義務というのはもちろんありますし、そしてこの町民であること、小学生であること、

中学生であること、親の子であること、そういったものもあるし、自由を求めていろんなものに挑戦

して枠を破るような活発な子どもにもなってほしい。そして、いざと不当な行為に対してからは、自

分のきちんとした主義主張や権利をきちんと申し述べて、それを自分の身を守ることができるような、

そういった強いたくましい子どもに育ってもらいたいと私は思いますので、これはちゃちではありま

すけれども、責任・自由・権利と私はちょっと書いてみました。そういったものがうまくバランスが

取れて、一人一人の人間が形成されるのではないかなと思ってこれは書いてみました。 

人権教育がここで否定するわけではないんですよ、ただはかる物差しがないからわからないと、だ

からどうしても結びつけてしまうということです。そういったものの今後の、今までもですけれども、

今後に非常に私は心配をするものでありますので、教育長にこの点について質問をします。 

○議 長（大田黒英生君） 教育長那須雪子さん。 

○教育長（那須雪子さん） おはようございます。永田議員の現代の人権教育に求めるものについての

ご質問に対しまして、お答えいたします。 

まず、教育に対します私の理念でありますけれども、教育は人づくりであり、まちづくり、国づく

りの基盤を担うものであると考えています。私たちが将来にわたってこのような町や国であってほし

いと願う社会をつくっていくことができるような人材を育成していくことが教育に課せられていると

いうふうに考えております。 

では、どのような人間を育てようとしているのかと言えば、もうこれは昔から不易なものでござい

ますけれども、知・徳・体のバランスがとれた人間であります。知育におきましては、自ら学ぶ意欲

を高め、基礎学力を高めることを重視したいと考えております。徳育におきましては、人間としての

良心をみがき、公民としての規範意識を高め、自他を尊重する心と態度を育成することを重視します。

体育におきましては、体とともに心を鍛え、困難なことにも挑戦し続けるような体力、精神力を培う

ことを重視したいと思っております。 

人権教育は、知育、徳育、体育の具体的な教育活動の中で実践していくことを大事にしております。

憂慮される事象としてあげられております東日本大震災被災者に対する不当な差別の事例としまして、

私が認知しておりますは、福島県原発事故による福島県からの避難者の児童が転校先の学校で、放射
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能が移ると言って疎外されたこと。それから学校への転入や保育園の入試を原発に対する不安の声を

理由に拒否されたという事例を聞いております。これらは、科学的根拠に基づかない余談と偏見によ

る差別です。自分自身に全く責任のないことをもって排除されたり、拒否された人の心の痛みや憤り

は計り知れないものがあります。いじめは依然として多く発生しています。全国調査の結果を見ます

と、熊本県の発生件数は何と全国一でございます。いじめの解消の比率もまた全国一でございます。

いじめを受けている立場の子どもは、安心して学習に集中できる精神状態ではないはずです。人の学

習権を阻害したり、ときには人の命まで奪いかねないいじめというのは、絶対に許すことはできませ

ん。どんな理由があるにせよ、いじめは人権侵害です。児童虐待が多発してます。虐待によって命を

落とす子どもの数も増加しています。児童虐待は、子どもの人権を無視した行為であり、人格形成に

影を落とすまぎれもなく、これは犯罪であります。差別、いじめ、虐待、自殺、いずれも人権に関わ

る問題でございます。これらの問題が増加し続けてるのは、一つには長年にわたる人権教育の結果の

現れの一面でもあるかなと私自身もとらえております。それはなぜかと申しますと、人権教育によっ

て余談と偏見に基づく差別は不合理であり、物ごとは科学的根拠や事実に基づいて判断し、行動すべ

きこと、相手の心や体を痛めつけるいじめはどんな理由があるにせよ、いじめたがわに責任があるこ

と。命は何より重く、自他の命を尊重し、大事に守らなければならないこと。そして、不合理、矛盾、

不利益、不当な扱いに対しては黙って見逃さず、自分の思いや考えを表明すること。自分で表明でき

なければ誰かに相談すること等を学校教育の中で学んできております。その結果として、人権意識が

高まり、人権問題に気づき考えることができるようになったものと受け止めております。また、相談

体制も以前よりも整ってきております。人権問題が表面化し、認知される件数が増えてきているもの

と捉えております。しかし、件数が増えてるのを喜んでいるわけではありません。人権問題が多数現

存してる実態に立って、人権教育のさらなる充実と浸透を図ることが必要であると受け止めています。

と同時に、これらは社会問題として教育以外の施策も必要であると思います。特に、自殺者が１４年

連続３万人を超えている。このことは国の大きな問題であると捉えています。特に働き盛りの人や高

齢者の自殺が増えていることにつきましては、教育の力だけでは解決できるものではありません。た

だ、深刻に受け止めていますのは、小学生までも自殺をするようになった事実でございます。小中学

生の自殺の原因として挙げられものにいじめがあります。いじめが受けるがわの者にとっては、いか

につらく、耐えがたく、絶望のふちに追い込まれるものであるのかがわかります。 

学校では、いじめの罪と命の大切さが、子ども一人一人の心に響き、心に刻まれるように教材の工

夫や指導の工夫をしているところです。 

また、学校で推進しています人権教育が保護者の方々や地域住民の方々に理解をされ、連携したも

のになることが肝要であると考えますので、人権学習の公開を各学校の授業参観等で行ってるところ

であります。 

次に、主義主張や権利を無責任に使う人は多くなり、礼節もすたれたと指摘されていますが、その

ような大人の姿が子どもに反映されてる面が多々見られると私は思っております。自分の権利を主張

するなら、自分に課せられた義務を果たさなければならないこと。自由を求めるときは責任が伴うこ
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と。社会生活を営むうえではお互いを敬い合い、礼儀と節度を守る礼節が大事にされること等につい

て、子どもたちの生活に密着した具体的な場面や事例について、考えさせ、気づかせ、行動できるよ

うに指導を徹底してまいりたいと考えています。これらを指導することは、他者を意識し、他者への

思いを深めることにつながり、人権教育の推進に欠かせない視点であると考えています。永田議員の

ご意見を踏まえましてより取り組みを進化させてまいりたいと考えております。以上でございます。 

○議 長（大田黒英生君） もう時間間近ですので完結にお願いいたします。永田和彦君。 

○１２番（永田和彦君） 今日の新聞ですけど、知事選のマニフェストで蒲島知事が「貧困の連鎖を教

育で断つ」と、貧困というものは、金銭的なものばかりではありません。そういった精神的なものも

ですね、強く自己責任をとれるようなたくましい人、そういった育成に教育が寄与できること、そう

いったことをご祈念申し上げて、一般質問を閉じます。以上です。 

○議 長（大田黒英生君） しばらく休憩いたします。１１時１０分から開会いたします。 

午前１０時５９分 休憩 

                    △ 

午前１１時１０分 再開 

○議 長（大田黒英生君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 坂本典光君。 

○９番（坂本典光君） おはようございます。ただいまから坂本典光が一般質問いたします。 

１問目は、「子育ての町」の推進であります。町長の施政方針の中で、引き続き、子育ての不安や負

担の解消、および要保育児童対策を推進すると述べられております。これは若い夫婦が子育てしやす

い町を目指すものであります。若い人を増やし、町の人口を増加させることは、力強い大津町をつく

ることにつながることだと思います。イギリスで始まった産業革命以来、世界の人口は増え続け、国

連資料によれば２００７年の世界人口は、６６億７千万人、そのうち中国が２０％の１３億３千万人、

インドが１７.５％で１１億６千万人、アメリカが４.６％の３億人、我が日本が１億３千万人です。

２０５０年になれば、世界人口が９１億５００万人に増加するそうです。そのうち、中国１４億１千

７００万人、インド１６億１３８０万人、アメリカ４億３９０万人、日本１億１７０万人とのことで

すが、日本の場合、１億を大きく割り込むとの説もあります。いずれにしてもアジア、アフリカ、ア

メリカは大きく増加するようです。 

世界的な経済成長路線で、人々の知識や技術は大きく向上しました。インターネットの普及で情報

は瞬時にキャッチできます。中国、インドが世界の中心になっていくかもしれません。これまでは、

アメリカ、ヨーロッパの国々と競えばよかった日本は、巨大化した中国、インドとも競争しなくては

なりません。今までどおりではいけません。甘えてはいけない。若者にたくましさを求める橋下大阪

市長の教育改革もわからぬではありません。そのように人口要件は全体に大きな変化をもたらします。

人口増加は活力を生みます。 

さて、熊本県の人口は、２０１０年、１８０万９千人から２０３０年１５８万２千人と減少すると

推定されております。 
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さて、我が大津町はどうでしょうか。昭和３１年１町５村で合併した新大津町の人口は、２万３千

人でした。その後、昭和５０年には１万８千人まで減少しました。本田技研の進出から人口が増加に

転じたことは周知のことであります。そして、２０１１年８月２９日、山内虹心ちゃんが３万２千人

目の町民になりました。将来を見据え、住宅地を用意したのは西岡町長です。私は人口を増やすため

に美咲野に小学校をつくるよう一般質問しました。実際に小学校建設を決断したのは、家入町長の英

断であります。一時期、美咲野の住宅建設が進まない時期がありました。美咲野の住民には失望の念

がありましたが、今はいきいきとした表情を感じております。ここでインターネットで、「不動産 １

戸建て 熊本 子育て」で検索してみました。ＪＲ九州、美咲野が表示されました。見出しで「のび

のびすくすくと子どもたちが育つ町、団地内に小学校建設予定」と書かれており、さらに熊本県内で

１、２を争う若い町ならではの子育て支援事業が充実しています。子どもを預けたい人と預かりたい

人を行政が橋渡しとなってつなぐ子育てサポートや初めての子育てにも心強いアドバイザーとなって

くれる子育て支援センター、ほかにも病後児保育施設、休日保育施設など町ぐるみで子育てを支援し

ています。平成２０年７月、待望の保育園が美咲野に誕生、団地内に郵便局もオープン。また、大津

町では団地内に小学校を建設予定中、平成２５年４月開校予定。ますます便利になります。と記され

ております。冒頭に述べた町長の施政方針の子育ての部分をもっと詳しく町長の思いを聞きたいと思

います。 

○議 長（大田黒英生君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） 坂本議員の子育て支援関連等についてのご質問でございますけれども、町民

の皆さんや議員の皆さんのご理解によりまして、子育て支援関連等の事業について、どんどんやらせ

ていただきましたことにつきまして、厚く感謝を申し上げたいと思いますし、住民の幸せのために、

これからもしっかりと子育て支援をやっていきたいというふうに思っております。 

議員おっしゃるように、やはりスピードをもって早くやることによって住民の皆さん、そして今現

在若い皆さんが口コミで大津の方に住んでいただけるというようなのがこれまでの状況で、察するこ

とができております。もちろん、これからも住宅関連等についても検討をしていかなくちゃなりませ

んので、その他の地域についてのいろんな整備もしっかりやらなくてはならないんだなというふうに

思っております。 

もちろん、ＪＲの関係につきましては、もう議員ご承知のとおり北側の方に学校予定地があったわ

けでございますけれども、そこは送電線の関係で住民の皆さんがいかがなものかというストップを受

けたわけでございます。もちろんのその中で、地域外のところでの教育委員会とともに検討をしまし

たし、またもちろんＪＲについては、当初あの地域は東の方の開発にあと坪４万円ぐらいかかるとい

うような状況もございまして、いろんな検討の中で、ぜひ配水池の問題、いろんな形で解決されてお

る関係であそこにぜひ住宅をお願いしたいというような形とともに、いろんな形の相談を進める中に

ＪＲさんほか２社の企業体のほうにもお願いいたしまして、学校用地を南の方に４ヘクタール寄付し

ていただきまして、学校建設に取りかかる方向できました関係で、東側の方につきましても企業努力

によりまして、価格が安くなりすばらしい住宅になってきておりますし、もう東の方までいっぱいき
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ておるというような状況でございます。もちろんそういう意味におきまして、若い人たちがどんどん

住み込まれて、子どもたちがどんどん誕生しておるのは確かでございまして、そういう意味におきま

して、我々のほうについても子育て支援関連等について、しっかりやっていかなくちゃならないとい

うふうに思っております。もちろん当初平成２０年度で小学校までを医療無料化にさせていただきま

したけれども、その辺のところについてもいろいろ中学校までの医療無料化とかいろいろ言われてお

りますけれども、それなりの検討をさせていただいておりますし、そういう意味におきましては、町

の財政状況を考えながら、中学校の無料化については今後の検討事項であるというふうに思っており

ます。しかし、やはり議員が言われるように、みてもらう人とみていただける方が連携をしっかり取っ

ていかなくちゃならないというような形で、我々についても今子育て支援の関係についても頑張って

いただいております。もちろん議員おっしゃったように緑ヶ丘保育園があちらになおり、そしてまた、

一宇さん、あるいは杉水、そして、いちごさんというような形で増改築というか、すばらしい保育園

ができ、そしてまた、その後子育て待機児童の解消のためにいちご保育園関連ほかの施設関連等につ

きましても定員増をお願いしておるわけでございます。もちろんそれでも間に合わないというか、我々

見込んでおる以上の待機児童が現在も１００人を超えておるというような状況でございますので、平

成２３年度の事業前倒しということで、新たに募集しました新しい保育園をつくらせていただいてお

ります。もちろん、そのような施設整備関連等についても民間でできるものは民間でというような形

で努力をされておるような状況でございますので、今後についてもそのような待機児童の出ないよう

な施策は十分やっていかなくちゃならない大切な仕事であるというふうに思っております。今後につ

いてもそのような、まず子育ての待機児童をなくすために、しっかりとやっていきたいし、そのよう

な形の中で子どもたちがすくすくと大津で成長できる、そういう家族とのつながりをしっかりもって

いけるような支援を今後ともしっかりやっていきたいというふうに思っております。 

○議 長（大田黒英生君） 坂本典光君。 

○９番（坂本典光君） 再質問いたします。 

町長は運の強い方だと思います。松下政経塾の面接で松下幸之助さんは君は運があるかと聞かれて

いたそうです。運は大事な要素であります。美咲野は将来のために西岡町長がまかれ、そして今花を

さかせつつあります。五分咲きぐらいでしょうか。しかし、いつかは満開になり、住民が高齢化して

いきます。次の施策が必要です。世界の情勢、日本の進路を予期しながら、次の一手を計画してもら

いたいと思います。 

歴代の大津町長は、すばらしい方ばかりでした。家入町長にはそれをする責任があると思います。 

○議 長（大田黒英生君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） 先輩たちの方々がしっかりとそういう基礎、ありはそういう宝物をつくって

いただいておりますので、今後については、後世の皆さんのために、しっかりと磨き上げるような努

力をしっかりやっていきたいと思っております。 

○議 長（大田黒英生君） 坂本典光君。 

○９番（坂本典光君） 第２問目に入ります。 
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友好都市宣言についてであります。中国・韓国の発展はめざましいものがあります。これからは、

アジアの時代であるとして、アメリカはアジア重視の方向を打ち出しています。大津町は、まずは歴

史的にも地理的にも切っても切れない韓国の都市と友好都市になるべきだと思います。アジアで共に

生きる人間として、友好をはぐくみ、さらに考え方、行動様式、国民性の違いを肌で感じることは自

分自身を客観的に見つめることにつながります。そこを拠点にして、韓国・中国の情報を仕入れるこ

とも大事ではないでしょうか。 

３月１５日の熊日新聞には、「米韓ＦＴＡ発行、日本輸出競争不利に」という見出しの記事が載って

おります。米国と韓国の自由貿易協定が１５日に発行し、５年以内に双方とも貿易品目の９０％以上

で関税を撤廃する。２００６年２月の交渉開始宣言から６年あまり韓国は欧州連合などともＦＴＡを

発行済みで、今回で世界市場の６０％以上をカバーすることになる。日本が輸出競争で不利になるの

は確実で、ＴＰＰへの参加をめぐる日本国内での議論が一段と激しさを増しそうだ。と結んでおりま

す。 

インターネットで朝鮮日報を見ますと、農業団体の反対集会があったと（これは韓国でのことです）

と報じております。顔形は似ていても文章に漢字を使っていても、日本人と中国人、韓国人とは性格

や考え方が大きく違います。韓国人は情に濃いと言われ、一度親しくなれば親戚同様のつき合いにな

るそうです。しかし、日本人が今を生きているのに対して、韓国の方々は歴史認識にうるさく、過去

を引きずって生きているように見えます。領土がからむので、竹島を独島と呼ぶのは理解できるとし

ても、世界の地図に記載されている「日本海」を「東海」と書き換えるよう、しつこく各国に働きか

けております。評論家の落合信彦氏は、『日本の正体』という本の中で、マッカーサーの本当のねらい

は、日本人が変な気をおこして再び軍国化するのを防ぐことにあった。そのためには、日本を完全に

丸腰にして、日本人の精神を骨抜きにしてしまう必要があった。丸腰にさせられれば日本はアメリカ

を頼りにするしかなくなる。そうすれば、日本の属国家は保障されると述べています。これが当たっ

ているかどうかは別としまして、韓国には徴兵制があります。戦争の善しあしは別としまして、規律

と訓練を重ねたほうが精神的に強い個人ができるというのは間違いないでしょう。それを近くで見る

もの勉強になると思います。おもてなしの友好だけでなく、お互いの個性、わがままを認めあっての

一歩離れた友好も大事ではないでしょうか。 

外国人の特長を知り、そこから自分たちの特徴を知る。友好都市を拠点にして韓国全体も体験、観

察できるでしょう。将来の経済協力、経済進出にも役立つと思います。町長、教育長の見解をお願い

いたします。 

○議 長（大田黒英生君） 教育長那須雪子さん。 

○教育長（那須雪子さん） 失礼いたします。坂本議員のご質問のほうに、まず教育委員会の立場から

先にお答えさせていただきます。 

国際化が進展する中におきましては、他国を訪問し、直接交流したり体験したりしながら、その国

の考え方や文化や歴史や国民性を知ること。また、その国の現状を見聞きし、その国のあり様や将来

像を思い描いたりすることは大変有益なことであると考えております。自国を出てみて気づくこと、
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自分を振り返ることも多々あると思います。これから自分たちが身につけなければならないことや目

指すべき方向性のヒントを得ることもできるものと思います。友好都市として相互交流を継続してい

けば、お互いの理解が深まり、過去の歴史的問題を乗り越えて互恵関係を構築していくことも可能に

なると考えております。国際交流の相手国として韓国をあげられましたことにつきましては、納得さ

せられます。韓国はアジアの中でも最も歴史的につながりが深く、地理的にも近い、そして成長著し

い隣国ですので最適だと考えます。 

これまでも、韓国プロサッカーチームが町の運動公園でキャンプをしており、スポーツを通して韓

国と大津町とのつながりは既にあります。平成２２年度におきましては、少年サッカーの交流を企画

しようとしていた折に口てい疫が発生しまして、急きょとりやめになった経緯がございます。友好都

市宣言が実現すれば、教育委員会としましては、小学校５、６年生を対象とした交流を検討してみた

いと考えております。早い段階で異文化体験をすることは、価値観の多様化を図り、違いを認め尊重

する態度や広い視野を持つ子どもの育成につながるものと考えます。具体的な内容等につきましては、

今後検討してまいりたいと考えております。以上でございます。 

○議 長（大田黒英生君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） 坂本議員の韓国関連等の友好関係でございますけれども、もう議員ご承知の

ように大津町はアメリカのヘイスティングと大津町国際交流の皆さんと、しっかりと今交流を進めさ

せていただいておりますし、英語の先生もヘイスティング大学のほうから来ていただいて、住民の皆

さんとのふれあいをしっかりやらせていただいております。 

そしてまた、ブラジルのほうの姉妹都市を結んでおりまして、大津の魚野さんという出身の方おら

れましたけれども、１２月の終わりごろに亡くなられまして、大変今後の交流のつながりがどうなる

かなというように心配をしております。 

それとまた、ピエダーデ市との関連につきましても行わせていただいておりますけれども、ここ何

年か途絶えておるというような状況でございます。大変道のりも地球の裏側ということで、大変な距

離でございますけど、議員おっしゃるように東南アジア関連等については、県下の各市町村において

も交流を盛んにやられておるようでございます。特に、隣の菊池市につきましては、韓国、中国とい

うようなところと非常に密接な交流をされておるようでございまして、議員もご承知のとおり一緒に

水道企業団の議員研修に韓国のほうに研修に行きまして、菊陽町のニンジン、それと朝鮮人参の向こ

うの方が日本のニンジンと自分たちのジンジンで何か６次産業というか、何かできないかなというこ

と菊陽のほうにお見えになられて、菊陽のほうも歓迎されておるようでございますし、そういうこと

でおじゃましたとき、大変な我々も歓迎を受けて本当にその町のすばらしさ、その人の良さと町の活

性というか、元気というか、そういうものを身近に見てきたわけでございます。そういう中で、やっ

ぱり議員おっしゃるように、やはり外国をしっかり見てくることが一番じゃないかなというふうに思っ

ておりますので、ぜひ議員の皆さんが一番になって行っていただければなというふうに思っておりま

す。 

そのような中で、韓国についても今後景気も日本を追い越すような勢いで進んでおります。もちろ
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ん、大変厳しい時代を迎えておりますけれども、欧州関連の経済関係も崖っぷちから若干見えるよう

なところにきておるというような報道もなされておるし、またアメリカ経済も上向きなってきておる

というようなことで、円のほうも安く８３円の後半をいっておるというような形で企業の景気も、今

後若干見直されるんじゃないかなというふうに思いますけれども、我が大津町の関連企業、特にＨＯ

ＮＤＡさん関連については、大変な状況にあるのは確かでございまして、インドネシアでまた工場を

つくりながらとか、タイとか、そういう東南アジアを主体にした産業推進をされておるようでござい

ますけれども、早くそういうことのないような地元での雇用をはじめとする活力をつくってもらいた

いなというふうに思っております。 

いろんな情報の中で、本当に厳しいＨＯＮＤＡさんの状況で４月まで４００名の方が異動されると

いうような話も聞いておりますけれども、そういう中で我々としては東南アジアの企業の、うちの町

内の企業の中においても東南アジア関連等に工場をつくっておられるというような状況もお聞きして

おりますので、そういう企業の皆さんとともに海外での企業視察関係等も必要ではないかなというふ

うに思っております。そういう町内の企業とともに、そして今後の大津町のＴＰＰ問題もございます

ので、経済連とかいろんな形の中で推進をしていくことが一番大切ではないかなと思います。 

もちろん先ほど教育長言われたように、スポーツでの観光というか、そういう形で韓国のサッカー

のチームが、世界第３位になられたチームが大津でキャンプされました折にも監督やオーナーとご相

談をしながら、韓国への交流、サッカー交流も含めたところでお話をしましたところ、向こうとして

は大津高校のサッカーが強うございますので、そちらのほうに来ていただければなというような思い

は強かったわけですけれども、私たちは義務教育の小学校を派遣したいというような形で、小さな子

ども達に強い心に植えつけたいなというような思いをしております。 

アシアナ空港関連で週３便を週５便にしたいというアシアナのほうも話があっておりますので、大

津町は空港の玄関口でございますので、その辺の空港も活性も図っていかなくちゃならないし、韓国

との交流、観光関係の交流もしっかりやっていくためには、やはり私たちが向こうに出向きながらお

互い交流が進めるようなことをやっていかなくちゃならないというふうに思っておりますので、今ま

での小学生関連については、今後についても２年間口てい疫関連等で中止になっておりますので、今

年はぜひそういう意味におきまして派遣をお願いしたいということで、議会のほうに今お願いしてお

りますので、もしよろしければ、そういう中で議員の皆さんの活動もしっかりとお願いできればなと

いうふうに思っております。 

そういういろんな形で議員おっしゃるように国際というのをしっかり見きわめながら、日本の国が

今後どうやっていかなくちゃならいかというような、今現在米国の保護主義の中でここ何十年か日本

の国は動いているようでございますけれども、やはり若い人たちが新たな日本の挑戦に心を向けてい

ただけるような、そんな人材が今後必要になってくるんじゃないかなという思いをしておりますので、

海外との交流、あるいは海外への私見をしっかりと推進していくような支援をできる限りやっていき

たいというふうに思っております。 

○議 長（大田黒英生君） 坂本典光君。 
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○９番（坂本典光君） 今、町長ほうから水道企業団で一緒に韓国にまいったときのことを話されまし

た。今思い出しますと、チョンピョン郡という所だったと思いますけれども、国旗を立てて歓迎され、

私たちはあたかも日本代表の外交団みたいな、そういう待遇を受けました。 

そして、そこでソウル辺りで見る町の活気、スピード感があり、決断力がある、そういう政治姿勢、

私はすべての町民の方に見ていただきたかったし、すべての国民の方が見ていただけるならば、もう

少し日本はスピード感のある決断力がある政治に進めるのではないかと思ったしだいでございます。 

さて、韓国は歴史的に見て、友好国だったときもあり、敵だったときもあります。さらに日本が支

配したときもあります。今後もこんなことを繰り返しはしないかと危惧しているしだいでございます。

でも、一番近い国であります。お互いを知る努力が必要だと感じますが、町長の見解を求めます。 

学校では、夢を求めて自分の能力の向上に努めますが、世の中には相手がいます。人との交わりの

中で己を磨くことも大事だと思います。教育長の見解も求めます。 

○議 長（大田黒英生君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） 坂本議員の視野を広めるという意味におきまして同感でございますので、今

後については、そのような予算設置関連等についても十分検討をさせていただきたいと思います。 

○議 長（大田黒英生君） 教育長那須雪子さん。 

○教育長（那須雪子さん） 坂本議員がご指摘なさいましたように、自己を高めるためには他者との交

わりが必要ではないかということですが、まさにそのとおりでございますね。学校教育の場におきま

しても、学習の目標をもって学習に取り組むわけですけども、一人一人の子どもたちが自分なりに考

えや思い、解決した答えというのを持っています。しかし、それを自分１人で持ってるんじゃなくて、

小集団とか全体の中で出しあうことによって、さらに自分の考えが深まったり広がったり、自分の気

づかないところに知らされたりするわけです。ですから、平常の学びの場の中でも一人一人考えを持

つことを基本にしながら、それぞれの考えを交流させる場を大事にしているところでございます。 

また、学校という決まった枠の中だけでの学習では、どうしても足らない部分が出てきます。学校

もそれぞれの学年が中心になりますので、異年齢集団で学びの場も必要なりますし、一歩学校から出

まして地域の方々との交流、大人との交流もまた必要になりますし、地域にはいろんな立場の方々が

いらっしゃいますし、またそれぞれの学校近辺にはいろんな施設等もございますので、そういった方々

との交流を通すことによって、今まで自分になかったものに気づかされたり、思いが至らなかったと

ころに思い知らされたり、また刺激を受けたりで、たくさんの学びの場がございますので、極力今は

地域人材を活用したり、また子どもたちが地域に出かけていったりするような学びを大事にしている

ところです。さらには、議員がご提案なされてますように国内だけじゃなくてですね、異国を知ると

いうこと、これはまたとっても重要なことだと思います。なかなか子どもにはそういう機会は今のと

ころはありませんけれども、もし友好都市が結べてですね、子どもにそういう機会を与えることがで

きるならば、必ずや教育にはプラスに影響するだろうと考えてるところでございます。 

○議 長（大田黒英生君） 坂本典光君。 

○９番（坂本典光君） ３問目に入ります。地域包括支援センターは、介護保険法に基づき２００６年
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度に総合相談窓口とされていますが、何の支援か、名称からはわかりづらいとの町民の苦情がありま

す。 

熊本市は４月から支援センターの通称をより親しみやすい、「高齢者支援センターささえりあ」に変

更するそうですが、大津町でも変えるつもりはありませんか。 

○議 長（大田黒英生君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） 坂本議員の包括支援センターの名称についてでございますけれども、今のと

ころ、もう６年経過をしておりまして、町中にいろんなセンターができてきておりますけれども、福

祉の６５歳以上の、あるいは相談や支援の関係のセンターとして、大分落ち着いてきておるんじゃな

いかなと思います。担当の話によりますと、「地域包括センターを知っていますか」というアンケート

調査の、この２市２町の平均が３８.９％が「知っている」と答えが出ておりますけれども、その中で

も大津町は６１.５％の高回答を得ておると聞いておりますので、今後の更に高齢者支援を充実させる

ことに伴い、包括支援センターを目指していきたいというふうに思っております。 

○議 長（大田黒英生君） 坂本典光君。 

○９番（坂本典光君） 終わります。 

○議 長（大田黒英生君） しばらく休憩いたします。午後は、１時から開会いたします。 

午前１１時４７分 休憩 

                    △ 

午後 ０時５９分 再開 

○議 長（大田黒英生君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 荒木俊彦君。 

○１５番（荒木俊彦君） 私は大津町民の皆さん、並びに日本共産党を代表して一般質問を行います。 

この３月で３・１１東日本大震災から１年が経過をいたしました。改めて被災された皆さんにお見

舞いを申し上げ、被災地の住民本位の一刻も早い復興、並びに福島で起きました原発事故、一層の国

を挙げての安全対策、また、原発に頼らない国づくりを強く望むものであります。 

さて、本日の質問は子育て支援充実、そういうまちづくりこそ活気あるまちづくりにつながるとい

うことであります。私の友人から聞いた話ではありますが、我が大津町は福祉の町、あるいは子育て

を応援する町ということで、県内では大変有名になっているそうであります。大変喜ばしいことであ

ります。我が町が福祉の町と呼ばれるそういう背景には、若草児童学園をはじめ、三気の里、つくし

の里、障がい者の作業所、あるいは県立養護学校、町立の養護老人ホーム、大津町が障がい者や高齢

者を思いやる政治を進めてきた結果であるかと思います。残念ながら町立養護老人ホームは民営化を

されてしまいました。大津町が福祉子育て応援の町、その、そもそもの出発点は、町立の知的障害者

は施設であります若草児童学園、こうした児童の入所保護、養育施設として町立の施設として立ち上

げてきた１９６４年以来のことではないでしょうか。若草学園は何よりも町民の障がい者に対する理

解を広め、また同時に歴代の町長、とりわけ役場職員がこの学園施設で職員として働いてまいりまし

た。そのことによって、職員の中にいわゆる福祉の心、子育て支援の心が定着をしてきた結果ではな
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かろうかと思います。その若草学園がまたもや民営化する。そういうことを進めることは、大津町の

せっかくの財産であります宝であります福祉、子育て支援の心を投げだすことにつながりかねない大

問題であると思います。 

若草学園も児童の養育施設であります。子育て支援の一環でありますが、本日の質問の中心は、保

育問題を中心としてお尋ねをいたします。子どもを産み育てることは、家族にとって、また人間にとっ

て大きな喜びと同時に常に不安、あるいは心配がつきまとうことは誰しも経験があるかと思います。

だからこそ、子どもは社会の宝、町の宝として社会的支援がますます必要になっていると思います。

とりわけ働く親にとって、子どもが生まれますと最初の心配は、保育所に入所できるかどうかと、こ

のことが本当に不安な材料となるわけであります。同時に所得の少ない家庭におきましては、保育料

が高い、このことも心配になります。また、子育ての心配の第２番目のポイントは小学校に入学をす

るときではないでしょうか。それまでは、保育園や幼稚園で子どもを預かってもらったと、しかし小

学校に入りますと放課後を子どもだけで過ごさなければならない。私自身も長男が入学する直前に大

津町に学童保育が保護者主催で開設をされ、安心の支えとなってまいりました。ですから、子育て支

援の最大の核心は保育の問題、あるいは大津町では幸いにも学童保育が進んできたということは、安

心の支えになっているかと思います。そこで、町の保育環境充実改善についてお尋ねをします。 

先日、大津町に町外から転入をされてきた母子家庭の方から、２歳と１歳の子どもはいるけど保育

所に入れるかどうかわからない。頼める親戚もいない。無認可保育は高くて払えないという相談がご

ざいましたが、とにかく自治体に働く親の子どもを保育する義務、これがあるから諦めないでしつこ

く役場に相談に行くようにと、そういう答えしかなかったわけであります。 

そこで、平成２２年に児童福祉法が改正をされております。新しいこの法律は、これまで子どもの

保育は措置制度から変わりましたが、市町村は保護者から保育の申し込みがあったときは児童を保育

しなければならない。ただし、近くに保育所がないなど、やむを得ない事由がある時は、そのほかの

適切な保護をしなければならないということで、市町村に対して子どもの保育を義務づけているわけ

であります。それなのに我が町では、待機児童が一貫して増えております。現在の待機児童の実態、

一刻も早い保育体制の充実、そのことについて答弁を求めるもであります。 

２番目は、家入町長は就任以来、「子育て支援日本一の町」このスローガンを看板として掲げておら

れます。日本一というのが誇大な看板であると言わざるを得ません。大津町と熊本市の３歳未満児の

保育料を比較いたしますと、住民税のみの課税世帯、あるいはそれ以下と、こうした所得の低い少な

い世帯の保育料は、１カ月当たりで１人当たり３千５００円から５千５００円高くなっております。

１カ月５千円違えば、年間で６万円であります。民主党政権が打ち出した子ども手当もなくなる。替っ

て増税が待ち受けている。それなのに町の保育料は年間で６万円も高いと、これでは子育て支援日本

一どころか、県内１番にもなっていないわけであります。 

そこで、所得のこうした少ない世帯の保育料改定を求めたい。せめて県内１番にとまではいかなく

ても、実際は阿蘇市などがもっと保育料は安くなっておりますが、県都であります熊本市以上に子育

て支援を充実することがまさに子育て支援日本一の町に近づく第一歩ではなかろうかと思います。 
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３番目に、児童福祉法が改正され、町における条例、規則の整備が必要だということです。改正法

では、保護者が保育所を選ぶための情報を提供しなければならないとなっております。また、保護者

が入所の申込書を市町村に提出をした時点で、保育の申し込みがあったとすると、あるいは入所の判

定基準、あるいは定員いっぱいで入れないという場合の不承諾、理由を添えた不承諾書でありますが、

こういったことが町の例規集では全く明らかにされておりません。町の条例、保育の実施に関する条

例では、第３条で申し込み手続きその他保育の実施に関し必要な事項は、町長が別にこれを定めると

なっておりますが、インターネットで町のホームページを検索しても、いくら検索をしてもこの「町

長が別に定めた事項」はどこにも表れてこないということであります。 

そこで、保育料も含めまして、町民の負担事項でありますから、議会の議決事項に含めた保育料は

条例で制定をするべきであるということが一つ。あわせて条例に併せて規則委任として、公正な手続

き情報の公開、このことが求められていると思います。 

以上の三つの点についてお尋ねをいたします。 

○議 長（大田黒英生君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） 荒木議員の保育関連等につきましてのご質問でございますけれども、まず１

点目の保育環境関連の整備の充実というようなことでご質問あっておりますけれども、この件につき

ましては、平成２３年度の取り組みといたしまして、私立保育園３園に対して、新たに８０人の定員

増と並びに公立の保育園の増築を行い、３０人の定員増を行っております。 

また、新たに民間の保育所の公募を行い、新規の保育所の創設を決定し、平成２４年度中に開設で

きるようにお願いしているところでもあります。それでも予想を上回る待機児童に対応するため、国

と自治体が一体に取り込む待機児童解消先取りプロジェクトの実施主体として手を挙げ、新規事業と

して、家庭的保育事業を平成２４年度から個人型一つ、グループ型１カ所で開所予定をお願いをして

おります。３カ所になる関係で１５名の増員、定員になっております。議員が心配されるように社会

経済の冷え込みにより、生活状態が厳しくなり、働き方も多様化し、核家族化による子育ての支援者

が身近にいないなど、子育て家庭において子育てに関する負担や不安感を感じている人が増加してお

りますが、また、子育てについて相談できる人や預かってくれる人が近くにいないため、孤立してま

いっております。平成２４年度から子育て健康センターを子育て支援事業と健康づくりの基点施設と

して位置づけ、子育て支援事業における児童相談や心理相談の支援体制の強化を図ってまいります。

今後も政府の子ども子育て新システムの動向も踏まえ、待機児童対策はもちろん子育ての不安や負担

の解消及び要保護児童対策を推進してまいります。これにつきまして、後ほど担当部長のほうよりご

説明をさせていただきます。 

二つ目の「子育て日本一」の看板の関係で、所得の少ない方々に対する保育料関係でございます。

議員のご承知のように子ども医療の無料化について、大津町では平成２０年度に小学校６年生まで拡

大したところであります。その後、平成２１年度には菊陽あるいは合志、それぞれのところで６年生

までというような形で行われておりますが、議員おっしゃるように中学生までについては今合志とと

もに現状を維持していきたいというような形で検討をしておるところでもあります。 
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ご承知のように、この助成については満４歳未満児の医療費の一部負担については、県の補助対象

となっておりますが、満４歳以上の子どもに対する助成につきましては、町の単独事業で実施してい

ます。大津町での助成額は平成１９年度で８千９６０万円、平成２０年度で９千６０１万円、平成２

１年度で１億１千８８９万円、平成２２年度１億３千２８６万円、平成２３年度１億３千５００万円、

本年の平成２４年度では１億４千１００万円を見込んでおります。医療費の無料化は一方で国民健康

保険をはじめとした医療給付費の増加や国民健康保険での値上げなどをもたらすことを懸念しており

まして、町は国民健康保険特別会計へ２３年度で１億１千万、本年度５千万円の法定外繰り入れを行

う予定にしております。 

現在、大津町は税収の減少など厳しい財政状況下にあります。子育ての家庭への支援において子ど

も医療費の無料化については、これまで一般質問でされているところでございますので、町のほうで

も検討を行っております。その検討内容について、後ほど部長のほうからご説明をさせます。 

最後の町の条例や規則の整備の件でございますけれども、今後これにつきましては検討をさせてい

ただきたいと思いますし、一般関連の関係者の皆さんには職員と十分なキャッチボールをできるよう

に努めてまいりたいと思っております。 

○議 長（大田黒英生君） 教育部長松永髙春君。 

○教育部長（松永髙春君） 荒木議員の質疑にお答えいたします。 

子育て中の家庭において社会の経済状況及び出産後の社会復帰により、保育所入所の希望者は増加

するばかりで、保育料の占める割合は家計の重要な部分であるかと察しております。転入者の増加や

特にゼロ歳から２歳児の保育所希望が年々増加しております。保育所の希望が年々増加しており、保

育所の整備費に対する補助、それから私立保育所に対する負担金、子ども医療費の増加、健診や予防

事業の経費、そして、教育関係の分離校等の教育費等も増加している状況でございます。ちなみに、

私立保育所に対する負担金を例に挙げますと、平成２３年度決算見込みで６億７千１００万円となっ

とります。平成２１年度から平成２３年度の３年間で全体で約１億９千３００万円、一般財源で約４

千２００万円の増加となっております。 

今後もしばらく増加していくことを考えますと、熊本市並みの保育料の設定については大変厳しい

状況でございます。それから、保育所関係の流れでございますけれども、毎年１０月の大津広報やホー

ムページ等により、１１月中を新年度申し込み期間として保育所、幼稚園の募集を行っております。

また、その後も随時受け付けを行っておりますが、毎月締め切り日により保育所入所できる人数を各

保育園と協議をしております。毎年２月の民生委員、児童委員協議会において、新年度の第１希望者

による入所承諾をお願いし、１回目の入所決定を通知します。通知後に平成２４年度に入所できない

方が１２２人に対して、就労状況の変化や保育所等の変更などを伺ったところでございます。まずは、

第１希望の保育園ごと、年齢ごとで協議しても入所できない場合には第２希望、第３希望で調整をし

ての入所となることもございます。現在は、申し込みが多く入所できない状況のため町独自の入所運

用基準に基づき、その家庭を指数化し、優先度の高い児童から審査のうえ保育所と協議のうえ入所決

定をしておるところでございます。 
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先ほどのお尋ねの点でございます。情報の開示が大事だということで考えておりまして、大津町に

おきましては、県の補助をいただきながら「大津っ子応援情報誌」というのをつくっております。こ

の中には、大津町が実施しているいろんなサービスがすべて載っております。それとももう一つが保

育園、幼稚園に関する情報誌でございます。この中にですね、荒木議員さんが心配されております部

分についても載せております。大津町独自の基準を設定して５ページにですね、優先度の高いこういっ

た方が先に入所しますよという点数化をしております。この２冊については必ず新規転入者の方、そ

れから保育所、幼稚園を申し込まれた方については、これを差し上げてですね、説明しているところ

でございます。ただ、たくさんの方待っていただいているのが現状でございまして、大変心を痛めて

いるところでございます。入れなかったについてもですね、担当のほうで丁寧に説明をし、ほかの代

替策とかいろんなことをですね、相談をしながら今対処しているところでございます。 

その基準の中にはですね、家庭の災害時、それから常時母親の不在や疾病による長期入院、また事

業所などの家庭外労働か自営業などの従事者か、その就労日数は２０日以上なのか、それとも８時間、

６時間、４時間か。同居家族の有無や家族看護状況も含めてお聞きしておりますので、それをすべて

点数化をして、その点数の高い順番に入居をしていただいているという状況でございます。平成２４

年度から開始する家庭的保育事業につきましても、保育入所できなかった３歳未満児を対象に説明会

を実施して募集を行いました。今のところ４月１日から入れる方が決定をしているという状況でござ

います。保育時間が８時間であることなどから、遠方通勤で長距離勤務の労働者より、内職やパート

勤務に適しているというようなこともございましてですね、今後も保育ママについては、住民のニー

ズは高まってくると思われますのでですね、この辺も国・県と相談いたしながらですね、拡充を図っ

ていきたいというふうに考えおります。 

それから、保育料の問題について、条例化すべきではないかということでございます。保育料につ

きましては、国の基準が上位の法律によりまして国の基準があります。その基準の範囲内でですね、

市町村が決めているわけでございます。国の基準が高いので、ほとんどの町村はですね、その国の基

準よりも低い設定でですね、決めているわけでございます。議員がおっしゃるように本来はですね、

条例で定めることが本来かと思っておりますけれども、今のところ大津町としては、その基準以内と

いうことでですね、規則で定めるているところでございます。当然、保育料を上げるときはですね、

予算に関係いたしますので、議会のほうとも相談いたしましてですね、今後も決めていきたいという

ふうに考えてるところでございます。以上でございます。 

○議 長（大田黒英生君） 荒木俊彦君。 

○１５番（荒木俊彦君） 再度お尋ねをいたします。 

第１点目はですね、市町村は保護者から保育の申し込みがあった場合は、これに応えなければなら

ないということですね、本来待機児童はあってはならない、法律上はそうなってるんです。先ほど、

新子ども子育て新システムのお話が出ましたが、どうも民主党政権は、今国会にその新システムの解

約を提案しようという動きがあるみたいですが、最大の問題がこの市町村の保育の義務、これをとっ

ぱらってしまおうということであります。もしそうなったら、今の介護保険制度みたいに、自分でそ
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れぞれが施設を探し回らなければならないということにつながっていくわけであります。そんなこと

になったらですね、保育の充実どころではないと思うわけです。そこで再度、町長はこの新システム

の市町村の保育義務ですね、これが法律でなくなっちゃったらどうなさるおつもりですか、もうじゃ

あ市町村なくなったから、町は責任を負わない、知らないということになってしまいかねませんが、

そもそもこの新システムの大問題についての見解を問いたいと思います。 

それから、保育料の問題であります。値下げは厳しいということでありましたが、それであります

ならば、この子育て支援日本一の町のスローガンは取り下げるべきではないですか。せめて熊本県内

１番を目指す町とかいうことになってしまうわけです。日本一の町というのは、そういう問題ではな

いということです。とりわけこのデフレスパイラル状況の中で、夫婦そろって働かざるを得ない。そ

の賃金がどんどん下がり続けているこの社会情勢の中で若い親たちがですね、熊本市よりも高い保育

料を押しつけられるというのは、私は非常に耐え難い問題だと思うわけです。また、今後も大津町に

ですね、働く親たちが増えて子どもが増えるということが続くためにもこの高い保育料は一刻も早く

引き下げるべきであると思いますが、再度お尋ねをいたします。 

それから、条例規則問題でありますが、町民に対する負担を求めるわけですから、大津町の町づく

り基本条例が制定がなされました。この中でですね、そういった福祉の充実、あるいは情報公開、公

平なサービスを提供するとなっているわけであります。パンフレットに書いてあると、しかしそれで

いいのかと、今の時代にインターネットでも掲載できないような情報というは、それは情報公開には

本来値しないと思うわけであります。改めてですね、条例を制定するべきであると、裏を返せば現在

の規則のままでは幾ら議会の反対があっても保育料の値上げをすることが可能になってしまうわけで

す。実際過去においては、議会が知らない間に、私も知らない間に保育料が値上げされていたという

事例もございます。こんなことはもう改めなくちゃならない時代ではないでしょうか。条例を決めて、

さらにその手続き等については規則で定めて、その規則を公開すると。現在では町長が決めるという

ことですけど、決めた内容が随時わからないと、変わったのかもしれない。そういうこともわからな

い。これでは情報公開にはならんわけですね。そういう意味で一刻も早く条例、または規則の制定を

もう一度求めたいと思います。その点についてもお尋ねをいたします。 

○議 長（大田黒英生君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） 新たな保育システムの関連でございますけれども、これにつきましても今後

国のシステム関連に伴いまして十分検討をしていかなくちゃならない。おっしゃるように、子ども保

育というようなものが今進んでいくんじゃないかなというような状況でございますので、この辺につ

いても大津町の子ども保育園関連のやり方というような形についても今十分検討をしております。も

ちろん議員おっしゃるように個人の希望で入る方とかいろんな状況がないように行政も責任において

しっかりとした割り振りをやっていかなくちゃならないというふうに思っております。 

また、日本一の看板でございますけれども、この看板をあげて地域の皆さんのご理解とともに今ま

で一生懸命やらせていただいております。もちろん議員おっしゃるように低所得者の関連等について

は、それぞれの段階的な措置がとられておるようでございますので、この辺についても十分今まで検
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討をしてきておりますけれども、この辺についてもまだまだは検討を、下げることができるかどうか

についても、今後検討をやっていかなくちゃならないことは確かでございますけれども、大変厳しい

生活状況なりいろいろございますので、全体的なものを検討しながら考えさせていただきたいという

ふうに思っております。 

条例関連等につきましては、これまで以上に議会に対しても十分なる説明をしながら、まずは我々

行政の役割、あるいは議会の役割、そして住民の皆さんの役割関係等を果たせるように、しっかりと

説明責任をそれぞれのところでやらしていただくというようなことで、今後の条例関連等については、

今後の方向の中で十分検討をしていきたいというふうに思っております。 

○議 長（大田黒英生君） 荒木俊彦君。 

○１５番（荒木俊彦君） 引き続きこの保育料の値下げは、また求めてまいりたいと思いますが、子育

て支援保育の充実というのは、根っ子をただせば女性の働く権利に直結するわけです。また大津町は

ですね、男女共同参画宣言をやっております。つまり女性の働く権利、それを保障するには保育所の

充実が避けて通れない問題。また女性が社会にどんどん進出をしていけば、結果的に働く人が増える

わけです。納税も増え増加する。あるいは社会保険料も増加をすると、ひいては地域経済の活性化に

つながる。こういった問題にもつながっていくということを指摘して、保育の問題はまた次の機会に

お尋ねをいたします。 

第２問目に移りたいと思います。 

公共事業のあり方についてお尋ねをいたします。いわゆる地方自治体が発注をする公共事業、これ

はハードとあるいは委託事業などのソフト等がございますが、この公地方自治体が発注する公共企業

で末端の働く労働者にきちんとした賃金が保障されていない。それをカバーをするために公の契約、

公契約条例の制定が全国で今広がりつつあるわけでありますが、真っ先に制定をしました千葉県野田

市、この市長さんはある大工さんが自分の息子に後を継げとはとても言えない、賃金が安くて。とい

う嘆きの声を聞いて、これにショックを受けて何とかならないかということで、この公契約条例導入

に踏み切ったそうであります。我が町でも美咲野小学校、あるいは交流センター、もうすぐ完成する

わけですが、いったいこの公共事業の中で町内の技術者がどれほど働いていいるのか、自営業者、職

員、労働者、とりわけ大工の人数が足りないということで、相当業者も苦労をしたそうでありますが、

どのくらいの人と働いているのか。また、その賃金はいったいどうなっているのか。そういう人たち

のですね、賃金に関心を持たない、あるいは責任を待たない。そういう公共事業は、もう行政の責任

放棄であると私は思うわけです。町民の税金を使ってやるわけですから、町民にきちんと賃金が支払

われる体制をつくらなくてはならないと思います。 

また、町の役場の職員は現在正職で１８９人、非常勤職員が１１６人となっておりますが、そのほ

かに臨時職員はいったい約何人おられるのか、ちょっとお尋ねをいたします。あわせて以前質問をし

ました公契約条例を真剣に勉強、検討をしてきたかどうかについてお尋ねをいたします。 

○議 長（大田黒英生君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） 荒木議員のご質問でございますけれども、県下におきましてですね、例えば
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公共工事というか、県下における工事事業者関連等においては、平成１２年度に１,９１４社あったそ

うでございます。平成２３年では、１,８５４社ということで工事業者の合併が２４件と、倒産が２１

件と、廃業が１５社ということで６０社ぐらい少なくなっておるというのは、このような下請け関係

の状況が厳しくなっておるというふうに見受けられます。当大津町においても平成２３年度において

５０社近くある企業の中で、２社がやめられておりますし、１社が休業されておるというような状況

でございまして、おっしゃるように現在の厳しい原料高、そういうものもいろいろと業者のほうから

話を聞いておりますし、我々としても設計段階等において十分なる精査をしながら、そして企業関係

の立派な企業努力ができるような設計なり、何なりをやっていかなくちゃなりませんけれども、その

設計の中におっしゃるように、人件費関係等も設計の中に入っておるのは確かでございます。もちろ

んそういう状況の中で、今後企業の皆さんとも職員、従業員の確保というのも現在専門職を雇うとい

うような形になると大変厳しいような状況であると聞いております。そういう中で、企業関係とも十

分連携をとるというか、勉強会をしながら地元雇用の従業員の皆さんの安心・安全な、そして生活確

保できるような形をお願いをしていきたいというふうに思っております。 

条例関連等につきましては、今後十分検討をしていかなくちゃなりませんけども、今言ったような

状況でございますので、大変時間的なものが必要ではないかなというふうに思っております。 

○議 長（大田黒英生君） 総務部長德永保則君。 

○総務部長（德永保則君） 荒木議員さんの質問の中で美咲野小学校、交流センターの従業員の状況と

並びに、町が雇用しております非常勤、臨時職員の状況等、それから条例の検討、研修、課題という

形でお答えさせていただきたいと思います。まちづくり交流センターの技術者等の就労状況につきま

しては、延べ人数で約３割、３００名の大津町在住の方々がそれぞれの仕事をされているような状況

でございます。美咲野小学校におきましては、規模がかなり大きくなっておりますので、延べ人数で

は約７％の方が工事に従事されているようでございます。また工事に関する設計の先ほど町長が言い

ましたけど、労務単価の件でございますけれども、公共工事の発注に際しまして予定価格の積算に必

要となるため、国交省、農林水産省が毎年実施しております公共事業労務調査について決定されたも

のでありまして、その地域特性を踏まえて労務提供に対する標準的なものと考えております。議員ご

指摘の職人、労働者の賃金に関しましてでございますけれども、発注者と元請け人が交わす請負契約

と同様に、建設業法に基づく下請け契約でありまして、契約を締結する際は法に従って契約しなけれ

ばならいとなっております。町といたしましても下請け契約につきましては、書面での提出を指導し

ておりますので、適正な手続きが踏まれているものと考えております。 

また、雇用の安定のため、賃金保障については、組合にもその都度お願いしていきたいと考えてお

ります。 

次に、町の臨時職員等の状況でございますけども、現在町では臨時職員が２０人、特別職の非常勤

職員１１人、一般職の非常勤職員１２１人、そして緊急雇用に対する雇用の方が２０人、合計１７２

人の方が勤務されております。人件費の総額として約２億円余りを支出しているような状況でござい

ます。賃金や報酬につきましては、平成２１年に改正をいたしておりますけども、当時の最低賃金６
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３０円に１００円を加算しました７３０円を基礎額といたしております。この金額につきましては、

郡内の各市町の状況も勘案しているところでございます。 

また、業務内容によりまして専門的な資格を有する職種などについては、加算をいたしております。

例えば、一般事務の臨時職員で勤務時間が５時間３０分の場合は、日額４千１４０円となっておりま

す。平成２３年の２月には、大津町一般職の非常勤職員の任用等に関する要項を新たに策定いたしま

して、職種の報酬、勤務時間等について整理をさせていただきました。また、この時給単価について

は、平成２４年中に処遇改善の検討、見直し等を行いまして、平成２５年度には改正を行うつもりで

おります。 

それから、公契約の条例の質問ですけれども、議員言われるように平成２１年、千葉県野田市が全

国で初めて条例の制定を行っております。現在、全国で４市が設定を行っているような状況でござい

ます。その考え方の基本となっておりますのは、労働者の適正な労働条件を確保すべきという観点か

ら、「契約に関わる業務に従事する対象の労働者に支払われる報酬について条例で定める」という形に

なっております。直接の契約受注者だけでなく、契約していない下請け業者、派遣者等に及んで立ち

入り調査や検査を行い、是正措置を命ずることができるというものであります。ただし、公契約条例

の課題としまして考えておりますのは、最低賃金を確保しなければ対象者をどのように規定していく

のか。受注者等がその雇用する労働者に支払わなければならない賃金や報酬の下限額をどのように設

定するかなどが考えられております。また、条例の制定については、地方自治法や労働法上の関係法

律等の問題についていろいろ論議がなされているようでございますので、さらに研究を重ね、慎重に

取り組むべきものと考えております。 

今後の取り組みといたしましては、平成１９年度から実施させていただいております公共工事の進

出水準を安定的に確保するために、価格並びに価格以外のその他の条件から総合的に判断して落札者

を決定をいたしております総合評価方式の推進に努めてまいりたいと思います。以上でございます。 

○議 長（大田黒英生君） 荒木俊彦君。 

○１５番（荒木俊彦君） いわゆるハード事業において、そこで働く人の賃金を最低限は保障するとい

うことは、やっぱり税金を使って仕事を行う公務としてですね、責任を持つのが当然であると私は思

います。また、法的問題等が指定されていると思いますが、もはや法的問題は公契約条例については、

すべてクリアがなされていると、国会の答弁書の中で公契約条例によって、最賃法を上回る賃金を定

めても最賃法に違反するものではないということが明らかにされております。 

また、２００９年制定の公共サービス基本法という法律では、国及び地方公共団体は、安全かつ良

好な公共サービスが適正かつ確実に実行されてるために、適正な労働条件の確保、その他労働環境の

整備に関し、必要な施策を講ずるというふうに法が制定もされております。 

この際限のない価格競争、デフレスパイラル、これを止めて地域経済を活性化させるためにも何よ

りも町民のですね、適正な賃金での働く権利、これを保障するためにも一刻も早く公契約条例を設定

されることを求めて、また時間の関係で次の機会にしたいと思います。 

第３番目の質問であります。自然エネルギー先進地を目指せということで、実は自然エネルギーを
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推進するという地方自治体の決議、あるいは条例、こういうものを調べてまいりましたが、現在のと

ころ都道府県段階が中心となって市町村ではまだいくつかしか全国ではないみたいであります。よそ

がつくってからつくるという手もあるかと思いますが、とりわけ原発事故を再び起こしてはならない

という脱原発の立場からも自然エネルギーをですね、積極的に推進するということを町が実行してい

くことが求められていると思います。再生可能エネルギー推進条例ということで、自治体内の組織、

現在では環境保全課がたぶん担当だと思いますが、とてもそんな体制では推進することはできない。

あるいは住民との連絡協議会の設置等が必要かと思いますけど、そういう協議会もないと。また目標

をつくって進ちょく状況をチェックをしていくと、こういったこともまったく手つかずという状況で

あります。そういう意味でですね、ぜひほかの市町村に先駆けて大津町がこの自然エネルギー、いわ

ゆる再生可能エネルギーの先進地を目指すという意味で条例制定を目指していただきたいと思います

けど、町長の見解を求めます。 

○議 長（大田黒英生君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） 荒木議員の自然エネルギーのご質問でございますけれども、私もまったくの

同感でございまして、私は東日本震災が起こる前から新エネルギーの導入を積極的に進めてまいって、

大津町新エネルギービジョンを策定し、公共施設に太陽光発電の設置を進めてきておるところでもあ

ります。町民への普及ということに関しては、県内でもいち早く太陽光発電設置補助を行ってきたと

ころであります。また、平成２２年度からは議会のご理解も得ながら新エネルギーについての勉強と

情報の収集を目的に、職員を経済産業省、資源エネルギー庁に派遣しているところでありまして、町

民や専門家を交えて条例制定を真剣に考えるべきではないかというご質問でございますけれども、全

国でもいち早く自治体で条例を制定しているようです。内容については、地方自治体の責務として新

エネルギーの導入に努めなければならないという、協力規定の条例になっているものがほとんどでご

ざいますので、ただ新エネルギーの導入には多額の費用を要するものが多く、条例を制定しても国の

補助金等を活用しなければ、導入はなかなか進まないのが現状ではないかと思います。 

そういうことから現在進めている事業を着実に実施していくこととともに本年度は国に派遣してま

いりました職員が帰ってまいりますし、新たに新エネルギー関係で国と県に職員を派遣しますので、

国・県の情報を収集しながら事業の展開を図っていきたいと考えておりますし、条例の制定について

は、そのような状況でしばらく検討をさせていただきたいというふうに思っております。新エネルギー

の導入の住民の普及啓発については、現在のところの家庭用太陽光発電以外については、実用面で困

難な点が多々あることから、家庭でできる取り組みとして節電を訴えていくのが一番ではないかとも

考えておりますが、そういうことから専門家を交えたシンポジウムなどの開催については、まちおこ

し大学の中で新エネルギー導入について研究されておられる団体がおられますので、その活動報告を

シンポジウムとして開催することや、国への派遣していた職員が新しい情報を持って帰ると思います

ので、現在の新エネルギーの開発状況や家庭でできる節電の方法など、その内容を今後吟味しながら

検討していきたいというふうに思っております。 

大津町のこの地域における森林開発関連等も伴う関係で、木製のペレットをはじめ公共施設関連等
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あるいは事業者関係に使えるようなことができないかなというような思いもありますので、国の農水

省をはじめ、国交省関連との人脈を通した補助事業をしっかりと精査しながら、大津町に生かされる

ものになってくれればなというふうに思っております。 

また、町内各団体のまちおこし大学の方々ともご相談をしながら団体の皆さんが講演会や研究会を

開きながら、今後進めていかれるというような話を聞いておりますので、やはり我々はそういう人の

人材、リーダーを育成しながら町民の皆さんとともに勉強をしっかりしていかなくてはならない大切

な時期であるというふうに思っておりますので、そのような人材育成とともにそういう普及啓発がで

きるような形の中で、条例関連等についてはその後考えなくてはならないというふうに思っておりま

す。 

○議 長（大田黒英生君） 荒木俊彦君。 

○１５番（荒木俊彦君） 町長も非常に前向きで検討をされるということで、大変心強いところであり

ますが、もちろん節電が本来は基本であるのは当然だと思いますが、私もまちおこし大学の一学生で

はあります。非常に大津町においても小水力発電、また木材を使ったバイオ、あるいは風力が風の多

い所、そういう風力の強さを表した図面も既にできているようであります。そういう意味で太陽光は

もちろんでありますが、こういったものを多いに導入できる可能性があるかと思います。おっしゃる

とおり補助事業から始めないと致し方ない面もありますので、おおいにその補助事業の研究と、それ

を町民の皆さんのお知らせをしていくということが求められているかと思います。そこで、いきなり

条例を例えば役場主導でつくっても、これまた仏をつくって魂が入らないということにもなりかねま

せん。そこでもう一つ提案でありますが、北海道のニセコ町ですね、ここは大変まちづくり条例等で

も先進地でありましたが、ニセコ町では再生可能エネルギー導入検討委員会、この検討委員会を設置

する条例がつくられたそうであります。いきなり条例をつくるのではなくて、再生可能エネルギーの

可能性とか何とかを、いろいろ町民を巻き込んで研究していくと、そのために検討委員会をつくって

いくという条例であります。非常に簡単な条例だそうでありますが、いきなり条例をつくるのではな

くて、検討委員会の設置を模索することは非常に現実的ではなかろうかと思いますので、町長の答弁

をもう１回お願いいたします。 

○議 長（大田黒英生君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） ニセコ町と変わったような形というか、結局そういう形で一歩一歩つめなく

てはなりませんけれども、大津町においては、まちおこし大学が昨年から勉強されておりますので、

そういう関心のある方がやっぱりリーダーとなってもらわなくては先へ進めないんではないかなと思

いますので、そういうまちおこし大学の充実を図りながら十分その辺についても検討をしながら条例

には向かっていかなくちゃならないんじゃないかなと思いますけれども、その前にやるべきものをちゃ

んとやるような形で進めていかなくちゃならないというふうに思っております。 

○議 長（大田黒英生君） 荒木俊彦君。 

○１５番（荒木俊彦君） 町民を巻き込んでの検討、学習これもおおいに必要だと思います。同時に役

場、行政側の体制も一気にとはいきませんけど、それなりに充実をしていかなければ、専門家がいな
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ければですね、補助金も使えないということになりかねませんので、あわせて庁舎内のですね、体制

整備に努力をお願いしたいと思います。これで終わります。 

○議 長（大田黒英生君） しばらく休憩いたします。２時１０分から開会いたします。 

午後１時５７分 休憩 

                    △ 

午後２時１０分 再開 

○議 長（大田黒英生君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 大塚龍一郎君。 

○６番（大塚龍一郎君） こんにちは。通告書のとおり順次質問を行います。 

１項目は大震災と教育行政についてでございます。 

３・１１春まで遠く、３４万人なお避難生活、熊日より。暮らし遠い復興、家族離散３割、失業・

休業４割、朝日新聞より。悲しみ語りつぐ娘のため次世代のために、毎日新聞より。被災地変わらぬ

日常、３４万人今も避難、西日本新聞。再生へ底力、今こそ復興の歩みなお遅く、日本経済新聞。こ

れらは、列島を追悼の祈りが包んだ大震災１年目を迎えた３月１１日付けの各新聞社の１面トップの

見出しであります。 

また、この日の朝日の天声人語を目を向けますと、被災地ばかりでなく日本全体にとって３・１１

以前にはもはや戻れぬ対岸となってしまった。振り向けば橋は消えて、隔てる川の流れは深い、誰も

が心細い肩を寄せ合いながら、絆というたき火に心の手をかざしてきた１年だったように思う。その

「絆」の文字も過剰な運用に摩耗気味である。井上ひさしさんが健在ならば、「つるつる言葉」と呼ぶ

かもしれない。便利に使われすぎて、意味も実態もすり減ってしまう、そういう言葉を称していたそ

うであります。スローガンで何かが片づくわけでもない。だが、私たちの社会が、これほど他者を思っ

たのも史上まれなことではなかろうか。ともに悲しみ「絆」の一語に魂を入れ直すこの日としたい。

国民全体で共有したい思いであります。大震災は、自治体の機能にも大きな打撃を与え続けました。

庁舎を失い、多くの優秀な職員が犠牲となり、復興の土台となる地域を支える活動が急務となってお

ります。業務が限界だ、町職員だけでは膨大な復興業務をこなすことは不可能である。復興計画づく

りまで手が回らない、被災地の各自治体からの叫びであります。熊本県は県内４５市町村と合同で、

宮城県松島市を中心にこれまで延べ８００人以上の職員の皆様を派遣されております。まさに業務に

精通した職員の皆様は即戦力でございます。塩害被害を受けた仙台平野では、熊本方式の除塩活動が

成果をあげているそうでございます。 

今後の復興事業でも、土地区画整理などに携わる専門職員がさらに必要となってきているそうでご

ざいます。また、先ごろ総務省によりますと、被災地の自治体からは職員５６８名の追加派遣を要請

されているが、派遣予定は今ところ３４２人とどまっており、長期化で派遣元自治体の負担も大きく

地元住民からは、「どうしてうちの町から出すのか」と苦情を言われる自治体も現れているそうでござ

います。総務省は、各自治体に通知し、定年退職した職員を再任用し、職員ＯＢを被災地に派遣する

などを助言し、給料やもろもろの旅費などの経費はすべて特別交付税で手当てをするという対応策も
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決めているようでございます。 

そこで、本町の今後の被災地復興支援の計画活動についてをお尋ねいたします。 

東北３県の学校にも大きなつめ跡を残した大震災の中で、釜石の奇跡と悲劇の学舎として、特に心

に残ってる二つの出来事がございます。前者は１４校ある公立小中学校で、学校の管理下のもとにい

た３千人の児童生徒が全員無事であったこと。津波防災教育の見事な対応として高く称賛された出来

事でございます。 

もう一つは、悲劇のほうでございます。石巻市の大川小学校では、地震から５０分間を校庭にとど

まり、その後堤防へ避難中に全児童１０８人の７割に当たります７４名が死亡し、教職員も学校にい

た１１人うち１０名が命を絶たれたという、本来は安全なはずの学校で子どもたちが、子どもたちの

命が一瞬のうちに奪われた出来事でございます。被害規模に差が出たのは、「知識の防災教育だけでは

なく、災害にどう向き合うかという姿勢の防災教育ができていたからだ」と言われております。大震

災について、子どもたちにどのような情報を与え、どのような授業を積んで学校の学びの中で取り組

んでおられるのかをお伺いいたします。 

被災した子どもたち、学校に対するどのような支援や対応がなされておるのかもお伺いいたします。

中学校の修学旅行で東北３県の被災地を体験し、姉妹校のような学校支援システムをつくり、お互い

の顔の見える交流の中で、支援関係を継続的につくっていく計画はないかをお伺いいたします。 

○議 長（大田黒英生君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） 大塚議員の大震災の後の支援関係でございますけれども、本当に未曾有の被

害を出しました東日本の発生からもう１年が過ぎました。まだまだ今までのような生活ができないよ

うな状況にある方々に心よりお見舞いを申し上げたいと思います。 

我々も震災後すぐに地域住民の皆さん、そして議会のご理解を得ながら義援金や義援物資を送らせ

ていただいたところであります。その後の関係等について、どう支援していくかというようなご質問

でございますけれども、今後については、例えば熊本県を中心に市町村が一体となって人的支援「チー

ム熊本」を結成して、これまで大津町からも３名の職員を被災地のほうに派遣をしながら、事務のお

手伝いをさせていただいたところでもあります。今後についても、それなりの支援計画がなされれば、

それについて十分検討をしていきたいというふうに思っておりますが、もし、うちの職員で今自らの

自主申告出張制度というのをつくらせていただいております。その制度で１週間程度現地のほうに行っ

て、勉強して支援をしてきたいというような職員があれば、自主申告出張で命じたいなというような

思いをしておりますので、この辺については十分職員とご相談もしていかなくちゃならないんじゃな

いかなと思います。 

また、保険業務関連等につきましても、もし一般の方が向こうで１週間程度勉強してきたいという

ような思いがあれば、その辺のところは十分検討をしながら臨時職員体制の中で派遣ができるかどう

かというようなことも、今後検討しながら、この支援関係についてはまだまだ続くものであるし、忘

れることのできないようしっかりと我々も支援をやっていかなくちゃならないというふうに考えてお

ります。そういうことで、職員なり多く町民の皆さんとも、関係団体を通しながらご相談をさせてい
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ただきたいし、ご検討をしていきたいというふうに思っております。 

○議 長（大田黒英生君） 教育長那須雪子さん。 

○教育長（那須雪子さん） 大塚議員のご質問にお答えいたします。未曾有の大被害をもたらしました

東日本大震災の報道等を見聞きする中で、これまで行ってまいりました防災教育や防災計画を見直す

必要があることとともに、人と人とのつながりの大切さを今感じてるところでございます。 

本町の小中学校におきましても、教訓とすべきことを児童生徒の心に響くように工夫しながら、い

ろいろな取り組みを行ってるところでございます。町内すべての学校におきまして、まずは教職員の

防災教育の研修の材料として、新聞記事や報道資料等を使いながら自然災害に対してもっていたこれ

までの意識を改革するとともに、防災マニュアルの見直し等に取り組んでるところでございます。 

また、児童集会、全校集会におきまして校長が講話を行い、命の尊さや助け合う心のすばらしさと

ともに、危険予測や危機回避能力の育成に関わる指導を行ってるところでございます。 

さらに、各学校、各学級での取り組みをいくつか紹介させていただきます。２月２５日熊日新聞に

掲載されました大津東小学校における取り組みです。「３月１１日を忘れない集会」という集会を開い

ております。宮城県石巻市で被災されて、現在熊本市に移住されてる方をお呼びして、被災の実態を

聞き、自分たちに何ができるのか一人一人真剣に考えさせる集会となりました。また、南三陸町の名

足小学校との交流を通しまして、支え合いの心や助け合いの行動の大切さを学びました。大津北小学

校では、多くの尊い命が奪われました大川小学校の校門近くに咲いていたひまわりの種を被災された

知人の方は通して取り寄せ、大切に育てて大きな花を去年の夏咲かせた後に種をとり、その種を自分

たちで育てたからいもと一緒に被災地に送り、現在も交流をしております。今年の夏は、北小学校で

は全校児童でこのひまわりを育てる予定だそうです。 

大津北中学校では、家庭科で手作りのバック、スクールバックや上靴入れなどを製作しまして、被

災地へ送っています。我が町は、昨年から全部の小中学校でＮＩＥに取り組んでいます。教育に新聞

を活用するという取り組みでございます。このことによって、読解力・思考力・表現力を向上させる

ことを願いますとともに、併せて社会への関心を持たせ幅広い人間形成にも役立たせよとするもので

す。東日本大震災に関する新聞記事は１年過ぎた今でも数多く掲載されています。そこで、その記事

を活用した取り組みは、どこの学校でも数多く行われています。総合的な学習の時間や各教科の中で、

または環境をテーマにした原発問題に取り組んだり自然災害について学習を深めたりもしております。

道徳の授業では、「奇跡の１本松」や「トランペットを抱きしめる少女」、「瓦れきの山」などの写真を

使い、生命の尊さやボランティアの精神を学んだ学級もあります。東日本大震災では、これまでの自

分の生き方、考え方を揺るがすような出来事が数多く報道されています。そのことから学ぶことは多

くあると思います。各学校での取り組みが一過性に終わることなく、今後も工夫した取り組みを続け

ていくよう、また命を大切にする心や助け合いう心を更に育成していくとともに危険予測能力、回避

能力も併せて育てていきたいと思っております。そして何よりも自分の命を自分で守る教育、そして

そのための訓練を徹底していかなければならないと考えております。 

町教育委員会としても各学校での防災マニュアル等はございますけれども、基本的なものについて
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は町としてのものを示して、改善を加えなければならないところも多々あると考えておりますので、

新年度になりましたら、早速取り組みを開始したいと思っているところでございます。 

次に、中学生の修学旅行を東北被災地研修にする計画についてのお尋ねでございますが、中学校に

確認しましたところ、新年度の修学旅行につきましては、例年どおり沖縄に決定しているということ

でございました。また、それ以降の修学旅行につきましても、東北の被災地研修は今のところ考えて

いないということです。その理由としましては、距離が遠いこと、費用がかかること、現在の修学旅

行は平和学習の一環として取り組んでいるということが主な理由でございます。実際に訪問し、自分

の目で見て、耳で聞いて、肌で感じることは将来の生き方に大きな影響を与えるほどの学びをするこ

とと思います。しかし、中学校の修学旅行としましては、保護者の負担があまり大きくなることも好

ましくありませんし、旅行の目的も熟慮しなければなりませんので、学校の判断で候補地を考えてい

くことが好ましいと考えております。実際に被災地の現地に行くことができなくても、新聞記事や写

真等の情報を効果的に活用して気づき、考え、学んだことをこれからの自分の生き方や暮らしの中に

生かしていくことや、日ごろから防災意識を持ち自分の命は自分で守るための行動がとれるようにす

ること。更に被災された方々へ思いをよせ、被災地とともに頑張っていく態度を育てていくことを大

事にしていくように各学校、今後とも指導をしてまいりたいと考えております。 

○議 長（大田黒英生君） 大塚龍一郎君。 

○６番（大塚龍一郎君） 職員の皆さんの自主申告で研修視察というようなことを考えられているとい

うことで、是非ともこういうことを実現していただきたいと思います。大津町も非常に豊かと言いま

すか、自治体としては恵まれた自治体でございます。一人でも二人でも息の長い継続性のある支援を

続けてもらいたいと思います。 

また、今教育長のお話でございましたいろんな小学校、中学校の初めてお聞きする本当の被災地と

の関連、本当に感心いたしました。できますれば、「広報おおづ」あたりで被災地と大津の子どもたち

というような見出しで大特集をやってもらって、町民の方にも広くを知れわたればいいなと思ってお

ります。 

修学旅行の点は、非常に難しいということをお聞きしました。沖縄とはそう距離的には変わらない

と思いますけど、是非実現があれば思っております。 

私は、先ほど二つほど出来事を、印象の深いで出来事をお話しましたことは、子どもたちの命を守

る学校の先生、こういう人たちが非常に大切な立場であるということを自覚してもらいたいというこ

とでございます。もう１年経ちました。夏休み、冬休みも過ぎました。大津町内で教職員の方で被災

地のほうへ視察またボランティアあたりで経験された方がいらっしゃいましたら教育長のほうからちょっ

とわかりましたらお願いしたいと思います。 

○議 長（大田黒英生君） 教育長那須雪子さん。 

○教育長（那須雪子さん） 大塚議員がおっしゃいますように本当に学校における教師の立場の重要性、

即子どもの命にかかわっているということを、また改めて認識して、その重さを受けとめながら子ど

もの教育にあたらなければならないと強く思いました。 
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ところで、被災地に出かけた職員、またはボランティアをした職員につきましては、申し訳ござい

ませんけれども、今のところ調査をしておりませんので、わかりません。今後調べてみたいと思いま

す。 

○議 長（大田黒英生君） 大塚龍一郎君。 

○６番（大塚龍一郎君） この被災地の中で地元大津町と何か関係のあるような歴史的なことがないか

なと、ちょっと調べましたら「平民宰相」言われました原敬（はらたかし）が岩手県出身であります。

また、この方の懐刀、いわゆる政友会の幹事長として辣案をふるわれました江藤哲蔵さんというは、

大津町陣内出身あります。こういったつながりも子どもたちには歴史的な一人として、こういう災害

に関連いたしまして、教育の中でもはぐくんでいただければと願うところでございます。 

次に移ります。２項目は相撲土俵建設についてでございます。ただいま大阪で春場所が始まってお

ります。相撲人気も少しではございますが、回復の兆しが見えているようでございます。ただ日本力

士の奮起がなければ、また郷土力士の台頭がなければなかなか郷土としても熱中するわけにはいかな

いわけでございます。大相撲３００年の歴史の中で、熊本から２名の横綱が誕生しております。その

中の１人が大津町下町が生んだ第１１代目横綱、不知火光右衛門でございます。現在の横綱の土俵入

り不知火型を完成させた力士でもございます。平成６年２月、地元有志の方が不知火顕彰会を立ち上

げまして、以来毎年命日には顕彰をされているところでございます。また、この２０年近く、町の恒

例行事であります、つつじ祭り子ども相撲大会を盛り上げておられます。他町村の子どもたち、保護

者、いろんな関係者の皆様方に喜ばれております。大会開催ごとに不知火顕彰会の役員の方々が土俵

づくりに大変な汗をかいておられます。高齢化をされておる方が多数でございます。郷土の偉人を顕

彰（けんしょう）し、子どもたちが日本の伝統である相撲の貴重な体験を重ねることは、非常に重要

であると思います。隣の益城町ではスポーツ施設の一環として立派な相撲道場が設置されて、毎年９

月に４カ町村共催の高遊原相撲大会が開催されて盛況を呈しております。多くの大会も催され相撲を

通じて地域に活性化をもたらしております。ぜひ本町にも常設の土俵場ができないものかとお尋ねす

るところでございます。 

○議 長（大田黒英生君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） 大塚議員の国技であります相撲の関係で第１１代目光右衛門さんが大津町下

町出身ということで顕彰会の皆さんがつつじ祭り、あるいは高遊原相撲でしっかりと子どもの育成と

ともに頑張っておられますことをここに感謝を申し上げたいと思います。 

議員おっしゃるように、いろんな形でお話をお伺いしておりまして、２、３年前に相撲の土俵の関

連で町の武道館と兼ねたところで建設できないかなということで、文科省のほうともそういう話の中

でお伺いしながら、予算関連等の検討をさせていただきましたけれども、両方つくるというような形

になるとなかなか文部省の補助金が６千万円ぐらいというような話で、なかなか計画が１億円から２

億円、３億円というような形に膨らんできた関係で、なかなか土俵が、常設の土俵、高遊原でなくて、

やはりそれなりの設備をそろえたものをというようなことで進めた関係で、経費的に大変な金を投じ

込まなくちゃならないということで、一応検討見送っておるところであります。もちろん子どもたち
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に、その不知火光右衛門だけでなくして、大津町の歴史を振り返りますと議員ご承知のとおり参勤交

代道路の上大津をはじめ、いたるところにそういう力自慢の力士がおられたということで、各町内に

おきまして、そういう力士の墓があると、幾つかあるというような話もあるし、そういう墓石が立っ

ておるのも事実でございます。そして、村相撲というか、松古閑をはじめいたるところで相撲が盛ん

であったと。そういう歴史の中で、やっぱり大津がお蔵人というような形で、あそこにお米を貯蔵す

る、蓄えるために、はやりそこにおられる豪商の皆さんがそういう力自慢の人たちをしっかりとおか

かえになられて、そういう町おこしに力を入れておられたんだなというふうに思います。もちろん、

そういう中から下町の坂本さんが原野さんを申し訳ないけれども、不知火光右衛門を大阪、江戸へ連

れて行かれて、名横綱になられたという歴史もあるんじゃないかな思います。 

そういう大津町の歴史の中で、今、下町の皆さんが一生懸命、やはり青少年育成を兼ねたところで

やられておりますけれども、当初東小、南小におきましては、屋根のない土俵、ただの土俵というよ

うな形で、今議員おっしゃるような相撲大会のときに先生たち関係でご指導をされておると聞いてお

ります。しかし、大津町にも中核工業団地にある企業の中で、社会人相撲の会社がありまして、そち

らのほうの監督関連等とも相談してみまして、どこで練習なり何をやっておられるかというような話

を聞いたり、いろいろしておりますけども、もし今講師は阿蘇のほうに出掛けておられますけれども、

大津でやられるというような形になれれば青少年の指導はできますかというような話もしております

けれども、地元にできればぜひ子どもたちの指導もやっていきたいなというような思いがあるようで

ございますので、この辺については、今後そちらのほうの方々と、そしてまた大津町に住んでおられ

る相撲を好きな人たちがおりますので、まあそういう人たちとどれくらいのもので、我々の予算の範

囲内がどこまでできるかというのも検討しながら、前向きにやっぱり検討していかなくちゃならない

んじゃないかなと、そういう国技であるし、そういうものの中から大津町から不知火光右衛門に継ぐ

ような力士が生まれてくれればなという夢も持ちながら進めていければなというふうに思っておりま

す。この件につきましては、顕彰会の皆さんとともに十分ご相談をしながら前向きで検討をさせてい

ただきたいなというふうに思っております。 

○議 長（大田黒英生君） 大塚龍一郎君。 

○６番（大塚龍一郎君） 町長から少し明るいというか、兆しが受けとれました。顕彰会の皆さんも非

常に心待ちしております。本当に財政的なものは一番でございます。場所はたくさんございます。ぜ

ひとも実現をお願いいたしまして、一般質問を終わります。ありがとうございました。 

○議 長（大田黒英生君） しばらく休憩いたします。２時５０分より開会いたします。 

午後２時４１分 休憩 

                    △ 

午後２時５０分 再開 

○議 長（大田黒英生君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

月尾純一朗君。 

○８番（月尾純一朗君） こんにちは、公明党の月尾純一朗が一般質問をさせていただきます。忘れる
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ことができない、忘れてはならない３・１１東日本大震災から１年が経ちました。ようやく国の復興

支援体制が動き始めました。遅い・鈍い・心がない場当たり的な対応で復興を遅れに遅れさせた民主

党政権に被災者の皆さんも全国の多くの国民も怒りに怒っています。今大事なことは何か、それは希

望であります。政治評論家の森田実氏は、日本国民の大部分は未来に希望がもてない状況にあります。

だからこそ政治が希望の光を灯して国民のチャレンジ精神や潜在力を引き出すようにしてもらいたい

と言っています。さらに同氏は「後生畏る可し」という孔子の言葉を引いて、多くの若い人たちが悩

みや苦しみに押しつぶされて、自分には可能性がないと思っているかもしれないが、若者には無限の

可能性がある。大人たちは青年に無限の可能性を開くチャンスを与えないといけませんとも語ってい

ます。 

先日、菊池市総合体育館で開催されたはやぶさ展、私も妻と二人で見に行ってきました。展示コー

スを回って出てくるときには、顔が興奮して真っ赤にほてっていました。見に来ていたたくさんの子

どもたちの瞳が輝いていました。この子どもたちの中から次の毛利さんや、次の向井さんが出てくる

のかという思いで見させていただきました。大津町の教育委員会にも情報を流しましたが、さて何人

の子どもたちが見に行ったことか。 

さて、家入町長の施政方針を拝聴いたしました。２期８年間の実績について、るる述べておられま

した。末尾に「大津町に住んでよかった。ずっと住み続けたいと思えるまちづくりを」と述べておら

れます。今までの大津町は強かったと思います。しかし、今は極めて厳しい時です。たとえ政府が国

民一人ひとりの輝く未来に対して軟弱であったとしても、我が栄光の大津町は永久に不滅ですという、

夢と希望のあふれる家入町長３期目に突入する本年の力強い展望を示していただきたい、述べていた

だきたいと思ったところであります。そういう思いを込めて本日は、１、若者の雇用対策、新規就農

支援事業について。２、脳せき髄液減少症への支援について。３、スポーツツーリズムの推進につい

ての３点について。町長、教育長にお尋ねいたします。５人目ですので端的に質問しますので、簡潔

な答弁をお願いしたいと思います。 

まず１問目、青年就労支援の取り組みについてお尋ねいたします。 

今、先の見えない若者の雇用という問題が不安で覆われています。昨年の全国の完全失業率は４.

９％、有効求人倍率も０.６４倍であり、特に１５歳から２４歳の若者の失業率は８.５％と大変厳し

い状況になっています。施政方針の中でも触れておられますが、本田技研の海外への移管、正社員４

００名の配置替え等により関連企業も大きな影響を受けています。そこで、大津町の新卒者を含む若

者の就職状況及びそれを受け入れる企業の状況、更に今後の見通し、そして、今後大津町に進出を計

画している企業はあるのか、呼び込む決意はあるのかお尋ねいたします。 

次に、そういう若者の厳しい雇用の状況の中で、一筋の光明といいますか、明るい情報として農水

省の新規就農支援事業の中の青年就農給付金について、お尋ねいたします。 

現在、我が国の農業は、農業就業者の平均年齢が６６.１歳、６５歳以上の高齢者が６割を超えてい

ます。また、新規就農者の減少から後継者不足が大変深刻な状況であり、平成２２年における３９歳

以下の若い就農者数は１万３千人にとどまり、そのうち定着するのは１万人程度という現状です。こ
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うした状況を受け、農水省では、平成２４年度から持続可能な力強い農業実現のため、必要な毎年２

万人の青年就農者の定着を目指し、新規就農支援事業を開始します。その柱となるのが青年就農給付

金で、就農前後の経営の安定性を高めることで、若い世代の就農意欲を高め、さらに就農後の定着率

を上げることがねらいです。青年就農給付金は、２つあります。１、都道府県が認める、道府県農業

大学校や先進農業法人等で研修を受ける４５歳未満の就農者に最長２年間、年間１５０万円を給付す

る準備型と。２、４５歳未満の独立自営就農の者に対して、農業を始めてから経営が安定するまでの

５年間、年間１５０万円を支給する経営開始型の両事業が車の両輪のように支援する仕組みになって

います。従来の支援策が無利子融資や農機具購入への補助に限られていたのに対し、今回は農業収入

に対する直接の給付に踏み切っています。この事業を利用するには、まずは各自治体は手を挙げなけ

ればなりません。大津町がこの事業に取り組み、若者への新規就農の手助けをしていく考えがあるか

お尋ねいたします。 

○議 長（大田黒英生君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） 月尾議員の若者の就労と農業関係の支援事業等についての質問でございます

けれども、議員ご承知のとおり厳しい状況にあるのは確かでございまして、大津町の若者の就労問題

についてですが、厚生省が発表いたします平成２３年１２月１日現在の平成２３年度の大学等の卒業

予定者の就労、就職内定状況調査よりますと、昨年同期に比べて２.５％～４.５％ポイントアップと

いうことで幾分は改善している状況であると言われております。大変、先ほどから申しておりますよ

うに、欧州の経済状況も大分良くなってきておるというようなことでございますけれども、まだまだ

原油高関連等でリスクがまだ多いので、油断できないというような状況と、欧米とともにアメリカの

景気も大分良くなってきておるの中でも、日本のものづくり産業等については、大変東南アジア関連

等においての生産基点を移していくような状況にあるようでございます。 

そのような状況の中で、やっぱり今大津町においても２つの高校関係等を聞いてみますと、大津高

校での就職希望者は２０人ということで、国公立なんかもこれまで最高の４５名以上の方が通ってお

られるということでございますけれども、２０名のうち内定者は１９名と聞いておりますし、あるい

は翔陽高校では就職希望者が１３３名のうち内定者は１２９人ということでございまして、しかしま

た、平成２１年、２２年度には２校とも就職内定は１００％というようなことで上がってきておりま

す。しかし、高卒でいった場合、こういうような高い数字が示されておりますけども、大津町が県内

の市町村に先駆けていち早く無料の職業紹介所を開設しております。その就労支援を行っておる内容

につきましては、若者の相談状況で男性の相談はやはり、転職に伴う相談が主になっておるというこ

とと、また女性は結婚や出産に伴う退職者による失業認定申告書の活動証明とともに転職に伴う相談

が主に上がってきておるというような状況でございます。 

大津町の関係で今年度の企業につきましては、大津町内の企業の１５社で５９名の方が内定でござ

いますけれども、そのうち大津町住民の皆さんとなると８社で１２名の方が内定されておるというこ

とで、本田技研が２名とか、あるいは中央可鍛が２名という会社にもばらつきがございますけれども、

大変厳しい町内企業の状況でもあります。そういう町内企業においても、大津町の県内の高校の就労
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担当の皆さんと企業との交流というか意見交換を交わしながら、それぞれの企業や学校のＰＲを行っ

ておられるようでございます。もちろんやっぱり我々大津町では、今大変厳しいというか、雇用をお

願いしたいというのは福祉関係の職員の確保がほしいというような状況を今聞いております。もちろ

ん議員もご承知のとおり、保育園関連とか、老人ホーム関連の職員が今大津町でも大変必要な時期で

ございますけれども、そういう資格関連等についてはなかなか厳しいものもあるし、雇用を就労され

る方も、なかなかそちらのほうで希望が少ないというような状況で転職された方も疲れて長続きしな

いような状況の転職が多いというのが現状のようでございます。 

今後についても、やっぱりどのような形でそういう就労関係の支援を図っていくかと、大変日本で

も今は海外のほうから、タイとかいろんなところから労働者の参入がうたわれておりますけれども、

資格関係の問題の関係で厳しい状況でございますので、この辺の資格関連等についてもしっかりと国

のほうに緩和していただくようなことを考えていかなくちゃならないんじゃないかなというふうに今

後、国のほうにも県のほうにもお願いしていきたいなというふうなことで雇用関係、今後の雇用につ

いては、そのような形で推進を図っていきたいなというふうに思っております。 

また、就農の支援に関することでございますけれども、これについては新しい、議員がおっしゃる

ようなものが今後できるわけございますし、そのためには人と農地プランというのを作成しなくちゃ

ならないというような状況でございますので、この辺の関係については、前向きで支援をしていきた

いというふうに思っておりますので、その辺のプラン関連等については、担当部長のほうからご説明

をさせていただきます。 

○議 長（大田黒英生君） 経済部長西本昇二君。 

○経済部長（西本昇二君） 月尾議員の人・農地プランについて事業内容を説明させていただきます。 

農業が厳しい状況に直面している中で、持続可能な力強い農業を持続するために、基本となる農地

の問題を一体的に解決していく必要があります。このために、それぞれの集落、地域において徹底的

な話し合いを行って集落地域が抱える人と農地の問題を解決するための未来の設計図として作成して

いただくのが人・農地プランでございます。プランには、地域の中心となる経営体、今後の地域農業

のあり方、農地の集積計画などを盛り込むことになります。地域の方が徹底的に話し合っていただい

た内容を受けて、市町村がプランの原案づくり、市町村は農業関係機関や農業者の代表で構成する検

討会を開催し、計画の妥当性などを審査、検討します。検討会で適当であると判断されたものが、人・

農地プランとして正式に決定されます。決定されると、経営開始型の青年就農給付金や中心となる経

営体に農地を提供する方を対象に給付される農地集積協力金、認定農業者対象の資金の無利子化など

の支援を受けることができます。プランは最初からパーフェクトなものにする必要はありません。随

時見直すことができます。なお、人・農地プランを作成する過程で集落、地域ごとに地域農業の問題

点や将来の見通しを徹底的に話し合ってもらいますので、地域の方々が共通認識をもっていただき、

地域の方々同士のつながりが深まることにもつながると思われます。ちなみに、月尾議員の質問もあ

りましたように、青年就農給付金は就農前に県農業大学校などの研修期間中に県から給付される準備

型と経営が不安定な就農直後の所得を確保するために、市町村から給付される経営開始型の２種類あ
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ります。４５歳未満の独立自営就農者に対して年間１５０万円を最長５年間給付するのは、経営開始

型の青年就農給付金です。給付金を受ける要件として、自らの農地の所有権もしくは利用件を所有し

ていること。市町村が作成する人・農地プランに位置づけられることです。 

先ほど町長が言いましたように、このプラン関係につきましては、積極的に県の指導を仰ぎながら

進めていかなければならないと思います。 

○議 長（大田黒英生君） 月尾純一朗君。 

○８番（月尾純一朗君） 野菜等を生産しながら、その収益を上げながら毎年１５０万円というのを受

け取っていくという大変すばらしい事業であると思いますので、ぜひ頑張っていただきたいと思いま

すが、青年が農業に就くに当たりまして、こういうのをいろいろ提出すべきものをしたりとか、取り

組んでいくときに、やはり町がしっかりとサポートしていかないとなかなか自立まで結びつけかない

と思いますので、その辺しっかりと取り組んでいただきますようにお願いをしたいと思います。 

次の質問に移ります。脳せき髄液減少症患者の救済についてであります。 

脳せき髄液減少症とは、脳脊髄液が脳脊髄液腔から漏出することで減少し、頭痛やめまい、耳鳴り、

倦怠などさまざまな症状を呈する疾患であります。交通事故やスポーツ事故等で脳と脊髄を衝撃から

守る髄液が足りないで漏れることにより、頭痛や吐き気などで突然動けなくなることもあり、多種多

様な症状をもつ病気であります。多種多様とは、まさにそのとおりで、集中力低下や思考力低下、記

憶力低下、視力障害、聴力障害、座骨神経痛、手足のしびれ、自律神経障害などさまざまであります。

最近ではメディアでもよく取り上げられ、認知度が高まってきております。わかっているだけでも、

全国に約１０万人いると言われております。この脳せき髄液減少症の患者さんの中には普通の生活を

送ることに支障が生じているにもかかわらず、周りの人から単に怠慢である等の批判を受け、十分な

理解を得られず苦しい思いをされている人もおられます。例えば、自転車通学中に交通事故に遭い、

その後具合が悪くなり朝起きれないでいると、怠けていると親から叱られ、保健室に行くと「やる気

が足りない」と周りから言われるなど、後に脳せき髄液減少症と診断されるまで大変つらい思いをし

た生徒の話があります。ただ発症のメカニズムが十分に解明されず、診断基準も確立していないため、

国は健康保険の適用を認めていません。このため患者は現在有効な治療法として用いられている「ブ

ラッドパッチ療法」、自分の血液を注入して髄液漏れを防ぐ治療法を自費で受けておられます。１回の

治療費が３０万円から４０万円かかり経済的に大きな負担を強いられています。長野県飯山市では、

来年度中学３年生以下の子どもたちにブラッドパッチ療法の半額補助を始めます。 

３点お尋ねいたします。まず、大津町は児童生徒の中に、この脳せき髄液減少症の患者と言われる

人は何人いるのでしょうか。この病気はともかく早期発見、早期治療が一番大事とは言われています。

早期に治療すれば、治るものが遅れることで一生苦しむことにもなりかねません。実態をお尋ねする

とともに併せて学校での調査の方法はないかお尋ねいたします。 

次に、脳せき髄液減少症の患者の相談窓口の充実と支援体制の確立、すなわち治療費の補助などの

考えはないかお尋ねいたします。 

次に、教育現場での周知徹底として、教育委員会主催の研究会、専門の医師や教授を招いての講演
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会などの考えはないか。また、長野県や千葉県の多くの自治体や教育委員会が行っているこの病気を

知ってもらうための小冊子の配布など、この小冊子は脳せき髄液減少症患者支援の会というのが作成

しておりますけれども、この小冊子の配布などの考えはないか。さらに今年から中学校でも必修とな

る柔道等の授業は大変危険を伴うと危惧する声も聞かれます。心配ないのかお尋ねいたします。 

○議 長（大田黒英生君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） 月尾議員の脊髄関連の脳せき髄液減少症という病気でございますけれども、

今はいろんな形の病気が長い苦労というか、患者の皆さんのご苦労があっておるようでございます。

これだけでなく、やっぱり日ごろはどうもないけども、その１日の時間帯で血液血管の収縮関係でめ

まい吐き気というようなものもあるようでございますけど、今議員おっしゃるように日ごろの検査の

ときには出てこないとか、いろんな形の状況で大変ご苦労をされてる患者さんが多いようでございま

す。大津町につきましても後ほど教育長のほうからお話があるかと思いますけれども、そのような方

が１人おられるというような話も聞いておりますので、成人についてはまだその辺の情報、あるいは

そういうＰＲを我々としてやっていないところもございますので、そのような状況でございますけれ

ども、前（ナイシ）関係でご質問ありましたように、そのような取り組みもさせていただいておりま

すし、議員おっしゃるように１、２回で早期治療をすれば良くなるというような話も聞いております

ので、この辺については、前向きに十分検討していきたいと思いますので、担当部長なり、教育長の

ほうからご説明をさせていただきます。 

○議 長（大田黒英生君） 教育長那須雪子さん。 

○教育長（那須雪子さん） 月尾議員の脊髄液減少症患者の救済についてにかかわります（３）、早期発

見・早期治療のため学校関係者や保護者を対象とした研修会等が必要であると思うが、そのような考

えはないかというお尋ねに対してお答えいたします。 

昨年末１２月ですけれども、熊本県のほうで公立学校を対象とした健康教育実態調査というのがご

ざいました。その調査の結果で県下で３４名の児童生徒がこの病気であったということがわかりまし

た。さらに３４人中１人が大津町内の生徒であることがわかりました。この生徒は、小学生のころ頭

を強打したことがあるということです。しかし、現在のところ日常生活に問題はありません。運動、

部活動をしながら元気に頑張っているということです。ただの水分が不足することで頭痛を起こすこ

とがあるそうです。そのような場合には、水分補給をすれば、また元気を取り戻すということで、現

在のところ特段の治療はしてないということでございます。身近なところに患者である生徒がいたこ

とと合わせまして、この病気とのかかわりで配慮しなければならないことは、この４月から中学校で

武道が必修となることでございます。 

特に、柔道の危険性が今いろんなメディアを通しても指摘されておりますし、私ども教育関係者と

しましても、この危険性を十分認識しながら安全策を講じなければならないと強く思っているところ

でございます。柔道の危険性を少しでもといいますか、絶対危険が起こってはなりませんので、安全

を第一にするためにも、授業開始前の確認事項、例えば指導計画に無理がないか、生徒の心理状態は

大丈夫か。服装とか、これから柔道を始める場はきちんと整っているか。また、生徒に対しての学習
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における約束事、こういったことを徹底して守ること。そういったことの指導とあわせまして、柔道

場の畳、これが危険性がないものになってるかどうか。さらには万が一事故が起こった時、事故に緊

急に対応できるようなマニュアルが作成されているかどうか。そういったところを含めて安全性を第

一にしたところでの今後の対応をさらに深めていかなければいけないというふうに思っているところ

でございます。 

学校におきましては、この病気の原因が交通事故とか、転倒とか、そういったことで引き起こされ

ることがあるということでございます。子どもたちは本当に元気いっぱいでございますので、安全面

には十分注意をするように指導し、またそういう環境をつくる中で教育指導は行っているわけですけ

れども、いつ何時転倒するかもわかりません。そこで、柔道に限らず個々の児童生徒の心身の状態に

応じて、学習面を含めた学校生活のさまざまな場面で適切に対応するように、また脳せき髄減少症の

ような症状を呈しているけれども、今のところ原因が不明、しかしなかなか子どもは体調として整わ

ない。そういった事例がありました時には児童生徒とか保護者にはですね、脳せき髄液減少症という

病気があるんだということをお教えなければならないというふうに思いますし、また専門医療機関が

どこであるかということをまだ私自身もよくわかりませんけれども、医療機関を受診するように指導

ができるような体制づくりをしていかなければならないというふうに考えております。 

また、この病気に関する内容の県主催の研修会が既に学校保健関係者とか、各学校の健康教育担当

者を対象としまして、平成２１年度から行われております。昨年の６月に実施されました研修会には、

町内の小中学校からも養護教諭、または校長、校長も出席できなければそれに代わる者が必ず各学校

から１名は参加してこの研修を受けております。 

しかし、すべての教職員が十分に理解するにはまだ至ってないというふうに思いますので、この病

気を大変私も身近に感じましたし、起こりやすいものであるということもわかりましたので、特に学

校関係者とか保護者は、この病気についての情報を得て適切に子どもたちへ対応していくことができ

るようになっておかなければならないというふうに思います。そこで研修会とか、先ほどご提案あり

ました小冊子の作成、これらを含めまして、今後どのように町の教育委員会として対応していったら

いいのか、現場の校長または養護教諭とのご意見も聞きながら具体的な方策を立てていきたいという

ふうに思っております。 

○議 長（大田黒英生君） 福祉部長岩尾昭德君。 

○福祉部長（岩尾昭德君） 議員ご質問の状況につきまして申し上げます。ご質問のように脳せき髄液

減少症については、ご本人やご家族の負担が大変大きな状況でございます。なお、先進医療が適用さ

れるためにつきましては、通常の治療と共通費用が負担軽減がされます。しかしながら、先進医療に

かかる費用については、これまでどおり全額自己負担になると存じております。また、県のほうにお

きましても自由診療部分への補助については、現在９５種類あります先進医療全体の指定からも現状

では非常に困難であると、状況であると聞いております。 

また、平成１７年に配置されました熊本県難病相談支援センターにおきましては、これまで国が指

定する難病に限らずさまざまな病気に関する相談に応じておられます。脳せき髄液減少症についても
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病気に関する情報を伝えながら、医療機関への紹介や各種相談につきまして同センターで実施されて

おるところでございます。 

今回の国の方針につきまして、今回の脳せき髄液減少症につきましては、平成２４年度からの保険

適用につきまして、国のほうで検討されてきておりましたけれども、診療報酬改定に間に合わなかっ

たということでございまして、まず先進医療の取り扱いとする方向で進めるということで聞いており

ます。 

議員ご質問のように、頭痛やめまい吐き気などさまざまな病状を呈する病気ということで、日常生

活に支障を来す場合が多くあると聞いておりますが、社会的にもそういった知名度という面で病気へ

の正しい理解が得られにくいということで、町といたしましても正しい知識を習得いたしまして、正

しい理解が得られるように町民の皆様へホームページや口頭で情報提供していきたいと考えおります。 

それから対象者の方につきましては、相談窓口といたしまして、県の関係施設と連携を図っていき

たいというふうに考えております。よろしくお願いいたします。 

○議 長（大田黒英生君） 月尾純一朗君。 

○８番（月尾純一朗君） 先ほどから話があっていますように、何も過激なスポーツとか衝突があった

からということではなくてですね、例えばサッカーなんかも盛んですけれども、子ども同士がぶつか

り合ったとか、その程度でそういう症状を発する子どもたちもたくさんいるというふうに言われてい

ます。次代を担いゆく大事な子どもたちが、こういう病気にかかって一生を無意味に過ごさないよう

に守っていくのが本当の子育て支援だと思いますので、しっかり取り組んでいただきたいと思います。 

３問目に移ります。スポーツツーリズムの推進についてであります。 

私はこれまで大津町に人を呼び込む施策の一環として、エコツーリズムあるいはグリーンツーリズ

ムというものを提案してまいりました。いずれもまだ実現には至っておりませんが、町長には十分理

解をしていただき、前向きな答弁をいただいていると理解をしております。大津町は、昔から交通の

要所であり、今もますますその要素は大きくなってきております。熊本の観光の目玉である熊本城と、

世界の阿蘇を結ぶ国道５７号線の沿線上にあり、九州縦断道の熊本インターからも近く、空の玄関「阿

蘇くまもと空港」と、ＪＲ肥後大津駅は空港ライナーで結ばれております。九州新幹線との連絡も視

野に入れることができます。この大津町に与えられた観光の拠点、起点としての交通の要所という特

権は生かしていかなければならない使命が私たちにはあると思っております。 

近年、まちおこしのコンテンツの一つとして、マラソンなど市民参加型のスポーツイベントや観戦

型スポーツイベントの開催、あるいはスポーツ合宿、キャンプ誘致などを実施することで生まれる経

済波及効果に地域が注目し始めております。 

電通と早稲田大学による共同調査、地方自治体におけるスポーツ施策のイノベーション調査によれ

ば、多くの自治体がスポーツを通じた地域活性化に高い関心を持ち、従来の健康や教育といった効果

に加え、観光、スポーツ関連産業振興といった経済的な効果をスポーツ施策の目的とする自治体が増

えつつあり、スポーツによる地域活性化と、その経済効果を求める自治体が今後さらに増加すると予

定をしています。 
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さいたま市では、スポーツ分野で新たな観光交流人口拡大をはかるため、市のスポーツに関するシ

ティーセールスや関連マーケティング活動を専門的に展開する組織として、本格的スポーツコミッショ

ンとしては、国内初となる埼玉スポーツコミッションを設立しています。 

また、国レベルにおいては、スポーツ基本法が制定され、官公庁がスポーツ観光推進室を設置する

などスポーツを取り巻く新しい動きが活発化しています。これからの日本の復興にスポーツと観光の

果たす役割は大きく、その両者が融合したスポーツツーリズムの一層の推進が図られることが期待さ

れています。スポーツを通じて観光価値の創造を図っていく、地域発の積極的な取り組みが待たれて

います。このようなスポーツを活用したまちづくりで、新しい観光価値の創造を図っていくためには

宿泊施設、観光施設、交通機関、旅行会社、飲食店、商店などや観光協会などを代表した観光団体と

スポーツ団体との連携、共働を効率よく機能させることが必要であり、これらメンバーと行政からな

る連携組織も必要になってくると思われます。 

大津町には日本一のサッカー場があります。また大津高校のサッカーやバスケットボール、中学校

のバレーボール、本田技研の社会人野球など全国に名前が知られているスポーツがあります。また、

世界の阿蘇の外輪山に連なる豊かな水と緑があります。大津バイパスには多くのビジネスホテルが林

立しております。 

また、阿蘇くまもと空港や新幹線を利用して県外や関西・関東からのスポーツ交流、または中国や

韓国からのスポーツ交流等が考えられると思います。これらを考え併せて大津スポーツコミッション

を設立し、スポーツツーリズムに取り組む考えがあるかお尋ねいたします。 

○議 長（大田黒英生君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） 月尾議員のスポーツにおける観光振興というような形で、これまでいろんな

形でやらせていただいておりますけれども、皆さんそれぞれ頑張っておられるようでございます。例

えばねんりんピック関連で、サッカー大会が大津でありましたけれども、その前の年、そしてまた今

年も４月には西日本のサッカーの関係者が１千人以上お見えになられて泊まっていかれるというか、

交流を深めていかれるというような大会も予定されておりますし、またそれのほかにも体育協会の４

団体がいろんな形で、例えばジョギングフェスティバルをはじめとする自治体、バドミントンとか、

高校バドミントン大会などもやられておりますけれども、その大会ごとにやっぱり８００人以上の方

が２泊３日とか、そういう形でそれぞれのクラブの責任者の方々が行われており、本当に体育協会関

連等についても、地域の農産物というか、ＪＡの皆さんとも協働しながらあるいは障がい者の関係の

品物を売っていただきながら宿泊するというのは、本当に広い意味での活動をなされておるのに本当

に感謝をしたいなと思います。 

もちろんサッカーもそうですけれども、自治体関係のそういう大会をどう引っ張っていくかという

ような形が問題でございますけれども、結局、昨日県の自治体サッカー大会でうちの役場の職員がサッ

カーで２連覇しておりまして、今回大会が沖縄であるというようなことでございますけれども、そう

いう形の中でやっぱり大津のほうにも九州大会が開けるような道が開けてくるんじゃないかなと思い

ますし、やはりそういう中で大津町の観光はスポーツを通してというようなことも面白いんじゃない
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かなと思います。そういう意味で、先ほどから話しておりますように、韓国の関係についても自然の

中でのウォーキングとか、そういうものが韓国で非常にはやっておるというようなことで、天草の関

係でもそういうウォーキングコースを自分たちでつくり上げるというボランティア活動の中で、まち

おこしをやっておられるというようなことでございますけれども、大津町には本当に自然が恵まれ、

あるいはそういう重要文化財関係等ございますので、そういうような交流の中ですばらしい、議員おっ

しゃるように阿蘇くまもと空港がございますし、うまく利用すれば白川の景観とともに岩戸周辺、あ

るいはそういう中での観光振興が考えられるものと思います。 

そういう振興につきましては、今後１年間交流センターの中で担当の職員がいきながら、そして今、

立ち上げを予定しております観光協会関連等についても、今後の町振興に尽くしていただきたい。こ

れは観光協会だけでなくて、やっぱりそれを取り巻くというか、ＪＡの皆さんや商工会、あるいはビ

ジネスホテルの関係の協議会なんかをつくっておりますので、そういう企業連とも共に大津町一体と

なった、大津を愛する、大津を好きな人たちで知恵を出しながら、今後のスポーツを通したり、いろ

んな形の観光振興を今後進めていかなくちゃならない大事な１年になるんじゃないかなと思います。

そういうのにおきまして、やるべきものは多々たくさんありますけれども、そういう交流、海外との

交流をはじめ、スポーツ交流を通したところでの大津町のＰＲ、大津町のスポーツ振興にも健康増進

につながってくるんじゃないかなと思います。 

今回、また４月から始まりますつつじ祭り関連等のスポーツ大会もたくさん組まれておるようでご

ざいますので、そういうところからも多くの町外の皆さんがお見えになられておりますので、このチャ

ンスをどう生かしていくかというのが、我々役場の職員の、あるいは町を愛する各種団体の皆さんの

お力が必要になってくるのではないかなと思いますので、そういう意味におきまして一体となった目

標に向かって推進をしていかなくちゃならない役割をこの１年、町がコーディネーターの役割でしっ

かりとやっていかなくちゃならないというふうに思っております。 

○議 長（大田黒英生君） 月尾純一朗君。 

○８番（月尾純一朗君） 大津町には先ほど申しましたような実績がたくさんあるわけですけれども、

決してこれに甘んずることなくですね、これが元気大津だと言われるような、またこれが観光大津だ

と言われるような、そういう取り組みをしっかりとやっていただきたいと、またそれは行政だけでは

決してできませんので、しっかりといろんな団体等とのですね、共同しながら取り組んでいただきた

いなと思います。 

以上で質問を終わります。 

○議 長（大田黒英生君） これで、本日の一般質問は終わりました。 

 以上で本日の日程は全部終了しました。 

 これで散会いたします。 

午後３時３４分 散会 
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議 事 日 程（第４号） 平成２４年３月２１日（水） 午前１０時 開議 

 

日程第１ 一般質問 

 

               午前１０時０１分 開議 

○議 長（大田黒英生君） おはようございます。これから、本日の会議を開きます。 

 なお、永田和彦君より欠席の届け出があっておりますので、報告しておきます。 

 本日の議事日程はお手元に配付のとおりです。 

 

日程第１ 一般質問 

 

○議 長（大田黒英生君） 日程第１ 一般質問を行います。 

 順番に発言を許します。 

 府内博君。 

○２番（府内博君） おはようございます。２番議員、府内隆博が一般質問をさせていただきます。

今日は４点について質問をさせていただきます。 

１問目が、２４年度から中学校の武道必修化について。２問目が森林林業再生プランについて。３

番、夏休み・冬休み集中学習会計画について。４番目に大津特産ブランドを国内外へ販路拡大につい

て、四つを質問させていただきます。 

最初に２４年度から中学校の武道必修化についてでございます。平成１８年１２月に教育基本法の

改正、平成１９年６月に学校教育法の改正が行われ、知・徳・体のバランスとともに基本的、基礎的

な知識・技能・思考力・判断力・表現力等及び学習意欲を重視し、学校教育においては、これを調和

的に育むことが必要である旨が法律上規定されました。 

また、教育基本法において、教育の目的として伝統と文化を尊重し、それを育んできた我が国の領

土を愛するとともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うことと規定された。 

平成２０年１月、学習指導要領等の改善について答申が行われ、具体的には教育基本法が約６０年

ぶりに改正され、２１世紀を切り開く心豊かでたくましい日本人の育成を目指すという観点から、豊

かな心や健やかな身体の育成のための指導の充実に関し、徳育や体育の充実のほか、国語をはじめと

する原語に関する能力の重視や体験活動の充実により、他者、社会、自然環境とかかわる中で、これ

らとともに生きる自分への自信を持たせる必要があるなどの提言がなされた。 

体育における武道については、その学習を通じて我が国固有の伝統と文化により一層触れることが

できるよう指導のあり方を改善することが改善の基本方針と示された。 

中学校保健体育において、武道については柔道・剣道・相撲の中から一つを選択して履修できるよ

うにすることとされている。武道場などの確保が難しい場合は、指導方法を工夫して行うとともに、

学習段階や個人差を踏まえ、段階的な指導を行うなどの安全の確保が十分留意することとされている。 
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武道が必修化された目的は、武道の学習を通じて我が国固有の伝統と文化に、より一層親しむこと

にあり、日本独自の文化であり、基本動作や基本技を身につけ、相手を攻撃したり、相手の技を防御

したりすることによって勝敗を競い合う楽しさや喜びを味わうことのできる運動であり、また礼儀作

法や相手への思いやりを習得する機会にもなります。心と身体を一体としてとらえ、運動や健康、安

全についての理解と運動の合理的な実践を通して、生涯にわたって運動に親しむ資質や能力を育てる

とともに、健康の保持増進のための実践力の育成と、体力の向上を図る明るく豊かな生活を営む態度

を育てるための中学校においての武道が必修化されたことから、伝統と文化を尊重という改正教育基

本法の条文を反映したものだが、もっとも心配なのは安全面だと思います。 

大津町では、大津中学校は剣道を選択され、大津北中学校は柔道を選択されたと聞いていますが、

武道場の整備はできているか。特に、柔道畳は安全か、柔道着、剣道防具、竹刀等などの整備がとら

れているか。それと柔道専門の教諭は限られており、柔道の経験のない先生であれば、素人の指導者

が生徒に教えるケースが予想されるが、外部からの指導者に協力を要請する考えはないか、文科省か

ら警察庁を通じて、各都道府県警察等に対して教員に対する実技研修会の講師や授業における外部指

導者に関する協力を要請しているとともに、警察関係等と連携しながら指導の充実を図ることとなっ

ていますが、どうなっていますか。 

それと、武道必修化が安全面で責任を負う現場の教諭の負担にならないような対策を考えているか。

柔道経験者で体育の教師でも注意していても骨折などが起きることがあると聞く。中学校の保健体育

の年間授業時間は約１０５時間であり、必修化後の武道に配当される体育授業は年間１０時間程度に

なると聞いているが、現場の先生も不安に思っているのではないか、以上、教育長の考えを問います。 

○議 長（大田黒英生君） 教育長那須雪子さん。 

○教育長（那須雪子さん） おはようございます。府内議員の平成２４年度から中学校のほうで武道が

必修化されることについてのお尋ねについてお答えいたします。 

武道が必修されますに至りました経緯とか、そのねらいについては詳しく述べていただきまして、

大変ありがたく思っております。議員が述べられましたとおり、平成２０年３月の中学校学習指導要

領の改訂に伴いまして、第１学年、第２学年の保健体育で武道とダンスが必修になることが明記され

まして、平成２４年度から完全実施されることになっております。 

現行の中学校の保健体育では、武道の領域は学年ごとに選択となっておりますが、改訂により男女

ともに全ての中学生が１年生と２年生においては、武道を学ぶことになりました。第３学年はこれま

でどおり選択となっております。 

まず、町内の中学校における武道の授業の現状と今後についてご報告いたします。このことにつき

ましても、府内議員がおっしゃいましたけれども、そのとおりでありまして、大津中学校におきまし

ては、現在剣道を授業に取り入れております。後期に冬の体操服上下に防具、面、小手を付けて行っ

ております。道具等につきましては、学校備品として４０人分をそろえております。４月からも引き

続き剣道をしてまいります。そして、この用具等も学校備品を使うことになっておりますので、個人

の準備はいたしません。 
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大津北中学校におきましては、後期に柔道の授業を取り入れております。こちらは、冬の体操服上

下の上に柔道着を着て授業を行っております。柔道着の上下４０人分を学校備品として備えておりま

す。こちらのほうを生徒たちは使用しています。４月からも引き続き柔道を指導してまいります。指

導者は、それぞれの学校の体育教師です。柔道の授業の充実と安全面の徹底に向けて、既に熊本県の

ほうでも講習会が数回行われておりまして、それぞれの学校の体育教師はこれを受講しております。 

さらに、４月中にも県教委主催の柔道の指導の講習会が予定されておりますので、こちらに参加す

ることになります。ちなみに、大津北中の体育教師３人おりますけれども、１人は柔道初段の有段者

です。あと２人は有段者ではありませんけれども、柔道の経験者であります。これまでも柔道を選択

した生徒への指導は行ってきております。安全で楽しい武道の授業を実施するためには、教師の指導

力と、安全対策への意識とともに施設・用具等の整備が必要になってまいります。 

まず、大津北中の武道場の畳の件でございますけれども、こちらは全日本柔道連盟の公式の畳では

ございません。平成１０年１月に北中の武道場は完成しておりますけれども、これを造ります当時は

ですね、柔道畳の公認の審査基準はなかったということです。その後、平成１５年に全日本柔道連盟

による柔道畳の審査基準が設けられたということでございます。北中の武道場建設当時は安全性、そ

れから弾力性、耐久性を考慮しまして畳表のすぐ下、またその下になると思いますけれども、クッショ

ン材を入れておりまして、初期初動を抑えたものにしております。しかし、もう設置しましてから１

４年ほど経過しましたので、幾分弾力性も弱ってきているのは事実でございます。しかし、現場に出

向きまして私も確認し、指導者の話も聞きましたけれども、今のところ授業を行ううえで特段の支障

は生じてないということでございました。しかし、年数も経過しておりますし、畳表も幾分傷んでい

る所が見られます。より安全性を高めるために学校とも今後協議しながら補修、改善に努めてまいり

たいと考えております。 

次に、指導者の養成確保についてでございますけれども、先ほども申しましたように北中に柔道初

段の体育の教師がおります。講習会も受講しております。今のところ学校の考えとしましても、外部

指導者の活用は予定されておりません。 

しかし、今後これからすぐ教師の異動が新聞等でも報道されるというふうに思いますけれども、も

し経験者がいなくなった場合とか、今後の指導におきまして外部指導者の支援の必要が生じれば対応

していきたいというふうに考えております。もっとも指導教師の負担軽減と安全性を高めるために、

協力していただける外部指導者としての人材確保ができれば積極的な活用も今後検討してまいりたい

と考えております。以上でございます。 

○議 長（大田黒英生君） 府内博君。 

○２番（府内博君） 再度質問をさせていただきます。柔道畳についてただいま教育長の方からお話

がありましたけれども、特段に支障はないというお話をされましたけれども、私は北中の子どもたち

が部活動をしているということで、見に行きまして畳をちょうどですね、破れたところがありました

ので、ちょっとそれを柔道の講師の先生と開けてみてですね、中を見たところ、本当はですね、一番

上にやはり先ほど言われたように衝撃を和らげるクッションがうんと入っていなくちゃいけないのが
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ですね、本当新聞紙みたいな薄いやつがですね、パネルの上に入っていて、子どもたちに聞いたらで

すね、「痛いです、ここは警察の道場と比べてやはり硬い、痛い」という話を聞きましたので、私は極

端として、これが本当に安全なのか疑問をもちました。子どもたちが必修化で授業をする中で衝撃を

和らげる畳であればですね、生徒たちも安心して取り組む中で、やはり平成２０年度から５カ年計画

で武道場の整備という政府が打ち出している予算額あたりもありまして、武道場の新築にも２分の１

の国の補助がある、それに向けての予算措置も出ているわけでございますので、何で今までの４年間

の中でそういった対応ができなかったのか、そこを聞きたいと思います。 

○議 長（大田黒英生君） 教育長那須雪子さん。 

○教育長（那須雪子さん） お答えいたします。議員がおっしゃいましたように、確かに現在大津警察

署のほうで柔道を習っている子どもたちが使っている柔道場の畳と比較しますと、やはり北中の武道

場の畳というのはクッション性には劣っているようでございます。現場教師はですね、先ほど申しま

したように特段ということでして、できるならばもっとやわらかいものにしてほしいという願いはあ

るけれども、予算も絡むからできるならということでお願いはしたいという気持ちは持っているけれ

ども、今すぐしてもらわないと必修化に向けて柔道が指導できないという状況とまでは言えないとい

うことでございました。 

それで、先ほどは今後補修、改善のために努力してまいりますというふうにお答えしましたけれど

も、学校教育課としましても、何とか改善をしたいという強い気持ちを思っておりまして、現在阿蘇

のほうの畳業者の方にですね、現在の畳を改良する形でもっとクッション性のあるものを中に入れて、

表替えをして、できるだけ経費を削減した形でより安全性の高い畳に変えることができるかどうかと

いうことと、幾らぐらいかかるかという見積もり等をですね、今お願いしているところでございます。

今すぐに全部の畳を変えてしまいますと、ここで申し上げるわけにはいきませんけれども、子どもた

ちがより安全・安心な柔道の授業に臨むことができるような環境づくりに精いっぱい努めてまいりた

いというふうに思っております。 

○議 長（大田黒英生君） 府内博君。 

○２番（府内博君） これからも、今から子どもたちが必修化で勉強するわけですけれども、地方交

付税の措置もあるというお話を聞いておりますので、国からのですね、そういったことで、またそう

いった整備をですね、ぜひしていただきたいと思っております。 

では、２問目に入りたいと思います。森林・林業再生プランについてでございます。 

民主党政権の誕生後、森林、林業、木材産業に関する動きが大きく変化してきました。平成２１年

１２月２５日に、政府が発表した森林・林業再生プランにおいて１０年後、木材自給率の目標を５０％

以上におき、政府はこれを新成長戦略の国家戦略プロジェクトの一つとして位置づけ、平成２２年１

１月には、この実現に向けた「森林・林業の再生に向けた改革の姿」と題して提言がなされました。

これまでの民有林政策の基本は、森林の維持、造成であったものを再生プランは成熟した森林資源を

もとに、林業を地域創造型産業に育成して酸素問題全般を解決しようとする政策の大転換することを

意味するものだと思います。また、昨年７月には、こうした流れを踏まえ、森林林業基本法の規定に
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基づき、おおむね５年ごとに変更する森林林業基本計画が策定されました。この計画では、わかりや

すい政策転換といった政策改革に視点をおいて政策がされております。さらに、これまでの森林施業

計画に代わり、平成２４年度から新たに森林経営計画を市町村に認定することとなります。 

熊本県では、こうした国の動きを捉え、県としても新たな林政の方向性を県民に示していくことが

必要かという認識のもと、現在県森林林業木材産業計画の見直しを行っており、この計画では守り育

てる林業から稼げる林業への転換を図るべく、成熟した森林資源を生かす林業、木材産業の活性化と

木材の利用促進、多様で健全な森づくり、この三つを目指しています。 

大津町においても、ビジターセンターや美咲野小学校、中心市街地にできた交流センターにも柱や

床板、壁板は町有林の間伐材を最大限に利用されている町としての公共建築物等の木造化については、

積極的に取り組まれていますが、地域木材住宅への推進として、工務店や住宅メーカー等への県産木

材をＰＲしていくべきと思う。 

それと、大津町の公共施設、公共工事、木材利用推進基本方針を策定し、今後も率先して公共建築

物等の木造化や、内装の木質化などの木材利用、未利用間伐材をはじめとする木質バイオマスの利用

拡大を今後積極的に推進していくべきと考えますが、町としての考えをお聞きいたします。ちなみに、

現在策定済みは１４市町村です。 

それから、地産地消への意識を高めていくために、地元産木材を使用した建築物に対する助成や支

援をする考えはないか。県では熊本地産地消の家づくり推進県民条例が施行されました。そこで、県

民の皆様に県産の木材や畳表の使用を通して県産品の良さを実感していただき、地産地消への意識を

高めていくためにこの事業を行っています。あなたのお住まいには県産木材プラス畳表プレゼントで、

県産柱材は最高９０本、畳表は最高８枚で新築の場合、リフォームの場合といろいろ条件があります

が、平成２３年度は１５０戸の募集戸数で年４回の募集を行っています。このような事業を多くの町

民に広報などでＰＲしていくべきと思いますし、町にもこうした取り組みができないか町長としての

お考えをお聞きします。 

○議 長（大田黒英生君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） おはようございます。府内議員の森林の活性化関連等についてのご質問でご

ざいます。もちろん議員おっしゃるように第１番目の公共施設関連等については、今後ともしっかり

と使用をお願いしながら進めていきたいというふうに思っております。 

二つ目の公共事業の木材利用推進基本方針というのが策定しないかというようなことでございます

けれども、議員おっしゃるように今県下で１４市町村で策定済みでございますけれども、今後１３市

町村の方で予定をされておるようでございますので、大津町においても策定の方向を検討していきた

いというふうに思っております。 

そしてまた、３番目の利用促進の助成についてでございますけれども、議員おっしゃるようにこの

県が今、議員言われましたような形で現物を支給するというような情勢をとっておりますけれども、

ほかに６の市町村の中で、いろいろその地域に応じた補助を検討をされておるようでございます。大

津町につきましても、そのような形で方向を進めていきたいということで、先の平成２１年１２月の
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議会の時ご質問を受けておりますので、それに沿って今森林組合のほうについての認証関係が大体平

成２３年度で済む予定でしたけれども、平成２４年中には認定が下りるというような状況ございます

ので、その認定をいただいて、そして今後について大津の木材というものが認められることになるこ

とによって、補助関係等をしっかりと検討していかなくちゃならないと思います。もちろん大津町内

の住民の皆さんに対しての補助をどうするかと、あるいは大津町町内の企業、建築屋さん関係につい

てもどのような補助をやっていくかというようなことを今後検討していかなくちゃならないものと思

います。もちろん大津町の木材、町有林をはじめとする民有林の木材関係も相当５０年以上は経って、

家の木材関連等には一番適しておるというような形で、そういうブランドを地元の住民の皆さんにしっ

かりと活用していただくための補助関係等もしっかりと考えていかなくちゃならないというふうに思っ

ております。 

大変大津町においては、若い人たちが美咲野関連等でしっかりと住宅を建てていただいております

ので、できるだけ早い補助制度をつくり上げていかなくちゃならないんじゃないかなというふうに思っ

ておりますので、状況等については担当部長のほうからご説明をさせていただきます。 

○議 長（大田黒英生君） 経済部長西本昇二君。 

○経済部長（西本昇二君） 現状について申し上げます。まず、公共施設の木材利用についてでござい

ますが、今町長が述べられましたように、計画をされる時点で木材の利用方法など、それぞれ関係各

課と協議しながら早めの対応をしていきたいと思います。 

それから、県内４５市町村のうち１４市町村が策定済みでございますが、大津町におきましても策

定予定であります。地元産材の利用に対する助成制度を設けている市町村は、熊本県をはじめ山鹿市、

八代市、水俣市、天草市、美里町、芦北町の６市町であります。事業内容でございますけれども、助

成減額等は、市町によりさまざまでございますが、熊本県だけが木材の支給でございます。他の市町

につきましては、すべてお金による助成となっております。 

現在、菊池森林組合と連携して大津町森林認証協議会を結成して、大津町の町有地６３６ヘクター

ル、森林認証に同意した４６名所有の森林３００ヘクタールの合計９３６ヘクタールを認証取得に向

けて進めているところであります。審査内容でございますけれども、参加同意者、協議会規約、管理

運営規定、森林管理基本方針と計画認証森林から生産された認証材の搬出、マニュアル等などさまざ

まな点について協議をしているところです。その後、認証取得ができた後に木材の履歴がわかります

ので、利用活用方法、助成方法などさまざまなことが考えられるのではないかと考えます。以上です。 

○議 長（大田黒英生君） 府内博君。 

○２番（府内博君） 町有林を含めて大津町の森林状況の中でですね、ヒノキの面積のほうがスギよ

り多くを植栽されておるわけでございますけれども、先ほど町長が言われたようにですね、４５年、５

０年生の非常に年数をいったものがいっぱいあるということで、やはりヒノキのほうが割合を占めるの

が６７％多いということでですね、やはり町有林を間伐した製品をですね、地元産住宅あたりで建てら

れた方々への柱は表に壁などでふさいでしまったら見えないようでありますけれども、床板とか壁板に

ついては、毎日触れるわけでございますので、やはりもらったら有り難みがわくんじゃないかと思いま
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す。そういったことで、そういった検討もされてはいかがかなと、助成と言いましたけれども、金より

ですね、そういった現物、町有林の間伐材をそういった加工をしてですね、そういったことができない

かですね、もう一度質問をさせていただきます。 

○議 長（大田黒英生君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） 府内議員がおっしゃるように、大津町の木材はすばらしいものであると自負

をしているところでありますし、またヒノキのあの香りが家の中に充満するというか、そういうすば

らしい家ができ、そこに住まわれることが大津町に定住できる第１の条件になってくる足がかりにな

るというふうにも思っております。そういう意味で、今つくっている人たちのローン関係もいろいろ

あるかと思いますので、その辺を十分検討しながら前向きに補助制度を各町村のその地域に応じた補

助制度がなされておりますので、大津町における補助制度というものはどう検討したがいいかという

ようなこともしっかりと考えていかなくちゃならないんじゃないかなと思います。もちろん国の制度

関連等で大分下刈りとか間伐とかいうような形で森林の整備はできておりますけれども、やはり製品

となるコスト関係も考えなくちゃなりませんので、もちろんそのような施策関係についても十分我々

としても考えていかなくちゃならない課題というふうに思っております。森林の活用、関連等につい

ては先の議会でも申しましたように、海外よりもまずは地元の住民の皆さんのためになるような木材

を大津町の民有林や町有林の中で活用できることが先輩たちが一生懸命今まで汗を流して育てたもの

を後世の我々がしっかりと活用できるような状況を今後補助関連等もしっかりとやっていきたいとい

うふうに思っております。本当に認証関係がちょっと時間がかかりましたけれども、近いうちに森林

認証できれば大津町の木材というのがはっきりわかってまいりますので、建築業者をはじめとする町

民の皆さんにしっかりＰＲをしながら、そして大津町に家を建ててしっかりと住んでいただける、そ

ういうすばらしいものになってくれるものと確信しておりますので、この辺につきましてはしっかり

今後ともＰＲをしながら家屋の建築の増進に努めていきたいというふうに思っております。 

○議 長（大田黒英生君） 府内博君。 

○２番（府内博君） 今、美咲野小学校校舎も見せていただきましたけれども、本当に町有林のすば

らしい床板であり壁板で、またヒノキの香りのするすばらしい環境であると思います。そういったこ

とでやはりこれからもですね、今、森林、木材も価格も低迷していますので、そういったことでです

ね、少しでも公共工事あるいは住宅等に使っていただいて地産地消あたりも考えていただきたいと思

います。 

では、３問目に入りたいと思います。夏休み、冬休み集中学習会計画についてでございます。 

目的として、町内の小学校に良好な学習環境を提供し、共に集うことで個々の向学心を図り、町の

学習支援指導員と学習指導ボランティアによる指導のもと、自己のスキルの向上を目指すとしていま

す。それに個人の自主学習だけでなく、数種の講座プログラムを用意し、基礎学力の向上を図ること

で、学校と違った子どもたちに自主的に好奇心を持たせることでやる気が出るのではないかと思いま

す。すばらしいことだと思います。そこで時間帯での定数もあり、小学１年から４年生の部が午前９

時から正午までで、小学校５年から６年生と中学生の部が午後１時から午後４時までとなっているよ
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うです。定数が午前の部先着６０名で、午後の部が先着５０名となっています。そこで、やる気のあ

る子どももまだたくさんいるのではないでしょうか。長期的な学習計画と各学校での学習計画はでき

ないか。それと定数を拡大する計画はないか教育長の考えをお聞きします。 

○議 長（大田黒英生君） 教育長那須雪子さん。 

○教育長（那須雪子さん） 府内議員の夏休み、冬休み集中学習会についてのご質問に対してお答えい

たします。 

子どもたちが楽しみにしております夏休み、冬休みの学校が長期休業になる期間に大津町教育委員

会が学習会を計画し実施しています。その目的としましては、一つ目は町内の違う学校の子どもたち

が１カ所に集うことによる交流の場の提供。二つ目は、夏休み、冬休み前の国語・算数、中学校にお

きましては数学・英語などの補修学習による基礎学力の定着と向上を図ることを目的としております。

夏休み学習会は、もともと平成１８年度から平成２１年度までは小学校４年生から６年生までの児童、

定員３０名を対象としまして、岩戸の里を会場にして実施しておりました夏休み子ども合宿が始まり

でございます。 

平成２２年度に、これまでの事業を見直ししまして、小中学校全ての学年を対象にし、より多くの

子どもたちの交流と学力の向上に目的をしぼった事業として、平成２２年度の夏休みからオークスプ

ラザを会場にして実施してきているところでございます。冬休みの学習会は、平成２０年度から実施

してきました。指導には、町の１３名の学習支援指導員を中心に、ボランティアで大津高校と翔陽高

校の生徒の皆さんの協力を得まして、大変人気のある事業として定着してまいっております。休み中

にもかかわらず意欲を持って勉強をする子どもたちの姿を見ておりますと、学習習慣の定着にもこの

授業は有効に作用しているものと思っているところでございます。 

短期に集中して行うからこそ、子どもたちはやる気を起こし意欲的に参加しているのではないかな

とも受けとめております。夏休みや冬休みは、もちろん勉強に励むことは大事なことですが、子ども

たちが家庭や地域に帰り、家族との絆や子ども会活動など地元の行事などに積極的に参加して、社会

性などを養う重要な時期でもあると考えています。このような生活の中で、自分で計画を立てて勉強

にも励む習慣を身につけていってもらいたいと望んでいるところです。 

次に、この集中学習会の募集についてですけれども、会場や指導者の数の関係で、平成２３年度に

つきましては、先ほど府内議員がおっしゃいましたように午前の部を小学校１年生から４年生まで、

午後の部を小学校５、６年生と中学生の各５０名を定員に先着順で受け付けを行いました。特に午前

の部の１年生から４年生までの人気が大変高くて、本年度は募集開始しました当日に定員に達してし

まいました。希望されていた方をお断りしなければならなくなりましたこと、子どもたちの希望に応

えられなかったことを大変申し訳なく思っております。これも２２年度は１０４名まで受け入れまし

た。実際オークスのふれあいホールで学習に取り組んだんですけれども、やはり会場の広さに対して

子どもの数が多すぎまして、ちょっと学習する環境としてはあまり望ましくないような状況も見られ

たものですから、平成２３年度につきましては、人数を少し絞り込んだところでございます。その結

果お断りしなければならない状態になったわけでございます。 
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受け付け方法につきましては、不公平感が生じませんように、今後検討してみたいと思っていたと

ころでございます。この事業を実施してまいりまして、ほかにも幾つか課題が見えてきております。

一つは会場が町中心部のオークスプラザとしているために、そこに来やすい近くの大津小学校と室小

学校からの子どもたちに参加者が集中しております。距離が遠くて送迎が必要な大津東小学校、大津

北小学校などからの参加は大変厳しい状況にございます。 

また、開催日数を増やすことにつきましても、いくつかの課題があります。指導を行う町の学習支

援指導員の年間の勤務日数というのが限られております。この夏休み、冬休みにより多くの時間、日

数を使いますと、平常の授業における活用日数を減らさなければならないということになりますので、

平常の授業をより大事にしていきたいというふうに教育委員会としては考えておりますので、夏休み、

冬休みの開催日を延長することは、指導者の数から考えますと厳しい状態でございます。 

また、高校生ボランティアもかなりの数、翔陽と大津合わせますと二十数名参加していただいてお

りますけれども、その学生さんは必ずしも大津町内の方ではないんですね、町外からも参加していた

だいております。その学生さん方は、ＪＲを使ってこられている方が多ございます。開場がオークス

なものですから駅に近いということで、そういう意味合いもあってボランティアの参加が多いのかな

とも受けとめているところでございます。 

しかし、この集中学習会は将来的には私としましては、ぜひ各小中学校単位で開催するのが望まし

いのでそうしたい、そのような方向で検討していきたいというふうに思っております。しかし、現段

階ではですね、教育委員会が計画して実施しているものなんですね。それで、学習指導の指導者も、

現在のところ学習支援指導員と高校生のボランティアに頼っている現状でありますので、この内容を

維持したまま会場を分散するとなりますと、それぞれの学校に指導者を配置したり、ボランティアの

高校生がそれぞれの会場に出向いてくれたりするのかなという懸念がまだ残っております。 

それで今後は、今教育委員会でぜひ定着させて推進していきたいと思ってますのは、地域と学校と

家庭の連携活動でございます。地域の方々の協力をいただきながら地元の学校を中心とした地域いき

いき学校応援隊づくりをしたいというふうに考えておりますし、これに向けてかなり進んできてると

ころでございます。この地域いきいき学校応援隊を中心にしながら、地域の人材も活用して子どもた

ちの基礎学力向上のための集中学習会ができるような体制づくりをですね、今後検討していきたいと

思います。そのためには、各小中学校の理解と協力も必要になりますので、学校側ともまたこの件に

つきまして協議を行ってまいりたいと考えているところでございます。以上です。 

○議 長（大田黒英生君） 府内博君。 

○２番（府内博君） 今教育長からお話がありましたように、やはりいろんなボランティアの大学生

であり、やはり職員ＯＢあたりの協力もなかなかできないということで制約もありますけれども、や

はり子どもたちの夢をですね、しっかりと今やる気を出しているところなので、そういったところの

手助けをですね、しっかりと実は私の孫も大津小学校に行っていますけれども、１年生ですけれども、

２回ともすぐに電話をしたけれども夏も冬もしましたけれども、当たらなかった、参加できなかった

ということでそういう思いも込めてですね、こういった質問をさせていただいたわけでございます。
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これからもまた、そういった取り組みをですね、しっかりとやっていただきたいという考えを持って

いますので、よろしくお願いします。 

続きまして、４番目に入りたいと思います。時間もありませんので端的にいきたいと思います。 

大津町特産ブランドを国内外へ販路拡大についてでございます。ＪＡ甘藷部会と大根部会で経済連

も同行し、香港へ輸出拡大と新たな販路拡大に向けた販売戦略を本格化している都市均衡等へのＰＲ

も大事だが海外への商談会も大事と思う。そこで、町のトップとして今後トップセールスで積極的に

国内外へ売り込んでいくべきと考えるが、町長のお考えを聞きたいと思います。 

それと、国や県が進めている６次産業化に向けての焼酎工場の企業誘致は本当にできないのか。こ

れについては、焼酎工場の企業誘致については、前にも一般質問をしたかと思いますけれども、そう

いったことで、ぜひ私は大津町地産地消も含めて焼酎工場企業誘致を夢に思っていますので、そういっ

たところ踏まえてですね、町長のご見解を聞きたいと思います。 

○議 長（大田黒英生君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） 大津町の特産関連等についての販売戦略というかについてのご質問でござい

ますけれども、今府内議員がおっしゃるように大津のからいも、そして大根部会が昨年の１１月にＪ

Ａ菊池あるいは経済連等での消費宣伝という販売拡大ために香港で研修をされておると聞いておりま

す。 

そしてまた、先の３月１７日の日に香港のほうから生産者、あるいはＪＡのからいも施設関連等を

視察にお見えになられたというようなことで、香港のほうについても大変大津のからいもについては、

関心が高いなというふうに思っております。そのように国内におきましても、あるいは県内において

大津と言えばからいも、からいもと言えば「ほりだしくん」ハウスというように大変マスコミ関連等

についてもしっかりと「ほりだしハウス」のほうで宣伝をしていただいておりますので、これについ

てはやっぱり今がチャンスの時期でありますので、今後についても我々が今やっておる関西・関東の

関係の大津町出身の関連のほうにうちのからいもをしっかりと宣伝をしておりますけれども、それで

はなかなか力が不足だなというふうに思っておりますので、いろんな形を通して大津のからいもをど

んどんとＰＲをする時期であるというふうに思っておりますので、農協、ＪＡ関係だけでなく町もや

はりできる限りの支援をやっていかなくちゃならない時期であるというふうに思っております。そう

いう意味において、今年も甘藷、大根部会の女性部の方々が香港での商談会や、販売促進実演会など

の計画が検討されておると聞いておりますので、我々町としてもそれに参加できるような支援ができ

ればなというふうに考えております。そういう意味におきまして、今後の国内あらゆる機会をとらえ

ながら、大津のからいも関連等をしっかりとＰＲを努める方向で考えていきたいというふうに思って

おります。 

それから、その辺の検討するために甘藷生産振興協議会関係のたち上げのご質問もあっとったよう

でございますけれども、この辺につきましては、まず町全体としての町振興協議会関連等を立ち上げ

ながら生産者や商工会、ＪＡ、企業、それぞれ消費者の立場から連携をしっかり深めながら、大津町

の特産からいもだけでなく、ほかの物の振興をやれるかどうかを今後検討していただければなという
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ような思いもありますので、検討してまいりたいと思います。 

からいも焼酎工場関連の６次産業関連でございますけれども、先の議会でも議員ご質問いただいて

おりまして、その関係で金融機関の関係の情報を得ながら自ら人吉関連等に行って勉強をさせていた

だいております。もちろん大津の道の駅の中におきまして、人吉の深野酒造というところで、不知火

光右衛門というような焼酎を鶴屋のほうにお願いして販売をしていただいておりますけれども、鶴屋

の販売関連等についていまいち大津町のからいもであるかどうかとか、なかなか見えてこないんです

けれども、我々としては不知火光右衛門という名前を鶴屋のほうにしっかりと、この名前で焼酎をつ

くってくださいということでお話して、今こういう形で販売がなされておるような状況でございます

けれども、新たに工場をということで高橋酒造の社長ともご相談をして、社長のお話によると、あそ

こは米焼酎ということで、からいも焼酎については、ちょっと手が出せないというかですね、そのよ

うなこともお話されておりますし、例えば仕込みから醸造関係まで蒸留関係についても３カ月、３カ

月というような状況でございますので、もしよければ蒸留する中での３カ月間を大津町の店のほうで

ですね、販売できるような形ができないかというような話もしましたけれども、なかなかこれについ

ても厳しいような状況でございまして、もしよければ鹿児島のほうがからいも焼酎が多いもんですか

ら、そちらのほうでどうですかというような話だったんですけれども、今農協の「人生いもいも」に

つきましては、出水のほうで酒造されておる関係で熊本の銀座館関連等についても県のほうもしっか

りＰＲをしがたいというような状況でございますので、この辺についても農協の関係の皆さんともご

相談をしながら大津のからいもの焼酎というのは、本当においしい焼酎と言われておりますので、こ

の辺についても併せて検討をしていきたいと、ましてやはり直営でやるというのはなかなか厳しい状

況ございますので、ＪＡやあるいはそういう企業の皆さんが大津町に来て頑張っていただければなと

いうようなことも思っておりますので、今後とも第６次製品に向けてのからいも焼酎工場等について

もしっかりと情報を把握しながら進めさせていただきたいというふうに思っております。 

○議 長（大田黒英生君） 府内博君。 

○２番（府内博君） 先ほどちょっと私も言い忘れましたけれども、昨年の１１月だったですかね、

徳島の鳴門、スーパーブランドの「鳴門金時」の視察に行かせていただきましたけれども、やはりブ

ランドづくりというのは、やはり町自体、全体いろんな各種団体も一緒になってですね、やっぱりやっ

ていかないけいという部分も見えてきましたし、やはり大津町においてもですね、農協ばかりでばく、

やはりそれぞれの生産農家が一体となったですね、大津町甘藷ブランド推進協議会ぐらい立ち上げて

ですね、やはり意識を高めてそれに向かってやっぱりブランドづくりをしていかなくちゃならないと

いう考えを持っておりますし、昨年平成２３年度の農協が香港に出荷状況というのは、約３０トンぐ

らいで、やはり４８０万円の収益を上げております。そこの中でですね、やはり最初は宮崎県の大束

農協がやはり香港に輸出を先にされとったということで、その時の甘藷がですね、２Ｓと３Ｓを輸出

したということで、大津町の甘藷部会もですね、やはり同じ企画がいいだろうということで、やはり

２Ｓ、３Ｓを輸出をしたそうでございまして、やはり国が変われば食生活も変わるということで、焼

いて食べる習慣がないということでですね、小さいのはですね、ふかして。 
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○議 長（大田黒英生君） 府内議員、簡潔にお願いします。 

○２番（府内博君） わかりました。そういうことで、今後ともですね、やはり輸出に向けたり、海

外戦略を拡大をしっかりとしていただきたいと思います。これで私の質問を終わらせていただきます。 

○議 長（大田黒英生君） しばらく休憩いたします。１１時１０分から開会いたします。 

午前１１時０２分 休憩 

                    △ 

午前１１時１０分 再開 

○議 長（大田黒英生君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 新開則明君。 

○７番（新開則明君） こんにちは。７番議員の新開則明が通告順に従いまして、一般質問を行います。

本日は、次の３点について質問します。 

１問目、大津中央公園の整備を問う。２問目、農業者戸別補償制度とＴＰＰを問う。３問目、手永

会所の門の保存を問うを質問します。 

まず、一問目の大津中央公園の整備を問うでございますが、大津町の中心部に中央公園が整備され

ましたことは、大変健康づくりや防災に対しましても大きな役目が期待できるものと思われます。 

この公園の一角には、子育てを支援する設備が完備され、乳幼児から大人まであらゆる健診が実施

され、子育ての向上と健診の充実ができましたことは、町民にとっても信頼感と安心感ができてきた

ことと思います。 

また、緑地帯の芝生の広場は芝生が活着さえすれば芝の上でのスポーツ等も楽しまれ、外周はウォー

キングマットが施行されておりますので、歩く運動をする人には最適のコースではないでしょうか。

健康づくりと町民の憩いの場となることを確信しております。 

また、この公園は防災公園としての機能も十分期待できるものと思われますが、国土交通省が推進

する防災公園も進められておりますけれども、その中に防災公園とは地震に起因して発生する市街地

火災等の二次災害の時における国民の生命・財産を守り、都市・地域等において、都市の防災構造を

強化するため整備される広域防災拠点、避難地、避難路のとしての役割をもつ都市公園及び鑑賞緑地

帯ということがあげられております。これからみましても、十分地方の自治体では防災公園としての

価値があるものと思います。子育ての施設と駐車場、芝生の広場を合わせると約３町歩ほどの広さが

あります。大変利用の度合いも将来にわたってすばらしいものと思われます。大規模災害等の避難所

として、防災倉庫の整備をすることにしていると施政方針にありましたので、防災倉庫の整備ができ

ることと思います。食料、水をはじめ一般物の種類と量はどう予測されているのか伺います。 

また、大災害後の問題として、食料、水、トイレの確保が一番の問題となっているようです。中で

も飲む水は一日１人当たり最低必要量２リットルの飲み水を必要とします。親子５人の家族だと１０

リットルの水が要ることになります。町の総世帯の１０分の１、約１,０００世帯が避難したとして、

一日に１万リットル、約１０トンの飲み水が最低必要となりますが、復旧のめどがおおよそ３日ぐら

いはかかるかと思われ、３万リットル、いわゆる３０トンの飲料水が必要となります。私たちが文教



 173

厚生委員会で、平成１９年１１月１２日、宮城県利府町で研修をしましたが、この時庁舎も新しく、

平成１４年に４８億円で建設され、一貫した行政の施設ができており、社会福祉面、健康福祉面、生

涯学習面等も納得できる体制を研修することができました。その時、既にこの庁舎の下には敷地内の

ほうにも大量の飲み水及び雨水が貯蔵されていると聞いておりましたので、一昨日利府町担当課に直

接電話して尋ねました。雨水が４００トン、飲み水が２０トンと１０トンためてあるということで、

「今度の災害はどう使われましたか」と、実際お聞きしましたら、「雨水は水洗の水に全て使った」と

いうことで大変助かりましたと。飲み水はいつでも飲める状態に循環しているので、自家発電用のポ

ンプがくみ上げてくれたので全て飲むことができましたということで３０トンの水も十分役に立って

くれたということをお聞きしました。たいへん利府町も被害に遭っておられ、本当は見舞いに行くべ

きところでしたけれども、電話で尋ねたところでした。 

このように利府町も約５千人、いわゆる１千世帯の水を３０トン計算してためてあることは、非常

に防災に対しても水が助かったのではなかろうかと思います。飲み水は、常時循環しておりますので

いつでも飲めるということで、安心感がありましたということを言われました。利府町の情勢ですけ

れども、人口も３万３千人で大津町の人口とあまり変わりありません。一般会計が８４億円となって

いました。災害のとき食料は手に入れなくても最低安全な飲み水があれば人間は１週間、いやそれ以

上生きられると聞いておりますが、大災害に備えての飲料水を地下タンクに大量に備蓄しておく考え

はないかお伺いしたいと思います。 

また、この公園の最終排水路の件でありますが、もともとアルコール工場が反映され上井手支流か

ら水を取り入れ、甘藷を洗い、甘藷を炊きつめ、純度の高いアルコールが生産されておりました。こ

の洗い水及び雨水、そして炊きつめたお湯は中学通りの大津交差点の側溝に入り、現在の田代クリニッ

クと第一信用金庫大津支店の間（現在は大きな暗渠になっております）を流れ、排水路件用水路を流

れてきました。 

そして、バイパスを横断し、現在のソフトバンクの横を通り、鶴の井手に至っておりますが、今も

この排水路が活躍しているものと思われます。確かに、芝生公園とその一角の子育て支援センターを

合わせると３町歩もあり、今回は吸い込み式のマンホールが施工され、計算上は法律をクリアされ許

可されているものと思いますが、問題は６月の梅雨どきや大雨の時、バイパスの暗渠排水路は、見た

者でないとわかりませんが膨大な水がきます。バイパスの側溝の暗渠は、小さな小柄な人ならば立っ

たまま歩いて通っていけます。幅もあり、しかもその暗渠は、横並びに２本通っております。雨水は、

右側の地権者３人、左側の地権者３人の６人の地権者の間を昔ながらの草むらの排水路を原始的な水

路として町の中心部を放流されており、雨水の量にはびっくりするように大雨の時は流れてきます。

川底も以前に比べ５０センチから１メーターぐらい深くなっておりますが、途中からの道路の雨水も

あるかと思いますけれども、私は元アルコール工場跡から約３町歩の雨水が法律上はクリアされても

計り知れない雨水があるものと思います。浸透ますにおきましても、今後も使用しているうちに年々

と目詰まりをおこし、雨水の吸収能力も低下し、一段と雨水の流出につながるのではないかと思いま

す。とにかく、バイパスの大きな暗渠から先の最終排水路約１００メーターありますけれども、整備
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は町の中心部としましても整備すべきものではないかお伺いしたいと思います。１問目の質問を終わ

ります。 

○議 長（大田黒英生君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） 新開議員の大津中央公園の整備関連等でございますけれども、東日本大震災

を受けて、住民の皆さんの防災に対する意識も大変高くなってきていると感じております。 

今年度、子育て健康センター横に防災機能を持った中央公園を整備いたしまして、太陽光発電シス

テムをはじめ、かまどベンチや防災備蓄コンテナ３基を設置しております。中央公園は、避難所とし

て指定をしておりますが、野外であり最大で９千人近く避難可能でありますし、その全部に対応でき

る食料備蓄や機材等を整備することが基本でございますが、先の大震災において消防や警察、行政の

救助活動が非常に困難をきたし、数日間かかったとの経験から、自助、つまり自分の身は自分で守ろ

うという意識も芽生えてきております。それとともに、地域のことは地域の人たちで守ろうという共

助も「絆」という言葉と一緒に浸透し始めております。自助、共助、公助に、この三つがうまくかみ

合い防災や災害救助活動につながるよう啓発活動にも取り組んでいきたいと思います。状況等につい

ては、担当部長のほうからご説明をさせていただきます。 

もう一つの防災公園に伴う排水関係の問題でございますけれども、中央公園やダイレックスの雨水

処理につきましては、開発行為の決められた基準により算定し、場内からの雨水の場外流出は基本的

にはないような設計になっておりますので、今回の整備によりましても旧アルコール工場全体の敷地

から雨水流出は以前と比較して大幅に減少するようになるものと判断しているところです。 

町の水路整備の状況ということで、現状としては大分遅れておるようでございますけれども、議員

に心配される集中豪雨やゲリラ豪雨が多発すると言われておる中で、町全体の雨水対策として水路整

備が重要であると認識しておりますが、現在は上井手、下井出の整備事業を行っておりますが、引き

続き農業関係の予算と組み合わせながら水路の整備を検討していきたいとも考えております。この件

につきましても担当部長のほうよりご説明をさせます。 

○議 長（大田黒英生君） 総務部長德永保則君。 

○総務部長（德永保則君） 新開議員さんの大津中央公園の整備の関係でございます。先の３・１１東

日本大震災で、予期もしなかった災害が起きたというのが現実でございます。現況等について報告を

させていただきます。食料備蓄の関係でございますけれども、現在飲料水のペットボトル１万本、乾

パン、アルファー米、カロリーメイトなどを役場の倉庫に保管させていただいております。 

また、東日本大震災にむけて住民の方々の支援を一緒に救援物資として送らせていただきましたけ

れども、現在はその関係で１,２００食程度になっております。機材といたしましては、毛布が２１０

枚、投光器、発電機が５台、それから簡易のボックストイレといいますけれども、そういうものが３

０個などが主なものでございます。 

そのほかに、平成２３年度に災害時用の援護者等地域支え合い事業で若草学園、老人福祉センター

に災害時用のリヤカー、発電機、炊き出し器などを整備させていただいております。 

中央公園の避難の関係でございますけれども、先ほど町長が言いましたように最大で９千人を予定
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しております。また、各学校など屋内の避難施設１７カ所で設定をしておりますけれども、最大７千

人ということで予想をさせていただいております。 

平成２４年度におきましては、４千２００食のクラッカーを整備し、逐次増やしていく計画でござ

います。しかし、議員ご指摘の災害時、いつ発生するか予測不可能でございますけれども、緊急の場

合には、現在災害時の協定を結んでおりますＪＡ、ジャスコ等から商品等の供給をお願いさせていた

だきたいという形で思っております。 

なお、災害用の機材につきましては、今後空港関係の助成金制度がありますので、その関係を逐次

利用しながら非常電源、簡易トイレ、食器セットなど整備計画をさせていただきたいと思っておりま

す。 

それから、２問目の大災害の関係の飲料水の関係の地下タンクの関係でございます。議員さん利府

町を視察されたという形で耐震性の水槽の件だろうと思います。言われるように災害時の発生につい

ては、３日間程度の余裕をもってという形で飲料性の確保が大変重要になるということは認識をいた

しております。今回の東日本大震災におきましては、一応ミルク用や飲料水、言われましたように生

活用水やトイレの水の確保などが大変苦労をされているような状況でございました。そのために言わ

れるように公園の地下式の貯水槽を備えて非常時の飲料水、防火用水として使えるような整備をして

いるところや、防火水槽を流水式ですね、議員さんが言われましたように飲料水としてできるような

耐震性の防火水槽の整備などが全国で取り組まれているような状況でございます。 

一方、大津町内の管内の生活用水、飲料水の１日当たりの給水量につきましては、約９千５００ト

ンになっております。町の防災計画では、給水を管轄いたします大津菊陽水道企業団では、飲料水の

確保のための給水タンク１トンを３基持っております。それに地下水をくみ上げるための配水池、上

水道関係でございますけれども、浄水池を設置しておりませんので、配水池を約２０カ所誘致してお

ります。美咲野配水池が４千トン、吹田の配水池が２千トンの貯水量を確保されているような状況で、

１２時間対応はできるという形で水道企業団のほうでは提示しております。 

また、水道関係で業者間で加盟します日本水道協会によりまして、災害時の緊急時の支援に基づく

応援態勢の構築化が図られておりますので、その都度準備はできるものということを確信いたしてお

ります。 

また、飲料水については、水道法による水質基準等の問題もありますけれども、防火水槽の生活用

水としての利用は可能だと考えております。また流水式の耐震性防火水槽については、莫大な費用を

要しますけれども、関係機関と協議をしながら検討させていただきたいという形で思っております。

もちろん役場内にも非常用の飲料水のペットボトル５００ミリリットル１万本、大津菊陽水道企業団

に１万本の備蓄があるのは初期の対応に活用させていただきたいという形で思っております。以上で

ございます。 

○議 長（大田黒英生君） 教育部長松永髙春君。 

○教育部長（松永髙春君） 新開議員の中央公園の雨水関係についてお答えいたします。大津中央公園

の雨水処理につきましては、県へ開発行為の申請を行っておりまして、決められた基準、これは５０
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年確立でございますけれども、それにより算定して設計を行っているところです。想定される雨量が

降ると仮定して、それを敷地内で処理するために透水性舗装、透水性ゴムチップ舗装、芝生広場、真

砂土舗装の浸透性舗装と浸透側溝、これは７５０メーターほどございます。それから、５期の浸透ま

す、６基の浸透井戸の浸透施設を設置することにより、場内からの雨水の場外流出は基本的にはない

ような設計になっております。万が一の場合のオーバーフローにつきましても、以前は敷地、南西の

角から直径５００ミリの管が水路に直接接続されておりましたが、今回の整備におきましては、その

管を直径２００ミリ、６分の１に小さくしております。そして、町道の側溝に接続しております。ま

たダイレックスにつきましても、開発行為の申請がなされ県の許可を受けられておりますが、砕石貯

留槽や７基の雨水浸透ますが設置されて、場内からの雨水の場外流出はないような設計になっている

ようでございます。このように、今回の整備によりまして、旧アルコール工場敷地からの雨水流出は

以前と比較して大幅に減少するようになるものと判断しているところでございます。 

○議 長（大田黒英生君） 土木部長中山誠也君。 

○土木部長（中山誠也君） 新開議員の最終排水路の整理についてお答えいたします。国道５７号北側

の区画整備事業により整備されました幹線水路につきましては、ダイレックスの所から始まりまして、

第一信用組合の前を通り、ジャスコ大津店のところまで整備され、そこから国道の南を通る水路に放

流されております。さらにその途中に５カ所程度か水利権の関係で国道を渡って南側に雨水が流れる

ような構造になっております。 

また、国道５７号南の給食センター北側を通ります水路に関しましては、農業農村整備事業により

整備されております。しかし、議員ご指摘のその北側の土水路につきましては、従前のまま未整備の

状況でありまして、具体的な整備計画につきましては申し訳ありませんが、現在のところたっていな

いのが現状であります。 

町の水路整備の状況ですが、現状としては遅れておりまして、町の中心部だけでなく他の地域にお

いても雨水、排水の問題を多く抱えております。特に、昨年の大雨時には、そのような箇所が多くあ

ることを改めて認識したところです。ご指摘の箇所以外の場所におきましても、宅地化が進んできた

影響で既存の水路から越流したところがあり、水路の浚渫を行ったところです。水路の整備につきま

しては、多額の予算を伴いますので、補助事業関連による整備と浚渫を組み合わせながら対応してい

く必要があると考えております。以上です。 

○議 長（大田黒英生君） 新開則明君。 

○７番（新開則明君） 飲み水の方は、今部長たちが話されましたように、今後の飲み水だけは検討し

て飲めるようにするという方向のようでございますが、排水路につきましては、今西側のアルコール

工場の入り口がありますが、その排水も今直接流れております。今工事中です。そのまま流れてきま

すけれども、あれは道路の排水なるかもしれませんけれども、一応アルコール工場の敷地内です。そ

れを通ってやはり田代クリニックと第一信金の間を流れていくわけですから、バイパスを渡った側溝

を部長１回見てください。立っていけるほどの大きなマンホールがあります。マンホールというか側

溝が、不衛生でもあるしですね、非常に見た者でなければわからんような水がきます。町の真ん中の
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中心部でもありながら、あのような水路はありません。ぜひ農政課なり、ほかの都市計画関係もある

と思いますけれども、絶対整備されるのが必然じゃないでしょうかね。そして、今後どのような組み

合わせで整備をされるつもりかお聞きしたいと思います。 

○議 長（大田黒英生君） 土木部長中山誠也君。 

○土木部長（中山誠也君） お答えいたします。一応、今回アルコール工場周辺については整備されま

すので、その関係で雨の状況ですね、雨水時の雨の状況がどういう状況にあるかということで調べな

がらですね、今後の検討に生かしていきたいと思います。 

○議 長（大田黒英生君） 新開則明君。 

○７番（新開則明君） 一番豪雨の時や、梅雨時の一番激しい雨の降る時に困難でしょうけれども、１

回見て実際を見ながら検討していただきたいと思っています。排水路は大変隣近所に迷惑かけており

ますので、よろしくお願いしたいと思います。 

２問目にいきます。２問目の農業者戸別補償制度とＴＰＰ等でございますが、農業者戸別補償制度

は民主党が提案する農業政策であり、２００７年１１月に参院で可決され、２００８年５月に衆議院

議員で廃案になった後、２００９年８月３０日、第４５回衆議院議員総選挙のマニフェストに示され、

２０１１年から実施されましたが、一部は２０１０年度から先行導入されております。２０１０年の

モデル対策事業は、米の生産数量を目標に即した生産を行う販売農家を対象とする米戸別補償モデル

事業と水田での麦、大豆、米の粉用米、飼料米などを生産する販売農家を対象に、主要食物の米並み

の所得を確保する水準に達するよう金額を交付されるものであり、水田利活用自給力向上事業となっ

ているようですが、同制度に参加する全ての米農家に、米の価格水準に変わらず全国一律定額補償が

１０アール当たり１万５千円支払われますが、対象農家は１８０万戸ありますが、１３０万件の申請

が上がっているようです。農業保護政策には既に欧米諸国では、広く実施されフランスでは、農家収

入の８割、スイス山岳部では１００％、アメリカの穀物の農家は５割前後の政府からの補助金だと示

されております。 

戸別補償制度の導入により、農家の作付けは米の粉用や飼料用米を作ったり、水張や水田の休耕地

等に麦や大豆を植え付け、収入の増を考えられていることと思いますが、この制度の導入による当町

の作付けの変化と補償の現状はどうなっているかお伺いします。 

また、ＴＰＰにつきましては、マスコミ等で紹介されていますように環太平洋パートナーシップと

ともに訳され、２００６年５月ＡＰＥＣアジア太平洋経済協力会議の加盟国であるシンガポール、ニュー

ジーランド、ブルネイ、チリの４カ国が締結した経済連携協定が現形で、アメリカ、オーストラリア、

ペルー、ベトナム、マレーシアも参加を打ち出し、２０１５年をめどにカナダ、メキシコ、中国、韓

国等も参加を検討されているようであります。太平洋を含む主要国間の自由経済に発展する可能性が

あります。ＴＰＰの参加について、内閣府は海外への製品輸出が増えることで、国内総生産を３.２兆

円引き上げられると試算しておりますが、農林水産省は安い農産物が流入で、国内農業関係の分野で、

８.４兆円の被害が出る試算がされております。日本も参加となれば、農協関係は特に打撃を受け、安

く入ってくる農産物に押され、日本の農産物は売れなくなり、誰もが農業から離れていく減少になる
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かもしれません。ＴＰＰへの参加が懸念されておりますが、この制度の大幅な見直しが予測されるの

ではないかお伺いします。 

また、農業者戸別補償制度により、米の粉や飼料用などの新規需要米が転作作物として認められ、

新規需要米は１０アール当たり８万円の補助金であり、これに米の粉用の米を販売すれば収入となり

ます。一般の水田貸付料は大体１０アールあたり３万円ぐらいだと思いますが、なかにはまだ安い価

格で貸しておられる人もいるようです。新規需要米の助成金が収入になることで、町内の農地の貸し

はがし現象が起きていないかお伺いしたいと思います。 

○議 長（大田黒英生君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） 新開議員の農業者戸別補償制度等とＴＰＰについてのご質問の中で、現在の

制度の導入による町の補償状況についてでございますけど、農業基盤の整備推進や専業農業の規模拡

大、あるいは農地集積や共同利用機械組織や農業の担い手の育成などさまざまな支援をしてまいりま

した。政権交代により農業の支援体制も大きく変化し、農業者戸別所得補償制度は、平成２１年度の

モデル事業から本年度に本格実施されましたが、農業経営の安定と食料自給率の向上と農業の多面的

機能を維持するものであり、販売価格や生産費を恒常的に下回っている作物を対象にその差額を交付

することになっております。今後も農業の大切さと、地域の活性化のために各種の施策の変化に対応

しながら、関係団体や農業者の意見を聞きながら推進していきたいと考えます。 

また、ＴＰＰの問題ですが、現在関係国と協議中であり、まだ全容が見えてこない状況の中、最近

県や管内でも関係団体主催の講演会や勉強会なども実施されており、さまざまな問題点や情報を収集

している段階でもあります。今回の農業者戸別所得補償制度とＴＰＰとの問題でも全国における農業

の経営規模や作付け体系など多種多様であり、国が一律に掲げる基準に適合しない地域事情がある農

業経営体系もあり、その中で事情に合うような検討がなされていくのではないかと思います。町とし

ても、関係団体や農業者などの意見を聞きながら対応していきたいと考えております。 

最後の戸別所得補償制度導入による交付金の関係で、農地の賃貸における貸し手の農地返還を求め

る現象は、現時点では起きていないようでございます。 

なお、詳細については担当部長をもって説明をさせていただきます。 

○議 長（大田黒英生君） 経済部長西本昇二君。 

○経済部長（西本昇二君） まず現状を申し上げます。大津町における所得補償制度の申請状況は平成

２２年度では３２０件、交付金額は４億３千７７０万円、平成２３年度は３９５件、交付額は４億６

３０万円となっています。 

作付け状況の変化ですが、転作作物として、平成２２年度主食用米３１９ヘクタール、麦３２９ヘ

クタール、大豆１４５ヘクタール、飼料作物５７ヘクタール、飼料用稲３７ヘクタール、飼料米９ヘ

クタール、その他野菜等７４ヘクタールでございます。平成２３年度主食用米２８１ヘクタール、麦

３２０ヘクタール、大豆１４５ヘクタール、飼料作物４９ヘクタール、飼料用稲８２ヘクタール、飼

料米１１ヘクタール、その他野菜につきましては７２ヘクタールとなっています。 

開始前の平成２１年度からの変化でございますが、主食用米や大豆が減少し、穂が出た後の稲を梱
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包した飼料用稲が年々増加しているようです。先ほど新開議員のほうから言われました飼料用米の交

付単価が８万円と高額な基準というような感じでなっているところでございます。 

次に、農業者戸別所得補償制度とＴＰＰとの関連でございます。全国の状況を注視し、町の主要農

畜産物への影響などを中心に、ＴＰＰに関連した動きについて国や県及び関係団体の意見交換や講演

会などへ参加して、情報収集に努めたいと思います。 

それから農地の関係でございますが、農業委員会の届けによりますと、合意解約数の推移でござい

ます。平成２０年度は４２件、平成２１年度は６９件、制度が始まった平成２２年度は３２件、今年

度は２６件となっています。これらの数値からして制度導入による影響は今のところ直接はないもの

と考えられます。 

○議 長（大田黒英生君） 新開則明君。 

○７番（新開則明君） 農家の作付けも少しずつ変わってきて、それなりの収入を検討されていると思

いますけれども、いよいよＴＰＰへの参加がなされますと、大変農家にとっては重大な考え事になり

ます。これで生きていけるだろうかと思う農家が随分できてくるものと思われますけれども、やはり

農家だけでなく、これは外国人労働者の規制ができなくなるそうですね。それで将来看護婦さん、あ

るいは介護士さんは外国からどんどん入ってくるだろうと予測されております。私たちの高齢化した

時には、おそらく外国の人が看護してくれるのではなかろうかと懸念しているところもあります。し

かし、それ以上の農家の心配があります。町としてＴＰＰにもし参加されるようなことがあれば、行

政として何が指導する作物やその方法、農業の体制はないか、どう考えられているのかお聞きしたい

と思います。 

○議 長（大田黒英生君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） 新開議員のＴＰＰ参加による心配でございますけれども、これは農家の皆さ

んについては大変危惧されておるのは確かでございまして、その参加した後の状況がどうも見えてこ

ないということで、いろいろ後援会なり討論会が賛否両論あっておるようでございます。しかし、大

津町としてどうするかとなるとなかなか厳しい状況でございまして、我々もやはり大津の農業をしっ

かり守っていくためには、国のほうについて責任をもった施策を展開していただいておかなくちゃな

らないんじゃないかなというふうに思っております。 

そのような国の施策関係が出てくるじゃないかなというふうに思っておりますので、そのような中

から強い大津の農業をどう生かしていくかというようなことにつきましては、大津の農産物関係の特

産ブランド化をしっかりと取り入れて海外への販売も検討していかなくちゃならない強い農業を築く

ために町としても先ほど申しましたように、ＪＡや商工会をはじめいろんな形の中で販売ルートをしっ

かりと取り入れながら支援をしていかなくちゃならないような状況ではないかと思います。 

ご心配されるように、福祉関係等については、大変働く方々が非常に厳しい状況でございますし、

その方々の確保というか、そういう問題も大きな状況になってきております。今現在につきましても

３人に１人の高齢者を背負う、将来的には肩車的に１人、１.２人の割合というような話も聞いており

ますので、海外からのそういう人材も入ってくる可能性もあり得るというふうに考えております。 
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そういう中で、まずは大津の農業の関係をしっかりと位置づけるために、いろんな生産者の皆さん

とともに、今後の国の施策関連等について十分な検討を進めていかなくちゃならないというふうに思っ

ております。 

○議 長（大田黒英生君） 新開則明君。 

○７番（新開則明君） ＴＰＰに対しましては、国も相当取り組みに慎重になるところもあると思いま

すけれども、農家に対してのアドバイス等があれば、行政は積極的に指導していかれる体制をとって

いただきたいと思っております。 

３問目に移ります。手永会所の保存を問うというところでありますが、手永会所の門につきまして

は、大津町史によると、遺構建物とも完備して現在の菊池郡東部地方の政治経済、軍事にわたり１９

５１年から５１村を統括していたとあり、手永会所にはそれに付随して「御茶屋」いわゆる本陣、「御

客屋」いわゆる脇本陣ができ、現在の中町は役所街の町並みが充実し、上大津に年貢の貯蔵米を入れ

る大津御蔵が建ち、阿蘇を顧客とした豪商が立ち並び、大津会所所在地として参勤交代の宿として明

治維新に至るまで栄えたと記しております。御本陣は細川第１２代、２４０年間参勤交代の時、その

他の藩の公藩の主ですね。と旅館あるいは御休憩所とあります。江戸への上り下りの時、宿泊にあて

たものであります。会所跡の門につきましては、勝海舟の長崎行きの行程では、文久４年（１８６４

年）勝海舟に随行する形で坂本竜馬が３０歳の時、１８６４年２月２０日総人員５０人ぐらいが重き

取り扱いを受け、お茶や会所、御客屋に入ったとあります。おそらくこの門をくぐって大津のことを

語らい、休息をとっていかれたことと思われます。 

また、この門につきましては、昭和３６年４月所有者が取り払うことになり、昭和３６年５月１５

日で所有者のトクナガタツオ様から浄正寺住職大山シゲクニ様へ所有者が代わっております。この時、

私たちは松古閑の門徒が奉仕作業をして門の瓦をはがし、門柱等に右左にスギ丸太の長い棒を通して

固定し、右８人、左８人ぐらいで担ぎ、左右から６人ぐらいで倒れるのを防ぎながら、支えながら浄

正寺まで担いでなおしたことを覚えております。私も担いでおりましたので、はっきりとその状況は

わかっております。もう浄正寺に移築されてから約５０年だと思いますが、この門につきましては、

建築学的には薬医門（やくいもん）とも呼ばれており、お屋敷や寺院の建物の正門とされているよう

です。この門に乗っている瓦には、細川藩づくりの家紋があり、そのまま細川さんの紋が入っており

ます。いわゆる、紋の軒瓦、鬼瓦等にはっきりとした家紋が入っていることはいうまでもありません。

江戸末期の大宿場の姿を残す形で大津町史には極めて貴重な数少ない文化財の建造物であることは間

違いありません。 

現在、門の建っている状況を見ますと、旧３２５号線の道路側に前傾きになり瓦も部分的にずれて

おります。本柱や腰板も弱っていて、台風や地震がくれば倒れそうな形になっております。もちろん

地震等があれば元の形はわからなくなります。道路を通る人や車に被害を与えることになり、数年前

から町民の多くの方より、町で何とか保存・管理すべきではないかと声が高まりましたので、浄正寺

の大山様に相談に行き、寄附願いを出していただきました。大山様も快く了解され、町で保存したほ

うがよかろうという結論が出ております。 



 181

平成２３年５月３１日付けで、町に寄附された形になっております。書類もここにあります。いつ

でも移築は可能となっているところです。このように、手永会所の門は貴重な遺構として唯一の町の

建造物であり、門を補修して歴史を継承すべきではないかと思いますが、お考えを伺いたいと思いま

す。 

また、移築につきましては、町の法務局跡に歴史文化伝承館が完成に至っておりますが、この伝承

館の建物の風格が町道から歴史を示すものが見当たらなく、手永会所の門をここに移築すれば、歴史

を語る古い門が目に入り、伝承館に立ち寄る人も多くなり、大津の歴史や全国唯一の伝統工芸「梅の

花」や拓本等も学習になり幅広く理解され、若き後継者もできてくるのではないでしょうか。手永会

所の門は、歴史伝承館に移築したほうがよいという町民の声を聞いておりますが、どう考えておられ

るのかお聞きします。 

また、手永会所跡の門ですから、手永会所の全景をわかりやすい図面にして学習や来庁者に展示す

べきではないでしょうか。お伺いしたいと思います。 

○議 長（大田黒英生君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） 新開議員の手永会所の門の保存関連についてのご質問でございますけれども、

手永所関係については、議員ご承知のとおり今言われたような形でご相談も受けておるわけでござい

ますけれども、この手永所門については、今まちづくり協議会の上井手沿いの分科会というのが提言

をいただいておりまして、憩いの場としての提言いただいておりますが、これにつきましては我々も

昭和園から大松山の区間のその上井手を利用した景観関連等の整備を検討をしておるところでもあり

ますので、駅前楽善線の工事が今着々と進んでおりますけれども、その中に年禰神社がございますけ

れども、あの年禰神社が元あった場所へ戻ってまいりますので、その前に若干小さな公園敷地になる

ような場所ができますので、そこにあずまやなり、トイレあるいはちょっとした休息の場所をつくり

ながら検討を今進めさせていただいておりますので、大津駅を下りて町中を眺めるとちょうど天安所

の門が見えるような形になるんじゃないかなということで、そちらの方に移設をして保存を考えてお

るような状況でございまして、大変傷んでおりますので復築するのにいろいろ検討をしておりますけ

れども、要望としてはそのままがいいというような話でございますけれども、いろいろ今後について

も検討をしながら現況の中での保存をしっかりと考えていきたいというふうに思っております。 

○議 長（大田黒英生君） 新開則明君。 

○７番（新開則明君） 門につきましては、いろいろ調査もされているかと思いますけれども、やはり

これは、移築するからには文化財保護委員さんが何名かおられますので、その方たちにも詳しく相談

しながら進めたほうがいいじゃなかろうかと思っております。確かに町長が言われるように年禰神社

跡、苦嶽の神社跡の所にすれば駅から見えるのではないかと言われておりますけれども、歴史伝承館

があまりにも普通の建物ばかりのようでですね、何も引きつける力がないんですよ。ですから、町中

を通る時に伝承館の前でも門がくればそれを見て、１回伝承館に立ち寄ろうという方はかなり増えて

くると思います。ただあそこに歴史伝承館として何もないただ前が駐車場であれば何の建物だろうか

と、看板はありますけれども、普通の方は素通りしていきます。こういう時代ですから、なかなか歴
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史に興味を持つ人もいないかと思いますけれども、やはり中に入って、梅の花なりほかの拓本なり、

ほかの学習を学びながら若い人の後継者ができてくるような体制をつくっていただきたいと願ってい

るところです。 

ですから一応、門に対しましてもいろいろなご意見もあるかと思いますけれども、やはり検討すべ

きではないでしょうかね。そして、この門も本当に珍しい、先ほども言いましたように細川藩の家紋

がしっかりとずらっと並んで残っておりますけれども、やはりああいうものはずっと保存して継承す

べきではないでしょうかね。今後、歴史伝承館として何が考えられるのかお伺いしたいと思います。 

○議 長（大田黒英生君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） 大津町の歴史伝承館をお願いしまして、４月１日オープンということでござ

いますけれども、いろいろ検討を重ねてきておりますけれども、無形文化財の「梅の造花」関係の後

継者を育成しなくちゃならない重要な我々の責務がございますので、見える場所でということで今ま

で商工会の２階、あるいは中央公民館の片隅で頑張っていただいておりましたけれども、歴史伝承館

の中に来ていただいて、しっかりと後継者育成にお願いしたいなというふうに思っておりますととも

に、保管につきましては、今までの大津町のそれぞれの古墳調査をやっておりますそのものが、ここ

４、５年で整備をされて今もとの護川小学校のほうで復修されておりますので、そのようなものを伝

承館のほうに展示しながら大津町をしっかりＰＲしていきたいというふうに考えておりますので、そ

の辺につきましては、担当の職員と文化歴史の委員さんが池田先生をはじめとして、あそこでしっか

りと啓発を進めていただければなということで今考えておりますので、手永会所門についてはやっぱ

り参勤交代道路でありました上井手沿いに置くのがいいんじゃないかなという思いをしておりますの

で、あちらのほうの中で保存をしっかりやっていきたいというふうに思っております。 

○議 長（大田黒英生君） 新開則明君。 

○７番（新開則明君） 文化財も大津にはたくさんありますけれども、やはり文化財保護委員さんの意

見なども尊重しながらですね、どこにすべきか、あるいはどうやって表示するかということも考えて

いただきたいと思っております。 

また、この手永会所の図面はありますけれども、見やすい形の標示した図面はありません。ですか

ら、今後は学習や来庁者にはわかりやすいような、手永会所があったというだけで、これは２４０年

も続いたことですから、やはり大津としてはアピールすべきではないでしょうかね、展示の方法をお

願いしたいと思います。 

○議 長（大田黒英生君） 教育部長松永髙春君。 

○教育部長（松永髙春君） 新開議員の質問にお答えいたします。大津町には斎藤家文書の中に、手永

会所の図面１枚と、それから御茶屋の図面２枚が写しとして残っております。原本の劣化を防ぐため

に、その写しをデジタル文書として今現在保存しているところでございます。 

それら３部については、現在でもわかりやすく書き直したものを添えたりして、パネルや歴史教室

の資料として活用しているところです。ただ、平面図としてしか残っていないので、立体的な景色は

日本建築の専門知識がないと、頭の中で想像するにしても復元が難しいと思われます。できれば、手
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持ちのものから展示資料として活用し、将来はそれから文化財保護委員さんとも協議しながらですね、

幅を広げていきたいと考えております。 

○議 長（大田黒英生君） 新開則明君。 

○７番（新開則明君） 日本建築学会あたりにもぜひ相談されてですね、文化財保護委員さん等の意見

も聞きながら見やすいいわゆる立体的な表示でもいいですから、そういうのを表示して大津の手永会

所がこう長く続いたということを図面で示されるようにお願いしたいと思います。 

これで質問を終わります。 

○議 長（大田黒英生君） しばらく休憩いたします。午後は、１時１０分から開会します。 

午後０時０６分 休憩 

                    △ 

午後１時０８分 再開 

○議 長（大田黒英生君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 源川貞夫君。 

○４番（源川貞夫君） 皆さんこんにちは。通告順番に従いまして、４番議員、源川貞夫が一般質問を

行います。 

今回の質問は２問でございます。１問目は、平成２４年度も継続して運行されることになりました

空港ライナーについてでございます。２問目は、今後のまちづくりの構想について町長にお聞きいた

します。 

今度の日曜日、３月２５日は熊本県知事選挙で投票日でございます。そして、大津町も町長選挙も

１２月に行われます。現職の蒲島知事は、大津、益城、菊陽を空港の一帯として周辺地域まで巻き込

んだ阿蘇くまもと空港大構想を打ち出しておられます。特に、我が肥後大津駅南口には、「阿蘇くまも

と空港最寄りの駅」と名前がついていることは皆さんもご存じと思います。熊本県観光地への玄関口

として、大津町は特に期待されております。空港ライナーは「あそらくん」と「くまモン」をラッピ

ングした専用のタクシーで、阿蘇くまもと空港と肥後大津町南口、大津町ビジターセンター間を１日

４７便、全便無料、片道１２分から１５分で、平成２３年１０月１日から今度の日曜日まで３月２５

日までの試験運行でございます。利用者は２月末現在で１万７千６４人、現時点ではもう２万人を突

破していると言われております。１日平均１１０名で利用者の４割が県外であり、その多くはインター

ネットや空港で情報を得ているようであります。引き続き事業の定着化を図るために、平成２４年度

も継続されることになりました。 

熊本空港では、平成１５年度以降国内線旅客数が毎年３００万人を超える、日本には３００以上の

空港や飛行場がありますが、平成１８年４月には「カテゴリー３Ｂ」が導入され、就航率９８から９

９％台になっております。取り扱い旅客数が毎年全国第７位となっております。 

現在国内線ターミナル増改築中であり、これは５期工事でございますけど、平成２４年、今年の９

月３０日には完成をし供用を開始いたします。県内外さらには海外から特に発展著しい中国、韓国を

中心にアジア各国からの観光客の増加が見込まれております。肥後大津駅を今後熊本県に来られる人
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の玄関口として、観光ルートの出発点として定着するような形を望むものであります。これに関係し

まして、南口の駐車場問題でございます。駐車台数が少なく送迎用のための駐車場と聞いてはおりま

すが、コイン式で上限がないので一日中、知らずに２４時間場駐車した場合は４千８００円、２日間

４８時間の場合は９千６００円、話によりますと、３日か４日とめて２万円とか払った方もおられる

そうでございます。今は看板を立ててありますので、周知徹底されていると思いますけども、私があ

そこの前を通って台数をいつも見ております。１台か２台、止まってないときが多いです。本当に利

用者のためになっているのかという疑問を持っているわけでございます。 

そこで、周辺土地を利用して駐車場台数を増やし２、３日ぐらいまでは低料金で利用できるように

したらどうか、周辺の駐車場、オークス、ジャスコ、肥後銀行等の周辺の駐車場に車を置いている人

もいるようでございます。検討するべきと思います。私自身もですけれども、駅まで送迎するより空

港までそのまま送る人や空港周辺の有料駐車場１日７００円にとめる人も多いようでございます。ち

なみに、三里木駅の駐車場、２、３日前詳しく電話で聞きましたけれども、あそこも７割か８割ぐら

いいつも止まっております。満杯ではありません。１時間ごとに１００円、１日２４時間最大上限を

設けてあります。３００円でございます。３日間とめても９００円です。私が１０日間止めたらと言

いましたけれども、一応最大上限は書いておりますけども、そこのところはと、あんまりはっきり言

われませんでした。ということは、そんなに長くとめる人はいないということですね。ということが

あります。 

そこでですね、町長にお聞きいたします。阿蘇くまもと大空港構想について蒲島知事は描いておら

れますけれども、町長としてどのような考えをもっておられるかお伺いいたします。 

空港ライナー試験運行の６カ月間での問題点や課題、２番目に駐車場の確保と利用改善について、

ライナー利用者のアンケートをとられておりますけども、その内容と要望等はどういうものがあった

のか。それから、駅舎内に大津特産のアンテナショップ、または軽食喫茶店ぐらいの設置の考えはな

いか。インフォメーションも含めた充実が必要であると思われます。 

それから、施政方針で町としては、この空港ライナーに対してしっかりと支援を行っていくと言わ

れておりますが、具体的には何をしていくのか、それもお答えいただきたいと思います。付け加えて

言いますと、これは１個人の人のあれですけど、今までのタクシードライバーさん、空港行きの客は

ほとんどなくなりましたと、新聞にも載っておりました。売り上げが下がり死活問題であると。それ

から無料でなく２００円ぐらいでも取ったらどうだろうかという人もおられました。駐車場の問題で

もいっしょですけれども、駅の南口から降りて左側、今駐輪場を整備されております。それから１０

０メートルぐらい東ですね、線路のフェンスと東に行く道ですけれども、その間に整備すればざっと

数えても５０台ぐらいとめられるようなスペースがあります。一時的でもですね、そこが町の土地と

いうことでお聞きしましたけれども、様子を見るというふうな形でも舗装しなくてもいいから、駐車

場として利用する考えはないか。その点についてお答えいただきたいと思います。 

１問目終わります。 

○議 長（大田黒英生君） 町長家入 勲君。 



 185

○町 長（家入 勲君） 源川議員の空港ライナーの運行に伴うところの状況についてのご質問でござ

いますけれども、駐車場の関連については後ほど担当のほうから状況等について詳しく説明させてい

ただきます。当初いろいろ課題があって、議員おっしゃるように２万幾らも払われて、いろいろトラ

ブル２、３ありましたけど、今は駅の送り迎え専用の駐車場というような形で利用させていただいて

おりますので、この件についても駐車場について担当のほうからご説明をさせていただきます。 

アンケート調査をやっておりますので、この辺の調査内容についても担当のほうから説明させます。 

そして、駅における特産関連の売店なりそういうものについても、担当のほうで検討しております

けども、自動販売店ぐらいは置いてもいいんじゃないかなというようなことで検討をさせていただい

ております。 

そしてまた、最終的に空港関係のご支援でございますけれども、その件についても県のほうと十分

今相談をさせていただいておりまして、蒲島知事のほうで阿蘇くまもと空港周辺の益城や大津や菊陽

や西原の４町を含めた地域全体を一つの空港の位置づけということで、日本一広く美しい空港をとい

う、そういう構想で大空港構想を明らかに知事はしておられます。そういう中での肥後大津駅南口ビ

ジターセンターの開所に合わせて熊本空港への玄関口と位置づけるＪＲ肥後大津駅と空港を結ぶ空港

ライナーを無料運航する社会実験を行ってきておられます。 

そういう中におきまして、それぞれの関係者の中で、お話を進めさせていただいておりますけども、

今後については、平成２４年度が県の方が相対的には３千５００万ちょっとの費用がかかるというよ

うなことでございますので、その件につきまして、県の方からのご相談によりまして、大津町が６０

０万円、それから空港ビルが３００万、あるいは空政協が２００万円というような感じで３千万ちょっ

とぐらいがタクシー会社というか、大津町の３社のタクシー会社の関連で委託費用になっております。

もちろん残りの若干の金額については、空港ライナーのＰＲに努めるというような事業事務費になっ

ております。これを平成２４年度で大津町の支援もお願いしたいという話がございましたけれども、

今回空港ライナー検討委員会というような運営委員会を、協議会をつくりたいというような県の申し

出がありましたけれども、運営委員会つくる前に検討委員会を立ち上げていただけんでしょうかとい

うことで、会長に県の方になっていただいております。そのメンバーは、今空港ビル、それからＪＲ、

それから大津町と空整協関連と顧問関係等に熊本県タクシー協会関連が入ってきておりまして、その

検討委員会の中で、今後の１年間運営を検討していきますけれども、毎年大津町が６００万円支援す

るというのは限りませんよということで、周辺の菊陽とか阿蘇とか、そういう関係の自治体にもお願

いできないでしょうかというような話をしておりますので、平成２５年以降については、関係自治体

あるいは関係団体の方からも負担をお願いできるような検討を進めていただければというふうに申し

上げましたところ、検討委員会を立ち上げて検討していくというようなことになっております。 

もちろん、県の事業は補助金としてそちらのほうに下りてくるだろうし、我々も大津町も関係、飛

行場ビル、空整協関連等についても、そちらのほうに補助金として流しながら、そこでの事業推進を

されていくんじゃないかなというふうに思っております。そういうような状況でございますので、今

後についての利活用について十分我々としても県の方もアシアナ航空が今３便運行しておりますけど
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も、これを５便にしたいなというような知事のアシアナ航空を訪問されての申し入れをされておられ

るようでございます。 

そしてまた、チャーター便関係で台湾に大津高校もまた来年も予定されておるということでござい

ましたけれども、台湾や中国の関係に今新たな国際交流の線を引きたいということで、中国の航空会

社、世界でも第３位ぐらい大きい会社と聞いておりますけれども、そのところを知事のほうで交渉を

進められておられるようです。そういうお客様が阿蘇くまもと空港を使ってお見えになられる、その

第一歩が大津町になるわけでございますし、いろんな構想が今練られておるようでございますので、

その構想の中でしっかり県と連携をとりながら、大津町の生き方を考えなくちゃならないんじゃない

かなと思います。ある話によると２千億円で高速道路をつくりたいというようなお話も出てきており

ます。これは横の軸というかですね、そういう県の阿蘇あるいは天草関連あるいはそれから先の州都

を目指したところの別府やあるいは宮崎、そういういろんな広範囲のところでの観光客をお願いでき

ればということで、現在の熊本市内のホテル関連等については満杯の状態というふうに伺っておりま

すので、そういう状況であれば、大津の方にもそういうホテル関連が進出してくるような動きになっ

てこないかなというような状況でございますので、今後の大津町の動向については、それぞれの状況

をしっかり把握しながら我々大津町ができる範囲内についての支援、あるいは県との共同開発関係等

についてもしっかりと大津町の強さを示していく、あるいは強くなるためにもそのようなことをやっ

ていかなくちゃならないんじゃないかなというふうに思っております。 

そういうような状況でございますので、ここは大津町の顔としての大津南口でございますので、空

港の玄関口はもちろんですけれども、大津町の起点としてのその辺の周辺の開発をしっかり考えてい

かなくちゃならないというふうに思っておりますので、今後についても十分な情報を把握しながら大

津町の顔となることに向かって県ともどもお願いをしていきたいというふうに思っております。 

○議 長（大田黒英生君） 総務部長德永保則君。 

○総務部長（德永保則君） 源川議員さんの空港ライナーの件でお答えさせていただきます。源川議員

さん言われましたように、昨年１０月から阿蘇くまもと空港とＪＲ肥後大津駅間を一応無料で運行さ

せて、県の方が実施主体したいという形で運行させていただいております。 

内容については、ジャンボタクシーなどを利用してという形で行わせていただいておりますけれど

も、豊肥線沿線住民の需要調査などから、１日１００人の利用目標を設定させていただいておりまし

た。昨年度１０月につきましては、１日平均で９９.３２と目標を下回りましたけれども１１月、１２

月と順調に利用客を伸ばしたような状況でございます。 

今年の１月５日には一応２０１人を記録しているような状況でございます。肥後大津駅からにつき

ましては、待ち時間がなく、乗り換えができるよう到着から２分後に出発し、航空便の出発時間３０

分前に着くよう運行ダイヤ等を設定させていただいております。空港からにつきましては、到着後１

５分後に出発するなど利便性を図ってきた成果ではないかと考えております。 

平成２４年度につきましては、潜在需要予測及び県外からの利用状況を見まして、まだまだ増える

余地があるのではないかと考えております。毎月約５％伸びを設定しまして、１日２２０人を目標と
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されているような状況でございます。 

議員が指摘いただきました問題点として考えられますのは、空港に乗り入れております一般のタク

シー業者等の売り上げが落ちたという話もあっているよ、という形でしたけれども、県では空港ライ

ナーにつきましては、お客を奪い合うものでなくマイカー利用から公共交通機関へのシフトと、空港

利用者の増加がねらいでありまして、県タクシー協会の支援も受けておりまして、協会を通じて趣旨

を理解してもらうよう努めたいということでございます。 

また、肥後大津駅周辺の駐車場の確保の件でございますけれども、ＪＲを利用される通勤通学の方々

につかれましては、パークアンドライド、空港を利用される方のためのパークアンドライドなど、総

合的交通体系については、考える必要があるという形で思っております。 

それから、利用者のアンケートの件でございます。空港ライナーのアンケートを昨年１２月から１

月にかけて実施させていただいておりますけれども、その内容を若干説明させていただいております。

まず旅行の目的でございます。観光が２８％、仕事が２２％、帰省が一番多くて３８％となっており

ます。 

続きまして、利用者の所在地です。大津町が２１％、熊本市１８％、菊陽・合志市１１％、そして

県外が４１％となっております。 

次に、肥後大津駅までの交通手段について問いをやっておりますけれども、ＪＲ利用が５６％、バ

スが７％、タクシーが１０％となっております。 

次に、ＪＲを利用してきた方の乗車駅については、武蔵塚駅からが１９％、光の森駅からが１６％、

新水前寺・水前寺駅からが１６％、立野や阿蘇方面からは１２％となっております。県外からのお客

さんの目的地でございますけれども、熊本市が３３％、大津町が１６％、阿蘇市が１４％となってお

ります。お客さんの意見といたしまして、ＪＲと連結していて便利、渋滞にも影響されずよい、空港

から阿蘇への手段として便利である、乗務員の対応がよかった、バスよりも快適であった、などの良

い意見があった半面、途中下車ができるようにしてほしい。阿蘇方面への待ち時間が長すぎる。もっ

とＰＲしてほしいなどの意見も寄せられております。今後、利用者をさらに増加させるため県や関係

機関と協力し、改善に取り組み広報活動も積極的に取り組んでいきたいと思っております。 

なお、この空港ライナーによる町の経済効果を試算させていただきました。大津町に宿泊する方が

最低でも１日当たり１名はいるという仮定をさせていただきまして、計算をいたしまして、熊本県の

観光消費額によりますと、宿泊客１人当たりが１万４千６２０円になっておりますので、その関係を

しますと経済効果として１年間で１名当たり２５０万円以上は考えられるのではないかという形で思っ

ております。 

それから、空港ライナーのＰＲ不足について否めない事実でございますけれども、町のホームペー

ジにスタート時の時間の変更等についても掲載させていただきますし、町の広報での掲載、それから

ビジターセンター、公共施設、宿泊施設にチラシを配布させていただいております。 

それから、地元の本田技研工業さんについては直接案内をさせていただいているような状況でござ

います。 
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なお、県議会の方でもこの問題については、多々意見討論されているような状況でございますけれ

ども、先ほど町長が言いましたように、平成２４年度実証実験も追加するという形での回答を得てお

りますので、今後も町としても応援させていただきたいという形で思っております。以上でございま

す。 

○議 長（大田黒英生君） 経済部長西本昇二君。 

○経済部長（西本昇二君） まず、駅舎内に大津特産品等の売店あるいは軽食、喫茶等の設置の考えが

ないかということと、もう一つ駐車場の利用状況も含めて説明をしたいと思います。 

まず、ビジターセンターの利用状況でございますが、ＪＲ肥後大津駅南口としては、ＪＲの乗降が

平成２４年１月１８日から２４日まで調査しましたところ、大体平均１千４００名の方が利用されて

おります。空港ライナーの利用者はオープン当初から１万５千名を超えて、１日平均１２０名を超え

ております。ＪＲ肥後大津駅の北口と南口の通過の利用者は、１日５０名を超えておりビジターセン

ターへの訪問者は月約５００名と、多くの方がビジターセンターをご利用いただいております。 

また、ビジターセンターへの問い合わせは、６割が観光に関することで一番多く、要望については

お土産などの物産についての要望があります。平成２４年度はビスタセンターに自動販売機の設置を

予定しているところでございます。さらに大津町の特産品についても、商工会、菊池地域農業協同組

合や大津文化の森などの特産品を取り扱っている方々と話を進めながら、販売できるよう検討を行っ

ていきたいと考えております。 

それから駐車場の利用状況でございますが、まず１０月、１１月は５５０台、１１月が３００台、

それから１２月が４１１台、１月、２月３５０台と３９０台で、２月現在でございますけれども、１,

９２６台と、それから利用料金でございますけれども、まず支払った関係でございますが、３４３台

と、それから無料時間を利用したということで２０分間の無料でございますけれども、１,５８３台と、

実際に支払った関係は大体８６％ぐらいの数字になるところでございます。 

まず、この駐車場の利用の目的といいますか、最初の説明があったかとは思いますけれども、基本

的には駅利用者の送迎のための駐車場ということでございまして、その間にどれだけの利用率が上が

るのかと、空港ライナーの利用価値がどれだけ上がるのかということを目的としておりました。この

駐車場を三里木駅の事例を出されましたけれども、この三里木駅の駐車場に関してはＪＲが実際に経

営をされております。ＪＲの利用目的という形ですので、料金の性質が少し違うのかと思いますが、

いろんな形でこのライナーの駐車場が８台という確保でございますので、そこら辺のところの利用者

の方は東側にしろ、銀行とかいろんな形のことをおっしゃいましたけれども、今からのそれは利用の

仕方のことではないかと思います。ただ、この駅南口の駐車場に関しては、そうした最初の目的でご

ざいましたので、そうした数字になっているんではないかなと思います。以上です。 

○議 長（大田黒英生君） 源川貞夫君。 

○４番（源川貞夫君） 先ほどから駐車場の話が出ておりますけれども、前回の一般質問でも同僚議員

のほうから将来的にですけれども、オークスのほうに立体駐車場をしたらどうかという提案もあった

ようでございますけれども、何しろ今は駐車場がですね、あればそこを利用するというような形です
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ので、今度交流センターも一緒ですけれども、歩いてもらうというのも一つの目的でありますけれど

も、やはり車社会の時代になりましたので、特に利用者のですね、空港ライナーだけじゃなく大津駅

を利用する方の要望といいますか、その人のためにですね、やっぱり考えていってもらいたいという

ふうに思います。 

先ほども答弁の中にありましたように、ＪＲを使って大津駅に来て大津駅から空港に行くという数

字が確か５０か６０だったですかね、ということは、ほかの町村から比べるとですね、大津は空港も

近い、阿蘇も近い、こんな発展性を秘めている町はないとうらやましがられるような町と私は思って

おります。それをどうやって生かしていくか、たった５カ月間でも空港ライナーを利用された方がで

すね、もう２万人を超していると、それも帰省客の方ももちろんおられますけれども、県外ですね、

県外からの旅行者のほうが多いということで、その方たちをですね、いかに大津で引き止め、阿蘇と

かほかの観光地に行く玄関口でありますけれども、どうにかして大津町に少しでも滞在してもらうと

いうような形がやっぱりまちづくりのですね、方向じゃないだろうというふうに思っております。 

そういうことで、せっかく蒲島知事がこういう形で大津に目を当てられておりますので、期待に沿

うようにですね、大津のほうもサービスといいますか、できるだけの支援策はとってもらいたいとい

うふうに思っております。 

次、２問目に入ります。これも今のと少し関係いたしますけれども、先ほども言いましたけど、１

２月は選挙でございます。町長も今後のですね、５年後、１０年後、２０年後、あの時ああいう方針

を打ち出された、こういうことに挑戦された、こういうことを打ち出されたというようなことがです

ね、１０年後、２０年後のあの時の方向性は間違っていなかったんだと言われるような町政をですね、

していってもらいたいというふうに期待するわけでございます。 

誰もがですね、経済的に豊かで健康で心かよう夢のある町を目指し、発展し続けたいと願うのは町

民のみんなが願うものであります。２０１１年１０月１日現在の推計人口が大津町は３万１千９３６

人、対前年比で７０２人増え、県下で人口増加率がトップということであります。２００９年度の１

人当たりの所得でも現在の統計方法をとった２０００年度から９年連続の１位と、しかしここにきま

して大津町は２６９万２千円、１４％も落ち込んで２位になりました。落ち込み率では悪い方からトッ

プでございます。菊陽町が２７７万１千円で９.３％増え、初のトップを獲得したと新聞にも載ってお

りました。ともに多くの企業が立地しているが、同じ製造業でも扱う品目で差が出たのではないかと

県の統計課では言っていると、１月２１日の熊日新聞ですけど、本田技研の社員４００人他工場への

配置転換の記事が載りました。生産の軸足を技術の高い大型車に移してきた。今回人員にあわせて実

施する鈴鹿製作所三重県へ軽自動車エンジン部品などの生産シフトの影響は限定的とみられる。ただ、

二輪業界では主力の中大型車も生産台数が大幅に増えていく見込みは薄いと県内部品メーカーとの厳

しい見方が支配的だと新聞に載っておりました。即、ホンダ関連の子会社にももろに影響が出ている

ようでございます。 

今後、このまま円高、そしてデフレ経済が続くと製造業は海外生産へシフトがますます加速すると

みられております。１日でも早い景気の回復を期待するところであります。昨日と今日もですけど、
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答弁の中で福祉関連の職員が足りない、就職難、採用しても長続きはしない、新卒で就職はしたもの

の長続きはせず１年以内に辞めたり、いまだに職に就いていない人がいる。大学卒で５０％、高卒で

は６５％という数字が一昨日のテレビのニュースで言っておりました。どんなことがあっても３年間

は我慢をして辞めないでほしいと就職担当の先生は言っておられました。大津町でも福祉介護関係の

職員が不足ということを先ほども町長が答弁で言われておりましたが、以上のこともふまえまして４

点について町長に答弁をお願いいたします。 

大津町が、今までのように人口が増加し続けるための将来像をどのように描いておられるのかお伺

いをいたします。 

それから、まちづくり推進協議会、これがまちづくり交付金事業もありましたけれども、平成１９

年度から平成２３年度まで、これが３月５日に解散をいたしました。いつも町長は、町民と協働のま

ちづくりと、皆さんと一緒にというようなことで提案を言われておりますけれども、町民がいろいろ

考え、これから先のまちづくりに対して提案できる組織なり、会を新しくつくる考えはないかお伺い

いたします。 

観光協会設立に向けての現状はどうなっているのでしょうか。先程来言っていますように、空港ラ

イナーも含めてですけれども、観光を大津にお客をとどまってもらうという形で、その組織づくりが

今準備されていると思いますけれども、今の段階でいいですのでよろしくお願いいたします。 

それに関連して、同じような形の明日観（あすかん）はそのまま残していくのか、二本立てでいく

のか、そこの関係も考えも答弁していただきたいというふうに思います。以上でございます。 

○議 長（大田黒英生君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） 源川議員の今後のまちづくり構想の件についてでございますけれども、その

前に、先ほど空港ライナーの平成２４年度の予算関係で数字的にちょっと間違っておりましたので、

訂正させていただきます。県が約７割の２千４４０万円です。大体年間で３千４５０万円の費用を見

越しておりまして、負担関係で県の負担の２割、それが６００万が大津町、そして空港ビルディング

株式会社が３００万円、それから空港環境整備協会が１００万円の負担を今回お願いするということ

で、今県の方からお願いをされておりますので、それについて今議会のほうで大津町も予算６００万

円計上させていただいておりますので、よろしくご審議をお願いしたいと思います。 

そこで、今後のまちづくりの構想ということで人口増関連等について、議員おっしゃるように今ま

での人口増については、美咲野団地はともかくといたしまして、内容的には子育て支援関連等の施策

が生きてきておるんではないかなという思いをしておりますので、今後についても子育てや高齢者関

連、そして教育関連等の住民生活が良くなるような施策をしながら、生活環境の整備をともに行って

いきたいというようなことで、今後の人口増につながるんじゃないかなというふうに考えております。 

議員おっしゃるように、平成２３年度の熊本県人口推計では、過去１年間の人口増加率が県下で１

番となっております。取組の方法としては、間違っていなかったというふうに思っております。 

今後についての議員がご心配されているように、企業の動向というものが大変危惧されておる状況

でございますので、議員おっしゃったように本田技研関連、ものづくり産業の落ち込みというか、円
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高をはじめ世界経済の動向によって、東南アジアの方への進出というような方向に流れておりますけ

れども、このような歯止めができるかというのは大変厳しいような状況で、昨日の本田技研をはじめ

トヨタ、日産、それぞれ東南アジア関連等についての工場進出が盛んに行われておるようでございま

す。今後についても十分大津町町民の働く場の確保のために、企業誘致にはしっかりと取り組んでい

きたいというふうに考えております。 

次に、町民と協働のまちづくりについてでございますけれども、提案できる組織なり、会をつくる

考えはないかとの質問でございまして、以前からいも大学で住民の皆さんからまちづくりの提案をい

ただき、その中には大変すばらしい提案もあったのですが、財政的なものや制度的な制約がありまし

て、半分以上は実現できない状況でした。まちづくりについて考え、町に提案していただくことは大

変良いことであり、何らかの組織づくりを考えなければならないと思いますが、できればいろんな分

野からたくさんの人を募り、また町の財政事情や振興総合計画などを勉強していただきながら、まち

づくりの方向性などを一緒になって考えていかなければならないと思います。組織の内容についても、

今後十分検討をしていきたいというふうに思っております。 

そういう中で、今まちおこし大学関連等で、それぞれの学部がございますので、そのような大学の

学部の活動、充実についてしっかりと今後取り組んでいく中で、町のまちづくりの提言もしっかりと

いただきながら、自助・共助・公助のための人材育成関係のリーダー人材をしっかりとつくっていき

たいというふうに思っております。観光協会の準備状況については、担当の課長のほうからご説明を

させていただきます。逐次、月１回商工会のほうでおられて、そちらの関係とともに報告をいただい

ておるというような状況でございます。 

明日の観光大津をつくる会というのは、長年の歴史の中で大津町のまつりごとを主体として一生懸

命頑張ってきていただいております。今回の補助事業、まちづくり交付金事業の中におきまして、中

心市街地の関係の開発を住民の皆さんのご意見、あるいはその地域の活性化について、まちづくり協

議会明日観（あすかん）を中心にしたメンバーでお願いをして、提言をお願いしたいということで、

結果的に５年ぐらいかかりましたけれども、すばらしい提言はいただいておりまして、それに基づい

て駅前のビジターセンターをはじめ、交流センター関連、上井手関連と、いろんな形で提言をいただ

いておりますので、十分それ全部ができるかというのはなかなか時間が必要ではないかなと思います。

そういう意味において、大変今までも貢献というか、まちづくりに一生懸命なったリーダーの方々が

おられますので、今後についても彼たちの意見は十分検討をしていかなくちゃならないし、提言もい

ただきたいというふうに思っております。 

しかし、今後について、そのまちづくり協議会がどう今後活躍をされるかとか、あるいは観光協議

会設立にむかってのやり方とかいろんなものがここ１年で検討をしてまいる状況でございますので、

その状況を見ながら十分なる意見交換をしながら、今後の活躍もお願いしていきたいというふうに思っ

ております。 

○議 長（大田黒英生君） 経済部長西本昇二君。 

○経済部長（西本昇二君） 観光協会の立ち上げ関係の件でしょうか、まず組織だってのことをしなけ
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ればなりませんが、位置づけとしては、まずどういう形の組織か組織図を私たちは計画しております

が、まず体制といたしましては、あくまでも総会、理事会等を設けております。そして、その総会の

中で事務局等を設けておりますが、ちょっとこれは図面がフローチャートがあればよかったんですが、

まず、その組織でございますけれども、その組織というのはあくまでも理事会というのが設置いたし

ます。理事会の中において今度は事務局を設けております。事務局で総務関係、企画関係、あるいは

観光案内関係の組織を区分けしております。実際にどういう仕事に取り組むかということですけれど

も、まず４月以降は職員が一応向こうのほうにまず準備の段階ございますので、１年間は密にしてい

こうということでございます。まず、その理事会の中において、内容的なものは具体的に事務局のサ

イドでは幾つかはしております。例えば、観光商品の企画造成、販売に関することとか、あるいは各

種イベントの企画運営でございます。 

それから、いつも出ております商品化のブランド化ですけれども、そうしたことに関すること、そ

れに伴う観光宣伝活動に関することでございます。あわせまして、今ビジターセンター関係が出てお

りますけれども、そうした運営関係とかタイアップした観光案内の宿泊、飲食等の紹介等、いろんな

形でパンフレットについても、新しいやつを見いださなければならないと思っているところでござい

ます。ただ、そういう中枢的なことの中身の計画ですけれども、提言書にも出ておりましたが、タウ

ンマネジャーとのキーマンという方をぜひですね、そういう方たちにいろいろ指導を仰ぎながら進め

ることが大事ではないかなというふうに思っているところでございます。そういうタウンマネジャー

の方々がやっぱりただ観光協会ということでなく、大きな観点から見てから実施しなければならない

と思っているところです。具体的に私たちが今言いましたことは思っておりますけれども、各種団体

の方、やっぱり女性の料理の関係といいますか、そこら辺の食改善と言いますかですね、そういう方々、

あるいは商工会の女性の方々とか、あるいは今相当ＰＲしてますからいも関係のＰＲですね、そうし

たところをいろんな盛り込みながら、そして高齢者の方々の一つの活動の場にもいろんな形でこの交

流センターなんかも幅広い活動ができるのではないかなというふうに思っているところでございます。 

○議 長（大田黒英生君） 源川貞夫君。 

○４番（源川貞夫君） 一度に幾つも広い範囲で言いましたので、なかなかあれですけれども、ここま

で大津が発展し続けて先ほども言いましたように、ほかの町村からうらやましがられるような町になっ

ておりますけれども、それも先人の方々の先見の目と言いますか、その時代を先を読むあれがあった

んじゃないかなと、工業誘致、それから住宅地の造成といいますかね、確保、それから福祉、将来に

向けての介護とか福祉、高齢者が多くなりますので、それに向けての施策が功を奏しているというの

じゃないかと思いますけれども、私が言ってるのはこれから先ですね、何かそれに代わるものといい

ますか、それも伸ばしていかなくちゃいけませんけれども、よく話が出ているのが、これから先は健

康、スポーツ、それが一番伸びる産業といいますか、そういうのじゃないかなというふうに思ってお

ります。 

それで、これは相当いつか町長もよっぽどはまらにゃでけんと言われるのの一つに藤崎台球場の野

球場の誘致といいますか、皆さんも口では言われてますけれども、あまりにも金がかかるし、やはり
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県の方からの県・国からのあれがないと地元の資金だけではもちろん不足するわけでございますので、

そして最終的には肥後大津駅、サッカー場の所に駅をもってくると、駅をもってくるからにはそうい

う藤崎台球場とかいろんなスポーツ面ですね、この間大津町の全国大会に行かれた表をいただきまし

たけれども、これだけ全部で３０ぐらい中学生テニス、いろいろ国体、いろんなふうにですね、大津

町から選手が出られております。やっぱりスポーツの森、スポーツの町ということで、そちらのほう

に誘致活動といいますか、話によりますと合志市も藤崎台球場誘致に手を挙げるんじゃないかとか、

益城町もとか菊陽もとか、どっちにしてもそういう話をちょっと聞きましたけれども、そのためには

棚ぼたじゃなくて、やっぱりこちらのほうから前向きにですね、やっぱり運動とまではいかなけれちょ

くちょくそういう話を出すようなことも必要じゃないかなと、やっぱりそれが２０年後、あの時スポー

ツを目標として掲げたのが功を奏したと言われるような形になりはせんかなと、そういうのに借金と

言いますか、皆が結果が出ればですね、問題ないというとあれですけれども、いいんじゃないかなと

いうふうに思っておりますので、ことあるごとに町長のご判断といいますか、夢があるそんな町にし

たいなと、町民の希望がもてる町を目指して頑張っていただきたいというふうに思っております。そ

ういうことで、もうあと５、６分ですので、これで終わります。よろしくお願いしておきます。 

○議 長（大田黒英生君） しばらく休憩いたします。２時１０分から開会いたします。 

午後２時０２分 休憩 

                    △ 

午後２時１０分 再開 

○議 長（大田黒英生君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 金田俊二君。 

○１番（金田俊二君） こんにちは、通告に従いまして、１番議員、金田俊二が一般質問をさせていた

だきます。 

１９９５年１月１７日、それは私にとって人生の契機となった日でした。生まれ育った神戸の町が

阪神大震災で一瞬のうちに見るも無惨な光景に変わってしまったのです。住宅も道路も、電車も電気

もガスも水道もズタズタに壊れて、役所も消防も警察の病院でさえも、その施設が被害を受けて十分

には機能しなくなっていました。そんな中で、住民はとても心細く不安な日々をおくっていました。

会社も商店も営みが途絶え、つらく悲しい現実の中で、それでもなお人は生き残った命から明日に向

けて生きる力をしぼり出さなければなりませんでした。それができたのはほかでもない、そこに一緒

に暮らす人たちがいたからです。人は一人で生きていけない、だから助けあう必要がある、そんな原

点に戻って人は人と寄り添い支え合いながら一日一日を積み重ねていきました。 

神戸市は、高度成長期に株式会社神戸市と呼ばれるほど公共事業の恩恵を受けた地方都市です。市

民は、何でもそろっていること、与えられることがいつの間にか当たり前になっていました。しかし、

町は本来住民一人一人がつくるもの、その参画と協働によってつくり上げていくものです。 

私が神戸出身と思う人は誰もいないと思いますけれども、これは日本経済新聞出版社から出ました

著者、元吉由紀子さんの「どうすれば役所は変われるのか」というプロローグの部分の一節です。神



 194

戸では、この阪神淡路大震災を契機に新しい公共として、市民が担っていく公共があることが確認さ

れ、市民参加、協働という流れができ、今では地方行政の権限や財源を地域へと移譲する市民が自立

したまちづくりへと更に進化しているということでございます。 

東北地方においても、このような経過をたどり、着実な復興を住民の皆さん一人一人の手で勝ち取っ

ていかれると確信しております。２０００年になって、地方分権一括法が施行され、さざ波は大きな

流れへと変わりつつあります。これまでの国が地方に対して均衡ある国土の発展を目指して全国一律

に機関委任事務を配備していた時代から、地方がそれぞれに独自性を発揮して地域の住民満足度を向

上していく時代へと新たな一歩が踏みだれました。このような中、まちづくり基本条例いわゆる自治

基本条例は、全国で２３０を超える市町村で制定され、大津町は県内で熊本市、合志市などとともに

いち早く設定されました。 

町長は、まちづくり基本条例をなぜ必要と思ったのか。大津町でどのように具現化しているのか。

また、まちづくり基本条例に照らしてまちづくり推進協議会やまちおこし大学の役割をどう評価して

いるのかお尋ねいたします。 

○議 長（大田黒英生君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） 金田議員のご質問にお答えいたします。まちづくり基本条例をなぜ必要と思っ

たのかと、その効果をどのように期待し、どのように具現化しているかというご質問ございますけれ

ども、これからのまちづくりは住民の方に十分な情報提供をし、計画段階から参加していただかなけ

ればならないと強く感じるようになったものです。その思いは振興総合計画の「みんなでつくろう 元

気 大津」をというキャッチフレーズにもわかるように、元気な大津を住民みんなでつくっていかな

ければならないということで表現させていただいたところです。そういう思いから、いろんな場所で

住民の方にお話をする機会がある中で、そこまで言っていいんですかと職員が心配することもたびた

びあり、なかには密室で事業を決めたとして議会からおしかりを受けたこともありましたが、私自身、

住民の方に対し、情報を積極的に提供していきたいと自負しているところです。住民の参加というこ

とに関しては、町にはいろいろな会議があり、そこには公募を原則として広く住民から募り、開かれ

た行政に心がけているところです。 

条例を制定した効果としては、今まさに金田議員がご質問されておられるように、議会はこの条例

に関心を示しておられることや、前回の議会から委員会の傍聴が行われるなど、これまでになかった

ことであり、住民の方が町のことに関心をもち、積極的にかかわりを持とうとしていることが大きな

効果ではないかと思っているところです。 

また、金田議員がご指摘されるように、職員はこの条例を意識しながら住民と接し、日に日に業務

を行う必要があると思っています。まちづくり基本条例に照らして、まちづくり推進協議会やまちお

こし大学の役割をどう評価しているかということに関しては、住民参加という観点からまちづくりに

積極的に参加していただいている点や、協働という観点から住民の方からまちづくりという公の部分

を担っているという点など、まさにまちづくり基本条例に沿った活動であり、このような住民団体の

活動を今後とも支援していかなければならないと考えています。ただ、まちづくり推進協議会につい
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ては、まちづくり交流センターやビジネスセンターを整備するにあたり、当初から計画づくりに参加

していただいておりましたが、協議会の方のご意見と、どこまで採用したらよいか財政や制度的な制

約から非常に難しい問題もあり、ご不満も多々あったかと思います。その辺については、キャッチボー

ルがあまりできていなかったかもしれないと反省しところですが、そのようなことも含めて今後事業

推進していくにあたって、住民参加の方法や意見のすり合わせなど、いろいろと勉強をさせていただ

き検討していきたいと思っております。 

議員のまちづくり推進協議会は、平成１９年度にまちづくり交付金事業のうちに提案事業を主に地

域のまちづくり活動の活性化を図り、駅周辺を含めた近代化する南側と歴史的な財産を有する北側と

の調和がとれるまちづくりを官民共同で推進にあたり、長年まちづくりを推進している「明日の観光

大津を創る会」を中心に大津町まちづくり推進協議会の設立をお願いいたしました。 

また、まちづくりに対するさまざまなご意見をいただいていくため、商工会をはじめとする多くの

団体の方々にも参加していただき、平成１９年１０月２６日に会員２１名により設立されました。そ

の後、会員を増やしながら協議会を重ねられ、発足から３年目を迎えた平成２１年１１月にそれまで

の議論をまとめた提言をいただきました。その提言書には、基本コンセプトをみんなでつくる元気、

大津心かよいあう町と、キーワードを「町歩きが楽しい町、ふれあいが嬉しい町」として宿場町大津

の雰囲気を生かし、魅力的で快適な住みたくなる町の未来予想図が描かれていました。町では、この

提言を受けまして、提言書どおりとはいきませんが、肥後大津駅南側のビジターセンター及び起点広

場、または中心市街地の街灯等と交流センターの設備を行ってまいりました。まちづくり交付金事業

は、本年で前期５年が終了し、平成２４年度からの後期５年は社会資本整備総合交付金事業として事

業が始まりますので、今後は協働のまちづくりの考え方から皆さんが主体となったまちづくり団体と

して活動され、町中心部だけでなく大津町全体のまちづくり対しまして、ご意見やご提案をいただき

ますようお願いしたいと思っております。なお、現状については、担当部長に説明をさせます。 

○議 長（大田黒英生君） 企画部長木村 誠君。 

○企画部長（木村 誠君） 現在のまちおこし大学の事業についてご説明を申し上げます。この事業に

つきましては、まちおこし学部と人づくり学部の２学部で構成をいたしておりまして、活動を展開い

たしております。先日も国際交流協会によるまちおこし大学の活動が熊日新聞にご紹介いただいたと

ころであります。そのほかにもスポーツや文化、環境問題などさまざまな分野で活動がなされており

ます。まちおこし大学は、基本的には各団体の活動をご支援し、大津町大好き人間の輪を広げていく

ことが目的であります。その活動の内容を年１回報告会という形で開催し、交流を深めているところ

です。また、この報告会で出されましたご意見、ご提案につきましては、町の政策の参考とさせてい

ただき、団体の活動のさらなる飛躍を求めているものでございます。以上でございます。 

○議 長（大田黒英生君） 金田俊二君。 

○１番（金田俊二君） ちょっと話がそれるかも知れませんけれども、一昨日の一般質問で町長から自

治体サッカー大会で大津町が２連覇したという報告がありました。先日の１８日、日曜日ですけれど

も、朝コンビニに私も行ったんですけれども、たまたま職員と会いまして、「休日だから今日はゆっく
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りするだろう」という声をかけましたけれども、「今日は自治体サッカーの準決勝と決勝の試合があっ

て宇城市に行きます」という明るい返事が返ってまいりました。ワークライフバランス、いわゆる仕

事と生活の調和、見事にやっている職員だなというふうに思いました。ワークライフバランスとは、

すべての働く人々がやりがいのある仕事と充実した生活との両立について自分の意思で多様な選択が

可能となる社会、それを支える政策やシステム慣行が構築された社会であると思うわけですが、町長、

施政方針の中で地区担当職員、先ほどの答弁ではございませんでしたけれども、非常に重きをおいて

おられると、今までやってこられてそれなりの成果はあっているんでしょうけれども、そのことにま

ずはじめに触れたいと思いますけれども、役場の職員は、先ほどもサッカーだけでなく、いろんなス

ポーツの協会、文化協会といったスポーツ・文化、事務局をやったり自分の住んでいる地域で、それ

こそ地区担当職員であったり、それでなくてもいろいろ活躍しているというふうに思うわけです。 

しかし、地区担当職員の中でもおそらく温度差があるというふうに理解しています。自分の本来の

仕事で精いっぱいという職員もいるのではないかと思います。残業も本来ならみんなでやらないよう

に済もうという気持ちでやっているんでしょうが、どうしても残業しなければならないという職員も

いるのではないかと思います。 

そこで、町でこの地区担当職員の成果ということを具体的に言わなくてもいいんですが、町が庁舎

内でワンストップサービスをシステム化しています。これは住民にとって非常に大事なこと、住民目

線でやっているそういった行政のあり方を表していると思います。これからの行政は、内にこもって

受け身ではなく、外に向かって積極的に働きかける、いわゆるエクスフォーメーションの時代だと私

は考えます。大津町のエリア全てが役場庁舎だという考えで、役場を一歩出た庁舎外でそのようなサー

ビスを行う部署、そういったものが必要ではないか、そのように思います。何でこういうことを言う

かといったら、まちづくりは協働です。住民とともに役場の職員が考え、汗を流すということは、非

常に重要ではないかというふうに思うわけです。ということで、役場内に住民協働のまちづくりと、

住民協働のまちづくりの専門部署をつくる気はないか町長にお伺いいたします。 

次に、まちづくり推進協議会の役割についてですが、先ほどの源川議員の質問、それから先ほどの

答弁でもありましたように、ある程度町長の考え方、お考えについてはわかったところです。 

ただ、まちづくり交付金事業の中で、国の補助要綱でソフト事業として住民の団体を計画の段階で

つくるように要綱でなっていたというふうに当初から聞いておりました。ただ、それだけだったのか

という思いがしております。先日、私も協議会の解散総会に出席したわけですが、参加者の中から我々

の提言がどのように生かされたのか、町がどのように提言の中身を受けとめ、どういうプロセスで結

論が出たのか、明らかにすべきだという発言がありました。先ほどの町長の発言でもありましたよう

に、「キャッチボール、そういったものができなかった部分もあり反省します」という弁がありました

けれども、このことを言っておられたのかどうかわかりませんけれども、担当職員の説明では、まち

づくり交付金事業、前期５年間が終わったので、協議会の役割は終わったような発言もあっておりま

す。果たしてそうなのでしょうか。ここにまちづくり推進協議会の会則を持っておりますが、町の職

員と協議会のメンバーが合同で作成した会則だというふうに思います。どこにもまちづくり交付金事
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業のためにこの会をつくりますというふうにはうたってありません。本来まちづくりは住民参加、参

画のもとで恒常的にやるべきもの、だからまちづくり基本条例を町の憲法として町長は先ほど言われ

たようにつくったんだろうというふうに思います。そういうことで、先ほどの地区担当職員を思いっ

きり今からまた活躍してもらうと、私は、専門部署をつくって、そしてその専門部署が中身的に専門

的なことがあればそういう課につないでいくというような、ある程度自分たちで解決できるところは

解決して、そして各課にまたがる部分についてはこういった意見がありましたよと、そういったこと

をできるような課を、部署をつくる気はないのか、それとキャッチボールという、足りなかったとい

う分については後ほど申しますけれども、私が知っている限りのところでお話したいと思います。ま

ず１点だけ専門部署をつくる気はないかということでご質問したいと思います。 

○議 長（大田黒英生君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） 元気な町をつくるために、ワンストップの対応などをやってきておりますけ

れども、大津町の職員の中で、地域担当職員というのを各行政区のほうに２名ずつお願いしておりま

す。その地区担当職員が地域の中での行事やイベント関連等について、あるいは町の仕事の関連等に

ついてお話をさせていただいております。そういう意見交換の中で、何をお願い、あるいは何をしな

くてはならないかというようなことで、大津町には政策会議というのがありまして、各部２名出てき

ておりまして、１２名の委員になって毎月１回会議をし、年１２回やらせていただいております。そ

こで検討した結果を課長会議のほうに持ち上がり、課長会議のほうでは２４名の課長さん毎月１回、

そして年１２回の検討をさせていただいております。その後、部課長会議という幹部会議が年に４回

開かせていただいております。 

そして、最終的に庁議ということで三役、部長というような形で月１回、年１２回で会議をしなが

ら、それぞれの事業決定や内容について検討を重ねてきておる中で、庁議においてやるべきものであ

るかどうかという検討をしながら予算化を図りながらまちづくりをやらせていただいておるような状

況でございます。 

新たな専門の部署というようなことにつきましては、大津町につきましての今後のまちづくりの基

本的な考えとして、新再生エネルギーを活用した町おこしをやろうということで、今、本庁のほうに

新エネルギー課の係長として頑張っておる職員が４月に帰ってまいりますので、その職員とともにそ

の後、また職員を１人国の方に派遣いたしまして、バイオ関連のところにお願いを今しておるところ

です。 

そして、県の新エネルギー化関連のところに職員を１人やりながら、県・町・国、その辺の連携を

とりながら、今後の再エネルギーあるいはバイオ関連の仕事で町おこしするためにどうしたらいいか

というようなことを検討する、そういうような予算も伴い、あるいは国の農水省、国交省関連の補助

事業をどう持ってきて町おこしにつながっていくかというようなことを、その辺の先ほど申した政策

会議関連等から立ち上げながら、そして、その係、窓口というものを企画部の中でそういう窓口とい

うか、まとめて指導するというか、町おこしを専門にやっていく、そういう部署を今検討を４月から

やりたいというふうにしております。１年そういうような形で進めながら、今後についての平成２５
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年度関連等については、若干の機構の見直しを今検討を昨年からやらせていただいておるような状況

でございますので、専門的な部署というよりも、そういう町おこしの我々が考えておる部署について、

しっかりと取り組んでいただくような方向で、今４月から発足させていきたいというふうに思ってお

ります。 

○議 長（大田黒英生君） 金田俊二君。 

○１番（金田俊二君） その時々に応じた機構の改革、町長考えられていると非常にわかりました。ぜ

ひ先ほどの新エネルギー、職員が帰ってきた時にスムーズに準備とともに協働してやっていけるとい

うことを期待しております。 

関連しますけれども、まちおこし大学、先ほど部長のほうから説明ありましたが、いろんな団体が

学部に入って活動されています。ほとんどが自立した活動をされているというふうに、なかには体育

協会とか、そういったのもありますし、もう既に自立した中で、そして多くの町民、学科生を育てて

いく、人づくりをしていくという、そういうシステムの中でやられていると思いますが、学科によっ

ては、町とのかかわりを密接にしないと先に進まない学科があります。先ほど言われました自然環境

学科の大津町を自然エネルギーの町にしようなどは、その典型ではないかと思います。 

先ほど、町長がそういう人事も含めて考えているというふうに言われましたので、多少は安心して

おりますけれども、具体的な事務のことで小さいことかもしれませんけれども、先日、私も学科生で

すので会議に出席しまして、学部に対して運営謝金という形で報告書を出されております。これは報

償費、いわゆる講演とか誰かを呼んで講演をした時にお礼として出す、そういった部分でそういう時

には領収書に印鑑を押して、それで済ませてきたと私は思うんですけれども、ただこの学部に対する

謝金については、Ａ４の１枚の紙にちょっと様式を作って、何月何日やって、内容はどうでしたかっ

て、そんなのをちらっと見ました。それもこの自然環境学科のものだったんですけれども、１０回か

ら１１回以上年間にすれば報告書を作っているんじゃないかなと思います。１回につき５千円ですね、

毎回報告しているということで、学科生の皆さんの顔を見ると、やっぱり昼間仕事したりとか、そん

な中で作っておられます。役場は謝金を出す裏付け資料として伝票の裏におそらく留めるのかな、な

んて思いますけれども、何となく心に伝わってこないと言いますか、役場の職員はそれを業として仕

事としてやっている。だから別段問題ないと思われているかもしれませんけれども、当のまちづくり

に加わっている人は、もちろん町に私たちがどんなことをしているということわかってほしいから、

ずらっと書いておられるんですね。自然エネルギーのことを町にわかってほしいって、そんな思いが

そういう形で出てきていると思います。 

私は、もっと職員がこういった自主的な活動している住民とかかわり、適確なアドバイス、国とか

県の補助制度や法的規制のクリアとか、そういったことを知恵を出してくれる、実際にそういった関

われば、紙で出してというのはあまり要らないんじゃないかなって、そんな気もしています。とりあ

えず、そういった部分について報告書等について、これは担当部長に聞きたいんですけれども、簡素

化、そういったことを私はすべきだというふうに思いますけれども、ちょっと答弁していただければ

と思います。 
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それから、まちづくり推進協議会の件ですが、特にまちづくり交流センター分科会では、先ほど町

長が言われましたように、平成１９年度から単なる箱モノづくりに終わらないためにも、誰のために、

何のために建設するのか、どのように運営するのか、どのように活用するのか、どのように役立てる

のか、それから中心市街地との連携などの問題意識を持ち、平成２０年１１月、先ほどもありました

けれども、中間報告がされております。平成２１年度には、新旧住民、年齢、性別を越えた住民相互

のまちづくり、連帯意識の創造の場として、物、事、人づくりの共有の場として住民が気軽に集い、

語らい、アクションを起こす拠点としたいと、立地的にも駅中心市街地、上井手をつなぐ重要な中継

点であり、中心市街地の新たなコア施設となる。特に考慮すべきは、単なる箱モノづくりにならず、

機能と運営の充実を図りたい。そして、具体的に行政が伝えきれない生活密着情報、コミュニティー

情報の発信、それから非常に面白いのがコミュニティー特派員、住民からコミュニティー特派員をつ

くって、そして育成・組織化していくなど、機能の明確化やそのためのタウンマネジャーの配置など

も提言されております。そういった５年間の間に住民自身がいろんなことを考えて町に提言したとい

うふうに私自身は思っています。 

また、これはできるのかどうかわかりませんけれども、町長はご存じだろうと思いますけれども、

求心力、楽しみのある仕掛けとして施設の周りに実のなる木を植え、花を楽しみ、実の収穫を楽しみ、

収穫した実でジャムやコンフォートを作り、葉だけになったらイルミネーションで楽しむなど、住民

が集まり、楽しめるような仕掛けを工夫し、推進していくなどの提言も行われています。おそらくい

い提言を町長のお話でもいただいたと言われてますので、目を通されて、この内容はあたりも知られ

ていると思いますけれども、ただ先ほども源川議員の質問の中で１年ぐらい運営のあり方を検討した

いって、具体的にこんな提言がある中で、私はもっと平成１９年からそういった中身を提言したり問

題意識であったり、そういったのを明らかにしてるんですね、だから今そういった来年１年間で何と

かというそういったことかなって思ったりもします。いろんな事情があると思いますけれども、その

ことについてお尋ねしたいと思います。 

○議 長（大田黒英生君） 企画部長木村 誠君。 

○企画部長（木村 誠君） まちおこし大学におきます学科の運営、活動報告書の取り扱いでございま

すけれども、議員ご指摘のとおり、現在学科を運営されておられます団体に対しまして、学科の運営

謝礼といたしまして、１回５千円をお支払いいたしております。その際、活動報告書を運営団体から

事務局へご提出いただいているものでございます。その報告書に記載をお願いしております項目が非

常に煩雑すぎるのではないかというようなご指摘だと思います。各団体のご意見をまたお伺いし、あ

わせまして運営委員会でご検討いただいたうえ、簡素化できるものにつきましては、簡素化を図って

まいりたいと思っております。 

○議 長（大田黒英生君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） まちづくり協議会については、平成１９年度まちづくり交付金事業を進める

にあたりまして、町の顔、あるいは町の中心地をどうするかということで、地元の関係の意見をしっ

かり聞きたいというような形で、明日の観光が今まで実績、まちづくりについてのまつりごととか、
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いろいろやっておられた関係でお願いをしたわけでございます。そういうお願いの中で、規約とかい

ろいろつくられてこられたものと思いますけれども、まちづくり基本条例、まちづくり事業が一応終

わりましたけれども、その間については、いろいろと提言もいただいております。いろんな提言の中

で、中間提言された中でいかがなもんかなというようなものもあったわけですけれども、宿場町のイ

メージをしたところでお願いできないですかというようなことで再度検討をされてきたわけでござい

ますし、中間の中ですばらしい提言はされております。 

しかし、我々としては、それを全部そのまま事業に生かすかということは、財政上の問題、いろん

な問題が平成２０年ごろからリーマンショックで厳しい状況になっておるし、あるいは大津町集落地

帯においては、何でそんなに中心地に金をつっ込むのかというような意見も伺っておるような状況で

ございまして、まちづくり交付金事業関連等についても、それなりの財政上の中でしぼり込みながら

事業を推進してきたというような状況でもあります。もちろん議員ご指摘のように、もう少し突っ込

んでというか、その辺を先ほど反省すると言いましたけれども、職員関連等についても一生懸命頑張っ

ておりまして、職員と協議会との間の意見のちょっとした行き違いもあったようにも聞いております。

もちろん、その庭に、例えば交流センターの前には木のなる実、木を植えてとか、そういうようなも

のもお話を聞いておりますけれども、あのスペースの中ではなかなか厳しいような状況であるとか、

あるいは井戸がございましたので、その井戸をどうするかというようなのも検討しておりましたけれ

ども、設計の終わった段階で地元のある人が、「いかがでしょうか、こういうことはできないですか」

というようなことを言ってこられて、私のほうにも自宅のほうに文書が届いておりましたので、担当

のほうに検討をしてみてはどうかというような形で担当が本人ともご相談をして、納得をしていただ

いたというような話を聞いております。 

いろんな形で、我々としてもその辺の意見交換というか、そういうものが先ほど申しましたように

キャッチボールがちょっと足らなかったかなと。しかし、今後につきましてはやっぱり多くのまち中

の人たちの中から、先ほどまちおこし大学関連等の皆さんについても、私の方にも提案というかお願

いというか、いろんな形でお話を聞かせていただきまして、その辺について私としても町の職員はコー

ディネーターの役割もしながら、そういう皆さん、グループの皆さんたちのリーダーをしっかりと育

てていただきながら、地域の住民の皆さんとかそういう方々の後援会とかＰＲをしていきたいと、い

ろんな形でまちづくりについて、しっかりと考えをお持ちのようでございますので、そういうまちお

こし大学の中での、今のやり方でなくもう一歩進んだところの支援関係を考えていかなくちゃならな

い、これからのまちおこしにつながってくるんじゃないかなというふうに協働の会というような方が

お見えになられたけれども、そのような形で今意見交換を今しておるというような状況でございます

ので、これからまちおこし大学関連等についても学部の皆さんたちとしっかりとご相談しながら、ど

のようなまちおこしにつながっていくかというのを今後検討課題というふうに考えております。 

○議 長（大田黒英生君） 金田俊二君。 

○１番（金田俊二君） 協議会、まちづくり推進協議会、我々が言っているようにしてないから町はけ

しからんって、いうふうに言われているような中身じゃないんですね。自分たちの提言したのがどこ
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でこうなってという、そのプロセスを明らかにしてくれないと、自分たちの苦労が報われないという

ような、そんな発想なんですよ。だから、そういったプロセスを説明する責任というのは、私はある

んじゃないかなと。しかも、まちづくり推進協議会の提言は、直近の提言、それが中期、そして将来

という形で３段階ぐらい、あるいは２段階ぐらい分けて丁寧に提言されています。私は、ずっと見て

みると、直近の部分では今町長がやっている駅南とかいろんなこと、交流センターとか、そういった

ことをやられてるんですね。ただ一つ、駅南については自由通路、その分についてはやっぱり財政的

なもの、そういったものでできないとか、あるいは将来の構想とのからみでできないとか、そういっ

た事情、住民の皆さんは話せばわかるって私は思います。丁寧にこの間の総会の中でもある人が、ど

ういういきさつでこうなったのか私は知りたいという訴え方をされてますので、そういった丁寧なせっ

かく住民が一緒になってまちづくりをやろうと言った人たちが集まっていますので、そういった丁寧

なプロセスの説明なんかも必要じゃないかなということ申し上げたいと思います。 

もう一つ、源川議員も言われたんですけれども、将来交流センターとかまちづくりの中でやっぱり

きっちりした住民の団体を育成していくということは、非常に大きいことだなと思います。ぜひ、ま

ちおこし大学、先ほど重点的に支援していくというようなことも言われましたので、頑張っていただ

きたいというふうに申し上げて、次の質問に移ります。時間があまりないので、簡潔にお答えいただ

ければいいかと思います。 

一般的に福祉というと高齢者福祉、障がい者福祉、児童福祉など、対象者ごとに分かれたものを思

い浮かべる、そんなことではないかなと思います。それは、こうした対象者ごとにそれぞれの法律や

制度によって運営されてきた、そのことがそうなってきてることだろうと思います。 

しかし、地域福祉とは、制度によるサービスを利用するだけでなく、地域の人と人のつながりを大

切にし、お互いに助けたり、助けられたりする関係やその仕組みをつくっていくこと、これからのま

ちづくりは子どもから高齢者まで、住民の誰もが住み慣れた地域の中で心豊かに安心して暮らせるよ

うな仕組みをつくり、それを持続させていくことが求められていると思います。そのために、さまざ

まな生活課題について住民一人一人の先ほど言われました努力、自助、住民同士の相互扶助、共助、

公的な制度、公助の連携によって解決していこうとする取り組みが必要であると、こうした背景には

それぞれ異なる個性を持った人々が、その個性を尊重しながらほかの人や行政などに過度に依存せず、

自立した生活をおくることができ、その上でお互いに協力してお互いの不足を補いながら、協働でで

きる地域社会をつくるということが前提になっていると思います。 

地域福祉計画とは、住民福祉団体、福祉施設関係者などがそれぞれの役割の中でお互いに力を合わ

せる関係をつくり、住民のボランティアそれから関係諸団体の活動、公的サービスの連携のもとで、

先ほど申し上げました自助、共助、公助を重層的に組み合わせた地域ぐるみの福祉を推進する計画だ

というふうに思います。 

少子高齢化、核家族化が急速に進み、さらには個人の価値観が多様化することにより、家庭や地域

で相互に支え合う機能は弱まり住民がともに支えあい、助けあうという社会的なつながりも希薄になっ

てきています。さらに、成長型社会の時代は終わり、地域における生活環境にもさまざまな影響をお
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よぼし、自殺やホームレス、家庭内暴力、虐待、引きこもりなどが新たな社会問題となっています。

また人々の価値観もモノの豊かさから心の豊かさへと変わってきているのではないでしょうか。社会

福祉法第４条では、「地域住民、社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を

行う者は、相互に協力し、福祉サービスを必要とする地域住民が地域社会を構成する一員として日常

生活を営み、社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が与えられるように、地域

福祉の推進に努めなければならない。」とされています。平成１２年には、社会福祉法の成立に先立っ

て４月に地方分権一括法が施行され、地方が自主性及び自立性を高め個性豊かで活力に満ちた地域社

会の実現に取り組むことになりました。 

特に、生活と密接に関わる福祉のサービスの向上は、身近な市町村が中心となって住民の参画のも

とに進めていく必要があります。また、近年住民が行政に参画する気運が高まっていることの中で、

福祉をはじめ、さまざまな分野でボランティアやＮＰＯ活動などの広がりも見られます。大津町にお

いても、私自身も多少かかわってきておりますが、南杉水地区では「オレンジ隊」を組織し、高齢者

の見守りや緊急時の連絡などボランティア組織で行い、交流部会では遊休農地を借りたからいもや大

豆の作付け等を通して、人と人との豊かな関係をつくっていく活動がされています。 

町長施政方針では、「平成２４年度からは活動の輪をさらに広げて、校区単位として地域福祉の推進

を図ってまいります」とありますが、モデル地区ということは、他地域も校区ごとに地域福祉を展開

されるのかお伺いします。その場合、私は社協や民生委員さんの役割は大変重要であると思いますが、

社協の職員、人員の配置、その手法等、どうお考えになっておられるのかお尋ねいたしたいと思いま

す。 

また、介護保険に特化して申し上げますが、利用者が住み慣れた地域で歩いて行ける距離でサービ

スを受けることが一つの目標として掲げられていましたが、範囲を広げることでサービスの低下は予

想されないか、これをどうやって補完していくのか、そういうことも併せてご質問したいと思います。 

○議 長（大田黒英生君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） 地域福祉関連等のご質問でございますけれども、現在町では社会福祉協議会

と連携し、地域福祉活動の実践と推進を行っております。その基本的な方針は、１番目が地域福祉活

動としての地域の困り事や解決や地域支援支え合いの取り組みでございます。２番目が小地域福祉活

動実践推進地域の継続的な支援であります。また３番目が、地域の人材を育成することでございます

が、今後方向性としては護川校区を地域社協としてモデル的に事業展開を図り、学校、地域住民や各

種団体の連携により福祉活動による支え合い体制を構築するとともに、現在実施してる小地域福祉活

動の継続支援を行い、町内全域の子どもから高齢者までの誰もが安心・安全に健康で充実して暮らせ

る地域を目指した事業展開を行ってまいりたいと考えております。 

そのためには、社協の地域福祉活動コーディネーター１名と地域福祉権利擁護推進員１名を増員し、

支援体制を充実させ、今後効果的な実施により行政、社協、地域、団体等のネットワークも連携強化

を図ってまいりたいと思っております。地域に住まわれる高齢者の支援を地域で取り組むことは、地

域福祉の理念の一つにするものですが、各地域１９カ所のふれあいサロンは、介護養護、ミニデイ事
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業として予算設置を行い、社会福祉協議会に事業を委託しております。平成２４年度は、今後２６カ

所に増やしたいと考えているところですが、このようなふれあいサロンの活動は、地域の協力員やボ

ランティアによって支えられており、今後とも町は社会福祉協会とともに地域での取り組まれる活動

を支援してまいります。新たに、地域巡回型サービスの導入や外出支援サービスなどの継続とともに、

さらなる普及啓発等を図り、各地域老人クラブの活動についても社会福祉協議会と連携しながら、そ

れぞれの地域で頑張っておられる高齢者の福祉向上のための支援に努めてまいりたいと思います。現

状等については、担当部長のほうより説明させます。 

○議 長（大田黒英生君） 福祉部長岩尾昭德君。 

○福祉部長（岩尾昭德君） 金田議員のご質問の１番と２番につきまして、はじめに現状等について申

し上げます。現在、町と社協については、第１次地域福祉計画、それから地域福祉活動推進計画を策

定いたしまして、地域福祉活動を推進しております。 

現在、小地域実践地区については、５地区で７行政区、推進地区は５地区で５行政区を支援してお

ります。また、座談会、事業実施等の継続した支援を行いますとともに、新たな推進地域の拡大に取

り組んでおるところでございます。 

地域のコーディネーター的役割といたしましては、地域福祉推進員さんの事前行政区への設置に向

けて取り組みをいたしまして、地域活性化の支援を推進していきます。今後の護川校区のモデル的な

稼働につきましては、地域の支え合いの中で、誰もが安心して暮らせる地域づくりを目指しまして、

社協職員が地域づくりのコーディネーターとして町ＮＰＯ法人や実践活動団体が連携いたしまして、

地域福祉推進員、民生児童員、区の役員、各種団体と連携いたしまして、ボランティア等の地域の人

材育成や活用を図ってまいりたいと思います。 

それから、地区社協的役割といたしましては、地域の住民や各団体が参加いただきまして、福祉の

充実に地域住民自らが取り組むとの仕組みで、支え体制づくりにより活動するものでございます。具

体的活動事例といたしましては、見守り、ふれあいサロン、住民活動、それから高齢者支援、ボラン

ティア活動、地域での経済活動などの活性した取り組みが進むことで、地域での支えにより人と人と

もきずなが深まり、一人暮らしの人や、それから障がい者の方、子育て家庭などの地域の方の生活の

しやすさや、安心感につながるものであると考えております。 

今回の護川校区でのモデル地区としましての主な活動といたしましては、地域社協体制づくりの協

議、実績、校区内の説明会、イベント等を実施いたしまして、専門的なスタッフによりまして他の行

政区ならびに地域の事業展開を検証していきたいと考えおります。 

それから、３番目につきましてでございますが、町の地域包括支援センターにつきましては、現在

要支援、要介護認定者を除きます全ての高齢者に、毎年度を介護予防基本生活チェックリストを送付

いたしまして、高齢者の身体的、精神的状況の把握に努めているところです。その中で要支援に移行

が懸念されます二次予防対象者の方には、介護予防施策をいくつか組み合わせた取り組みを行いまし

て、健康な高齢者生活をおくることができるように支援しているところでございます。 

また、５歳ごとの６５歳、７０歳、７５歳のそれぞれの誕生月の高齢者には、節目健診といたしま
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して、運動機能検査を行いまして、身体機能の維持向上のために少しでも健康で幸せな生活を送るこ

とができるように支援をしているところでございます。 

これからの介護要望事業につきましては、元気高齢者や地域やボランティア等のご協力がなければ、

事業の実施は見込めないほどになってきております。昨年大津町では、介護予防サポーターの会が結

成されまして、地域包括支援センターが実施する介護予防教室や、ふれあいサロン等にご協力をいた

だいているところでございます。 

町長が申しましたように、地域に住まわれる高齢者の支援を地域で取り組むことは、地域福祉の理

念の一つにするものでございます。町はふれあいサロンを社会福祉協議会に事業委託しておりますけ

れども、これまで１９カ所から平成２４年度につきましては、２６カ所を目標にいたしております。

ふれあいサロンの活動は、地域の協力員さんやボランティア、また介護予防サポーターの皆さんによっ

て支えられております。町は社協とともに年２回ほどふれあいサロンの地域協力員とボランティアの

つどいを開催いたしまして、それぞれの地域の活動を支援しております。 

また、今年度は１０カ所ほど選定いたしまして、各地域のふれあいサロンや老人クラブ等を対象に、

介護予防普及啓発を行いまして、それぞれの地域での介護予防プログラムのレベルアップや新たな取

り組み等を支援する計画をしております。 

また、大津町では、老人クラブ連合会や各地域単位の老人クラブがありますが、補助金等で活動を

支えていただいているところです。このように町の事業で社会福祉協議会にお願いしている委託事業

につきましても地域の方々のご協力とご理解がなければ、これらの事業展開への影響もあり、今後と

も地域に住まわれる高齢者の支援を地域で取り組むことができるよう、地域福祉の理念を地域と社会

福祉協議会並びに行政が共有しながら進めてまいりたいと考えおります。 

なお、介護が必要な方につきましては、居宅や施設の利用をはじめ介護保険制度における支援を行っ

ておりますけれども、さらに利用者に支援サービスの向上に取り組んでまいりたいと思っております。 

○議 長（大田黒英生君） 金田俊二君。 

○１番（金田俊二君） ふれあいサロン等についても非常に頑張っておられるなと思います。１９カ所

が２６カ所、それぞれの地域、高齢化率も南杉水だけが突出して高齢化率が高いとかそのような状況

じゃなく、ただそういった人が集まってきた地域を育てる目があって、そういうのが集まってきたか

らやれるんですね、だからそういった人を育てるというのは、本当に重要なことだなって思います。

コーディネーターもう１人社協に委託して、その人たちが中心になってやるということですけれども、

私はもっともっと増やしていいんじゃないかなって思ったりなんかもしているところです。具体的に

南杉水の私がかかわった中で、いろんな論議を住民の皆さんとしてきたんですけれども、活動の中で

もっと充実したサービス、例えばまち中で社協が配食サービスをやっているけど、自分たちにもでき

るんじゃないかとか、あるいは送迎とか買い物サービスとか、そういったものをボランティアである

我々もできるんじゃないかなって、そんな時にあるいは福祉の免許、介護士とかそういった人たちが

いれば、もっとサービスができるんじゃないかなって、そういったことを社協がてこ入れすればもっ

と充実したサービス、すばらしい地域になるんじゃないかなっていうことを思うわけです。そういっ
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たことも一朝一夕にはなりきれないなって、私も現状をわかりますので、ここでは先ほどのコーディ

ネーターあたりの人数を増やすというようなことも将来考えていただいて、地域福祉について頑張っ

ていただきたいということを申し上げて、一般質問を終わりたいと思います。ありがとうございまし

た。 

○議 長（大田黒英生君） しばらく休憩いたします。３時２０分より開会いたします。 

午後３時０８分 休憩 

                    △ 

午後３時２０分 再開 

○議 長（大田黒英生君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 手嶋靖君。 

○１１番（手嶋靖君） こんにちは。１１番議員、手嶋靖隆が通告に従いまして、３項目について一

般質問を行います。 

第１に今後の農業の政策について、それから２番目が森林の機能保全と管理について、３番目が町

立大津幼稚園の専用道路についての３項目を行いたいと思います。 

まず、第１項目であります今後の農業の施策についてですが、昭和３６年に農業基本法が制定され

まして、経営基盤の強化がされ、米の全量買い上げ、農業を国民の食料確保等を前提として、農業者

の自立が図られました。農業は国の保護のもとに生産だけに力を入れ、経営努力、販路拡大をおろそ

かにしてきた経過があります。これがために農基法の離農者の農地を中核農家に集約させるという専

業農家の育成に欠如し、他産業から収入を求める兼業農家が農業生産の大半を占め、豊かになり、真

の農家が育たなかった。それから、兼業農家には企業的な意識がなく、農村から都会への働き手は流

出し、国民の食生活向上は外国食料品、家畜飼料、果物など大量の輸入が始まり、さまざまな外部的

な要因によって影響を受け農村社会は大きく変貌し、専業農家が減少し、兼業農家が著しく増加しま

した。この状況を見て日本農業の再生が議論されまして、平成６年新食糧法が施行され、政府の全量

買い上げ制度を廃止、市場原理が導入されました。流通の大半を占める自主流通米価格は、大幅に制

限され豊作が続き、平成９年には４００トン近くの余剰米が出てまいりました。一律にしまして生産

調整となり、生産調整に協力しなければ、米の在庫は膨らむ、市場価格が暴落するということから農

業団体は協力体制を強いられまして、生産性の低い中山間地の米の競争に敗れ、耕作意欲の減退など、

耕作放棄地の激増にも拍車をかけました。国際的な市場開放の波が押し寄せてきまして減反、半ば強

制的に助成金等をあてにしての実態が見えます。今まで農政は補助金漬けでその場逃れの手法に終始

してきた感じがあります。農業の構造改善が必至であります。 

国民の間に食糧安全保障が問われ、食糧安全性の不安が高まり更に平成５年には、米の合意ウルグ

アイランドの課税化。６年間先送りするわりに、国内米消費の４～８％を最低輸入の分を実施を受け

入れ、平成１１年度輸入量に更に新食糧法施行後、米価の市場原理が導入されるなど、変体の時代が

ありました。 

このたび環太平洋連携協定交渉参加に向かった事前協議が進む中に、農家の無力化、それから経営
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意欲の減退がうかがわれる。 

今、国会で農政をめぐる基本方針、行動計画に沿って必要な施策を展開することは既にご承知のと

おりであります。何をなすべきか、まず震災復興、それから２番目に競争力ある農家の実現。３番目

に６次産業の振興。４番目に再生可能なエネルギー生産。５に食と安全、消費者の信頼確保が上げら

れています。 

一方、ＴＰＰをはじめとして経済連携についての論争は、農林水産への影響を十分配慮し、あくま

でも情報提供と国民的な議論が前提としての姿勢を貫くと言及されているところであります。よって、

これらの事態に即応した本町の農業振興施策で今後どのように対応できるのか。下記事項等について、

町長の農業振興の基本姿勢を伺いたいと思います。 

まず、認定農家育成の経過なり、家族経営協定現状、法人化の進捗はどのようになっているのか。 

２番目に就農希望者の支援はあったのか、あったならばどういう形であったのか。 

それから３番目に６次産業の取り組みは現状はどうなっているか、それから経営構造政策は万全な

のか。以上、第１項目として質問をいたしたいと思います。 

○議 長（大田黒英生君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） 手嶋議員の今後の農業政策についてのお尋ねでございますけれども、もう皆

さんご承知のとおり、今月の１日からメルボルンで開催されました９カ国による第１１回ＴＰＰ交渉

会合も９日の日に閉幕し、関税、その他の２１分野で交渉が行われております。日本のＴＰＰ参加に

ついては、シンガポール、ベトナムなどの６カ国は支持、アメリカ、オーストラリア、ニュージーラ

ンドは態度保留の状況でございますが、ＪＡ全中は１２日に政府に対してＴＰＰ参加をなし崩し的に

決めずに、判断基準を明確にするよう求めておりますし、国民の情報提供が少ないことがうかがえる

状況であると思います。このような中、議員おっしゃるように農水省は、我が国の農林漁業の再生の

ための基本方針、行動計画を定め、その取り組み方針を示しております。熊本県においても「熊本県

食料・農業・農村計画」を定めているところであり、これらの趣旨に基づき大津町においても各種農

業を振興政策を実施しているところであります。 

大津町振興総合計画の中では、農業振興については６本の柱を掲げ、ほ場整備をはじめとする農業

生産基盤の整備や担い手の育成・確保のための認定農業者や新規就農者支援、稼げる農業を進めるた

めの農業団体や生産者部会の支援やブランド化、流通対策の推進を行っているところであります。し

かしながら、所得の減少や高齢化の進展、担い手不足の深刻化は加速する一方であり、農村の生活力

も減少し、甚だ厳しい状況に直面していることは否めません。農林水産省も新規事業として新規就農

者を倍増すべく、年間１５０万円の給付金を支払う取り組みや、農地集積を推進するため、農地の受

け手だけでなく農地の出し手にも協力金を交付するなど新しい施策を打ち出してくるようであります。

これまでの実施してまいりました農業振興政策に加え、これらの新しい支援策についても農業団体や

農家の皆さんと打ち合わせをしながら、安心して農業が持続できるようにご支援をしてまいりたいと

考えております。個別の施策関連等の状況については、担当部長よりご説明をさせます。 

○議 長（大田黒英生君） 経済部長西本昇二君。 
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○経済部長（西本昇二君） まず現状を申し上げます。認定農家については、２月末現在で１５９経営

体が登録されております。協議会組織の中で販路拡大や経営戦略などの研修を実施され、経営感覚に

優れた人材育成を行っています。家族経営協定については、現在２８件の農家が夫婦間や親子間で協

定を締結しながら、家族内での役割分担、報酬、労働時間、家族会議などを決めて将来の目標に向かっ

て頑張っておられます。 

法人化の進捗については、現在２３法人が設立されております。平成２４年度に向けてＪＡが中心

となり、白川中流域の１７の集落営農組織の中で法人化を推進しているところであります。これによ

り、水田農業の農地集積や担い手確保が進捗するのではないかと思います。 

２番目の就農希望者に対する支援についてでございます。新規就農者に対しては、相談業務を行う

中で、県の認定就農者としての位置づけを受け、初期の機械の導入などに対する有利な補助制度、２

分の１や無利子の就農支援資金などを利用していただいております。新たに新規就農者支援策として、

年間１５０万円の給付金制度なども創設されるようです。これは昨日の答弁の中でも申しましたが、

それらを活用しながら更なる就農者支援を展開していきたいと思います。 

３番目の６次産業の取り組みについてですが、現在生産、加工、販売まで取り組まれているのは、

畜産関係で一部おられますが、まだまだ少ない状況です。現在ＪＡ大津中央支所のほうで６次産業化

に向け、今の「とれたて市場」をリニューアルする構想があるようでございます。計画を実現するた

めには、農水省の事業認定が必要であり、それらの支援も行っていきたいと思います。 

最後に４番目の経営構造対策についてでございますが、地域の中心的な担い手となる農家や集落営

農組織に対し、農業用機械や施設の導入支援等を実施しております。平成２１年度の集落営農法人化

緊急支援事業で、１３地域、１７機種の６条刈コンバイン、乗用管理機などを導入、平成２３年度に

経営体育成支援事業などで新規就農者２名を含む１２経営体に１４機種の甘藷ケンマ機、トラクター

などを導入しました。 

現在、平成２４年度事業の要望調査を行っており、２５件の要望があがっている状況です。今後も

情報を伸ばし更にアンテナ等をそれぞれ入れながら、農家支援につなげていきたいと考えております。 

○議 長（大田黒英生君） 手嶋靖君。 

○１１番（手嶋靖君） ただいま詳細に内容を説明いただきまして、ありがとうございました。 

ただ、この項目をなぜ上げたかと言いますと、将来ですね、この認定農家が頑張らなければ今後の

農業は成り立たないんじゃないかなと思います。といいますのが、現在おそらく大津町も同じと思い

ますけれども、大体平均就農者が大体６６歳ぐらいになっているんじゃないかなというふうに思いま

す。全国的にもこれはあまり変わりませんけれども、そういう中で、やはり認定農業者が今までずっ

と効率的な土地利用型農業経営の育成ということで、集積促進事業というのが今までありましたけれ

ども、そういう中でどれだけ認定農業者に集積されたのか、そこら辺をちょっとお尋ねするならばと

思います。 

それから家族協定というのは、これはやはり今はですね、昔と違って主婦の方が担う６５％という

ことを言われております。女性はかなりこの農業参加しているということございますので、そのこと
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をどうこの農業経営の中でですね、優遇されているのかなということも考えます。今後の将来もやは

り主婦が頑張らなければですね、この厳しい現状は打開できんのではないかなという感じです。 

法人化ですけれども、これは１７集落をですね、基盤として今まで取り組まれたわけでございます

が、これは５年以内に法人化しなければですね、やはりこれだけでは立ちゆかないというような現状

でもあったわけでございますが、そこら辺のやはり進捗の行政支援というのもこれは多大なものにな

りますので、これもですね、早く進めていかなければならないではないかなと思います。 

それから、就農希望者の支援ですけれども、これは全国で就農する人が１万２千人おりますけれど

も、その中でやはり短期間で辞めていく方が半分だそうですね、そういうことはなぜかと言いますと、

やはりぴしゃっとした農業経営の基盤ができていないということです。まず給料が安いとか、ていしょ

うがないとかですね、それから休みがないとか、そういう労働条件の不備というのがかなり影響して

いるということでございます。できれば農業をしたいという方にできるだけ就農していただいて、今

後の農業を繁栄しなければならんということでございますし、これについても政府当局もかなり力を

入れているところでもございます。 

６次産業の取り組みについての現状ですけれども、これは今までは生産したものを売ればよかった

んですけれども、それにしましても、やはりもう価格は決まっているわけですね、全体がそういう形

ですから、それにどう付加価値を付けていくのかということですが、そのためにはやはり加工し、販

路を見つけていくということが一番大事であろうかと思います。そういうことによって、農業所得の

向上をつなげなければならないというふうに思います。 

経営の構造ですけれども、やはり特に今後そういうような法人化がしていきますとですね、ただ品

目限定で進めていくだけでは経営は成り立ちませんので、多目的に選定しながらブランド化していか

なければたちうちはできないわけでございますので、今後やっぱりグローバル化時代にやっぱり目を

向けていくということ、そういう農業改善をしていかなきゃならないんじゃないかなと思います。 

基盤整備等かれこれについてはですね、かなり進んでまいっておりますので、これらが完了すれば

ですね、かなりまた、やはり認定農家数も増えてくるんではないかなという感じもしております。そ

ういうことで、先ほど１５９名ですかね、認定農家がありますけれども、あまり伸んでいないので、

そこら辺がですね、今後どういう形で増やされるのかをちょっとお尋ねしたいと思います。 

○議 長（大田黒英生君） 経済部長西本昇二君。 

○経済部長（西本昇二君） 再質問でございます。認定農業者関係に農地の集積関係があまりできてい

ないんじゃないかなということでございましたが、まずこの認定農業者には畜産農家の関係もござい

ます。畜産農家関係につきましては、飼料作物が当然必要な面積があるわけですが、そちらの方は横

ばいというか固定しておりますので、それらの面積はこちらのほうとしては畜産農家は集積されてい

るものと思っております。ただ、耕種農家関係におきましては、地域集落営農関係の法人化等を進め

ておりますので、個人的には米麦関係のところの水田関係におきましては、それらの数字は増えてい

ないというのが現状でございます。 

それから、家族経営協定でございますが、女性の方々の位置づけということをおっしゃったんでは
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ないかと思いますけれども、これの２８件のことによって、私はそれなりの普通の就農はして、そし

てまた家庭に帰って生活関係の我が家のことをするというようなことでなくて、男女関係のところが

一様に扱われるということでは、そうしたところについては、ずいぶん定着しているものと思ってい

るところでございます。 

それから、新規就農の先ほど全国１万２千人おられるということでございますが、大津町にします

と、ここ４年間で２件とか１件とか、あるいは４５歳以上のＵターンの方もおられますけれども、確

かに複数的な数字的なものは出ておらないような現状でございます。給料関係、休み関係、あるいは

労働条件とかいろんなことをいろいろ出ておりましたけれども、これには農協のほうが逐一家庭関係

の把握をしておりますので、それらのことにつきましては改善は図られているものと思っております。 

６次産業の推進の仕方でございますが、これは付加価値のことをおっしゃいましたけれども、まっ

たくそのとおりだと思います。付加価値を付けるにしても、一つのやっぱり設備投資と言いますか、

それらのところが必要でございます。農協が先ほど言いました実際の「とれたて」関係をリニューア

ルするという計画をもっておりますので、そういう点からして、どうにかただではなかなかできませ

んし、個人的にも投資が必要でございますので、そうしたところの模索を個人的にはしながらでも農

協がそれらのことをまずモデル的にやっていこうというところは出ております。 

構造政策の中で、法人化関係あるいは品名関係でのブランド化ということも出ておりましたけれど

も、これもなかなか難しいものがあります。相当これも力を入れなければやっぱり相手の方にまず買っ

てもらわなければなりませんので、そうした段階で先ほど焼酎も大津のイモを使ってるんだというこ

とをはっきりとＰＲはしておるつもりですが、まだまだ広めなければならないということでございま

す。 

基盤整備関係をおっしゃいましたけれども、基盤整備関係は順調にしているんじゃないかというこ

とでございましたので、ただ、もとに戻りますけれども、認定農業者関係が増えていないというのは、

冒頭に申しましたところの理由があるものと思っております。 

○議 長（大田黒英生君） 手嶋靖君。 

○１１番（手嶋靖君） それでは今後ですね、やっぱり今後の政策に対応していくためには、ある程

度の基盤づくりを十分やっておかなきゃならないということが大事であろうかと思いますが、日本の

農業というのは多面的な機能を培ってきておるわけでございますし、特に今後生産者と消費者が連携

しなければ農家だけでは農業は守れないというふうに思いますが、やはり情報を共有しながらですね、

協力する姿勢が不可欠に思われます。 

今後、農業を国民が理解していただいて応援していただくと、であればですね、将来農業も明るい

見通しができるんじゃないかなというふうに思いますので、今後やはり国民消費者一体的な農業を取

り組む必要があるというふうに感じております。そのためには、やはり早期に農業を取り巻く環境と

いうのを整備していくということが大事でありますし、やはり地域との共生ということを考えながら

今後の農業者との同意、それから形成をなしてですね、取り組む必要がある。そのために行政のさら

なる指導をお願いしたいと思います。１項目終わります。 
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２項目ですけれども、森林の機能の保全管理についてでございます。 

これにつきましても、先般の府内議員のほうからも出ておりましたが、先般１０月８日木の日とし

てですね、熊日の特集に記載されておりまして、県内森林面積は約４６万５千ヘクタールです。県全

体で６３％を占めていると、その中に８６％が民有林であると、その中の２４万２千ヘクタールがス

ギ・ヒノキが主体であるということでございますし、人工林であるということです。昭和２８年白川

の氾濫がありましたけれども、これらの水害の要因というのはですね、振り返りますと、戦後やはり

建築需要と言いますか、一斉に無計画に伐採されまして、ほとんどはげ山になってしまったというこ

とですが、その後の植栽も遅れ、また土砂流出の防止機能の不備ということもありまして、必然的に

これは人災に等しいんではないかというふうに推測されておりました。 

本町におきましても総面積約４８％を占め、４千７８２ヘクタールの林野がありますが、その中で

もスギ・ヒノキを中心とした人工林が６４％となっているようです。樹齢５０年前後の山林であり、

森林資源として成熟し、伐採可能な樹齢になっておりますし、人工林資源としての成熟化が進んでま

いっております。これは県下全域同じような状況のようでございます。特に、民有林の管理は林業の

担い手不足や高齢化によりまして、木材価格の低迷もあわせまして管理面におきましてもできない状

況でございますし、やはり間伐あたりで樹木の間隔を確保しなければ、手入れなり、下草、それから

成育の悪化の原因ともなっておるようでございます。 

今後、森林の温暖化防止並びに水源の涵養機能、それから防災機能の維持保全に努め、公的機能を

発揮しながらですね、森林の適正な整備保全が不可欠になってくると思います。よって、森林管理保

全の作業の整備、森林の施業の集約化をどのように取り組まれるのか。また間伐材のエネルギーの再

活用と、今後の木材の利用促進をどう図られるのか、それから緑資源の幹線道路が大津から人吉まで

ということでしたが、これは完全に全工程整備されたのか、その点を伺いたいと思います。 

○議 長（大田黒英生君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） 手嶋議員の森林に対する取り組み関係についてでございますけれども、議員

おっしゃるように大津地域、あるいは九州関連等については、もう５０年生の人工林が育っておりま

して、これを利用しないと次の木材の育成にはならないというようなことで、十分その辺をどうする

かということで検討しなくちゃならないと思っております。 

もちろん先ほど府内議員のほうからのご質疑がありましたように、助成制度関連等も認定書をいた

だいた関係で検討をしていかなくちゃならないというふうに思っております。 

もう一つは、新エネルギー再生というような問題を今抱えております。原子力関連では、なかなか

厳しい状況ございますので、今ただいま間伐関連等の切り捨てというような放置関係がなされており

ますので、そのような資材を木製ペレットなり、いろんな形であるいは廃プラと混ぜたところのペレッ

トをつくりながら、公共用や企業関連等の暖房なりなんなりに使うというような方向も考えなくては

ならないんじゃないかなと、そのために今ちょっとある方とご相談をしておりますけれども、当初何

億かかかっておったそういう工場関係も、今は安くできておるというような話を聞いております。た

だし、担当部長のほうから、この前の議会質問でもありました持ち出し関係で大変コストが高くなる
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というような話でございますけれども、そういう形をどうするかとなるとやっぱり山林の作業道をで

すね、しっかりつくっていかなくちゃならないと、これも国のほうで面積というか、範囲を決められ

た中の承認をしていただいて、その中で若干の条件がいろいろございますけれども、刈払いをどれぐ

らいしなさいとかいろいろ、そういう中での補助の作業道をつくりながらやはりやっていかなくちゃ

ならない、そういうことで森林の役割なりそういうものが、今後の森林活性につながってくるんでは

ないかなということで、その辺のところを今後はやはり十分検討をしていかなくちゃならないんじゃ

ないかなと思っております。 

もう一つは、林道関連でございますけれども、緑資源関連等については大変赤字を抱えながら今度

は一般会計のほうへというような話も出ておりますけれども、関係の人吉菊池間関連等の大津町につ

いては、一応完了したというような状況にあがってきております。大津管内については県道、国道を

利用してというような状況で往来していただいております。我々もやはりこういう道路については、

今まで本当に観光道路みたいな形になって、林業推進に役立ったのかなというような思いもあります。

もちろん、それぞれの地域によって違いますけれども、北海道や九州、あるいはそれぞれの地域の森

林の育成関連の状況も変わってきておりますので、それぞれの各ブロック関連等の地域で国の方にそ

れなりの適した補助関連等をしっかりと我々は訴えていかなくちゃならないし、勝ちとっていかなく

ちゃならないというふうに思っておりますので、今後については道路関連等については、大型道路の

観光道路のようなものでなく、やはり森林活性につながるような山林作業道関連等をしっかりと整備

しいただくようなことを国の方にしっかりと訴えていきたいというふうに考えております。 

○議 長（大田黒英生君） 手嶋靖君。 

○１１番（手嶋靖君） 再度お尋ねしたいと思いますが、今まで間伐等、からこれ個人に対してです

ね、申請すれば補助がきておりましたけれども、今回新しく制度化されまして森林の補助制度が変わっ

たように伺いました。平成２４年度からの森林の経営計画書を作成しながら造林補助を受けるという

ことになりますけれども、規則によりますと林班を単位として１００ヘクタール程度の一団集団地の

ですね、そういう計画対象森林をつくると、その５０％以上を森林経営委託契約を締結してですね、

町長の認定を受けてそれを行うというようなことがあったようでございますが、内容としましては、

間伐６０年生前後ですね、１申請に５ヘクタール以上で、１ヘクタール平均の１０立法以上の搬出で

きることということが条件、補助の対象になるようでございますし、森林の経営計画を立てて認定を

受けたものとなることですから、この森林計画は町有林、または民有林と並行した面積で、今後進め

られるのかですね、取り組まれるのか、その点をもう一度伺いたいと思います。 

それから先ほどの、私がですね、緑資源の道路のことを尋ねたんですが、これはなぜ聞いたかと言

いますと、普通林道と言いますと、本当は森林地帯を通過していくのが効率的な道路のつく方ですけ

れども、ただおそらく予算上関係かれこれからんできますけれども、この大津線の場合にはですね、

堀ケ谷にまで出てきておりますね。３３５号から西原の２２５号につないで小森ですか、あちらの方

に出て御船、矢部の方と出ておるというふうに思いますが、本来ならばですね、森林地帯は瀬田裏を

通過すると、そして南の方は錦野から東の方ですね、おおむね一番森林地帯のある所を既存の道路も
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ありますけれども、そこを拡幅しながら進んでいくと、そして大津町の造林の記念碑が建っています

ね、あの辺りに出ていくというルートでないといけないと思うんですよ。そういうことをただ考えず

にそういい所は全部既存道路に、県道につないでいくというふうなやり方がですね、どうも納得いか

なかったわけですが、そういうこともやっぱり今後十分行政としてもですね、要望していく必要があ

るんじゃないかなと、効果的な道路をつくるということが前提であろうかと思います。 

○議 長（大田黒英生君） 経済部長西本昇二君。 

○経済部長（西本昇二君） まず森林関係の補助認定事業の関連でございますが、まず作業道の整備な

どの集約化についてでございます。これまでの国庫補助については、木材の年齢によって補助を受け

ておったわけでございます。平成２４年からは手嶋議員の質問のとおり、森林整備計画面積の集約化

をして作業効率を上げるものに対して補助金を出すという国の補助制度が変わっております。その補

助制度の中で、間伐事業については５ヘクタール以上の集約を行い、また効率的に作業道を入れ、そ

のうち５０立方メートル、５０立米ですけれども搬出しなければならないと。また、その面積に応じ

て作業班と言いますか、林班の関連でございますけれども、半分を実施しなければならないという集

約化を中心に補助金が出るものとなっております。 

現在の手入れなされていない森林につきましては、広報でも掲載しておりますけれども、県の針混

林関係を活用して所有者の負担なしでの切り捨て間伐事業を行っております。 

それから、間伐後の残材事業のエネルギーの利用についてでございますけれども、チップにしたり、

ペレットにするなどの方法が考えられます。現状では、エネルギーにするまでの作業、運搬費用のほ

うが販売価格より高いため山林に残すことが現状としては多いようでございます。 

それから、瀬田裏の林道の件の要望の件でございますけれども、これは先ほど町長が申しましたよ

うに、実際この林道整備区間は終わっております。その時に瀬田裏から西原に抜けることをおっしゃっ

たわけでございますが、例えば事業費の膨大な国の方での積算でございますけれども、そうした事業

の中で既設の道路を利用するところは当然利用してくださいということの内容でございました。 

○議 長（大田黒英生君） 手嶋靖君。 

○１１番（手嶋靖君） 質問ではありませんけれども、今後も森林の資源を積極的に活用して林業の

活性をさせるということですね、特にこれから大津町には森林を守る、私たちの暮らしを守るために

もですね、木の良さを見直して森林の健全な維持、環境の細心に努めなければならないんじゃないか

なと思います。それもやはり企業との連携強化というのも当然必要になってきますし、町全体の共有

財産としてですね、守り育てることが次世代につなぐ遺産ではないだろうかというふうに感じていま

す。 

特に森林はですね、今問題になっております二酸化炭素の削減、そのためにはどうしても森林の役

割というものは大きいわけでございます。その地球温暖化の防止のために環境の構築をするというこ

とは、また私たちの使命でもあろうというふうに感じます。 

次に、３項目めですけれども、町立大津幼稚園の専用道路についてですが、これは正門までの専用

道路が設けてあるわけですけれども、園児の登園、下園に保護者らの送迎ですね、午前９時からそれ
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から午前９時ごろ、それから午後３時ごろの車両が混雑してですね、周囲の居住者に大変迷惑をして

いるということを聞いております。その間、園長をはじめ先生たちが現場整理に苦労されていますが、

いまだに十分な解決がされていないということです。よって、この後どのような対処をされるのか町

長の考えを伺いたいと思います。 

○議 長（大田黒英生君） 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） 大津幼稚園の登園、降園、送り迎えの関連等についての、その地域の皆さん

に大変ご迷惑をかけておるというようなことでございますけれども、その件については十分ご報告を

担当のほうから受けております。しかし、保護者の皆さんやあるいは職員、担当で朝夕２回、あるい

はそういう騒音での迷惑をかけていることについて、十分保護者等関係者とご相談をしておられるよ

うでございます。そういう中で、その車の渋滞等についての対策について、職員や保護者との会談の

中で、どうしたらいいかというようなことを十分今相談をしながら交通安全指導体験や行事の日曜日

開催、ドライブスルー方式等の送迎を始めておられると聞いております。 

今後についても、保護者や職員等の周囲の居住者に対する配慮意識を忘れずに地域に貢献できるよ

うな、地域のよりどころとしての幼稚園になるよう、これまで以上努力をしてまいりたいと考えてお

るところでもあります。 

○議 長（大田黒英生君） 手嶋靖君。 

○１１番（手嶋靖君） 幼稚園というのは公的な施設でもあります。隣接居住者が不便をあたるとい

うことはですね、行政としても熟慮しながら対処すべきことであろうというふうに感じます。この件

につきましては、もちろん先生方も日ごろ指導、強制という形で試行錯誤しながらですね、努力され

ておるようでございます。話を聞きますと、できるだけそういう休みの利用、それから園庭の利用で

すね、そういうことをしながら車の渋滞をしないように努力はされております。園庭の利用について

も、これはもう雨天の場合は車はぜんぜん入れられませんので、そこら辺がどうもどうかなと思いま

すけれども、そういう努力をされているような状況でございますので、幾分かはですね、緩和の兆し

はあってるのではないかなというふうに思いますが、やはりなお一層の幼稚園と住居される方々が一

体となって創意工夫をしながら何とか調整できてですね、そのことがスムーズに解消すればですね、

幸いではないかなと思います。今後とも十分なる検証をお願い申し上げておきたいと思います。 

以上、質問を終わります。 

○議 長（大田黒英生君） これで、本日の一般質問は終わりました。 

 本日の日程は全部終了しました。 

午後４時０６分 散会 



 

 

 

 
 

本 会 議 

 

 

 
 

委 員 長 報 告 

 



諸  般  の  報  告 

 

〇 平成23年第６回大津町議会定例会会議録 



番 番 番

番 番 番

番 番 番

番 番 番

番 番 番

番

　

経 済 部 長 西 本 昇 二

子 育 て 支 援 課 長 松 永 髙 春

土 木 部 長
中 山 誠 也併任工業用水道課長

永 田 和 彦

宇 野 光 廣 荒 木 俊 彦

手 嶋 靖 隆

15

石 原 大 成

月 尾 純一朗

2

54

金 田 俊 二

源 川 貞 夫

1

出席した者の

14松 永 幸 久

大田黒 英 生

13

16

より説明のため

１２１条の規定に

職氏名

8

11

地方自治法第

欠 席 議 員

職 務 の た め
出 席 し た
事 務 局 職 員

10

7 9

12

平成２４年第１回大津町議会定例会会議録

平成２４年第１回大津町議会定例会は町議場に招集された｡(第５日）

新 開 則 明 坂 本 典 光
出 席 議 員

平成２４年３月２２日(木曜日）

府 内 隆 博

鈴 木 ムツヨ

吉 永 弘 則

大 塚 龍 一 郎

書 記

3

6

局 長

堀 川 美 紀

松 岡 勇 次

副 町 長

総 務 部

企 画 部 企 画 課

教 育 長 那 須 雪 子
福 祉 部 長 岩 尾 昭 德

上 田 英 典

総 務 部 長 德 永 保 則

企 画 部 長 木 村 誠

町 長 家 入 勲 総 務 部 総 務 課 長 田 中 令 児

企 画 部 企 画 課 長 杉 水 辰 則

藤 本 聖 二総 務 課 行 政 係 長

企 画 課 財 政 係 長 白 石 浩 範
会 計 管 理 者

西 村 和 正
兼 行 革 推 進 係 長

兼 ね て 会 計 課 長

教 育 部 長 松 永 髙 春

農業委員会事務局長 松 岡 秀 雄



会 議 に 付 し た 事 件 

 

発議第１号 
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「総合交流ターミナル（大津温泉「岩戸の里」）で再生可能エネルギーを活用する

ための同意書」の提出について 

大津町副町長の選任につき同意を求めることについて 

大津町監査委員の選任につき同意を求めることについて 

大津町固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることについて 
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議 事 日 程（第５号） 平成２４年３月２２日（木） 午後１時 開議 

                                   

日程第１ 諸般の報告 

日程第２ 各常任委員会の審査報告について      質疑、討論、表決 

日程第３ 委員会の閉会中の継続審査申出書について  議決 

日程第４ 発議第１号 「総合交流ターミナル（大津温泉「岩戸の里」）で 

           再生可能エネルギーを活用するための同意書」の提出について 

上程、趣旨説明、質疑、討論、表決 

日程第５ 同意第１号 大津町副町長の選任につき同意を求めることについて 

           上程、提案理由の説明、質疑、討論、表決 

日程第６ 同意第２号 大津町監査委員の選任につき同意を求めることについて 

日程第７ 同意第３号 大津町固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を 

           求めることについて 

           一括上程、提案理由の説明、質疑、討論、表決 

 

                  午後１時０４分 開議 

 

○議 長（大田黒英生君） これから、本日の会議を開きます。 

 

     日程第１ 諸般の報告 

 

○議 長（大田黒英生君） 日程第１ 諸般の報告をします。本日の議事日程並びに報告内容及び平成

２３年第６回大津町議会定例会の会議録は、議席に配付のとおりです。 

 

     日程第２ 各常任委員会の審査報告について 

 

○議 長（大田黒英生君） 日程第２、各常任委員会の審査報告についてを議題とします。委員会審査

報告書は、議席に配付のとおりです。これから、各常任委員会における審査の経過並びに結果につい

て、各委員長の報告を求めます。 

 経済常任委員長坂本典光君。 

○経済建設常任委員長（坂本典光君） こんにちは。ただいまから、経済建設常任委員会に付託されま

した案件について、委員会の審査の経過並びに結果をご報告申し上げます。 

 当委員会に付託されました案件は、議案第８号、議案第１６号、議案第１７号、議案第２０号、議

案第２２号から議案第２９号まで、議案第３０号関連、議案第３２号、議案第３３号、議案第３５号、

議案第３７号、認定第１号の１８件です。 
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 当委員会は、審議に先立って１２日と１３日の午前中に関係する３０カ所の現地調査を行い、１３

日の午後と１４日、１５日に委員会Ｃ室で執行部より説明を求めながら審議を行いました。以下、そ

の審議経過の概要と結果を要約してご報告申し上げます。 

 議案第８号は、大津町まちづくり交流センター条例の制定についてであります。 

 委員より４月 1日に交流センターは開設するが、名称はどうなっているのか。公募するなど身近な

名称を考えているのかとの質疑に対して、執行部より、条例では大津町まちづくり交流センターとなっ

ている。住民の親しみ易い名前を考えたい。愛称募集を２月の広報やホームページにて公募して全国

から１３７件の応募があり、選考会を開催して決めるとの答弁がありました。委員より、第４条で開

館が午前９時から午後８時となっている、住民は午後７時に集まる会議が通例、閉館が早いのではな

いか。別表第１で安価な単価を設定してあるが使用料はどうなっているのか、オークスなどの既存施

設等利用の仕方と交流センターの違いはどうなっているのかとの質疑に対し、執行部より、交流セン

ターの開館時間は午後８時までとしている。交流センターは町民や団体の交流の場であるので、事業

を主体的に考えたので午後８時としている。会議は文化ホールやオークスなどの既存施設を使用して

いただきたい。午後９時とか１０時まで行いたい場合は、第４条第３項の規定で延長が可能。運営に

ついてはいろいろな事業が考えられるが予算が伴うので、平成２４年度の予算についての審議をお願

いしたい。例を挙げると、町内には多くの転入者がいるが町中心の転入となっている。北部や南部に

行くことが少ない、北部や南部のまつりなど地域のピーアールを行ったり郷土料理をふるまって交流

を図ってもらう。町内には多くの住民サークルがあり絵画や油絵などの合同展示会など行うことによ

る交流を図ってもらう。子どもの読み聞かせの事業など行うとき図書館や子育て支援センターには調

理室がないので、料理の得意な方、好きな方に手作りおやつを作ってもらい交流を深めるなどの事業

を考えている。料金については大津町中央公民館の大会議室は５００円、中会議室は４００円、老人

福祉センターの集会、運動室は３００円となっているとの答弁がありました。委員より、業務で職員

が行くのか計画された情報発信はどうなっているのかとの質疑に対して、執行部より、現在の商業観

光課は４名、商業労働担当と観光担当がいる、その観光担当を２名、町の観光大津をつくる会の事務

員が１名、商工会に委託している観光協会の設立準備会の緊急雇用の２名を考えている、観光協会の

設立に向け趣意書ができ、団体や企業を回り１年をかけて設立させて情報の発信については町の広報

やホームページに専用のスペースを設けて発信して、チラシなども作成する予定と答弁がありました。

委員より、まちづくり推進協議会はどうなったのかとの質疑に対して、執行部より、まちづくり交付

金事業の実施に伴い協議会を立ち上げた。平成１９年度に行政から依頼をして協議会ができた。道路

照明等や町中心部などへの提案を行ってもらった。駅前広場は駅南の整備、中心市街地は旧国道５７

号線の照明等を整備、交流センターはその建設や運営について、上井手は景観整備について行っても

らった。協議会については、まちづくり交付金事業が前期の５年で終了するので一旦終了した。まち

づくりは交付金事業が終わったから終わりではない、その火を絶やさないように今後もまちづくりの

活動を続けていただいて町にご意見やご提案をお願いしたいとの答弁がありました。委員より、協議

会に今後についての運営の提言を依頼されたのか、町民と各種団体の交流と育成支援となっているが、
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何をもって支援と考えているのか、具体的なものはあるのかとの質疑に対して、執行部より、協議会

の運営について提案はなされている、その中でタウンマネージャーが必要と提案されている。行政も

核になる人材が必要との認識である。業務にはコーディネートをするタウンマネージャー等が必要で、

団体の活性化や事業の展開を担当してもらいたいとの答弁がありました。委員より、まつり協議会か

ら提案があったのかとの質疑に対して、執行部より、昨年１０月に提言書をもらっている。その中で

タウンマネージャーが必要とされているので、行政も同じ考えであるので一緒に考えていく、事業の

推進には人材が必要であると答弁がありました。委員より、観光協会が絡んでいるかとの質疑に対し

て、執行部より、観光協会は必要と考える。ビジターセンターは観光案内や町の情報発信や物品販売

を考えている。そのための事務所が必要、大津町で観光を伴ったスポット振興などが必要である。交

流センターについても、観光協会と一緒に行っていかないといけないと考えている。コーディネーター

やタウンマネージャーの配置が必要であるとの答弁がありました。委員より、将来的な指定管理者は

観光協会なのかとの質疑に対し、執行部より、指定管理者は観光協会を主体に考えている。観光協会

の中に交流センターの担当としてタウンマネージャーや運営組織を考えているとの答弁がありました。

委員より、まちづくり交流センターを幾つか調べたが大津町と同じものはなかった。ブースを作りＮ

ＰＯに貸し出しているところもある、無料の会議室などもあった、気軽に来て話ができるものなのか

との質疑に対して、執行部より、ちょっとした書類等が保管できる貸しロッカーを設置したほうがい

いという提案があり予定している。女性の会からは作業用の品物を置ける場所が欲しいとの要望があ

り、倉庫を広くして棚を準備している。気軽に立ち寄れるようにオープンデッキ、展示スペースや交

流スペースにはテーブルや椅子を置いている、交流スペースは利用予定が入っていないときは自由に

利用できるとの答弁がありました。委員より、コピー機やパソコンは他の施設ではできるが施設をもっ

と便利に利用できる運営方法を考えていかないといけないのではないかとの質疑に対して、執行部よ

り、コピー機や印刷機は設置する予定、用紙は準備してもらいインク代のみで使用できるようにする。

コピー機は民間もあるので同様にする、貸し出し用のパソコンも考えるとの答弁がありました。委員

より、観光協会は誰が回るのか。住民にも提言するのか。観光協会が指定管理を行うことは誰も知ら

ない、そういうことは話す前に住民に話をする場が必要ではないかとの質疑に対して、執行部より、

観光協会が設置できたら指定管理をする予定である、団体を二つも三つも作るわけにはいかないと考

える。観光協会設立に向けて趣意書が出来上がりつつあるので、４月以降に職員と観光協会設立準備

の臨時職員とで企業や団体を回る予定である。観光協会にタウンマネージャー等の交流センター担当

者を配置して管理してもらえば経費を節約できると考えるとの答弁がありました。委員より、町が行

う観光の紹介では営利活動は入っていない。観光協会は通常社団法人で町とは切り離されている、旅

館やホテル飲食業など自分達の営利目的を含めてピーアールし事業を行っている。営利に結びつく営

利が目的の観光協会である。タウンマネージャーについても町の持ち出しがある観光協会は現在の状

況でははっきりしていないのではないか、きっちり答えることができないのではないかとの質疑に対

し、執行部より、４月には交流センターがオープンする、将来的にどうなるか不確定である、指定管

理の話をするのは時期尚早である、申し訳ない。観光協会ができたらお願いするのも 1 つの方法と考
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える、しかし交流センターの目的を達成するためキーマンとなるタウンマネージャーやコーディネー

ターなどの人材が必要と考える、当初職員が入り運営組織ができあがった時点で管理運営を任せると

の答弁がありました。委員より、タウンマネージャーやいろいろなイベントを束ねて集約する核とな

る団体が必要。交流センターをどういう方向で運営していくのか、今の段階での観光協会はおかしい。

協議会が提案した住民を巻き込んだ企画が必要ではないのかとの質疑に対しては、執行部より、観光

協会設立に向けての業務は交流センターと違う条例第３条の業務については、情報発信などの３と４

は観光協会と同じであるが、１と２はまちづくり人づくりのためのタウンマネージャーやコーディネー

ターが必要であるとの答弁がありました。委員より、これが観光協会ができるまで商業観光課が観光

を紹介するということになるのかとの質疑に対して、執行部より、管理運営を任せることのできる団

体が育つまでの間はそうなるとの答弁がありました。委員より、施設をつくったら条例を定めるのは

当たり前、将来考えるというのはおかしいが厳しい状況はわかる。努力をすること。観光協会は行政

からではなく住民を巻き込んで作ってもらうとの質疑に対しては、執行部より、交流センターの運営

については協議会の提案にもあった運営委員会等が将来は必要と考えている、使用料についても多く

の人に来てもらいたいので減免を設けている、多くの町民の方に交流を行ってもらい将来的には運営

委員会に繋ぎたいとの答弁がありました。委員より、走りながら考えることでいいのか、まちづくり

交流センターができたオークスには気軽に入れる。連携して考えないといけない。飲食は弁当を持っ

てきてもいいのか。閉館時間は大体１０時ではいけなかったのか８時になんでこだわるのかとの質疑

に対して、執行部より、事業優先に考えたため事業を行っているとき８時を過ぎてからどのくらいの

人が来てもらえるかを考えた。会議等であればオークスや文化ホールを利用していただくとの答弁が

ありました。委員より、申し込みの時点で時間の延長が可能かの質疑に対して、執行部より、申し込

みの時に内容を確認して延長したがいい場合は対応する。将来１０時までのニーズが多ければ条例を

改正して対応したい。当分の間８時まで利用として状況を見ながら検討するとの答弁がありました。

委員より、音楽は防音がないのでできない、事前にわかっていれば延長、誰でも入れるのがわかった、

待ち合わせ場所にはなる、７時に集合事前に会議が入っていればいいが協議会の提案では、気軽に入

れるように会議に使ったりすると遅くまでなるので８時までが例外になると思う。夏場だったら８時、

住民目線で考えてもらいたい、８時までが例外で１０時までを要求したい、将来は見直してもらいた

いとの意見がありました。委員より、バス停があり待ち合わせ場所になるので自動販売機はないのか

との質疑に対して、執行部より、バスの停留所は東から移設し誰でも気軽に入れるよう雰囲気づくり

を行う。アルコールは別としても飲食はできるし自動販売機も１台は置く、トレイは中のトイレを自

由に使ってもらいたいとの答弁がありました。委員より、大津高校や翔陽高校などのハムやからいも

クッキーなどの販売はできないかとの質疑に対して、執行部より、翔陽高校のハムなど学校の製品の

販売は教育実習であり第３条の第４項の産業振興にもなり目的の１つなので減免の対象となると考え

るとの答弁がありました。委員より、交流スペースは何名くらい入るのかとの質疑に対して、執行部

より、机や椅子を並べて５０名は楽に入るとの答弁がありました。委員より、物品販売はどうなのか

第６条第７項の物品販売の意味は、フリーマーケットの開催は可能かとの質疑に対して、執行部より、
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社会教育法を参考にしている。授業の内容など事前に確認して交流センターの目的に照らしながら判

断して対応する、営利とは物品販売を通じての収益を上げることそのものではなく、特定の人にその

収益を帰属させることであると解される。町の特産品、新商品の開発、学校の実習等に利用してもら

いたい、町内のお店の宣伝にも利用したい、フリーマーケットの開催もできるとの答弁がありました。

委員より、まちづくり交付金は物品の販売は駄目ではなかったのかとの質疑に対して、執行部より、

スタートのときは駄目であった。途中から、国の方針が変わり運営費程度はよくなったとの答弁があ

りました。先ほど、開館時間と閉館時間を間違えて言ったのではないかと思うのですけれど、８時閉

館ですね。採決の結果議案第８号は全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

 次に議案第１６号は、大津町都市公園条例の一部を改正する条例についてであります。 

採決の結果、議案第１６号は全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第１７号は、大津町電源立地地域対策交付金事業基金条例を廃止する条例についてであ

ります。委員より、基金の廃止については問題ないが、交付金事業の使途や区域などの条件はあるの

かとの質疑に対して、執行部より、交付金事業について使途や区域の条件はなく町内全域で使用でき

る。前回はこの交付金を使い駅南のロータリーに観光看板を設置したとの答弁がありました。 

 採決の結果、議案第１７号は全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第２０号は、大津町中央公園公衆便所条例を廃止する条例についてであります。質疑あ

りませんでした。 

 採決の結果、議案第２０号は、全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

 次に、議案第２２号は、町道の路線廃止についてから、議案第２９号、町道の路線認定についてで

あります。 

 採決の結果、議案第２２号から議案第２９号までは全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決定

しました。 

 次に、議案第３０号関連、平成２４年度一般会計予算についてであります。農業委員会関係では委

員より、歳出が前年度予算から１２万３千円増加している要因は何か、執行部より、主な要因は労務

費の増加となっている。内容は個人情報保護の観点から農業委員会選挙人名簿登載申請書の送付返送

を郵送で行うもので、これにかかる切手代が増加要因となっているという答弁がありました。経済部

農政課関係では、委員より、４農産業費の補助金で平成２３年度は南阿蘇畜産へ２０万円助成があっ

たが平成２４年度において減額されたのはなぜかとの質疑に対して、執行部より、南阿蘇畜協への負

担金は市場の電算化負担金として平成２３年度のみの単独予算で支出している。なお、畜産振興対策

事業補助金は平成２３年度と同額であるとの答弁がありました。委員より、総合交流ターミナルにお

いて苦情の対応について町として指導、助言などを行っているのかとの質疑に対して、執行部より、

交流ターミナル施設は月に１回定期的に状況報告をしてもらっており、その中で苦情や要望について

の報告を受け対応状況などを確認している、今後もサービス向上に繋がるよう指導等を徹底していき

たいとの答弁でありました。委員より、総合交流ターミナル施設改修工事の財源に国、県補助で４５

２万７千円が計上されているが、なんの補助金を利用しているかとの質疑に対して、執行部より、資
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源立地地域対策交付金を利用している、総合交流ターミナル施設改修工事１千２３万４千円に充てて

いる。国の所管は経済産業省資源エネルギー庁で県を経由し、町に交付される。全国で４６９カ所の

市町村が対象となっている。また、平成２４年度から１０年間交付期間延長がなされているとの答弁

がありました。委員より、農業の法人化は 1つの法人にまとめるのかとの質疑に対して、執行部より、

１７の集落営農組合を 1つの法人化が目標だが、ＪＡの現状を把握しながら集落座談会を開き説明し

ていく計画であるとの答弁がありました。委員より、林業振興費の作業道舗装事業での作業道俵山線

の工事はあとどれくらい残っているのかとの質疑に対し、執行部より、延長で約１キロ弱との答弁が

ありました。委員より、補助整備費の迫井手地区の道路舗装は以前は県でしていたと思ったが、町単

独ではないかとの質疑に対し、執行部より、幹線道路など県営補助整備事業計画にのっている町道は

県営事業となるが、農道舗装については原型復旧の面で町が単独で舗装を行っていると答弁がありま

した。 

 次に、商業観光課関係では、委員より、ビジターセンター駅改札業務委託の金額の根拠と、ＪＲか

らの手数料の収入はどうなっているのかとの質疑に対して、執行部より、シルバー人材センターに委

託していて駅の改札業務と、自動券売機のつり銭や切符用紙の補充の業務がある。委託費はシルバー

の人材費が主で賃金の時間単価は平成２３年度が７７０円で、平成２４年度は８８０円で回転してい

る。また１日１７時間を３名で交代していて、最初の５時間を２名体制で業務を行っている。契約金

額については１時間８８０円掛ける１日２２時間掛ける３６５日で、７０６万６千４００円となって

いる。収入については自動販売機の管理業務について、ＪＲから月に１万円の年１２万円で委託を受

けているが、平成２４年度からつり銭や切符用紙の補充をＪＲが行うようになれば、券売機の管理が

ないので収入は見込めないとの答弁がありました。委員より、国際交流員はなんなのか、今までとは

違うのかとの質疑に対して、執行部より、語学指導等を行う外国青年招致事業には小学校・中学校や

高等学校での語学指導に従事する外国語指導助手ＡＬＴと、地域において国際交流活動に従事する国

際交流員ＣＩＲがあり、そのほかに地域においてスポーツを通じた国際交流活動に従事するスポーツ

国際交流員ＳＥＡがある。国際交流員の活動については町民の語学習得支援、幼稚園保育園の小中学

校などに出かけて子ども達との交流、町民の国際理解のための交流活動、役場職員の語学習得支援、

外国からの訪問者及びイベント等での通訳、大津町観光物等の通訳、在住外国人の相談対応、町民の

外国旅行や留学の相談、国際交流事業の企画運営助言、大津町国際交流協会の国際交流事業への協力、

その他町の国際化推進に資すると認められる活動が業務であると答弁がありました。委員より、ＣＩ

Ｒ国際交流員をコンサルタントなどから紹介されたのかとの質疑に対して、執行部より、町がアメリ

カのヘイスティングズ市と姉妹都市宣言を結んでいて、その誓約書に我々は文化交流、自治体産業の

発達、外国語教育、観光その他の広い分野において末永い友好関係を築くことを願ってここに誓約す

ると約束している。今まではＡＬＴとして大学の卒業生を紹介してもらっていたが、新たな事業とし

て国際交流員について大学からの推薦をお願いしたとの答弁がありました。 

 次に、土木部環境保全課関係では、委員より、住宅用太陽光発電システム設置補助金は平成２４年

度に国が補助金を減額するので、町も減額するとのことだが、それはどういう意味かとの質疑に対し
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て、執行部より、国の補助金が下がれば町負担が増えるため補助件数を維持するために上限額を地場

製造、地場製造以外とも、それぞれ１０万円下げるという意味である。なお、国の補助については平

成２５年度に廃止予定であるので、平成２６年度以降の町の補助をどうするかの検討も必要との答弁

がありました。委員より、環境工場の建設用地が大津町になる可能性はあるのかとの質疑に対して、

執行部より、組合の管内人口は約１４万人おり５０から１００年先を見据えて候補地の選定を行った

結果、中央ゾーンに決まった、大津町の候補地はセミコンや県から強い陳情があっているとの答弁が

ありました。 

道路整備課関係では、委員より、平川の陳情はどうなっているのかとの質疑に対して、執行部より、

馬場の区長と相談して葉山馬場坂線は用地買収と馬場中央線は測量を上げているとの答弁がありまし

た。委員より、以前の陳情で大津地区公民館分館の北側の井戸はどうなっているのかという質疑に対

して、執行部より、新年度の予算で概略設計基礎調査を計上している。また高尾野と新小屋について

も概略基礎調査を計上していると答弁がありました。委員より、村の里道と高尾野の町有地の道路は

なぜ町道にならないのか不公平を解消しなければならないので整理の方法を考えるべきであるとの質

疑に対して、執行部より、町道認定の基準は作ったが役場の中で、まだ、まとまっていない、また、

整理が必要かと思っているとの答弁がありました。 

都市計画課関係では、委員より、駅前楽善線用地はまだ買収していないところがあるのかとの質疑

に対して、執行部より、大きなところはほぼ終わり小さなものが残っている、残っているもので主な

ものは雇用促進事業団くらいで今年中にできるだけ終わりたいと思うとの答弁がありました。委員よ

り、雇用促進事業団の建物はかからなのか、買い取りの申し出はないのかとの質疑に対して、執行部

より、本体の建物はかからないが附属の施設がかかるものと考えている。また事業団からは施設全体

を買い取りの申し出があっているとの答弁がありました。委員より、県道大津植木線は都市計画道路

から外したが今後はどうするのかとの質疑に対して、執行部より、都市計画道路としながら拡幅がい

つになるかわからない状態で町民に迷惑をかけていた。県としては道路の拡幅は終わっていると判断

しており、今後は道路維持と危険箇所の改修等を県へ要望していくとの答弁がありました。 

採決の結果、議案第３０号関連は全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

次に議案第３２号は、平成２４年度大津町外四ヶ市町村共有財産管理処分事務受託特別会計予算に

ついてであります。委員より、緑資源幹線林道の維持管理はどこでしているのかとの質疑に対して、

執行部より、町に移管されているので大津町が管理しているとの答弁がありました。 

採決の結果、議案第３２号は全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

次に、議案第３３号は、平成２４年度大津町公共下水道会計特別会計についてであります。委員よ

り、新小屋の測量設計だが東部清掃工場の手前は区域外かとの質疑に対して、執行部より、区域外で

あるとの答弁がありました。 

採決の結果、議案第３３号は全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

次に、議案第３５号、平成２４年度大津町農業集落排水特別会計についてであります。委員より、

繰り越しの件だが現地調査時に補助金の話があったが、詳細に説明を求めるとの質疑に対して、執行
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部より、今年度は国庫補助の交付決定が７月中旬で、前年度より３カ月遅れたため工事着工が遅れた。

また平成２４年度の農業集落排水事業は国庫補助となるかどうかが不確定と県から連絡があり、今年

度で工事完了したいため１１月に残りの工事を発注したが、迂回路の確保や通行止めができず多々良

区の２本の繰り越しをお願いしたものだと答弁がありました。 

採決の結果、議案第３５号は全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。 

  次に、議案第３７号平成２４年度大津町工業用水道事業会計予算についてであります。委員より、

ある企業が減水されるようだが工業用水に影響があるかとの質疑に対して、執行部より、多少の減水

はあると思うが大きな影響はないと考えるとの答弁がありました。 

採決の結果、議案第３７号は全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

 次に、認定第１号、平成２３年度矢護川地区簡易水道組合会計歳入歳出決算の認定についてであ

ります。質疑はなく、採決の結果、認定第１号は全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しまし

た。 

当委員会に付託されました案件は以上です。議員各位におかれましては、当委員会の決定にご賛同

いただきますようお願い申し上げまして、経済建設常任委員会の報告を終わります。 

○議 長（大田黒英生君） 文教厚生常任委員長鈴木ムツヨさん。 

○文教厚生常任委員長（鈴木ムツヨさん） こんにちは。ただいまから、文教厚生常任委員会の委員長

報告を行います。 

 当委員会に付託されました案件は、議案第９号、議案第１０号関連、議案第１２号、議案第１３号、

議案第１４号、議案第１５号、議案第１８号、議案第１９号、議案第３０号関連、議案第３１号、議

案第３４号、議案第３６号の１２件です。当委員会は、審議に先立ち、３月１２日午前１０時より８

カ所の現地調査を行い、１３日、１４日、１５日、傍聴の申し出により大会議室において午前１０時

より執行部の説明を求めながら議案の審議を行いました。審議の前に、岩尾福祉部長、松永教育部長

より平成２４年度の重点政策について述べられました。以下、議案の審議の主な経過と結果について

ご報告いたします。 

 まず、議案第９号、大津町歴史文化伝承館条例の制定についてです。委員より、使用料により減免

規定があり、使用料の規定もあるが事前に登録した団体に貸し出すなら使用料の規定はいらないので

はないかとの質疑に対し、執行部より、登録は条例目的に合えばどなたでもできますが、減免につい

ては公益性とか団体の活動内容で判断したいと考えていますので、利用料の規定を設けていますとの

答弁がありました。 

 採決の結果、議案第９号は全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第１０号関連、地域の自主性及び自立性を高めるための改正の推進を図るための関係法

律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定についてです。 

委員より、自主性を高めるとあるが今までにも自主的にやっているのではないか、図書館法が変わっ

たからではないかとの質疑に対して、執行部より、図書館法によって運用していました。図書館法 1

５条の任用基準が削除され条例で定めることになりましたとの答弁がありました。 
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 採決の結果、議案第１０号関連は全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。 

    次に議案第１２号、大津町公民館条例の一部を改正する条例についてです。 

    委員より、移譲する前は条例に基づいて地域に利用されていたが、今後は条例での縛りはないのか、

基本的な使い方の継承はとの質疑に対して、執行部より、条例の分館としての機能は廃止、地区の公

民館として活用していただきますとの答弁がありました。 

 採決の結果、議案第１２号は全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。 

  次に、議案第１３号、大津町スポーツ振興審議会条例の一部を改正する条例についてです。 

  委員より、スポーツ基本法改正のポイントはなにかとの質疑に対して、執行部より、これまでのス

ポーツ振興法が５０年ぶりに改正されスポーツ基本法となる。特にスポーツ団体の役割についての規

定、学校における体育の規定の位置づけ、地域スポーツ振興計画の策定などが盛り込まれているとの

答弁がありました。 

 採決の結果、議案第１３号は全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。 

    次に、議案第１４号、特別職の職員等で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改

正する条例についてです。委員より、大津町は福祉の町づくりを進めてきたが、若草学園の指定管理

者委託が平成２４年度で１期目が終了する、その報告はどのようにするのかとの質疑に対し、執行部

より、指定管理者委託については福祉の切り捨てではなく、専門的な部分で充実した施設運営を目的

にしている。指定管理者委託の効果の経過等については、現在指定管理者選定委員会で報告が行われ

ています。議会への報告も考えていきたいとの答弁がありました。 

 採決の結果、議案第１４号は全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。 

    次に、議案第１５号、大津町介護保険条例の一部を改正する条例についてです。 

  福祉部医療保険課。委員より、介護給付費の見込みについてこの数値は最高値で見込んでいるのか

との質疑に対して、執行部より、高齢者人口については熊本県からの人口推計方法を用い、それを基

礎に給付費等について国からのワークシートで必要なデータの入力等を行って推計していますとの答

弁がありました。委員より、介護保険準備基金の取り崩しで保険料を１４０円引き下げるとのことで

すが、今後の経済情勢によっては基金の積立はできないかもしれないとの質疑に対して、執行部より、

毎年度の決算により国、県、町等の所定の負担率で精算し、尚相当の繰越金があれば介護保険準備基

金に積み立てることはできる、また第５期中に介護保険給付費の不足が生じた場合は熊本県介護保険

財政安定化基金により借り入れを行い、第６期計画ではその返済分と給付費の増加分の両方を盛り込

むところの保険料の増加が必要になりますとの答弁がありました。 

 採決の結果、議案第１５号は全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。 

    次に、議案第１８号、大津町生活管理指導短期宿泊手数料徴収条例を廃止する条例についてです。 

 質疑はなく、採決の結果、議案第１８号は全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第１９号、大津町生活管理指導員派遣手数料徴収条例を廃止する条例についてです。 

  質疑はなく、採決の結果、議案第１９号は全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。 

  次に、議案第３０号関連、平成２４年度大津町一般会計予算についてです。 
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 福祉部健康福祉課。委員より、健康推進係が子育て健診センターに移動するということだが、業務

も子育て支援課と一緒にするのかとの質疑に対して、執行部より、子育て健診センターに保健師が常

駐するようになるので、子育て関係の相談事業はし易くなると思われる。業務内容については総合的

に検討しますとの答弁がありました。委員より、子宮頸がんワクチン接種率の目標値はどれくらいか

との質疑に対して、執行部より、高校１年で３０から４０％を計上している、大津町の受診率は低い

ほうで受診率向上による予防に努めていきますとの答弁がありました。 

福祉部保健医療課。委員より、高齢者外出支援事業について熊本市のように高齢者にバスカードを

出したりする便利なものはないか、郡内の状況はどうなっているかとの質疑に対して、執行部より、

大津町では高齢者外出支援事業により外出の支援を行っているが、タクシー代の概ね４分の３を助成

している、郡内の状況は菊陽町は委託で実施しているが利用は少ないとのこと、菊池市は乗り合いタ

クシーを運行しており、合志市も大津町と同様の移送サービスがあるが、郡市の中で利用が多いのは

大津町ですとの答弁がありました。 

教育部子育て支援課。委員より、家庭的保育事業について受け入れ人数を５人までとする理由、事

故が起きたときの責任対応について、保育料について、保育ママとして適正と判断する基準はなにか、

チェック体制はどうなっているかとの質疑に対して、執行部より、１人で３人まで預かるというとこ

ろで始まった事業で、実績を基に目が届く人数は保育者２人で５人までです。家庭的保育全国連絡協

議会保険での対応、通常の保育料の７割程度で昼間の８時間は保育時間、また給食費は別途５千円程

度で延長料も別料金、保育ママの適正基準については保育士資格勤務経験があり県の研修を受け町要

綱に定める要件を満たした人、連携保育士を大津保育園が指導する。また週に１、２回は支援者が家

庭的保育事業所を訪問しますとの答弁がありました。委員より、待機児童の人数はどうなっているか

との質疑に対して、執行部より、平成２３年１０月１日現在で３７人、１０月から１月までに６０人

程度の入園申し込みがあります。待機児童が多いのは、出生率が上がっている影響だと考えられます。

本年度新設の保育園ができるが、初めから９０人は無理ですが、３月には９０人を確保し、４月には

１２０人定員を考えています。０、１、２歳の家庭保育事業は県の動向や制度の一体改革で進めてい

る新子どもシステムから検討しますとの答弁がありました。 

教育部学校教育課。委員より、通学区域及び教育施設検討委員会委員は青少年健全育成協議会委員

と同じか、また美咲野小学校の校区は決まったかとの質疑に対して、執行部より、委員については別

である。美咲野小学校の校区については地元説明会を踏まえ、昨年規則の改正を行っていますとの答

弁がありました。委員より、事務局費の非常勤職員報酬の特別支援補助員について、例えば３０人学

級になった場合でも、このように町から非常勤職員を配置する制度については変わらないのか、非常

勤職員を容易に配置するのではなく、その活用の効果を検証してよりよきものに改善していくサイク

ルを完成させていただきたいとの質疑に対して、執行部より、特別支援教育については最近は国も教

員への研修や保護者への啓発など力を入れているところです。また、学習障害については教員ではな

かなか見抜けないところもあります。学校現場においても以前と違い変わってきています。落ち着い

た学級の中で自立できる子どもを育成するために必要に応じて特別に配置させていただいていますと
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の答弁がありました。委員より、学校教育指導員のシステムはどうなっているかとの質疑に対して、

執行部より、学校教育指導員については昨年度は３年未満の先生を対象にしていましたが、今年は５

年未満３７人を対象に授業の参観と授業指導など１人年４回の指導を行っています。本来教職員の指

導は学校長や教頭が行うところですが、若い先生について集中的に行うことと、第三者の立場で指導

してもらうこと、教材研究へのアドバイスなど効果が上がっていますとの答弁がありました。 

教育部生涯学習課。委員より、文化団体への補助金で梅の造花保存会への補助額は幾らか、また補

助金額の増加の理由は何かとの質疑に対して、執行部より、２９万円で昨年度より１０万円増額です。

今回は花びらの紙代が主なものですとの答弁がありました。委員より、全国大会出場等激励金につい

て他の市町村の取り組みはどうなっているかとの質疑に対して、執行部より、大津町は県内でもいち

早く要綱を定めました、菊池管内は大津町の要綱を参考にされました。現在の要綱は文化部門まで含

まれており、他に例があまりないようですとの答弁がありました。委員より、体育施設等管理公社の

解散に伴い職員採用試験が行われましたが、採用の条件、方法はどうなっていたのかとの質疑に対し

て、執行部より、５年以上の民間企業等職務経験者を対象に一般行政職として採用試験を行いました。

教養、論文、面接等が行われ４名の応募のうち２名が合格しましたとの答弁がありました。 

教育部公民館。委員より、１９負担金、補助及び交付金等の文化事業助成金４５０万円は有効に利

用されているかとの質疑に対して、執行部より、補助金は有効に利用され補助率を下げるよう努力し

ている。町民の文化資質を高める機会が都市部に比べると低いのが現状である。回数や金額も限られ

ているが、文化の資質を高めるための努力はしていますとの答弁がありました。 

教育部図書館。委員より、移動図書館の利用状況及び返却状況はどうなっているかとの質疑に対し

て、執行部より、火曜、木曜と２１カ所を巡回しており年間約５千冊を貸し出しています。返却は図

書館でもできますし、幼稚園等を通じて返却をお願いしています。一般の方の貸し出し返却もできま

すので利用があります。図書館での未返却は１カ月返ってこない本が１千冊ほどあり、２カ月返却が

ないと電話督促を行っています。町外や在勤で転居された方の未返却で２年を経過したものが１２冊

ありますとの答弁がありました。 

 採決の結果、議案第３０号関連は全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。 

  次に、議案第３１号、平成２４年度大津町国民健康保険特別会計予算についてです。 

 福祉部保健医療課。委員より、国の療養給付費負担金が２％減って県の調整交付金が２％増えると

いうことだが、総額として金額が減っているのはなぜかとの質疑に対して、執行部より、今回国の施

策変更がありその２％の説明をしましたが、国の療養給付費負担金と県の財政調整交付金については

算定の方法が同一ではありませんので差額が生じています、また今回の変更については総額として減

少することがないよう熊本県にも情報提供をお願いしていきますとの答弁がありました。 

 採決の結果、議案第３１号は全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。 

  次に、議案第３４号、平成２４年度大津町介護保険特別会計予算についてです。委員より、昨年の

議会先進地研修では、特別養護老人ホームのように規模の大きい施設から民家を改築したり、少人数

規模の施設によりお世話をしていく考え方がある。今回の第５期計画は全てを網羅しているものの特
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色がないと思うがとの質疑に対して、執行部より、平成２４年度の予算では介護予防を積極的に展開

し近い将来の介護給付費の抑制に繋がる取り組みを進めます、埼玉県和光市では新規に要支援となる

方の率が大津町での５分の１程度です。要因は一般施策メニューを充実させて介護保険を利用するよ

り、一般施策のサービスを受けるほうが楽しいとのことで、認定率が低い状況がありますとの答弁が

ありました。委員より、介護予防事業の講師謝礼、介護予防はつらつ元気づくり事業委託、任意事業

費のホットライン体制整備事業委託はどのような内容を予定しているのかとの質疑に対して、執行部

より、講師謝礼は音楽療法士を講師として、各事業所の職員に音楽療法の講習の実施と認知症サポー

ター要請講座の講師謝礼、３Ｂ体操と太極拳の講師謝礼です。また介護予防はつらつ元気づくり事業

は社協と、つつじ山荘と、大塚の里へ委託し、元気づくりの共通プログラムを実施します。ホットラ

イン体制整備事業は安全センター株式会社に委託し２４時間体制で見守りをし、またお元気コールで

相談を受け、独居老人約１２０名への安心安全を図るものですとの答弁がありました。 

 採決の結果、議案第３４号は全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。 

  次に、議案第３６号、平成２４年度大津町後期高齢者医療特別会計予算についてです。 

 福祉部保健医療課。委員より、特定健診の受診率の目標設定についてどうなっているかとの質疑に

対して、執行部より、平成２３年度での後期高齢者医療広域連合での目標は約２０％となっていまし

た。しかし実際の受診率は平成２２年度の実績が１０.８％でかなり乖離したものとなっていました。

平成２４年度についてはそのあたりを踏まえたことや改定される保険料への影響も考慮して、実態に

見合った目標の設定となっていますとの答弁がありました。委員より、人間ドックの周知はどのよう

に行うのかとの質疑に対して、執行部より、４月の広報で行います。既に実施している町での事例を

参考として３０名の枠を設けていますので、今後の動向をみて周知のあり方を含めて検討していきた

いと考えていますとの答弁がありました。 

 採決の結果、議案第３６号は全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 当委員会に付託されました案件は以上です。議員各位におかれましては、当委員会の決定どおり賛

同賜りますようお願い申し上げまして、文教厚生常任委員長の報告を終わります。 

○議 長（大田黒英生君）  しばらく休憩いたします。２時１０分から開会します。 

午後１時５９分 休憩 

                    △ 

午後２時１１分 再開 

○議 長（大田黒英生君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

  総務常任委員長大塚龍一郎君。 

○総務常任委員長（大塚龍一郎君） こんにちは。ただいまから、総務常任委員会の委員長報告を行い

ます。 

 当委員会に付託されました案件は、議案第１０号関連、議案第１１号、議案第２１号、議案第３０

号関連の４件であります。 

 当委員会の審議に先立ち３月１２日に現地調査を行い、１３日及び１４日に委員会室において執行
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部に説明を求めながら議案の審議を行いました。 

 以下、審議の主な経過と結果についてご報告いたします。 

 議案第１０号関連、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整

備に関する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について。 

 委員より、住宅に関する賃借関係で私は暴力団とは関わりありませんという項目を盛り込み署名し

なくてはならないが、町営住宅入居者からの手続きではどのようになっていますかとの質疑があり、

執行部より、暴力団員排除の条例を平成２４年３月に提出している。入居者から契約書に替わり請け

書をもらっている契約には盛り込んでいない、今後検討するとの答弁でした。委員より、町営住宅の

作りは単身者用にも作られているのか、単身者の募集を行っているがされているのかとの質疑に対し、

執行部より、町営住宅は今までの建設の趣旨から単身者の間取りはありません。しかし、立石、西嶽、

北出口の各団地につきましては、要綱を定めて募集を行っており、今のところ足りておりますとの答

弁でございました。 

 採決の結果、議案第１０号は全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 議案第１１号、大津町税条例の一部を改正する条例について。委員より、たばこの税金は全体でど

のくらいですかとの質疑に対し、執行部より、現在１箱４１０円のうち税金は２６４.４円でそのうち

の町税は９２.３６円です。なお、今回の改正により９２.３６円が１０５.２４円となりますとの答弁

でございました。 

 採決の結果、議案第１１号は全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。 

  議案第２１号、菊池広域連合の処理する事務及び規約の一部変更について。委員より、最近無縁仏

関係で例はあるかとの質疑に対し、執行部より、１人暮らし高齢者の死亡で地域での葬儀ができず、

町が葬儀を行ったケースや、地域の共同納骨堂に骨壷が捨てられていて町が供養しお寺に安置を行っ

たケース、電柱移設工事の最中に骨壷が発見され、町が供養しお寺に安置したケースなどがあります

との答弁でした。委員より、元老人ホームの無縁仏の骨壷も利用するのかとの質疑に対し、執行部よ

り、元老人ホームの骨壷が５０個あり、お寺に預けている部分を含めて５０個以上となります。新設

する納骨堂の町割り当てが５０個程度ですので、整理して納骨するということになりますとの答弁で

ございました。 

 採決の結果、議案第２１号は全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。 

  議案第３０号関連、平成２４年度大津町一般会計予算について。議会関係。委員より、委託料の筆

料反訳料作成の契約方法についての質疑に対し、執行部より、４業者による見積もり入札を行いまし

たとの答弁でございました。 

総務課関係。委員より、全国町村会総合賠償補償保険の適用範囲についての質疑があり、執行部よ

り、施設の瑕疵や、業務上の過失による事故を対象とします。本年度は道路の陥没による車両の破損、

体操教室での負傷、公園ベンチでの転倒等に対応しました。委員より、町長選挙と町議会議員選挙を

同時に行うとすれば、いつ行うことができるか、また任期についてはどうなるかとの質疑に対し、執

行部より、同時選挙については特例法により１月９日から２月１３日までの間にはできることになっ
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ています。任期については町長の任期は変わりますが、議会議員の任期は変わりませんとの答弁でご

ざいました。委員より、消防学校には何名入校する予定ですか、また消防団の定員は何名ですかとの

質疑に対し、執行部より、消防学校の入校者は初級幹部科に各分団から３名の２４名、中級幹部科に

時期分団長候補者の８名、及び本部班長１名の９名、合計で３３名が入校予定です。平成２４年度か

ら女性隊員科が新設されましたので、５名の入校を予定しています。定員は６３０名ですとの答弁で

した。委員より、女性消防団員は役場職員だけですかとの質疑に対し、執行部より、平成２３年度に

１１名増員し現在１５名となっています。そのうち１０名が役場職員で５名の方が一般の方ですとの

答弁でした。 

会計課関係。委員より、基金の預金先の金利はそれぞれ違うのかとの質疑に対し、執行部より、１

年定期は０.０３％だが、大口小口と金額によって利率が違う、大体どこの金融機関も同じであるが新

規の定義のときは利率を上げるよう要望しているとの答弁でした。委員より、土地開発基金の変動が

あるかとの質疑に対し、執行部より、生涯学習センターの西側道路用地の買収に使っていますとの答

弁がありました。 

税務課関係。委員より、本田技研熊本工場による人員の配置転換について町への影響はどのような

ことが考えられますかとの質疑に対し、本田技研熊本工場からの特別徴収者が町内で約７００名おら

れ１人当たりの町税額は平均で３０万円程です。例えば１００名の方が町外へ転出された場合、３千

万円の減収となります。平成２４年度については、平成２４年１月１日現在の住所地で課税されます

ので、影響はないと思われます。本田の従業員数は３千９００名のうち正社員は３千２００名、町内

に住んでいる方７００名で来年以降影響があると思われますとの答弁でした。委員より、全管理職で

夜間徴収を行ってはどうかとの話があったが、どうなっていますかとの質疑に対し、執行部より、５

月と１１月の年２回、部長級７名、総務部内課長４名、保険医療課長１名と管理係４名の１２班体制

で夜間徴収を行っていますとの答弁でした。 

住民課関係。委員より、町営住宅の現在の滞納状態はどうなっていますかとの質疑に対し、執行部

より、過年度分につきましては２月末現在の調停額２千７２２万５千２５０円に対して、収納額は６

１０万７千８６０円で収納率２２.４３％です。前年度が１８.０５％ですから、４.３８％の収入増と

なっております。現年度につきましては調停額１億５千１４６万２千２３０円、収納額は１億２千４

１８万７千６２０円で収納率は８１.９９％、前年度比３.８％の増額となっておりますとの答弁であ

りました。委員より、滞納者での訴訟は何人おるか。連帯保証人に対してはどうなっているかとの質

疑に対し、執行部より、平成２３年度は４６名の滞納者に対して８０名の保証人通知を行い約６１０

万円の債権回収ができました。保証人通知の効果がでております。明け渡し訴訟は新年度からの手続

きとなりますとの答弁でございました。 

人権推進課関係。委員より、講師謝金はどのような内容を予定しているかとの質疑に対し、執行部

より、人権教育交流支援事業の講師謝金については学習会の講師として、小中高校の先生の謝礼を小

学校延べ２９２人、中学校延べ１３２人、高校延べ７４人、計延べ４９８名を予定しております。人

権啓発福祉センター運営費の講師謝金については、隣保館で３７万円、児童館で６万円を計上してい
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ます。主な内容は人権啓発講演会６万円、太鼓教室など各種教養講座等２７万円、児童館の教室６万

円などを予定していますとの答弁でございました。 

企画課関係。委員より、元気大津づくりの活動の登録者数と、水水の換金額についての質疑に対し、

執行部より、登録者数は平成２２年度末で１千１６名、平成２３年１２月現在で１千８４人とわずか

ですが増加しております。換金額も平成２２年度が１３万３千円で、平成２３年度が１８万４千円で

増加していますとの答弁でした。委員より、新エネルギー関係の職員派遣についての質疑に対しまし

て、執行部より、経済産業省新エネルギー庁への派遣職員は今年度で帰任して、新エネルギー関係の

情報収集などを行う予定です。また新年度には経済産業省新エネルギー庁、また熊本県新エネルギー

産業振興課に計２名の職員を派遣する予定でおります。 

企業誘致課関係。委員より、大津町の企業で閉鎖数はあるかとの質疑に対し、執行部より、室地域

で倒産１件があります。また南部工業団地で事務所の譲渡が１件で本事業所は継承されておりますと

の答弁でした。委員より、企業訪問等はどうしているかとの質疑に対し、執行部より、熊本県東京事

務所などを訪問し、企業情報の収集を行ったり物件等の紹介をしている。企業イベントにも参加し町

のピーアールを行っておる。今年度の状況ですが熊本県全体で３１件の立地協定があっております。

そのうち大津町では、工場増設、機器増設等で立地協定を４件締結しております。その他工場増設で

は、別に４件、空き工場等へ新たな企業が小規模ですが２件あっていますとの答弁でした。 

 採決の結果、議案第３０号関連は全員賛成で原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 当委員会に付託されました案件は以上です。議員各位におかれましては、当委員会の決定にご賛同

いただきますようお願い申し上げまして、総務常任委員会の委員長報告を終わります。 

○議 長（大田黒英生君） 以上で、各常任委員長の報告は終わりました。 

 これから各常任委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 

 荒木俊彦君。 

○１５番（荒木俊彦君） 文教厚生常任委員会の報告についてお尋ねをいたします。 

議案第１４号、特別職の職員等で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する

条例についてであります。この条例改正案は、大津町若草児童学園を民間に譲り渡すことを前提とし

た、その譲り渡し先を選定する委員さんの報酬を新たに設けるようになっておりますが、ご承知のと

おり若草児童学園は知的障害を持つ子どもさんが生活をし、またそこから学校に通うという障害者の

施設としても、県下にもそうたくさんある施設ではございません。そこでこの条例改正にあたって委

員会におきまして一番重要なのは、子ども達は施設が民間になったときの心配等はたぶん理解できな

いと思います。これは障害があろうとなかろうと理解は難しいかと思いますので、障害を持つ子ども

さん達の保護者の皆さんが、こうした民間に施設を譲り渡す、経営を譲り渡すということについて十

分に納得、同意をされているのか、委員会の中で確認をなさったかどうか、このことについてお尋ね

をいたします。 

○議 長（大田黒英生君） 文教厚生常任委員長鈴木ムツヨさん。 

○文教厚生常任委員長（鈴木ムツヨ君） 審議に先立ち岩尾部長より、今年度の政策が述べられました。
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この本会議の中で、質疑がありまして保護者に説明をさせていただいて、保護者の方から今の施設の

方に継続していただきたいという話をされたという話は私たちが聞かせていただいたところです。そ

の中で、指定管理者の平成２４年で終わりますが、指定管理者の説明どういうふうな指定管理者が行

われてきた民間移譲ということでなく、民間のノウハウをですね指定管理者は民間の良いところをとっ

て経営をお願いしているというところで説明がありましたので、指定管理者までの報告があっていま

せんので、私たちも判断材料をもらっていませんので、ちゃんと議会の中でそれを報告していただい

て、それから考えていきたいというような委員会の中での話で、検討をしたかということでは部長の

話を聞かせていただいただけで安心するという部分ではありませんが、納得したというところで、ご

報告いたします。 

○議 長（大田黒英生君） ほかに質疑ありませんか。 

  永田和彦君。 

○１２番（永田和彦君） 経済建設常任委員会委員長の報告に対して質疑を行います。 

    一般会計の議案第３０号関係でありますけれども、この中で総合交流ターミナルの施設改修工事に

ついてであります。私も、一般質問等で取り上げまして、問題にしております。実際前指定管理者は

赤字決算を出されているのに、そこに社名を変えながらも、その１社しか手を挙げなかったというこ

とで、これは社名は変えたといいましても引き続きそこが指定管理を受けたと考えてもいいのではな

いかと思います。ということで問題は多々あると思いますので、その赤字を我が大津町がそういった

間違いを起こさないためにも、こういった施設改修工事の１千２３万４千円というものが、改修計画

というものがきちんとした中長期的な計画書に基づいて行われるのか。ただ単に老朽化したものを修

理をするということなのか。またその施設は、指定管理者制度においてタダでそこの指定管理を委託

するということでありまして、町に売上の一部を、利益の一部を寄附とかそういった形ですることは

ないということでありますので、１千万からの町民の税金、一部は国、県の補填もあるということで

ありましたが、それを使うということはやはりきちんとした、そういったものの積算の根拠というも

のが必要になると思います。町の方々がそういった施設において、利益を受けてそしてまた１千万円

以上も改修費用をかけて町民の方々が良くなったと、利益を被るということが大前提になくてはなら

ないと私は考えます。すなわち、公益性というものがタダで貸す施設に、そこを修理をしてあげてど

こに存在するのかということであります。１千万円かけても１億円かけても、それ以上の費用対効果、

町民の方々から喜ばれてそして存続させなければならないという、大儀名文があるならばその１千万

円というものも安いというものかも知れませんが、その算出の根拠というものが見えませんので町民

の利益になるかどうかということを考えた場合、タダで貸して修理までしてあげるということに、ど

こに町民の利益が存在するのかお伺いしたいと思います。 

○議 長（大田黒英生君） 経済建設委員長坂本典光君。 

○経済建設委員長（坂本典光君） 私が今ここで記憶している範囲によりますと、この議案に対する質

疑は提出された執行部にされるべきだと、そういうふうに私は、審議の内容は先ほど説明したとおり

です。 
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○議 長（大田黒英生君） ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（大田黒英生君） ほかになしと認めます。 

これで、質疑を終わります。 

○議 長（大田黒英生君） 荒木俊彦君。 

○１５番（荒木俊彦君） 総務文教常任委員会で審議がなされました、議案第１４号特別職の職員等で

非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を修正する条例について、委員会の報告では可

決すべきものと決したというご報告がございましたが、この若草学園を民間に譲り渡すという大変重

要な問題でございますので、この議会で結論を出すのではなくて次の議会に向けて継続審査とされる

ことを動議として提案をいたします。 

○議 長（大田黒英生君） 金田俊二君。 

○１番（金田俊二君） ただいまの動議に対して賛同をいたします。 

○議 長（大田黒英生君） これから議案第１４号特別職の職員等で非常勤のものの報酬及び費用弁償

に関する条例の一部を修正する条例に対する継続審査申し出書の動議が荒木俊彦君、他１名から提出

されました。この動議は２人以上の発議者がありますので成立しました。したがって、発議者を代表

して荒木俊彦君に趣旨の説明を求めます。 

  荒木俊彦君。 

○１５番（荒木俊彦君） 議案第１４号に関連するものは、大津町立として１９６４年、今から３８年

前に設立をされました若草児童学園。これを検討委員会を立ち上げて民間に譲り渡すと、いわゆる民

間移譲を前提とした条例案となっております。しかしながら若草児童学園は児童福祉法第４２条によっ

て規定されている障害者の施設でありますが、ご承知のとおり知的障害を持つ子どもさんが、この施

設で生活をしております。先ほども申し上げましたが、子どもさんが自分たちの施設が民間に譲り渡

されることについて、問題とか嫌だとかはなかなか言えるものではございません。そこで、せめてそ

の保護者の皆さんの同意を取り付けること、確認することが最低条件ではなかろうかと思うわけであ

ります。児童福祉法第４２号のこの施設は、子どもさんに障害があると同時に、その子どもさんが家

庭できちんと養育をすることができない、養育は困難であるとそういう認定を受けた子どもさんがあ

の施設でいわばやむなく生活をなさっているわけであります。ですから先ほど委員会委員長にお尋ね

したところ、役場担当職員のほうからは保護者の同意を得ているかのような説明があったようであり

ますが、こういう大事な施設でありますので、直接当議会が、あるいは委員会が、保護者の皆さんと

お会いをして本当に民間に譲り渡されてしまうことに納得をしているのか、同意をされるのか、これ

を確認する必要がある思うわけであります。また町づくり基本条例におきましては、町が進めるこう

した施策、これは企画段階から計画立案にいたるまで丁寧に町民と対話を重ね説明をしながら進める

となっております。つまり町づくり基本条例にも反することになりかねないと思うところであります。

こうした保護者の問題、町づくり基本条例上の問題を抱えている、この議案第１４号につきましては

更に慎重審議を行い本議会におきましては、継続審査にして更なる慎重な審議を求めたいと、そうい
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うことで動議の提出趣旨説明にかえさせていただきます。 

○議 長（大田黒英生君） 以上で、提出者の趣旨説明が終わりました。これから質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

 永田和彦。 

○１２番（永田和彦君） 質疑を行います。１４号については趣旨説明というものは、きちんとあって

おりますので、委員会はもとより、委員会ではまだ詳細な説明が実際あっております。実際、今、私

がみているのは、若草学園条例です。この条例の中にも児童福祉法に基づいてこの条例は作られてお

りますので、この児童福祉法に違反されていると思われるのか、この条例の中に指定管理による管理

が可能であるということが明記されておりますので、この条例からするならばこの趣旨説明を受けた

あとに指定管理者による管理がすでに行われていて、なんら支障がなかったということで我々は民間

の力を借りて今まで何か不具合があったのならば、この指定管理さえも駄目になるのかなというふう

な判断はしたわけですけれども、児童福祉法による違法性というのはなかなか考えにくいかなと、国

の流れといいますのは民間でできることは民間でということを、すでに早くから進めておりますので、

法令的なものとか条例的なものには問題があるという動議ではないのかということですね。法令、条

例に対しては何らないと考えますので、その点についての違法性があるのならばやはり問題があるの

かなというふうに考えられますので、その点についての質疑を提出者に求めます。 

○議 長（大田黒英生君） ほかに質疑ありませんか。 

 荒木俊彦君。 

○１５番（荒木俊彦君） 結論から言いますと、児童福祉法に違反をするからということでの提案では

ございません。児童福祉法によって設置された障害者の施設というのはいろいろあるということです。

障害を抱えている人が自宅通う施設とか、あるいは作業をする施設とかありますけれど、若草児童学

園については自宅で親なりあるいは保護者が、その障害の子どもをきちんと養育できないと、家庭的

な問題を抱えている子ども達が、いわゆるやむなく施設に来ているという、この若草児童学園の同じ

児童福祉法の施設の中でも非常に特殊なものであるということを言ったわけであります。ですから家

庭的な問題というのは親とか保護者の皆さんが普通の、普通のと言ったらあれですけれど、障害を抱

えている子どもを養育をできないというようにされているわけですから、その親御さんの判断も民間

委託は嫌だというのもなかなか言い出せない可能性があるのではなかろうかと思います。現在指定管

理になっております。それは承知しております。しかし、指定管理制度は完全民営化ではないですね。

ですから今は公設民営ですね、しかし今度の条例は完全にあの施設そのものを全部民間に譲り渡して

しまう、経営も譲り渡してしまう。ですから今やっていらっしゃる方が問題があると言っているわけ

ではありません。もし今の方が移譲先としてなったら安心かというと、そうは言えない。民間になっ

てしまえば、その経営者はいつ変わるかわからない。あるいはその民間がほかの福祉法人なりにまた

転売することだって不可能ではない。経営者が変わったら、また問題がもし起きたとしても行政は大

津町としては立ち入ることはできないし、議会はまして全くタッチすることもできないということを

私は心配して、この動議を出したということです。 
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○議 長（大田黒英生君） ほかに質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（大田黒英生君） 質疑なしと認めます。 

  これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

 永田和彦君。 

○１２番（永田和彦君） 議案第１４号に対して出されました動議に対して、反対の立場を表明いたし

ます。先ほど質疑で申しましたとおり、この若草児童学園はきちんと条例で定められたとおり運営が

なされております。そしてまた委員会の中で、指定管理者制度による不具合という点も聞き及んでは

おりません。しかしながらその条例よりも、児童福祉法というものが存在します。ということは町が

民間に移譲したと専門の民間にノウハウを持った業者でありますけれども、そういった学校法人です

か、ものに移譲したといたしましても、その児童福祉法の監視監督下に存在するものでありますから、

そしてまた、この大津町が関与できないということも先ほどの答弁でも言われましたけれども、やは

り児童福祉法に守られたそういった学園であるならば、管理がそういった設定がないというものは考

えられませんし、そういったものに対して町としての姿勢というものもきちんとこれから作っていか

なくてはならないとそういうふうに思います。あくまでも児童福祉法の管理下にあるということが大

前提でありまして、法治国家はその法律を十分に理解しながら運営して町の経費もできる限り落とし

ていって、税負担を少なくするというそういったコストの面の考え方も存在します。ですから民間の

ノウハウを指定管理者制度で使わせていただいた、更にそれから先に民営化というような形で同じ人

間がするものでありますから、そういった形でやるのも１つの時代の流れの一貫ではないかと思いま

す。あくまでも法令巡視でやっていただくということが大前提になるというものがあると思いますの

で、この動議に対しては反対の立場を表明いたします。どうか皆様方のご賛同をよろしくお願い申し

上げます。 

○議 長（大田黒英生君） ほかにありませんか。 

  金田俊二君。 

○１番（金田俊二君） ただいまの動議に賛成する立場で討論を行っていきたいと思います。確か若草

学園合併して当初の坂本町長時代に作った施設かと思います、当時から大津町福祉の町として県内で

もすごく力を入れた町だというふうに評価されていたと、そのように感じているところです。以来、

大津町の役場が直営で職員が運営していたと、そういう時代がずっと続いてきました。私は残念なが

ら若草児童学園には行っていないのですけれども、ここにおられる部長級も確か町長も学園で仕事を

されたと思います。直接障害者の皆さんと接すること、非常に重要なことだと思います。残念ながら

指定管理者になって直接障害者に接するということも、町の立場としてはできなくなった。私は福祉

に関すること特に庁舎内で福祉に携わる人はそういった実務的な実際に障害者と接することによって

いろんな勉強ができると、そのことを町政に生かしていくというのは非常に大事なことだと思ってお

ります。私は、法にかなうっていうことは一番大事なことだと思うのです、でも利にかなう、情にか
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なう、そういったことを考えて政治をやっていく町政をつかさどっていくというのは非常に大事なこ

とだと思います。それから私ごとで恐縮ですけれども、学生時代にさようならＣＰ上映の運動を行い

ました。それは脳性小児麻痺の人がコロニーという隔離した施設で今までは過ごしてきたけれども、

自分達も町にでたいというそういう運動をしました。今はバス障害者もどんどん乗れるようになりま

した。ところが当時はあんた達は乗れんのだということで、排除していった。そういった映画上映で

した。今は誰でもが安心して暮らす、歩道やらバスとかそういったものが障害者も高齢者も、もちろ

ん健常者も暮らしやすくなるような、そういったことを障害者のそういった運動で作ってきたんです。

私は先ほど荒木議員の入所施設を利用している障害者はわからないという前提で言われましたけれど

も、私は決してそうじゃないんじゃないかと、我々がもちろん保護者の意見を聞くということは大事

です。一番大事なのは利用している子ども達にも意見を聞くという、そういったこともやはり必要な

んだということを申し上げて動議に対して賛成の表明をしたいと思います。議員各位のご賛同よろし

くお願いいたします。 

○議 長（大田黒英生君） ほかに討論ありませんか。 

  松永幸久君。 

○１３番（松永幸久君） 私は動議について反対の立場を表明し、討論を行います。 

保育園やあるいは幼稚園については、皆さんご存知のとおり福祉法人で運営がなされているわけで

すね。それを今、幼稚園、保育園あたりが今民間運営をされていて、何か不都合がございますでしょ

うか。大津町において今待機児童がたくさんいる中で、保育園の運営をしていただきたい、あるいは

拡張していただきたいとか、いうのについても、今、町としてはそういう民間である福祉法人にお願

いをしている、そういう状況がある中で今の私は民間に移譲したとしても、何ら心配されることはな

い逆にそういう面では、今民間の方達も本当にしっかりと取組んでいらっしゃる、そういうふうな中

では行政も移管した後についてもしっかりとまたそういう指導をしていただいてやっていけば、私は

心配することないというふうに考えております。そういう意味から私は動議について反対の立場を表

明させていただきます。議員各位のご賛同をよろしくお願いいたします。 

○議 長（大田黒英生君） ほかに討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（大田黒英生君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これから採決を行います。 

 荒木俊彦君ほか１名から提出された動議について採決します。この採決は起立によって行います。

賛成の方はご起立ください。 

〔起立少数〕 

○議 長（大田黒英生君） 賛成少数です。したがって、荒木俊彦君以外から提出されました動議につ

いては否決されました。 

しばらく休憩いたします。３時１０分より開会します。 

午後３時００分 休憩 
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                    △ 

午後３時０９分 再開 

○議 長（大田黒英生君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

  全部の議案に対しての討論を行います。討論ありませんか。 

  荒木俊彦君。 

○１５番（荒木俊彦君） 私は議案第１４号、特別職の職員等で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関

する条例の一部を修正する条例について、いわゆる若草児童学園を民間に売り渡す、譲り渡す、その

ための選定委員会の条例について反対を表明するものであります。先ほど法にのっとっていたら問題

はない、あるいは民間の保育園や幼稚園もあるのだから民間に譲り渡しても問題はないという討論が

ございましたが、民間の保育園をあるいは幼稚園を見てください。私の知っている保育士は民間の保

育園に雇用されて数年で結婚・出産と同時に職場を辞めざるをえない、そういう状況になっておりま

す。わずか数年です。民間に現在は公設民営という形で指定管理、聞くところによると現在の若草児

童学園の運営も、要するに儲かっていない黒字はでていないどころか赤字が発生しているという状況

だそうであります。つまりこれを完全に民営化するということは、民間の業者は利益を出さなければ

施設をずっと運営していくことは不可能であります。また利益を出すために民間が手を挙げるわけで

あります。今でも指定管理のときに赤字の施設であるならば、民間に完全に民営化されれば黒字を出

すためにどうするか、あそこで働く人達の賃金を法に触れなければ最低賃金に引き下げればいいわけ

です。儲かるわけです。あるいは法に触れないすれすれのところまでサービスの質を落とせば、更に

利益は増えるでしょう。それが法に触れない、だから問題ないという民間委託の実態ではないでしょ

うか。誰も例えば請け負った民間の法人あるいは会社が、その経営者がボランティアで民営するよう

なことはあり得ない、またもしそうだとしても、そういうものは続かないということになってしまう

ことは明らかだと思います。児童福祉法で私が触れたのは、本来ならば障害があっても家庭で養育を

されて施設に通えば本当は良いわけですけれども、それもままならない子ども達が若草児童学園で療

育をされているわけです。そういう施設をまた大津町は福祉の町として有名になった、福祉に力をい

れてきたと、その象徴的施設でもある若草児童学園を民間に売り渡すことは到底認められないという

立場から反対を表明するものであります。 

次に、議案第１５号大津町介護保険条例の一部を改正する条例についてでありますが、この介護保

険料の値上げ４千８００円から５千１００円にまたもや値上げです。３年おきに介護保険料が改定さ

れてきましたが、値上げに次ぐ値上げで更に６５歳以上の保険者の負担率は、これまで２０％だった

ものが２１％、つまり高齢者が増えれば増えるほど、高齢者が増えれば介護のサービスも当然増える

わけでありますが、それに応じて保険料が引き上げられていく、更にその割合まで増やされていくと。

これは一面では確かに今の法律では値上げせざるを得ないという面もございますが、私はあえてこの

制度そのもの根幹これが高齢者をどんどんサービスを使えば保険料がどんどん上がっていくよと、社

会保障はどんどん悪くなるぞと、それが嫌ならもっと金を出せという脅しにも似た悪循環を作り出す

法律の根幹これを正さなければならない、そういう立場からこの介護保険条例の一部を改正する条例
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について反対をするものであります。 

３つ目に、議案第３０号、平成２４年度大津町一般会計予算についてであります。今回国民健康保

険へ法定外の５千万円の繰り入れなど確かに評価するものも大半でありますが、しかしどうしても納

得できない問題があるので、これを指摘して討論したいと思います。１つは人権啓発人権教育の予算

であります。先ほど委員長の報告で人権教育交流支援事業が未だに特定の地域で夜間、年間延べ約５

００人の教師がここに出かけて行って、いわば課外授業のような形で行っております。それでなくて

も教師は本当に多忙な状況に追い込まれている中で、しかも時給が約２千円ですか、約２千円の時給

を謝礼という形で支払うということは、同和問題の解決には決して繋がらない。実は、ちょうど同和

特別措置法が廃止をされて１０年経ちました。それで全国ではこうした特別扱いはやめてくれ、その

同和地域の、かつて同和地域と言われていた地域の保護者が声をあげて止めてくれと、もう普通どお

りにしてくれという声があがってこれを中止をしている自治体も県内にもあらわれている状況であり

ます。法が失効したあと、同和地域あるいはその対象者ということはもう決めることはできません、

指摘することもできません。本当に同和問題は解決できない問題ではない、まして子ども達に差別に

負けない心、こういったものを教育するという大義名分が言われておりますが、確かに同特法がある

時代は、ある地域のある人達がいわれのない差別、人権侵害を受けていた、そういう時代だったらま

だ合理性がございますが、今は大半が解決をしてどこに住んでいようと誰であろうと差別されること

もあるし、反対に差別することだってあるんですね、ですから誰が差別する人になるか、誰が差別を

受けるか特定できるようなそういう状態ではございません。ですから同じ町内の子ども達として特別

扱いは止めることが同和問題の解決に繋がる、このことを改めて指摘しておきたいと思います。それ

から若草児童学園の民間移譲先選定委員報酬、これが障害者福祉費の中で、その委員さんの報酬が掲

載されております。障害者福祉には逆行する予算ということで、あわせて反対を表明するものであり

ます。 

以上です。 

○議 長（大田黒英生君） ほかにありませんか。 

  永田和彦君。 

○１２番（永田和彦君） 私は１４号、１５号に対しまして賛成の立場、そして３０号につきましては

反対の立場で討論をいたします。まず１４号でありますが、特別職の職員等で非常勤のものの報酬及

び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例についてでありますが、先ほど動議も出ましていろん

な言葉も言いましたので、そういった点は省きながら結局は民間でいろんな取り組みをなされている

ところが非常に効果を上げている、例えば大津町で申しますならば三気の里やそういったものも実際

存在するし、いろんな形で民間のノウハウというものをやはり利用したほうがメリットは強いと思わ

れます。もちろん児童福祉法にのっとって、いろんな税金がそこに投入されることによって国も監視

を強めるということで、違法な施設にはならないと私は思っております。そしてまたいろんな形で、

そういった障害児の方々を守らなければならない。１５号につきましては介護保険の適用、いろんな

ことを考えましても介護保険は存続させねばならない、しかしながら経費が上がるのは嫌だ、いろん
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な面がありますけれども、私はこの１４号、１５号を考えたときに、やはり避けて通れないのが経費

の問題だと思います。この経費の根拠がなければ成り立たない部分は多々あるということです。私も

耳障りのいいことをここでいっぱい並べたいです。そして永田議員は良い人だなと言われたいです。

しかしながら、経費は避けて通れないことなんですね。そういったことで１４号あたりもやはりここ

で選定委員会というもので選定、言うならばそこで厳しく、そういったいろんな面から、その選定指

名に値するのか、民間移譲に値するのかというのを深く審議される１つの委員会がやはり必要ではな

いかと、我々のノウハウ以上の方々を集めるのですね。そしてそういったいろんな角度から、いろん

な意見をいただいて、より良きそういった若草学園の運営がなされるように希望しておりますので、

そういった面で考えますれば経費の面、そして内容の充実、そういったものをかみ合わせてやはり１

４号は必要だと私は考えますので賛成の立場を表明します。そしてまた１５号につきましても、この

介護について私が最近読みました面白い本の中に、「大往生したければ医療に関わるな」という本を読

みました。なかなか面白い本で、人は死ぬ前に介護地獄に合わなければ死なせてもらえないというよ

うな言葉も出てきます。そこにはいろんな介護に携わった院長先生が書いた本でありますので、信憑

性が高いものがいっぱい書かれておりました。何年間も鼻から管を入れられて、栄養剤を入れられて、

体がだんだん萎縮して変形して亡くなられたときには、棺おけにも入らないから骨をポキポキ折って

入れるそうです。そういった地獄を味わわなければ死なせてもらえない、人は自然に死ぬことの大切

さというものを忘れてしまっているのではないかなということもあります。しかしながら、この発達

した介護、医療を受けたいという方もたくさんおられると、そういった方々の要望にも答えるし、今

の現在の医療にも期待したい。リハビリも兼ねた介護の運動あたりにも期待したいということを存続

させるために、やはり経費の面は避けて通れないということで、いくら皆様が私はまだまだ介護は受

けないよと、私もまだそんな年ではありませんが、先のことはわからないのですね。ですから今でき

ることを皆さんで話し合って、できるだけより良い介護にやっていきたいということで、経費が足り

ませんよという問題でありますので、ここのところはご了承願わないと、それこそ先ほど言われまし

たサービスの低下、人件費を下げてサービスがだんだん低下していったということにならないように、

きちんとした介護報酬なりなんなりというものは必要になってくるものかなと、そういうふうに考え

られますので１５号に対しましても賛成の立場を表明いたします。そして３０号に対しての反対の討

論でございますが、この点は何度も申しますように、この総合交流ターミナルの問題であります。や

はりここも私が一番心配するのは経費の問題でありまして、こういったものが委員長報告に対して質

疑をいたしましても、今述べた通りですと言うことで深く審議がされていないということが答えとなっ

てしまいます。やはりこれを町費、町民の皆様方が広く薄く負担しておりますよと、利用していない

方も負担しているんですよということを広く知らしめて、そして皆様方がそれでも存続させなければ

ならないから、それは必要だねと言われる経費であるのならば私も賛成でありますが、先ほど若草学

園の問題にこれを重ねてみますれば、皆さんに聞きましたか、そういった児童の親御さんに聞きまし

たかというのと同じ問題でありまして、代表制民主主義というのはその中から選ばれた方々が代表し

て議論を行うものであります。ですから広く皆様方に意見を集めることができるものと、できないも
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のというのがあります、だからこそ委員会審議、そういったものを深く広くやるべきであると考えま

す。委員長の報告の中では、私は到底納得できるような内容ではありませんし、もう少し深く審議さ

れて赤字の会社というものに委託せざるを得なかった経緯というものに、未だに不信が私は残ってい

ます。ですのでこの３０号に対しましては反対の立場を表明するものであります。委員各位のご賛同

をよろしくお願い申し上げます。 

○議 長（大田黒英生君） ほかに討論ありませんか。 

  金田俊二君。 

○１番（金田俊二君） 私は議案第１４号、反対の立場それから議案第３０号について賛成の立場で討

論を行っていきたいと思います。 

  先ほどの１４号に対する動議は継続審査審議ということをやっていこうという動議で、私自身も中

身が保護者とかあるいは施設の利用者とか、もっと深く掘り下げていかなければならないという思い

で、今、現段階では判断がつかないという思いで賛同したところです。そういう意味で現段階で、も

う先ほど私の考えは申し上げたので繰り返すことはないと思いますけれども、現段階で反対を表明す

るものです。 

それから議案第３０号人権教育支援事業について反対の立場で、先ほど討論もございましたけれど

も中身的には教師が課外授業をやっているとか、そういう発言もございました。教師に謝礼をやるこ

とが同和問題の解決には繋がらないとそういうお話も出ました。また重要なことだと思いますけれど

も、この世の中では差別することもある、差別されることもあるんだという、そういう発言もありま

したけれども要するに何を言っておられるかわからないと、差別があるから今取り組んでいるわけで

すね。地域で、差別することもある、差別されることもあるってだったらやる必要があるだろう、し

かも地域で学んでいる部分について現地に学ぶっていうことが課題に据えられております。地元のお

じちゃん、おばちゃんが子ども達に対して昔はこうだったよというようなことを話しながら、今自分

のことを捉え返して自分の生き方も考えていくという場が、その集会所で集まったり隣保館で集まっ

たりすることで考えていくという、そういった素晴らしい取り組みがなされています。同和の子ども

達が自分らしく生きたい、生きる力を学ぶというそういった場がそこの場にあるということで、これ

からも大津町本当に人権問題頑張っていると思います、是非頑張っていっていただきたいということ

を申し上げて賛成を表明したいと思います。議員のご賛同よろしくお願いいたします。 

○議 長（大田黒英生君） ほかにありませんか。 

  松永幸久君。 

○１３番（松永幸久君） 議案第１４号について賛成の立場から討論いたします。先ほど反対討論の中

に保育士の方が出産後退職を余儀なくされたとの話がでておりましたけれども、逆に私の知人の娘さ

んは、１人目、２人目をつい最近出産されました、去年されましたけれども、ちゃんと産休も取られ、

そしてつい最近職場に復帰されて頑張っていらっしゃいます。ややもすればこの民間事業者が悪のよ

うに聞こえるわけですが、多くの法人の方たちが血の通った努力をなされているということも事実で

あります。よって、私は議案第１４号につきましては賛成の立場を表明いたします。 
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○議 長（大田黒英生君） ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（大田黒英生君） 討論なしと認めます。 

 これから採決を行います。 

  まず、議案第８号、大津町まちづくり交流センター条例の制定についてを採決します。この採決は

起立によって行います。本案に対する委員長の報告は可決です。委員長の報告のとおり決定すること

に賛成の方はご起立願います。 

〔起立全員〕 

○議 長（大田黒英生君） 起立全員です。したがって、議案第８は委員長の報告のとおり可決されま

した。 

 次に、議案第９号、大津町歴史文化伝承館条例の制定について採決します。この採決は起立によっ

て行います。本案に対する委員長の報告は可決です。委員長の報告のとおり決定することに賛成の方

はご起立願います。 

〔起立全員〕 

○議 長（大田黒英生君） 起立全員です。したがって、議案第９号は委員長の報告のとおり可決され

ました。 

 次に、議案第１０号、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の

整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定についてを採決します。この採決

は起立によって行います。本案に対する各委員長の報告は可決です。各委員長の報告のとおり決定す

ることに賛成の方はご起立願います。 

〔起立全員〕 

○議 長（大田黒英生君） 起立全員です。したがって、議案第１０号は各委員長の報告のとおり可決

されました。 

 次に、議案第１１号、大津町税条例の一部を改正する条例についてを採決します。この採決は起立

によって行います。本案に対する委員長の報告は可決です。委員長の報告のとおり決定することに賛

成の方はご起立願います。 

〔起立多数〕 

○議 長（大田黒英生君） 起立多数です。したがって、議案第１１号は委員長の報告のとおり可決さ

れました。 

 次に、議案第１２号、大津町公民館条例の一部を改正する条例についてを採決します。この採決は

起立によって行います。本案に対する委員長の報告は可決です。委員長の報告のとおり決定すること

に賛成の方はご起立願います。 

〔起立全員〕 

○議 長（大田黒英生君） 起立全員です。したがって、議案第１２号は委員長の報告のとおり可決さ

れました。 
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 次に、議案第１３号、大津町スポーツ振興審議会条例の一部を改正する条例についてを採決します。

この採決は起立によって行います。本案に対する委員長の報告は可決です。委員長の報告のとおり決

定することに賛成の方はご起立願います。 

〔起立全員〕 

○議 長（大田黒英生君） 起立全員です。したがって、議案第１３号は委員長の報告のとおり可決さ

れました。 

 次に、議案第１４号、特別職の職員等で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改

正する条例についてを採決します。この採決は起立によって行います。本案に対する委員長の報告は

可決です。委員長の報告のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。 

〔起立多数〕 

○議 長（大田黒英生君） 起立多数です。したがって、議案第１４号は委員長の報告のとおり可決さ

れました。 

 次に、議案第１５号、大津町介護保険条例の一部を改正する条例についてを採決します。この採決

は起立によって行います。本案に対する委員長の報告は可決です。委員長の報告のとおり決定するこ

とに賛成の方はご起立願います。 

〔起立多数〕 

○議 長（大田黒英生君） 起立多数です。したがって、議案１５号は委員長の報告のとおり可決され

ました。 

 次に、議案第１６号、大津町都市公園条例の一部を改正する条例についてを採決します。この採決

は起立によって行います。本案に対する委員長の報告は可決です。委員長の報告のとおり決定するこ

とに賛成の方はご起立願います。 

〔起立全員〕 

○議 長（大田黒英生君） 起立全員です。したがって、議案第１６号は委員長の報告のとおり可決さ

れました。 

 次に、議案第１７号、大津町電源立地地域対策交付金事業基金条例を廃止する条例についてを採決

します。この採決は起立によって行います。本案に対する各委員長の報告は可決です。各委員長の報

告のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。 

〔起立全員〕 

○議 長（大田黒英生君） 起立全員です。したがって、議案第１７号は委員長の報告のとおり可決さ

れました。 

 次に、議案第１８号、大津町生活管理指導短期宿泊手数料徴収条例を廃止する条例についてを採決

します。この採決は起立によって行います。本案に対する委員長の報告は可決です。委員長の報告の

とおり決定することに賛成の方はご起立願います。 

〔起立全員〕 

○議 長（大田黒英生君） 起立全員です。したがって、議案第１８号は委員長の報告のとおり可決さ
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れました。 

 次に、議案第１９号、大津町生活管理指導員派遣手数料徴収条例を廃止する条例についてを採決し

ます。この採決は起立によって行います。本案に対する委員長の報告は可決です。委員長の報告のと

おり決定することに賛成の方はご起立願います。 

〔起立全員〕 

○議 長（大田黒英生君） 起立全員です。したがって、議案第１９号は委員長の報告のとおり可決さ

れました。 

 次に、議案第２０号、大津町中央公衆便所条例を廃止する条例についてを採決します。この採決は

起立によって行います。本案に対する委員長の報告は可決です。委員長の報告のとおり決定すること

に賛成の方はご起立願います。 

〔起立全員〕 

○議 長（大田黒英生君） 起立全員です。したがって、議案第２０号は委員長の報告のとおり可決さ

れました。 

 次に、議案第２１号、菊池広域連合の処理する事務及び規約の一部変更についてを採決します。こ

の採決は起立によって行います。本案に対する委員長の報告は可決です。委員長の報告のとおり決定

することに賛成の方はご起立願います。 

〔起立全員〕 

○議 長（大田黒英生君） 起立全員です。したがって、議案第２１号は委員長の報告のとおり可決さ

れました。 

 次に、議案第２２号、町道の路線廃止についてから、議案第２９号、町道の路線認定についてまで

の８件を一括して採決します。この採決は簡易表決によって行います。お諮りします。各議案に対す

る委員長の報告は可決です。委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（大田黒英生君） 異議なしと認めます。したがって、議案第２２号から議案第２９号までの

８件は委員長の報告のとおり可決されました。 

次に、議案第３０号、平成２４年度大津町一般会計予算についてを採決します。この採決は起立に

よって行います。本案に対する各委員長の報告は可決です。各委員長の報告のとおり決定することに

賛成の方はご起立願います。 

〔起立多数〕 

○議 長（大田黒英生君） 起立多数です。したがって、議案第３０号は各委員長の報告のとおり可決

されました。 

 次に、議案第３１号、平成２４年度大津町国民健康保険特別会計予算についてを採決します。この

採決は起立によって行います。本案に対する委員長の報告は可決です。委員長の報告のとおり決定す

ることに賛成の方はご起立願います。 

〔起立多数〕 
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○議 長（大田黒英生君） 起立多数です。したがって、議案第３１号は委員長の報告のとおり可決さ

れました。 

次に、議案第３２号、平成２４年度大津町外４ヶ市町村共有財産管理処分事務受託特別会計予算に

ついてを採決します。この採決は起立によって行います。本案に対する委員長の報告は可決です。委

員長の報告のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。 

〔起立全員〕 

○議 長（大田黒英生君） 起立全員です。したがって、議案第３２号は委員長の報告のとおり可決さ

れました。 

次に、議案第３３号、平成２４年度大津町公共下水道特別会計予算についてを採決します。この採

決は起立によって行います。本案に対する委員長の報告は可決です。委員長の報告のとおり決定する

ことに賛成の方はご起立願います。 

〔起立全員〕 

○議 長（大田黒英生君） 起立全員です。したがって、議案第３３号は委員長の報告のとおり可決さ

れました。 

次に、議案第３４号、平成２４年度大津町介護保険特別会計予算についてを採決します。この採決

は起立によって行います。本案に対する委員長の報告は可決です。委員長の報告のとおり決定するこ

とに賛成の方はご起立願います。 

〔起立多数〕 

○議 長（大田黒英生君） 起立多数です。したがって、議案第３４号は委員長の報告のとおり可決さ

れました。 

次に、議案第３５号、平成２４年度大津町農業集落排水特別会計予算についてを採決します。この

採決は起立によって行います。本案に対する委員長の報告は可決です。委員長の報告のとおり決定す

ることに賛成の方はご起立願います。 

〔起立全員〕 

○議 長（大田黒英生君） 起立全員です。したがって、議案第３５号は委員長の報告のとおり可決さ

れました。 

次に、議案第３６号、平成２４年度大津町後期高齢者医療特別会計予算についてを採決します。こ

の採決は起立によって行います。本案に対する委員長の報告は可決です。委員長の報告のとおり決定

することに賛成の方はご起立願います。 

〔起立多数〕 

○議 長（大田黒英生君） 起立多数です。したがって、議案第３６号は委員長の報告のとおり可決さ

れました。 

次に、議案第３７号、平成２４年度大津町工業用水道事業会計予算についてを採決します。この採

決は起立によって行います。本案に対する委員長の報告は可決です。委員長の報告のとおり決定する

ことに賛成の方はご起立願います。 
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〔起立全員〕 

○議 長（大田黒英生君） 起立全員です。したがって、議案第３７号は委員長の報告のとおり可決さ

れました。 

次に、認定第１号、平成２３年度矢護川地区簡易水道組合会計歳入歳出決算の認定についてを採決

します。この採決は起立によって行います。この決算に対する委員長の報告は認定するものです。委

員長の報告のとおり認定することに賛成の方はご起立願います。 

〔起立全員〕 

○議 長（大田黒英生君） 起立全員です。したがって、認定第１号は委員長の報告のとおり認定する

ことに決定しました。 

 

日程第３ 委員会の閉会中の継続審査申出書について 

 

○議 長（大田黒英生君） 日程第３、委員会の閉会中の継続審査申出書についてを議題とします。 

 各委員長から、議席に配付しました申出書のとおり閉会中の継続審査の申し出があっております。 

 お諮りします。各委員長の申し出のとおり、閉会中の継続審査をすることにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（大田黒英生君） 異議なしと認めます。したがって、各委員長から申し出のとおり、閉会中

の継続審査とすることに決定しました。 

 

 

日程第４ 発議第１号「総合交流ターミナル（大津温泉「岩戸の里」）で 

再生可能エネルギーを活用するための意見書」の提出について 

 

○議 長（大田黒英生君） 日程第４、発議第１号「総合交流ターミナル（大津温泉「岩戸の里」）で再

生可能エネルギーを活用するための意見書」の提出についてを議題とします。 

 提出者の趣旨説明を求めます。発議第１号提出者金田俊二君。 

○１番（金田俊二君） 案文の朗読を持って趣旨説明に代えたいと思います。総合交流ターミナル（大 

津温泉「岩戸の里」）で再生可能エネルギーを活用するための意見書案。東日本大震災さらには福島に

おける原発事故を契機に、原発に頼らない再生可能エネルギー活用の機運が全国的に高まると同時に

国におきましても補助制度の拡充等積極的な姿勢がみられます。総合交流ターミナル（大津温泉｢岩戸

の里」）は開業当時年間３２万人の来客がありましたが、現在では１６万人と半減している状況であり、

経営は厳しい状況となっています。ボイラーに要する燃料費は年間１千３００万円、電気料金は年間

１千２００万円にもなっており、早急な対応が必要であると考えます。また再生可能エネルギーの活

用は地球温暖化防止等環境面にも多大な効果をもたらすものと考えられます。「岩戸の里」及びその周

辺に太陽光、風レンズ風車による発電、小水力発電、木質ボイラー等を設置することにより、研修や
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観光スポットとして来客数も増加する可能性があります。 

以上により、総合交流ターミナル大津町（大津温泉「岩戸の里」）で再生可能エネルギーを活用す 

るための意見書を提出します。平成２４年３月２２日。大津町議会。大津町長家入 勲様。 

  以上、よろしくお願いいたします。 

○議 長（大田黒英生君） 以上で提出者の趣旨説明が終わりました。これから質疑を行います。 

質疑はありませんか。 

永田和彦君。 

○１２番（永田和彦君） だたいまの発議に対して質疑を行います。 

まず最初に１６万人と半減して厳しい状況になったということまではわかりました。ただ、燃料費

が年間１千３００万円、電気料金は年間１千２００万円にもなっておりということで、２千５００万

円と非常に大きい経費がかかっているということでありますが、私は何度もこん議会で「岩戸の里」

温泉については、ここで立ちましたけれども、前回渡された資料、指定管理者に関する資料の中でま

だ平成２３年度は終わっておりませんので、そこの数字は載っていなくて平成２２年４月１日から平

成２３年３月１日までの販売費及び一般管理費を見ております。ここでは燃料費が１千１１２万７千

円と、光熱費が１千４３４万円ということで合計すれば２千５００万円ほどになりますがこの数字と、

これは大まかな数字と申しましても結構違うんですね。この点については、どこの数字を持ってきて

言われているのかということが１点。それと中段から下におきまして再生可能エネルギーの活用とい

うことで非常に立派なことが書いてあります。温暖化防止環境面ということで、そしてまたその前段

が経費の面ということで書いてありました。その言わんとするところが太陽光や風レンズ風車、小水

力発電、木質ボイラーですか、ということを上げられておりますけれども、もちろん取り組みたいと

いうのはわかるのですが、実際に可能なのかどうかという現実性ですね。実際、今、太陽光発電あた

りは投資金額に見合った回収がなされていないということで、全員研修のときに北海道に行って風力

発電所見てきました。かなり大規模ではありましたけれども、これもまた全然採算に合わなかったと

いう事実があります。ですから、再生可能エネルギーというものは、もちろんそれが利用できて投資

金額も低く抑えられれば、もちろんそれに見合ったものが、例えば５年後、１０年後、２０年後には

ペイしますよと、それから先は若干のメンテナンスやそんなもので利益が生まれるのだとか、分岐点

の問題、そういったものが積算されて出てきたものなのか、漠然として再生可能エネルギーがいいよ

というものなのか、そしてまた総合交流ターミナルということをきちんと最初に申し述べておられま

すので、それが有効でなければ費用対効果がなければ経営に対する、加勢はできないということです。

ですから、実際にそこの積算がないで出されたらおかしいし、実際それができるのならば全庁的な取

り組み、国自体も取組まなくてはならないということになっています。今現在の可能性があるだけな

のか、それともきちんと計算ができて採算が合うし、利益に繋がるというものなのか以上質問いたし

ます。 

○議 長（大田黒英生君） 金田俊二君。 

○１番（金田俊二君） まず金額年間１千３００万円、１千２００万円、これは本当に転がして表現し
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てしまって、今言われるように実際の金額精査する概略でということで表示しまして大変申し訳ない

なと、ただ全体的にはこういう金額がかかっているということで、よろしくお願いいたします。 

それから実現可能か、その投資効果はどうかということですけれども、議員私と話すときも公会計、

企業会計の視点というのは非常に重要なんだという話をかつてしたこともあります。行政も新地方公

会計整備など、企業で言えば連結決算、そういった視点が必要になってきているということで町も今

その資料をそろえているというような状況であるかと思います。実際で言えば経費の節減、そしてそ

れで減価償却等考えながら企業と同じようにやっていくというのが、ところが公設民営の場合には１

つの目的でもって交流センターという都市と農村の交流とかあるいは高齢者の福祉とかそういったこ

とでもって、ある程度町が負担しますというのが前提になっています。実は今からはそうではないと

いうことは議員もご承知かと思います。そういう視点に立ってまずは一つ一つ考えていく必要がある

だろうと私も思います。これは予算の提出権はあくまでも町、執行部であるということを前提にしな

がら私も考えているところですけれども、可能性がないというようなそんな提案はできないというふ

うに思っております。それでまずは、木質ボイラーに変えた場合、これはしかるべき専門科の試算を

参考にしたところですけれど、手元に詳しい金額がないのですけれど、ランニングコストで年間１７

６万円の削減、１５年間のリース的コスト収支は１千８００万円ほどになると、これはＡ重油の金額

が７５円、リッター。先日、「岩戸の里」に聞きましたところ７８円５０銭というような金額になって

います。それも勘案しても、もっと累積の黒字は上がるのではないかということを考えております。

それから風レンズ風車、これは１基が５キロワットと３キロワットの鉄塔に風車を、図面をつけてお

りますのでご覧になればわかると思いますけれども、５キロワットは大体１基３００万円、太陽光発

電のパネルの家庭的なものと同じように１基でそういった部分になります。先ほど申し上げましたよ

うに、電気料金では議員が１千５００万いくらと詳しく言われましたけれども、直結すればかなりの

金額が浮いてくるだろうと、風レンズ風車は風を集中させて気圧の関係で風車が回るという構造です

ので、多少１.３倍から１.７倍の風力を加算して回すことができるということで、十分可能だろうと

いうふうに思っています。太陽光発電については、ペイするのに１５年くらいはかかるかなと思いま

す。ついでに申し上げますけれども、あわせて申し上げますけれども、私、指定管理者が運営してお

りますけれども修繕費あたり今まで町長は年間１千万円くらい使ってきていると、私はそのことも真

面目に取り組んでいく必要があるだろうと、３０万円未満については指定管理者がやりますとそれを

超える部分について町がやりますと、いつまでそういうことをしていても町は支出するだけになって

しまうというような状況だと思います。こういった指定管理者等のこれは運用で協定を交わして３０

万円未満については指定管理者が払いなさいよという協定なんですね。フレキシブルに考えればこう

いった経費が浮いた分を町は減価償却費として町に入れてくださいと、その分は修理費にあてられる

じゃないかという、そういった協定も可能ではないかというふうに思います。そういうことで、決し

てまだ実際的な入念な計算というのはこれから町も連携していただいて、もちろん我々も連携して本

当に町自身が本当に税金だけを投入してそれでいいのか、そんなことも考えますので是非賛同をお願

いしたいなと思います。 



 252

以上です。 

○議 長（大田黒英生君） ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（大田黒英生君） 質疑なしと認めます。 

 これから、討論を行います。討論はありませんか。 

 手嶋靖君。 

○１１番（手嶋靖君） 今回の提出されました大津交流センターに関する件ですけれども、以前から

大変経営的には水力熱ですかね、これ高くかかっておりまして大きな比重を占めておるようでござい

ますが、特に環境の問題というのが重視されております。特に地球温暖化に対するＣＯ２の削減とい

うことは、どこの団体でもどこの企業でも取り組んでいる項目でございますし、そういう関連からし

ましても当然やるべき問題なのかと思います。ただ、それに対する経費等がまだ出ておりませんけれ

ども４つ項目だしてございます。光熱でするのか、風力でするのか、木質をエネルギーとしてするの

か。それから水力ですね、これがでておりますけれども、やはり最小限の経費でできて最高の効果を

得るような施設というのはもちろん考えなければならないと思います。そういうことによって今後取

り組む必要があると思いますが、環境の学習の面でもこういう施設ができますとすると、子どもさん

達の１つの勉強の場にもなります。どこかでこういう施設を作る。そして経済的に効果ができれば一

石二鳥ではないかというふうに思いますので今後十分なる、今まで実際やっているところを検証しな

がら是非本町にも取り入れていただければいいんじゃないかと思います。意見の賛成の立場でお願い

したいと思います。 

○議 長（大田黒英生君） ほかにありませんか。 

  永田和彦君。 

○１３番（永田和彦君） この発議に対して反対の立場を表明いたします。誠に申し訳ございませんが

これは大津町長家入勲様として、まだ採算性の根拠がないものを町長やってくれと、検討してくれと

いうことでありますので、わざわざこんな面倒なことしなくても一般質問で上げればいいんですよ。

一般質問にして、自分が根拠あるものを示して、そして議論されたほうが説得力はあると思います。

まだ、「岩戸の里」は赤字ですよ、赤字ですよと言っているのに、まだまだ投資を増やして火に油を注

ぐようなことになるかもしれないということもこれは否めないことなのですね、ですからこういった

発議のやり方っていうものは、私は内容的にも感心しませんし、町民に利益があるんだよっていうも

のを示されたのならば誰しも賛同されると思います。もう少し議会の取り組み方というものを町長と

質問席でがんがんやりあって、そして勝ち取るといった方がこれは価値があるのではないかなと私は

思います。ですので、採算性が明確でないものに町民の大切な税金を使うわけにはいかないというの

が答えでありまして、この発議に対しましては残念でありますが反対ということを表明いたします。

議員各位のご賛同をよろしくお願い申し上げます。 

○議 長（大田黒英生君） ほかにありませんか。 

  荒木俊彦君。 
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○１５番（荒木俊彦君） ただいま反対討論がありましたが、私は発議賛同者でございますので、賛成

の立場から討論を行います。 

  議会が執行部に対して提案を行うと、政策を実現させるためには、確かに一般質問等で議員個人と

しての権利をふるに活用してそれを実行するのも１つの方法でありますが、議会が我々委員会が所管

の分野でもございますので、その委員会の中まで所管分野について再生化のエネルギーは多いに可能

性があると確信をいたしております。また、この意見書を採択することによって執行部側がその実行

を検討する。具体的な政策がでてくれば、またそこで本当に採算性があるかどうかはチェックしなけ

ればならないのは当然であります。また議会は予算措置権限がございません。ですから執行部側がこ

れを検討され当然国の補助金等も国に出向していた職員さんも帰って参りますので、そういう情報も

当然あるだろうということを見越しているところであります。そういう意味でこの意見書では再生化

の自然エネルギーを活用することによって経費の節減の可能性が大である。同時に「岩戸の里」がそ

のことで有名になっていわゆる町おこし、来客者が増える可能性も大いにあると私は確信をいたして

おります。議員各位の意見書への賛同をお願いをして討論といたします。 

○議 長（大田黒英生君） ほかに討論ありませんか。 

  松永幸久君。 

○１３番（松永幸久君） まず、経済建設委員会の皆様方に大変恐縮ですけれども、総合交流ターミナ

ルの件では大変委員の皆さん方は心を砕いて頑張っていらっしゃることには敬意を表したいと思いま

す。私も１０年くらい前でしょうか経済委員会に所属しておりましたので、文化の森の道の駅とター

ミナル岩戸の里については大津町にとって双子の赤字というくらい大変なのを抱えてきて、今現状も

このような状況が続いてそういう中で確かに今、利を得ているといいますが、太陽光発電や風レンズ

風車による発電とか水力発電、確かに今の利を得ているのではないかというふうな思いもするわけで

すけれども、そういう中で「岩戸の里」このターミナルについては、ずっと大津町は毎年毎年税金を

一般会計から投入してきている。そういう状況が続いている中で、まだはっきりしないような状況で

また税金を投入するのかと、結果がまだはっきりしない中でまたこの議会から税金を投入せよという

ことをやるのかなというような部分から考えたら、もっとそれこそ議会でもうちょっと勉強をしなが

ら、そしてこれだったらいけるんじゃないかというようなことを議会が実績を作って、準備して執行

部に提案をする。これだったらやるんじゃないかというようなことをするほうが私は正しいんじゃな

いかなと、それが有効な税金の使われ方じゃないかなというふうに思うわけです。そういう中で私は

大変恐縮ですけれども、再生化のエネルギー活用するための意見書については反対の立場を表明させ

ていただきます。 

○議 長（大田黒英生君） ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（大田黒英生君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから採決を行います。発議第１号、「総合交流ターミナル（大津温泉「岩戸の里」）で再生可能

エネルギーを活用するための意見書」の提出についてを採決します。この採決は起立によって行いま
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す。発議第１号は、原案のとおり決定することに賛成の方はご起立願います。 

〔起立多数〕 

○議 長（大田黒英生君） 起立多数です。したがって、発議第１号は原案のとおり可決されました。 

 しばらく休憩いたします。 

午後４時１２分 休憩 

                    △ 

午後４時１９分 再開 

○議 長（大田黒英生君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 

日程第５ 同意第１号 大津町副町長の選任につき同意を求めることについて 

 

○議 長（大田黒英生君） 日程第５、同意第１号、大津町副町長の選任につき同意を求めることにつ

いてを議題とします。 

 お諮りします。同意第１号は、会議規則第３９条第２項の規定によって、委員会付託を省略し会議

で審議を行いたいと思います。ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（大田黒英生君） 異議なしと認めます。したがって、同意第１号は委員会付託を省略するこ

とに決定しました。 

 提案理由の説明を前に総務部長德永保則君の退場を求めます。 

〔総務部長退場〕 

○議 長（大田黒英生君） 提案理由の説明を求めます。 

  町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） 皆さん、こんにちは。本定例会に追加提案申し上げます案件の説明の前に、

一言お礼を申し上げます。本定例会にご提案申し上げました全ての案件につきまして、ご認定をいた

だき誠にありがとうございました。議員の皆さんのご指導、ご助言をよろしくお願い申し上げまして

町民の幸せのためにしっかりと頑張っていきたいと思います。 

それでは追加提案いたしました案件の提案理由の説明を申し上げます。同意第１号、大津町副町長

の選任について同意を求めることについてでございますが、現副町長の上田英典様から退職の申し出

があり、平成２４年３月３１日をもって退任されますことに伴いまして、菊池郡大津町大字大津１１

９８番地６、德永保則様を大津町副町長として選任いたしたいと思うものでございます。上田英典様

は平成２２年４月１日から２年間、副町長として行財政運営の全般に関しまして県職員としての行政

経験を活かし優れた手腕を発揮され、町の発展のためにご尽力されました。上田英典様のご尽力に感

謝し、また今後のご健勝とご活躍にご期待を申し上げ上田様に心から感謝いたしたいと存じます。 

今回お願いしております德永保則様は、長年大津町役場職員としてご勤務され、企画部長、総務部

長を歴任され行財政の事業全般にわたり精通されており、大津町副町長として適任と存じます。選任
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につきましては地方自治法第１６２条の規定により議会の同意を求めるものであります。 

以上、同案件につきましては提案理由の説明を申し上げましたが、ご審議の上、ご同意を賜ります

よう、よろしくお願い申し上げます。 

○議 長（大田黒英生君） 提案理由の説明は終わりました。これから質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（大田黒英生君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから、討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（大田黒英生君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これから採決を行います。同意第１号、大津町副町長の選任につき同意を求めることについてを採

決します。この採決は起立によって行います。本件はこれらに同意することに賛成の方はご起立願い

ます。 

〔起立全員〕 

○議 長（大田黒英生君） 起立全員です。したがって、同意第１号は同意することに決定いたしまし

た。 

  総務部長德永保則君の入場を求めます。 

〔総務部長入場〕 

 

日程第６ 同意第２号 大津町監査委員の選任につき同意を求めることについて 

日程第７ 同意第３号 大津町固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を 

求めることについて 

 

○議 長（大田黒英生君） 日程第６、同意第２号、大津町監査委員の選任につき同意を求めることに

ついて、ならびに日程第７、同意第３号、大津町固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求

めることについての２件を議題とします。 

 お諮りします。同意第２号ならびに同意第３号の２件は、会議規則第３９条第２項の規定によって、

委員会付託を省略し会議で審議を行いたいと思います。ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（大田黒英生君） 異議なしと認めます。したがって、同意第２号ならびに同意第３号は委員

会付託を省略することに決定しました。 

 提案理由の説明を求めます。 

 町長家入 勲君。 

○町 長（家入 勲君） 続きまして同意第２号、大津町監査委員の選任につき同意を求めることにつ

いてでございますが、現委員の大久保純一様が平成２４年３月３１日任期満了となられますので、再
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度熊本県菊池郡大津町大字室２１１８番地１、大久保純一様を監査委員として選任いたしたいと思う

ものでございます。大久保純一様は長年熊本県教育委員会において事務職を歴任され、事務職の責任

者としても経験豊富であり、町の監査委員として１期４年間ご活躍され財政に精通しておられ、適任

と存じます。選任につきましては地方自治法第１９６条第１項の規定により、議会の同意を求めるも

のであります。 

次に同意第３号、大津町固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることについてでご

ざいますが、現審査委員会委員の山田伸様が平成２４年４月１３日に任期満了となられますので、新

たに菊池郡大津町美咲野２丁目２３番１２号、吉田光宏様を固定資産評価審査委員会委員として選任

したいと思うものでございます。吉田光宏様は土地家屋調査士として固定資産の評価について学識経

験を持たれ、固定資産評価審査委員会の委員として適任と存じます。選任につきましては地方自治法

第４２３条第３項の規定により、議会の議決を求めるものであります。 

以上、案件につきまして提案理由の説明を申し上げましたが、ご審議の上、ご同意を賜りますよう、

よろしくお願いいたします。 

○議 長（大田黒英生君） 提案理由の説明は終わりました。これから質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（大田黒英生君） 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 これから、討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議 長（大田黒英生君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これから採決を行います。同意第２号、大津町監査委員の選任につき同意を求めることについてを

採決します。この採決は起立によって行います。本件はこれに同意することに賛成の方のご起立を求

めます。 

〔起立全員〕 

○議 長（大田黒英生君） 起立全員です。したがって、同意第２号は同意することに決定しました。 

次に、同意第３号、大津町固定資産評価委員審査委員会委員の選任につき同意を求めることについ

てを採決します。この採決は起立によって行います。本件はこれに対し同意することに賛成の方のご

起立を願います。 

〔起立全員〕 

○議 長（大田黒英生君） 起立全員です。したがって、同意第３号は同意することに決定しました。 

  次に、副町長退任、ならびに就任の挨拶の申し出があっておりますので、この際これを許します。 

  副町長上田英典君。 

○副町長（上田英典君） ただいま副町長退任の挨拶の機会をお与えいただきまして、大田黒議長を初

め議会の皆様にまずもって御礼を申し上げたいと思います。私は家入町長のご推薦を受け議会のご同

意を賜りまして２年間、一日一日を大切にという思いで職務にあたって参りました。正直このような
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大役が私に務まるのだろうか、また多少なりともお役に立っているのだろうかと、自問自答の繰り返

しでございましたが、この日を迎えることができましたのも議員の皆様、また町長初め執行部の皆様

のご指導、ご助言の賜物と心より感謝を申し上げる次第でございます。 

思い起こしますと在任中には、口蹄疫問題、東日本大震災、ビジターセンターのオープン、ねんり

んピックの開催、まちづくり交流センター、大津中央公園、そして美咲野小学校の建設などなど様々

な出来事や大きな事業が目白押しでございました。このような町としても大変節目の時期にまちづく

りに関わらせていただきましたことは、大変光栄であり喜びと感謝の気持ちで一杯でございます。 

さて、大津町は県下で最も元気のある町として注目をされております。更なる町の発展のためには

議会と執行部とがそれぞれの役割を十分に果たし、町民の皆様のご理解、ご支援をいただきながら、

施策を積み重ねていくことが重要であると思います。今後とも、最善の政策を選択する議論の場とし

て、議会の意義を最大限に発揮していただきますようにお願いを申し上げたいと思います。 

私は４月から県に戻ることになりましたが、大津町での貴重な経験を活かしまして職務にあたりま

すとともに、大津町の応援団の１人として少しでもお役に立つよう頑張ってまいりたいというふうに

考えております。 

最後になりましたが、議員の皆様方のご厚情に対し重ねて御礼を申し上げますとともに、大津町の

ますますの発展、議員の皆様のご健勝、ご多幸をご祈念申し上げまして、意を尽くしませんが退任の

挨拶とさせていただきたいと思います。 

大変お世話になりました。ありがとうございました。 

○議 長（大田黒英生君） 総務部長德永保則君。 

○総務部長（德永保則君） 一言ご挨拶を申し上げます。この度は、大津町の副町長といたしまして家

入町長の推薦を受け議員の皆様方のご高配によりまして、ご同意を賜りまして、誠にありがとうござ

いました。私自身、あまりの大役に身の引き締まる思いをしております。今後は自分自身を厳しく律

し、誠心誠意頑張っていきたいと考えております。 

今、国内を取り巻く現況は大変厳しいものがあるということで理解しております。自治体の地方分

権、地域主権改革が進む中、職員の一層の創意工夫を引き出し、町民の方々と相互に向き合ってこそ

良い施策が生まれると考えております。家入町長のまちづくりの思い、子どもから高齢者まで誰もが

大津町に住んで良かった思えるまちづくりを、将来に向けて繋げるためにも微力ではございますが一

生懸命町長を補佐しながら、職員と力を結集して施策の実現のため前に向かって進むことを考えてい

きたいと思っております。 

今後とも、議長様初め議員の皆様方の尚一層のご指導、ご協力を心からお願いいたしまして、ご挨

拶とさせていただきます。本日は、誠にありがとうございました。 

○議 長（大田黒英生君） 以上で、本日の日程は全部終了しました。以上で、会議を閉じます。 

 平成２４年第１回大津町議会定例会を閉会します。 

午後４時３４分 閉会 
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